
令和６年 第３回定例会 

 

 

 

 

摂津市議会会議録 
 

 

 
令和６年１０月２５日開会 

令和６年１１月１４日閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

摂 津 市 議 会 



目次－1 

目   次 

 

令和６年第３回定例会  

○１０月２５日（第１日） 

出席議員、地方自治法第１２１条による出席者（説明員）、 

出席した議会事務局職員 ------------------------------------------- 1－ 1 

議事日程、本日の会議に付した事件 ----------------------------------- 1－ 2 

開会の宣告 --------------------------------------------------------- 1－ 3 

市長挨拶 

開議の宣告 --------------------------------------------------------- 1－ 3 

会議録署名議員の指名 ----------------------------------------------- 1－ 3 

日程１ 会期の決定 ------------------------------------------------- 1－ 3 

日程２ 閉会中の常任委員会委員所属変更の報告の件 ------------------- 1－ 3 

日程３ 閉会中の特別委員会委員選任の報告の件 ----------------------- 1－ 3 

日程４ 市長の所信表明 --------------------------------------------- 1－ 3 

日程５ 議案第６１号～議案第６３号 --------------------------------- 1－ 5 

提案理由の説明（市長） 

採決 

日程６ 認定第１号～認定第８号、議案第５８号～議案第６０号、 

議案第６４号～議案第６８号----------------------------------------1－ 8 

提案理由の説明（総務部長、上下水道部長、保健福祉部長、生活環境部長） 

委員会付託 

日程７ 報告第６号、報告第８号、報告第９号 ------------------------- 1－26 

報告（総務部長、こども家庭部長） 

日程８ 報告第７号、報告第１０号、報告第１１号 --------------------- 1－28 

報告（総務部長） 

採決 

日程９ 議案第６９号 ----------------------------------------------- 1－30 

提案理由の説明（建設部長） 

採決 

日程１０ 議会議案第１４号 ----------------------------------------- 1－31 

提案理由の説明（村上英明議員） 

採決 

休会の決定  -------------------------------------------------------- 1－32 

散会の宣告  -------------------------------------------------------- 1－32 

 

 

 



目次－2 

○１１月１１日（第２日） 

出席議員、地方自治法第１２１条による出席者（説明員）、 

出席した議会事務局職員 ------------------------------------------- 2－ 1 

議事日程、本日の会議に付した事件 ----------------------------------- 2－ 2 

開議の宣告 --------------------------------------------------------- 2－ 3 

会議録署名議員の指名 ----------------------------------------------- 2－ 3 

日程１ 一般質問 

塚本崇議員 ------------------------------------------------------- 2－ 3 

光好博幸議員 ----------------------------------------------------- 2－10 

西谷知美議員 ----------------------------------------------------- 2－28 

村上英明議員 ----------------------------------------------------- 2－35 

増永和起議員 ----------------------------------------------------- 2－40 

南野直司議員 ----------------------------------------------------- 2－52 

福住礼子議員 ----------------------------------------------------- 2－57 

延会の宣告 --------------------------------------------------------- 2－63 

 

○１１月１２日（第３日） 

出席議員、地方自治法第１２１条による出席者（説明員）、 

出席した議会事務局職員 ------------------------------------------- 3－ 1 

議事日程、本日の会議に付した事件 ----------------------------------- 3－ 2 

開議の宣告 --------------------------------------------------------- 3－ 3 

会議録署名議員の指名 ----------------------------------------------- 3－ 3 

日程１ 一般質問 

安藤薫議員 ------------------------------------------------------- 3－ 3 

香川良平議員 ----------------------------------------------------- 3－12 

三好義治議員 ----------------------------------------------------- 3－21 

弘豊議員 --------------------------------------------------------- 3－31 

藤浦雅彦議員 ----------------------------------------------------- 3－38 

出口こうじ議員 --------------------------------------------------- 3－48 

日程２ 議案第５８号～議案第６０号、議案第６４号～議案第６８号 ----- 3－57 

委員長報告（総務建設常任委員長・文教上下水道常任委員長・ 

民生常任委員長） 

採決 

日程３ 議会議案第１５号～議会議案第１７号 ------------------------- 3－58 

提案理由の説明（村上英明議員） 

採決 

日程４ 議会議案第１８号～議会議案第２３号 ------------------------- 3－59 

討論（塚本崇議員） 



目次－3 

採決 

散会の宣告  -------------------------------------------------------- 3－61 

 

○１１月１３日（第４日） 

出席議員、地方自治法第１２１条による出席者（説明員）、出席した 

議会事務局職員 --------------------------------------------------- 4－ 1 

議事日程、本日の会議に付した事件 ----------------------------------- 4－ 2 

開議の宣告 --------------------------------------------------------- 4－ 3 

会議録署名議員の指名 ----------------------------------------------- 4－ 3 

日程１ 議長辞職許可の件 ------------------------------------------- 4－ 3 

  採決 

  議長辞職の挨拶（水谷毅議員） 

日程２ 議選第１号 ------------------------------------------------- 4－ 3 

 選挙 

 議長就任の挨拶（三好義治議員） 

日程３ 副議長辞職許可の件 ----------------------------------------- 4－ 4 

採決 

 副議長辞職の挨拶（松本暁彦議員） 

日程４ 議選第２号 ------------------------------------------------- 4－ 5 

 選挙 

 副議長就任の挨拶（香川良平議員） 

日程５ 議案第７０号 ----------------------------------------------- 4－ 5 

 提案理由の説明（市長） 

 採決 

延会の宣告 --------------------------------------------------------- 4－ 6 

 

○１１月１４日（第５日） 

出席議員、地方自治法第１２１条による出席者（説明員）、出席した 

議会事務局職員 --------------------------------------------------- 5－ 1 

議事日程、本日の会議に付した事件 ----------------------------------- 5－ 2 

開議の宣告 --------------------------------------------------------- 5－ 3 

会議録署名議員の指名 ----------------------------------------------- 5－ 3 

日程１ 常任委員会委員及び議会運営委員会委員選任の件 --------------- 5－ 3 

 選任 

日程２ 特別委員会委員選任の件 ------------------------------------- 5－ 3 

 選任 

日程３ 議選第３号 ------------------------------------------------- 5－ 3 

選挙 



目次－4 

日程４ 議会運営委員会の所管事項に関する調査の件 ------------------- 5－ 3 

 閉会中の調査に決定 

閉会の宣告 --------------------------------------------------------- 5－ 3 

☆添付資料 

審議日程 -------------------------------------------------------- 資料－ 1 

議案付託表 ------------------------------------------------------ 資料－ 2 

一般質問要旨 ---------------------------------------------------- 資料－ 3 

選任名簿 -------------------------------------------------------- 資料－ 6 

議会運営委員会の所管事項に関する調査表 -------------------------- 資料－ 7 

議決結果一覧 ---------------------------------------------------- 資料－ 8 



摂 津 市 議 会 会 議 録 
 

 

 

 

 

令和６年１０月２５日 

 

 

 

 

 

 

（第１日） 



令和６年第３回摂津市議会定例会会議録

１ 出席議員 （１６名）

　　１ 番　　福　住　礼　子 　　２ 番　　藤　浦　雅　彦

　　３ 番　　安　藤　　　薫 　　４ 番　　野　口　　　博

　　５ 番　　村　上　英　明 　　６ 番　　水　谷　　　毅

　　７ 番　　南　野　直　司 　　９ 番　　弘　　　　　豊

　１０ 番　　増　永　和　起 　１１ 番　　三　好　義　治

　１２ 番　　西　谷　知　美 　１３ 番　　塚　本　　　崇

　１４ 番　　出　口　こうじ 　１６ 番　　香　川　良　平

　１７ 番　　松　本　暁　彦 　１８ 番　　光　好　博　幸

１ 欠席議員 （０名）

市 長 嶋 野 浩一朗 副 市 長 山 本 和 憲

教 育 長 若 狭 孝太郎 市 長 公 室 長 平 井 貴 志

総 務 部 長 石 原 幸一郎 生 活 環 境 部 長 吉 田 量 治

保 健 福 祉 部 長 谷内田 修 建 設 部 長 永 田 享

上 下 水 道 部 長 末 永 利 彦
教 育 委 員 会
教 育 総 務 部 長

安 田 信 吾

教 育 委 員 会
こども家庭部長

大 橋 徹 之

監査委員・選挙管理
委 員 会 ・ 公 平 委 員
会・固定資産評価審
査 委 員 会 事 務 局 長

溝 口 哲 也

消 防 長 松 田 俊 也 総 務 部 理 事 丹 羽 和 人

生活環境部理事 西 川 聡 会 計 管 理 者 柳 瀨 哲 宏

事 務 局 長 荒 井 陽 子 事 務 局 次 長 森 口 雅 志

１ 地方自治法第１２１条による出席者

令和６年１０月２５日（金曜日）   
午前１０時　　　　開　会 

摂　津　市　議　会　議　場 
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１ 議　事　日　程

1， 会期決定の件

2， 閉会中の常任委員会委員所属変更の報告の件

3， 閉会中の駅前等再開発特別委員会委員選任の報告の件

4， 市長の所信表明

5， 議 案 第　６１号 副市長の選任について同意を求める件

議 案 第　６２号 教育委員会教育長の任命について同意を求める件

議 案 第　６３号 公平委員会委員の選任について同意を求める件

6， 認 定 第　　１号 令和５年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件

認 定 第　　２号 令和５年度摂津市水道事業会計決算認定の件

認 定 第　　３号 令和５年度摂津市下水道事業会計決算認定の件

認 定 第　　４号 令和５年度摂津市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定の件

認 定 第　　５号 令和５年度摂津市財産区財産特別会計歳入歳出決算認定の件

認 定 第　　６号 令和５年度摂津市パートタイマー等退職金共済特別会計歳入歳出
決算認定の件

認 定 第　　７号 令和５年度摂津市介護保険特別会計歳入歳出決算認定の件

認 定 第　　８号 令和５年度摂津市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定の件

議 案 第　５８号 令和６年度摂津市一般会計補正予算（第６号）

議 案 第　５９号 令和６年度摂津市水道事業会計補正予算（第１号）

議 案 第　６０号 令和６年度摂津市介護保険特別会計補正予算（第１号）

議 案 第　６４号 摂津市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用
等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供
に関する条例の一部を改正する条例制定の件

議 案 第　６５号 摂津市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の件

議 案 第　６６号 摂津市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改
正する条例制定の件

議 案 第　６７号 大阪府後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議の件

議 案 第　６８号 大阪広域水道企業団の共同処理する事務の変更及びこれに伴う大
阪広域水道企業団規約の変更に関する協議の件

7， 報 告 第　　６号 令和５年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率報告の
件

報 告 第　　８号 損害賠償の額を定める専決処分報告の件

報 告 第　　９号 損害賠償の額を定める専決処分報告の件

8， 報 告 第　　７号 令和６年度摂津市一般会計補正予算（第３号）専決処分報告の件

報 告 第　１０号 令和６年度摂津市一般会計補正予算（第４号）専決処分報告の件

報 告 第　１１号 令和６年度摂津市一般会計補正予算（第５号）専決処分報告の件

9， 議 案 第　６９号 損害賠償の額を定める件

10， 議会議案 第　１４号 専決処分事項の指定変更の件

１ 本日の会議に付した事件

　　日程１から日程１０まで
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（午前１０時 開会） 

○水谷毅議長 ただいまから令和６年第３回

摂津市議会定例会を開会します。 

 会議を開く前に、市長の挨拶を受けま

す。市長。 

  （嶋野市長 登壇） 

○嶋野市長 おはようございます。 

 本日、令和６年第３回摂津市議会定例会

を招集させていただきましたところ、議員

各位には公私何かとお忙しい中、御参集を

賜り、誠にありがとうございます。厚く御

礼を申し上げます。 

 さて、今回お願いいたします案件は、報

告案件として、令和５年度決算に基づく健

全化判断比率及び資金不足比率報告の件外

５件、認定案件といたしまして、令和５年

度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件外

７件、予算案件といたしまして、令和６年

度摂津市一般会計補正予算（第６号）外２

件、人事案件といたしまして、副市長の選

任について同意を求める件外２件、条例案

件といたしまして、摂津市行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律に基づく個人番号の利用及

び特定個人情報の提供に関する条例の一部

を改正する条例制定の件外２件、その他の

案件といたしまして、大阪府後期高齢者医

療広域連合規約の変更に関する協議の件外

２件、合計２６件の御審議をお願いするも

のでございます。 

 何とぞよろしく御審議の上、御承認、御

可決賜りますようお願い申し上げ、簡単で

ございますけれども、開会に当たりまして

の御挨拶とさせていただきます。 

○水谷毅議長 挨拶が終わり、本日の会議を

開きます。 

 本日の会議録署名議員は、福住議員及び

藤浦議員を指名します。 

 日程１、会期決定の件を議題とします。 

 お諮りします。 

 この定例会の会期は、本日から１１月１

４日までの２１日間とすることに異議あり

ませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○水谷毅議長 異議なしと認め、そのように

決定しました。 

 日程２、閉会中の常任委員会委員所属変

更の報告の件を議題とします。 

 ９月２５日付で香川議員から常任委員会

の所属変更の申出がありました。 

 よって、同日付で、委員会条例第７条第

３項の規定により、総務建設常任委員会か

ら民生常任委員会に所属を変更しましたの

で、御報告いたします。 

 日程３、閉会中の駅前等再開発特別委員

会委員選任の報告の件を議題とします。 

 駅前等再開発特別委員会委員の選任につ

いては、９月２５日付で、委員会条例第７

条第１項の規定により、光好議員を指名し

ましたので、御報告いたします。 

 日程４、市長の所信表明を受けます。市

長。 

  （嶋野市長 登壇） 

○嶋野市長 市長就任後、初めての定例会で

ございますので、諸議案の御審議を賜りま

す前に、今後の市政運営について、所信の

一端を述べさせていただきたいと思いま

す。 

 私は、去る９月２２日の市長選挙におき

まして、多くの市民の皆様方の御支持、御

支援を賜り、摂津市長に就任させていただ

くこととなりました。摂津市の輝かしい未

来に向け、市政運営の重責を担う覚悟を持

つとともに、その責任の重さを痛感し、身

が引き締まる思いでございます。市民の皆

様方の思いをしっかりと受け止め、全力で
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市政運営に臨む所存でございます。 

 さて、本市では、森山前市長の下、５期

２０年の期間におきまして、厳しい財政状

況を乗り越え、「こども」、「健康」、

「安全・安心」に重きを置き、まちづくり

に取り組まれるとともに、南千里丘や、北

大阪健康医療都市、通称健都、ＪＲ千里丘

駅西地区の再開発事業等、意欲的に都市整

備を進めてこられました。また、人間基礎

教育を掲げ、まちづくりの原動力となる人

づくりにも積極的に取り組んでこられまし

た。全国的に人口が減少していく自治体が

多い中で、約８万６，０００人の人口を維

持しながら、本市は着実に発展を遂げてま

いりました。改めまして、森山前市長には

感謝と敬意を表したいと思います。 

 このように摂津市は着実に発展を遂げて

きたわけでありますが、さらなる発展を目

指すに当たり、私は、今年、新しい１万円

札の顔になった渋沢栄一の言葉が頭に浮か

んでまいりました。もうこれで満足だとい

うときは、すなわち衰えるときであるとい

う言葉でございます。まちづくりに終わり

はありません。決して現状に甘んじること

なく、常に未来に目を向け、歩みを進めて

いかなければなりません。先人の偉業をし

っかりと継承していくとともに、市政の課

題を的確に捉え、挑戦することで次なる摂

津を構築していく、これが私の使命でござ

います。 

 現在、我が国の人口は急速に減少してお

り、昨年は約８６万人も減少することとな

りました。最新の合計特殊出生率は１．２

０、昨年の出生数は７２万７，０００人

と、過去最低の水準となっております。人

口の多い団塊の世代は後期高齢者となり、

総人口の約３割は６５歳以上の高齢者とな

っております。生産年齢人口の減少が進

み、既に多くの業界で人手不足が生じてお

ります。 

 こうした急激な人口減少の流れは、地

域、産業、医療、福祉、行政サービスな

ど、まちづくりにおけるあらゆる分野にお

きまして影響を及ぼしてまいります。 

 本市は、これまで総人口は維持してまい

りましたが、地域別で見てまいりますと、

市域北部の開発に伴う人口増加の一方で、

鳥飼地域をはじめとする市域南部では人口

減少が進んでおります。また、少子化、高

齢化については、市域全体で進展してお

り、今後は、本市におきましても全国と同

様に人口減少が見込まれております。この

ような状況において、次なる摂津をどのよ

うに構築していくのか。今こそ人口減少を

見据えた持続可能なまちづくりが必要でご

ざいます。 

 全国的に人口減少が進展していく中、国

においてはその克服に向けた取組が進めら

れておりますけれども、地方におきまして

も、それぞれの自治体で人口を獲得すべく

様々な取組が進められております。こうし

た取組は我が国の活力を支えていく上で非

常に重要であります。しかしながら、それ

ぞれの自治体の考えで取組を進めるだけで

は、自治体間の人口の奪い合いにもなりか

ねず、国全体の施策としての効果に疑問が

残ることも事実であります。持続可能なま

ちづくりを進めていくためには、国と人口

減少の問題についてしっかりと共有してい

きながら、少子化や高齢化に対する取組を

進めていくことが必要であります。そし

て、その取組をより効果的なものとしてい

くためには、自治体に課せられた本来の使

命をしっかりと見据え、心に刻んで行動す

ることが何よりも重要であります。肝腎な

のは、人口を増やすために何をなすべきか
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ではなく、市民が住むことに誇りを感じる

まちをいかに実現していくかであります。 

 そのためには、私は、いま一度まちづく

りの原点に立ち返り、市民一人一人の持続

可能な幸福を目指すことが必要であると考

えます。すなわちウェルビーイングを踏ま

えたまちづくりであります。ウェルビーイ

ングとは、身体的、精神的、社会的に良好

な状態を指し、単なる病気や貧困の回避に

とどまらない幸福感や生活の質の向上を目

指す概念であります。市民一人一人が幸福

を感じることで、地域に活力が生まれると

ともに、その活力により様々な地域課題の

解決を図ることで、市の魅力やポテンシャ

ルも向上してまいります。そして、市民が

感じる幸福は誇りへと進化し、ひいては

人々に選ばれる持続可能なまちであり続け

ることを可能にいたします。 

 このまちに住む市民一人一人の幸福を追

求していく、この考えに基づき、子供から

お年寄りまで誰もが心から幸福を実感でき

るよう、公約に掲げました四つの取組、

「高齢者にやさしい環境づくり」、「こど

もを産み育てる喜びを実感できる環境づく

り」、「こどもが持つ可能性を伸ばす学び

の環境づくり」、「産業振興や地域活性化

を通じた誰もが活躍できる環境づくり」を

中心に、必要な施策を講じてまいります。 

 加えて、各種施策を実行していく上で重

要となる持続可能な行政運営の実現に向

け、近隣市との広域行政の推進や公共施設

の再編等に取り組んでいくとともに、前市

長が掲げられた人間基礎教育を基本として

人材育成にしっかりと取り組み、効率的で

質の高い行政運営を実現してまいります。 

 以上、市長就任に当たっての所信の一端

を述べさせていただきましたが、次なる摂

津を構築するに当たっては、行政はもとよ

り、ここにおられる市議会議員の皆様方も

含め、市民一人一人の英知を結集すること

が肝要であります。私は、これまで、市議

会議員として６期２３年間、地域に足を運

び、多くの市民の皆様方と向き合ってまい

りました。市民一人一人が思う輝かしい未

来を手繰り寄せ、このまちをもっとよくし

ていきたい、そんな思いでまちづくりに尽

力してまいりました。ここにおられる市議

会議員の皆様方も同じ志を持って摂津市の

発展のために日々尽力してこられたものと

認識をしております。今後の市政運営に対

しましても、どうか変わらぬお力添えを賜

りますようにお願いを申し上げます。 

 そして、職員の皆様方におかれまして

は、これまで様々な行政課題の解消に真摯

に取り組み、結果を積み上げてこられたこ

とに感謝申し上げるものでございます。こ

れからは市長として、職員の挑戦を後押し

する環境づくりにしっかりと取り組んでま

いります。皆様方とともに次なる摂津の構

築に全身全霊で取り組んでいくことをお誓

い申し上げまして私の所信表明といたしま

す。 

 御清聴ありがとうございました。よろし

くお願いします。（拍手） 

○水谷毅議長 市長の所信表明が終わりまし

た。 

 日程５、議案第６１号など３件を議題と

します。 

 提案理由の説明を求めます。市長。 

  （嶋野市長 登壇） 

○嶋野市長 議案第６１号、副市長の選任に

ついて同意を求める件について、提案理由

の説明を申し上げます。 

 本件につきましては、令和６年１０月１

９日から不在となっておりました副市長に

山本和憲氏を選任いたしたく、地方自治法
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第１６２条の規定により議会の同意を求め

るものでございます。 

 なお、履歴書を議案参考資料３ページに

添付いたしておりますので、併せて御参照

いただきますようお願いを申し上げます。 

 以上、提案理由の説明とさせていただき

ます。 

 続きまして、議案第６２号、教育委員会

教育長の任命について同意を求める件につ

きまして、提案理由の説明を申し上げま

す。 

 本件につきましては、令和６年１０月１

日から不在となっておりました教育委員会

教育長に若狭孝太郎氏を任命いたしたく、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第４条第１項の規定により議会の同意を求

めるものでございます。 

 なお、履歴書を議案参考資料４ページに

添付いたしておりますので、併せて御参照

いただきますようお願い申し上げます。 

 以上、提案理由の説明とさせていただき

ます。 

 続きまして、議案第６３号、公平委員会

委員の選任について同意を求める件につき

まして、提案理由の説明を申し上げます。 

 本件につきましては、令和６年１１月１

２日付で前川彰氏が任期満了となることか

ら、後任といたしまして今井一也氏を摂津

市公平委員会委員に選任いたしたく、地方

公務員法第９条の２第２項の規定により議

会の同意を求めるものでございます。 

 なお、履歴書を議案参考資料６ページに

添付いたしておりますので、併せて御参照

いただきますようお願い申し上げます。 

 以上、提案理由の説明とさせていただき

ます。 

○水谷毅議長 説明が終わり、質疑に入りま

す。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○水谷毅議長 質疑なしと認め、質疑を終わ

ります。 

 お諮りします。 

 本件については、委員会付託を省略する

ことに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○水谷毅議長 異議なしと認め、そのように

決定しました。 

 討論に入ります。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○水谷毅議長 討論なしと認め、討論を終わ

ります。 

 議案第６１号を採決します。 

 本件について、同意することに賛成の方

の起立を求めます。 

  （起立する者あり） 

○水谷毅議長 起立者多数です。 

 よって、本件は同意されました。 

 議案第６２号及び議案第６３号を採決し

ます。 

 本２件について、同意することに異議あ

りませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○水谷毅議長 異議なしと認め、本２件は同

意されました。 

 ただいま選任に同意いたしました山本副

市長から挨拶を受けます。 

  （山本副市長 登壇） 

○山本副市長 本日、このような機会を与え

ていただき、議長をはじめ議員の皆様には

まずもって厚く御礼を申し上げます。 

 それでは、貴重なお時間を拝借いたしま

して一言御挨拶を申し上げます。 

 先ほど副市長の選任の件につきまして、

御同意をいただきましてありがとうござい

ました。重ねて御礼申し上げます。副市長

という重責をしっかり受け止めて、一日一
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日、最善の努力を行ってまいりたいと考え

ております。 

 嶋野市長が先ほど所信表明で述べられま

した次なる摂津の構築のため、全力で取り

組む所存でございます。次なる摂津の構築

の推進として、ウェルビーイングを踏まえ

たまちづくり、すなわち持続可能な幸福を

目指す方向性を掲げられました。そのた

め、「高齢者にやさしい環境づくり」、

「こどもを産み育てる喜びを実感できる環

境づくり」をはじめ、四つの施策の推進を

行うと述べられました。また、人間基礎教

育を基本とした人材育成に取り組み、効率

的で質の高い行政運営の実現とも述べられ

ました。 

 その実現には、職員一人一人の知力、協

力が必要であり、職員の能力が最大限引き

出せるような取組、環境づくりが私の役割

の一つであると考えております。嶋野市長

を先頭に、次なる摂津の構築のため、私も

全力で取り組んでまいりたいと考えており

ます。 

 議員の皆様におかれましては、御理解と

御協力、さらに一層の御指導、御鞭撻を賜

りますことをお願い申し上げまして、簡単

粗辞でございますが私の挨拶とさせていた

だきます。どうかよろしくお願いいたしま

す。（拍手） 

○水谷毅議長 続きまして、若狭教育長から

挨拶を受けます。 

  （若狭教育長 登壇） 

○若狭教育長 おはようございます。若狭で

ございます。 

 今回は、私の教育長任命に御同意いただ

きまして誠にありがとうございます。お礼

申し上げます。 

 この場をお借りしまして一言御挨拶申し

上げます。 

 本年度４月より半年の間、教育長を務め

させていただきました。今回、本日より３

年間、教育長を務めるということで、本当

に身の引き締まる思いでございます。 

 思い起こせば、私は、大学を卒業した

後、本市の第四中学校に教員として就職い

たしました。それから、中学校を中心に、

小学校、それから教育委員会事務局と勤め

てまいりました。最後に小学校で６年間、

中学校で３年間、校長をいたしまして、先

ほど申しましたとおり、半年間、教育長を

務めました。 

 本当に摂津市の教育は変わったと思って

おります。私が教育委員会事務局にいたと

きよりも、教頭職として小学校にいたとき

よりも、この１０年間、本市の学校教育は

本当に大きく変わりました。学力の問題、

特色ある教育活動の問題、授業改善の問

題、それぞれ誇れるような現場になってき

たのではないかと思っております。この間

の教育行政に関わる皆さんの御苦労に本当

に感謝申し上げるところでございます。 

 ただ、不登校でありますとかキャリア教

育でありますとか、まだまだ個々の課題が

山積しております。実は、私が５月に個人

的に拝見した国際調査があります。アメリ

カ、イギリス、日本、それから中国、韓

国、インド、この６か国の１８歳を対象に

した国際調査が本年の２月に行われまし

た。この結果、社会との関わりに関すると

ころで、日本の１８歳は全て肯定意見が最

下位でございました。自分を大人だと思え

るかどうか、自分が社会の一員としての責

任を感じているかどうか、国や社会を変え

ていけるかどうか、将来の夢があるかどう

か、こういったところが、この６か国中、

いずれも最下位でございました。私は衝撃

を受けました。私たちが育ててきた子供が
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やがて大人になる、そういった教育の結果

がこうなんだと、自分を大人だと思えな

い、地域と関わっていけない、社会との関

わりをイメージできない、そういった子供

たちを育ててきたんだと思いました。就学

前、それから、義務教育６年間、その後の

高校、大学も含めたその場その場の充実は

目に見えます。でも、その子たちがやがて

大人になるイメージを持たないといけない

と強く感じたところであります。 

 摂津市の子供たちが自分の夢を社会と絡

めた上で語れる、地域社会をこうしていき

たい、だからこんな仕事をしたいんだとみ

んなに話すことができる、そんな子供たち

を、学校現場も、教育行政も、それから地

域の皆さんも含めて一緒につくっていかな

いといけないと思いました。 

 そういう摂津市の教育を、市長、副市長

とともに、議員の皆様の御協力をいただき

ながら、時には御提言もいただきながら進

めていきたいと思っております。また、一

日一日、子供たちの将来をイメージしなが

ら教育行政を進めてまいりたいと思いま

す。どうかお力添えをよろしくお願いした

いと思います。 

 甚だ簡単ではございますが挨拶とさせて

いただきたいと思います。今後ともよろし

くお願いいたします。（拍手） 

○水谷毅議長 挨拶が終わりました。 

 日程６、認定第１号など１６件を議題と

します。 

 提案理由の説明を求めます。総務部長。 

  （石原総務部長 登壇） 

○石原総務部長 認定第１号、令和５年度摂

津市一般会計歳入歳出決算認定の件につい

て、その内容を御説明いたします。 

 初めに、本市の令和５年度決算の概要に

ついて申し上げます。 

 歳入につきましては、新型コロナウイル

ス感染症ワクチン接種体制確保補助金など

の国庫支出金や地方交付税が減少したもの

の、市民税や固定資産税などの市税収入の

増加や財政調整基金繰入金の増加により、

前年度を４．６％上回りました。 

 歳出につきましては、令和４年度実施の

廃棄物広域処理推進事業の普通建設事業費

が減少となったものの、教育・保育給付費

負担金や生活保護費などの扶助費や財政調

整基金への積立金が増加となったことか

ら、前年度を４．２％上回りました。エネ

ルギー・食料品価格等の物価高騰の対策に

要する緊急的な支出への対応もございまし

たことから、財政調整基金を取り崩して実

質収支の黒字を確保できたものでございま

す。 

 財政指標につきましては、経常収支比率

が４．９ポイント悪化し、９８．５％とな

っております。 

 それでは、決算概要４ページを御覧いた

だきますようお願いいたします。 

 歳入決算につきましては、調定額４６２

億４，１４４万２，７９６円に対し、収入

済額は４５８億７，１７６万１，１４４円

で、収入率は９９．２％となっておりま

す。 

 次に、６ページを御覧ください。 

 歳出決算につきましては、予算現額５０

９億１，７６３万３，０００円に対し、支

出済額は４４８億５９０万７，０７５円

で、執行率は８８．０％となっておりま

す。 

 形式収支は１０億６，５８５万４，０６

９円となっており、翌年度へ繰り越すべき

財源を除いた実質収支は５億９，８８０万

８，０６９円でございます。 

 次に、１１ページを御覧ください。 
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 歳入といたしまして、自主財源は２４６

億３，２３４万４，７３３円で５３．

７％、依存財源は２１２億３，９４１万

６，４１１円で４６．３％となっておりま

す。構成比率の上位につきましては、市税

が４１．０％、国庫支出金が２０．５％、

府支出金が１０．０％などとなっておりま

す。 

 次に、歳出についてでございますが、１

５ページを御覧ください。 

 人件費、扶助費、公債費を合計した義務

的経費は２１５億６，６０７万６，９９３

円で、歳出全体に占める割合は４８．１％

でございます。 

 その他、主な項目といたしまして、物件

費は６４億２，７９８万５，６３２円で１

４．３％、補助費等は４４億６２２万４，

３１８円で９．８％、投資的経費の普通建

設事業費は５５億７，３９４万３，６６５

円で１２．４％などとなっております。 

 それでは、決算書に従いまして、その主

な内容について御説明いたします。 

 まず、歳入についてでございますが、各

歳入金額につきましては収入済額で御説明

いたします。 

 １０ページ、款１市税は１８７億９，１

０３万２，６５４円で、前年度に比べ１．

５％、２億６，９９８万２，２３８円の増

加となっております。 

 項１市民税は６８億９，０３１万６，２

２５円、項２固定資産税は９２億５，４８

１万４，９９１円、項３軽自動車税は１億

５，２５７万７，１９９円、項４市たばこ

税は７億９，９６６万２，６２５円、項５

都市計画税は１６億９，３６６万１，６１

４円でございます。 

 なお、市税の徴収率は９８．６％で、前

年度に比べ０．１ポイント改善しておりま

す。また、不納欠損額につきましては１，

１１１万４，６１１円となっております。 

 款２地方譲与税は１億６，０８１万９，

０００円で、前年度に比べ０．８％、１３

４万４，０００円の増加となっておりま

す。 

 項１地方揮発油譲与税は３，７７７万

８，０００円、項２自動車重量譲与税は１

億１，３８９万３，０００円、項３森林環

境譲与税は９１４万８，０００円でござい

ます。 

 款３利子割交付金は１，１１５万５，０

００円で、前年度に比べマイナス４．

６％、５３万７，０００円の減少となって

おります。 

 款４配当割交付金は１億１，１８２万

１，０００円で、前年度に比べ１４．

１％、１，３８４万８，０００円の増加と

なっております。 

 款５株式等譲渡所得割交付金は１億２，

０７０万７，０００円で、前年度に比べ７

１．５％、５，０３０万４，０００円の増

加となっております。 

 款６法人事業税交付金は３億５，０６９

万２，０００円で、前年度に比べマイナス

５．１％、１，８６９万９，０００円の減

少となっております。 

 款７地方消費税交付金は２１億９，１７

５万３，０００円で、前年度に比べマイナ

ス１．２％、２，７５３万２，０００円の

減少となっております。 

 款８ゴルフ場利用税交付金は１７５万

６，４２４円で、前年度に比べマイナス１

５．７％、３２万６，３６５円の減少とな

っております。 

 款９環境性能割交付金は４，２７２万

９，０００円で、前年度に比べ２１．

８％、７６４万９，０００円の増加となっ
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ております。 

 款１０地方特例交付金は１億２，０７９

万８，０００円で、前年度に比べマイナス

７．２％、９３９万４，０００円の減少と

なっております。 

 項１地方特例交付金は１億１，２６４万

４，０００円、項２新型コロナウイルス感

染症対策地方税減収補填特別交付金は８１

５万４，０００円でございます。 

 款１１地方交付税は１２億５，８４１万

９，０００円で、前年度に比べマイナス１

２．１％、１億７，３８３万５，０００円

の減少となっております。 

 １２ページ、款１２交通安全対策特別交

付金は１，１３９万１，０００円で、前年

度に比べマイナス９．３％、１１７万４，

０００円の減少となっております。 

 款１３分担金及び負担金は４億８，３０

２万９，７６０円で、前年度に比べマイナ

ス０．８％、３９４万７，４３１円の減少

となっております。 

 款１４使用料及び手数料は３億９，６８

２万９，８７１円で、前年度に比べマイナ

ス１４．３％、６，６１２万６１０円の減

少となっております。 

 項１使用料は３億４，９４１万７，１２

３円、項２手数料は４，７４１万２，７４

８円でございます。 

 款１５国庫支出金は９４億３４５万９２

０円で、前年度に比べマイナス８．１％、

８億３，２３３万２，５０６円の減少とな

っております。 

 項１国庫負担金は６４億５，０２９万

２，５０６円、項２国庫補助金は２９億

２，２５１万１，９１９円、項３委託金は

３，０６４万６，４９５円でございます。 

 款１６府支出金は４５億７，８８２万６

８９円で、前年度に比べマイナス３．

６％、１億６，８８７万４，８６０円の減

少となっております。 

 項１府負担金は２２億１，８３０万６，

７４５円、項２府補助金は５億８９５万

９，６７２円、項３委託金は１８億５，１

５５万４，２７２円でございます。 

 款１７財産収入は３，０７６万１，２５

４円で、前年度に比べマイナス７７．

４％、１億５１０万８，８９９円の減少と

なっております。 

 項１財産運用収入は２，８３７万５，４

０４円、項２財産売払収入は２３８万５，

８５０円でございます。 

 款１８寄附金は６，４９２万２，６８９

円で、前年度に比べ２１６．４％、４，４

４０万４，９３０円の増加となっておりま

す。 

 款１９繰入金は３１億６，８９２万１，

７３５円で、前年度に比べ６１７．７％、

２７億２，７４０万７，９８３円の増加と

なっております。 

 項１特別会計繰入金は８，３２３万５，

９７８円、項２基金繰入金は３０億８，５

６８万５，７５７円でございます。 

 款２０諸収入は８億２，１３３万８，７

７０円で、前年度に比べマイナス２０．

６％、２億１，２４４万６，６０４円の減

少となっております。 

 項１延滞金、加算金及び過料は２，４６

９万５，２１２円、項２市預金利子は６６

４円、項３貸付金元利収入は２億１５６万

５，６００円、項４雑入は５億９，５０７

万７，２９４円でございます。 

 １４ページ、款２１市債は２８億７，３

１６万円で、前年度に比べ１２．０％、３

億８８８万円の増加となっております。 

 款２２繰越金は８億７，５５０万８，０

００円で、前年度に比べ３４．４％、２億
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２，３９７万８，５９５円の増加となって

おります。 

 款２３自動車取得税交付金は１９４万

４，３７８円で、前年度に比べ６５．

８％、７７万１，９６８円の増加となって

おります。 

 次に、歳出についてでございますが、各

歳出金額につきましては支出済額で御説明

いたします。 

 １８ページ、款１議会費は２億７，９３

２万８，６４０円で、執行率９８．４％と

なっております。 

 款２総務費は７９億５，８９６万２，１

９０円で、執行率８２．１％となってお

り、その内訳といたしまして、項１総務管

理費は６８億８，２５５万８，６４２円、

項２徴税費は４億３，５７３万５，０５８

円、項３戸籍住民基本台帳費は１億６，６

２８万８，４１３円、項４選挙費は４，３

０７万２，２８８円、項５統計調査費は

１，９４８万２，３９２円、項６監査委員

費は３，１２６万９，８６５円、項７保健

体育費は３億８，０５５万５，５３２円で

ございます。 

 款３民生費は１９４億７１４万９，８０

０円で、執行率９４．４％となっており、

その内訳といたしまして、項１社会福祉費

は８２億５，６０７万６，７４２円、項２

児童福祉費は８０億８，０８９万７，４９

５円、項３生活保護費は３０億７，０１７

万５，５６３円でございます。 

 款４衛生費は３６億６，８４４万１，９

７１円で、執行率８５．８％となってお

り、その内訳といたしまして、項１保健衛

生費は１６億９，６６３万９，９６７円、

項２清掃費は１９億７，１８０万２，００

４円でございます。 

 款５農林水産業費は１億９９３万７，５

９９円で、執行率９５．２％となっており

ます。 

 款６商工費は１０億３，５７９万７，０

８２円で、執行率８６．２％となっており

ます。 

 款７土木費は５２億７，８５６万５，２

６７円で、執行率７３．８％となってお

り、その内訳といたしまして、項１土木管

理費は３億９，４８０万１，３４１円、項

２道路橋りょう費は５億４，９６４万３，

３４６円、項３水路費は２億８，５１４万

２，６４９円、項４都市計画費は４０億

１，８６８万５，０６３円、項５住宅費は

３，０２９万２，８６８円でございます。 

 款８消防費は１０億８，１５８万８１３

円で、執行率９１．８％となっておりま

す。 

 款９教育費は３４億７，７１３万７，５

１０円で、執行率８９．１％となってお

り、その内訳といたしまして、項１教育総

務費は７億４，７３９万４，９８２円、項

２小学校費は１２億７，２３４万３，７０

４円、項３中学校費は３億８，９０７万

４，８９４円、項４幼稚園費は１億６，５

５８万６，３３９円、項５社会教育費は７

億６，１５３万３，５５２円、項６図書館

費は１億４，１２０万４，０３９円でござ

います。 

 ２０ページ、款１０公債費は２４億７，

９３４万８，５１３円で、執行率９９．

９％となっております。 

 款１１予備費は、当初予算５，０００万

円のうち、能登半島地震に対する災害見舞

金や、職員派遣に係る職員手当等や普通旅

費、消防団退職者増加による退職報償金な

ど、緊急的な支出が必要となった項目など

に、合計８件、７７０万６，６３１円充当

しております。 
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 款１２前年度繰上充用金は、令和４年度

の実質収支赤字分について、２，９６５万

７，６９０円を前年度繰上充用金として充

当しております。 

 以上、令和５年度摂津市一般会計歳入歳

出決算の内容説明とさせていただきます。 

 続きまして、認定第５号、令和５年度摂

津市財産区財産特別会計歳入歳出決算認定

の件につきまして、その内容を御説明いた

します。 

 特別会計歳入歳出決算書４５ページを御

参照いただきますようお願いします。 

 まず、令和５年度決算の概要といたしま

して、歳入決算額は１４億５，９６０万

２，７４１円、歳出決算額は２，７５１万

１，８４７円で、歳入歳出差引額は１４億

３，２０９万８９４円となっております。

なお、この剰余金につきましては、全額、

令和６年度の同会計の歳入といたすもので

ございます。 

 次に、決算の内容につきまして御説明い

たします。 

 ５２ページを御覧ください。 

 歳入の款１財産収入、項１財産運用収入

６，４２１万２，０００円は、前年度と同

額でございます。 

 款２繰越金、項１繰越金１３億９，５３

７万５，９３１円は、前年度に比べ２．

７％、３，６１４万９，５２０円の増加と

なっております。 

 款３諸収入、項１預金利子等１万４，８

１０円は、前年度に比べ０．１％、１０円

の増加となっております。 

 次に、５４ページを御覧ください。 

 歳出の款１繰出金、項１繰出金１，２８

４万２，４００円は、前年度と同額でござ

います。これは、味舌上財産区及び鶴野財

産区の土地貸付収入の２割相当を一般会計

へ繰り出したものでございます。 

 款２諸支出金、項１地方振興事業費１，

４６６万９，４４７円は、各財産区への事

業交付金で、前年度に比べマイナス３．

７％、５６万５，４３３円の減少となって

おります。 

 以上、令和５年度摂津市財産区財産特別

会計歳入歳出決算の内容説明とさせていた

だきます。 

 続きまして、議案第５８号、令和６年度

摂津市一般会計補正予算（第６号）につき

まして、提案内容を御説明いたします。 

 今回補正をお願いいたします予算の内容

といたしまして、歳入につきましては、算

定結果に基づく普通交付税及び臨時財政対

策債のほか、令和５年度一般会計決算に伴

う前年度繰越金などを計上いたしておりま

す。 

 歳出につきましては、水道事業会計補正

予算で計上しております上水道漏水箇所抽

出のための業務委託料の特定財源であるデ

ジタル田園都市国家構想交付金や大阪府ス

マートシティ戦略推進補助金を一般会計の

歳入で受けて、同額を水道事業会計繰出金

として計上するほか、地方公共団体情報シ

ステムの標準化に関する法律に基づき、基

幹業務システムを標準準拠システムに移行

するための障害福祉システム標準化対応業

務委託料などを計上いたしております。 

 初めに、補正予算の第１条といたしまし

て、既定による歳入歳出予算の総額に歳入

歳出それぞれ３億３，１６２万６，０００

円を追加し、その総額を４７１億７，０３

６万１，０００円とするものでございま

す。 

 補正の款項の区分及び当該区分ごとの金

額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

２ページの第１表歳入歳出予算補正に記載
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のとおりでございます。 

 まず、歳入についてでございますが、款

１１地方交付税、項１地方交付税は、５億

３，１９３万１，０００円減額しておりま

す。 

 款１５国庫支出金、項２国庫補助金２，

２６６万８，０００円の増額は、デジタル

基盤改革支援補助金及びデジタル田園都市

国家構想交付金の増加でございます。 

 款１６府支出金、項２府補助金２２５万

５，０００円の増額は、大阪府スマートシ

ティ戦略推進補助金でございます。 

 款１９繰入金、項１特別会計繰入金５，

１１２万１，０００円の増額は、介護保険

特別会計の決算に伴う精算などによるもの

でございます。 

 項２基金繰入金２億１，６４４万５，０

００円の増額は、今回の補正に伴う財源調

整のため、財政調整基金繰入金を増額する

ものでございます。 

 款２１市債、項１市債２，７７４万円の

減額は、発行可能額確定に伴い、臨時財政

対策債を減額するものでございます。 

 款２２繰越金、項１繰越金は、令和５年

度一般会計決算に伴う実質収支額５億９，

８８０万８，０００円を計上いたしており

ます。 

 次に、歳出についてでございますが、款

２総務費、項１総務管理費３億６１７万

１，０００円の増額は、水道事業会計繰出

金及び地方財政法第７条の規定による財政

調整基金積立金の増加によるものでござい

ます。 

 款３民生費、項１社会福祉費２，５４５

万５，０００円の増額は、介護保険特別会

計補正予算で計上しております標準化対応

業務委託料の特定財源であるデジタル基盤

改革支援補助金を一般会計の歳入で受け

て、同額を介護保険特別会計へ繰り出すた

めや、介護保険特別会計の決算に伴う精算

による介護保険特別会計繰出金及び障害福

祉システム標準化対応業務委託料の増加に

よるものでございます。 

 次に、第２条債務負担行為の補正につき

ましては、３ページ、第２表債務負担行為

の補正に記載のとおりでございます。 

 追加分といたしまして、基幹業務標準化

事業（障害福祉システム）につきまして、

令和７年度までの期間、９２１万７，００

０円を限度額とするものでございます。 

 次に、第３条地方債の補正につきまして

は、４ページから５ページ、第３表地方債

の補正に記載のとおりでございます。 

 変更分といたしまして、臨時財政対策債

に係る起債の限度額を変更するものでござ

います。 

 以上、議案第５８号、令和６年度摂津市

一般会計補正予算（第６号）の内容説明と

させていただきます。 

 続きまして、議案第６４号、摂津市行政

手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律に基づく個人番

号の利用及び特定個人情報の提供に関する

条例の一部を改正する条例制定の件につき

まして、提案内容を御説明申し上げます。 

 本件は、生活保護法及び児童手当法の改

正により、同法の用語を引用している箇所

の条文の整備を行うものでございます。 

 それでは、改正条文につきまして御説明

いたします。 

 議案参考資料（条例関係）の１ページか

ら２ページの新旧対照表も併せて御参照賜

りますようお願いいたします。 

 第４条第３項第１号は、生活保護法の改

正に伴い、引用箇所を改正法で定義された

用語に改めるものでございます。 
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 同項第５号は、児童手当法の改正に伴

い、引用箇所の用語を削除するものでござ

います。 

 また、附則といたしまして、この条例は

公布の日から施行するもので、改正前の第

４条第３項第５号における特定個人情報の

利用について、経過措置を定めておりま

す。 

 以上、議案第６４号、摂津市行政手続に

おける特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律に基づく個人番号の利

用及び特定個人情報の提供に関する条例の

一部を改正する条例制定の件の内容説明と

させていただきます。 

○水谷毅議長 上下水道部長。 

  （末永上下水道部長 登壇） 

○末永上下水道部長 認定第２号、令和５年

度摂津市水道事業会計決算認定の件につき

まして、決算書に基づき、その内容を御説

明申し上げます。 

 決算書の１０ページから１３ページにか

けての令和５年度摂津市水道事業決算報告

書につきましては、水道事業会計の予算執

行状況を収益的収入及び支出、資本的収入

及び支出に分けて記載しており、いずれも

消費税及び地方消費税込みの金額で表示し

ております。 

 まず、１０ページから１１ページ、収益

的収入及び支出で、収入の第１款水道事業

収益は２０億９，７３４万８，３７４円

で、前年度に比べ０．９％、１，９２４万

４，４９１円の増加となっており、これは

主に営業外収益の増加によるものでござい

ます。 

 第１項営業収益は１９億４，４３７万

９，２４３円でございます。 

 第２項営業外収益は１億５，２９６万

９，１３１円でございます。 

 次に、支出につきましては、第１款水道

事業費用は１９億１，６３９万１，９１１

円で、前年度に比べマイナス１．０％、

１，９５３万７，２８７円の減少となって

おり、これは主に営業外費用の減少による

ものでございます。 

 第１項営業費用は１８億７，０８３万８

２５円でございます。 

 第２項営業外費用は４，５５６万１，０

８６円でございます。 

 第３項予備費は、予算現額１，０００万

円のうち２３２万５，６００円を第２項営

業外費用に充当しております。 

 続きまして、１２ページから１３ペー

ジ、資本的収入及び支出につきましては、

収入の第１款資本的収入は５億５，５５０

万円で、前年度に比べ３．０％、１，６１

３万６，０００円の増加となっており、こ

れは主に企業債の増加によるものでござい

ます。 

 第１項企業債は５億５，４５０万円でご

ざいます。 

 第２項工事負担金は３０万円でございま

す。 

 第３項交付金は７０万円でございます。 

 次に、支出につきましては、第１款資本

的支出は１２億５，７２２万１，５７７円

で、前年度に比べマイナス３．３％、４，

２７７万１，０６２円の減少となってお

り、これは主に建設改良費の減少によるも

のでございます。 

 第１項建設改良費は８億６，４２８万４

８２円でございます。 

 第２項企業債償還金は３億９，２５５万

３，５２３円でございます。 

 第３項交付金返還金は３８万７，５７２

円でございます。 

 第４項予備費は、予算現額５００万円を
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執行せず、全額不用額としております。 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に不

足する額７億１７２万１，５７７円は、令

和５年度分消費税及び地方消費税資本的収

支調整額７，３７９万７，８５８円、減債

積立金５，０００万円、建設改良積立金

２，０００万円及び過年度分損益勘定留保

資金５億５，７９２万３，７１９円により

補填したものでございます。 

 また、たな卸資産購入限度額は、予算現

額８８０万円に対して執行額は６７９万

２，９４０円で、これに伴う仮払消費税及

び地方消費税相当額は６１万７，５４０円

となっております。 

 続きまして、１４ページ、令和５年度摂

津市水道事業損益計算書につきまして御説

明申し上げます。 

 なお、損益計算書は、消費税及び地方消

費税抜きの金額となっております。 

 まず、営業収益１７億６，９１３万５，

７４０円に対し、営業費用は１７億６，２

３３万５，３７９円で、営業利益は６８０

万３６１円となっております。また、営業

外収益１億４，３８９万９，１１８円に対

し、営業外費用は４，４８０万６，０９０

円で、差引額９，９０９万３，０２８円に

営業利益を加えた経常利益は１億５８９万

３，３８９円となっております。当年度純

利益に前年度繰越利益剰余金３億１５６万

５，０９３円とその他未処分利益剰余金変

動額７，０００万円を加えた当年度未処分

利益剰余金は４億７，７４５万８，４８２

円となっております。 

 １６ページから１７ページにかけて、令

和５年度摂津市水道事業剰余金計算書及び

令和５年度摂津市水道事業剰余金処分計算

書を、１８ページから１９ページにかけ

て、令和５年度摂津市水道事業貸借対照表

を、２０ページに令和５年度摂津市水道事

業キャッシュ・フロー計算書を、２１ペー

ジに令和５年度財務諸表に関する注記をそ

れぞれ掲載しておりますので、御参照賜り

ますようお願い申し上げます。 

 以上、認定第２号、令和５年度摂津市水

道事業会計決算認定の件についての説明と

させていただきます。 

 続きまして、認定第３号、令和５年度摂

津市下水道事業会計決算認定の件につきま

して、決算書に基づき、その内容を御説明

申し上げます。 

 決算書の６０ページから６３ページにか

けての令和５年度摂津市下水道事業決算報

告書につきましては、下水道事業会計の予

算執行状況を収益的収入及び支出、資本的

収入及び支出に分けて記載しており、いず

れも消費税及び地方消費税込みの金額で表

示しております。 

 まず、６０ページから６１ページ、収益

的収入及び支出で、収入の第１款下水道事

業収益は３６億７，８９７万４，４８９円

で、前年度に比べ１．０％、３，５２６万

４８６円の増加となっており、これは主に

営業収益の増加によるものでございます。 

 第１項営業収益は２６億９，２１４万

６，１２２円でございます。 

 第２項営業外収益は９億８，６８２万

８，３６７円でございます。 

 次に、支出につきましては、第１款下水

道事業費用は３５億５，２１０万９，４４

１円で、前年度に比べ５．２％、１億７，

６４０万２，７８７円の増加となってお

り、これは主に営業費用の増加によるもの

でございます。 

 第１項営業費用は３２億２，８２８万

８，２４７円でございます。 

 第２項営業外費用は３億２，３８２万



1 － 16 

１，１９４円でございます。 

 第３項予備費は、予算現額１，０００万

円のうち２６０万４，９００円を第２項営

業外費用に充当しております。 

 続きまして、６２ページから６３ペー

ジ、資本的収入及び支出につきましては、

収入の第１款資本的収入は１４億３，１３

４万４，９８５円で、前年度に比べマイナ

ス２７．０％、５億３，０３０万６，８５

３円の減少となっており、これは主に企業

債の減少によるものでございます。 

 第１項企業債は２億６，０５０万円でご

ざいます。 

 第２項他会計負担金は５億９８万７，１

２０円でございます。 

 第３項他会計補助金は５億３，２７７万

６，７３８円でございます。 

 第４項負担金等は２，８１８万１，１２

７円でございます。 

 第５項国庫補助金は１億８９０万円でご

ざいます。 

 次に、支出につきましては、第１款資本

的支出は２８億４，５３１万６，３９０円

で、前年度に比べマイナス１８．０％、６

億２，３０４万６８７円の減少となってお

り、これは主に建設改良費の減少によるも

のでございます。 

 第１項建設改良費は５億１，４５１万

１，９４０円でございます。 

 第２項企業債償還金は２３億３，０８０

万４，４５０円でございます。 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に不

足する額１４億１，３９７万１，４０５円

は、減債積立金２億６，０００万円、過年

度分損益勘定留保資金１億４０１万８，１

４３円及び当年度分損益勘定留保資金１０

億４，９９５万３，２６２円により補填し

たものでございます。 

 また、たな卸資産購入限度額は、予算現

額１，７７５万６，０００円に対し、執行

額は１，２５４万円で、これに伴う仮払消

費税及び地方消費税相当額は１１４万円と

なっております。 

 続きまして、６４ページ、令和５年度摂

津市下水道事業損益計算書につきまして御

説明申し上げます。 

 なお、損益計算書は、消費税及び地方消

費税抜きの金額となっております。 

 まず、営業収益２５億２，０９４万６，

０２４円に対し、営業費用は３１億４，０

２６万５，７９４円で、営業損失は６億

１，９３１万９，７７０円となっておりま

す。また、営業外収益９億８，４０１万

７，６０１円に対し、営業外費用は２億

２，６８４万１，２８４円で、差引額７億

５，７１７万６，３１７円から営業損失を

差し引いた経常利益は１億３，７８５万

６，５４７円となっております。当年度純

利益に前年度繰越利益剰余金１億５，６７

４万４，７９２円とその他未処分利益剰余

金変動額２億６，０００万円を加えた当年

度未処分利益剰余金は５億５，４６０万

１，３３９円となっております。 

 ６６ページから６７ページにかけて、令

和５年度摂津市下水道事業剰余金計算書及

び令和５年度摂津市下水道事業剰余金処分

計算書を、６８ページから６９ページにか

けて、令和５年度摂津市下水道事業貸借対

照表を、７０ページに令和５年度摂津市下

水道事業キャッシュ・フロー計算書を、７

１ページから７２ページにかけて、令和５

年度財務諸表に関する注記をそれぞれ掲載

しておりますので、御参照賜りますようお

願い申し上げます。 

 以上、認定第３号、令和５年度摂津市下

水道事業会計決算認定の件についての説明
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とさせていただきます。 

 続きまして、議案第５９号、令和６年度

摂津市水道事業会計補正予算（第１号）に

つきまして、提案内容を御説明申し上げま

す。 

 今回お願いいたします補正予算の内容

は、道路陥没や浸水、また断水など、市民

生活に影響を及ぼす原因となる上水道の漏

水の対策として、漏水箇所を人工衛星画像

のＡＩ解析により抽出する業務委託料を計

上するとともに、国及び大阪府から内示の

あった交付金などによる収入の補正を行う

ものでございます。 

 補正予算書１ページを御覧いただきたい

と存じます。 

 まず、第１条は、総則を定めたものでご

ざいます。 

 第２条は、資本的収入及び支出の予定額

の補正を定めるもので、収入の第１款資本

的収入は、既決額５億４，０２０万円から

６７６万６，０００円を増額し、補正後の

額を５億４，６９６万６，０００円とする

ものでございます。 

 第３項他会計負担金は、６７６万６，０

００円を増額し、補正後の額を６７６万

６，０００円とするものでございます。 

 次に、支出につきましては、第１款資本

的支出は、既決額１３億２，５８２万３，

０００円から９０２万２，０００円を増額

し、補正後の額を１３億３，４８４万５，

０００円とするものでございます。 

 第１項建設改良費は、既決額９億１，０

４７万１，０００円から９０２万２，００

０円を増額し、補正後の額を９億１，９４

９万３，０００円とするものでございま

す。 

 資本的収入額が資本的支出額に対して不

足する額につきましては、既決額７億８，

５６２万３，０００円を７億８，７８７万

９，０００円に改めるとともに、補填財源

のうち、過年度分損益勘定留保資金７億８

４２万８，０００円を７億１，０６８万

４，０００円に改めるものでございます。 

 なお、補正予算実施計画は２ページに、

予定貸借対照表は４ページから５ページ

に、予定キャッシュ・フロー計算書は６ペ

ージに、補正予算実施計画説明書は８ペー

ジから１１ページにそれぞれ掲載いたして

おりますので、御参照賜りますようお願い

申し上げます。 

 以上、議案第５９号、令和６年度摂津市

水道事業会計補正予算（第１号）の提案内

容の説明とさせていただきます。 

 続きまして、議案第６６号、摂津市水道

事業及び下水道事業の設置等に関する条例

の一部を改正する条例制定の件につきまし

て、提案内容を御説明申し上げます。 

 なお、議案参考資料（条例関係）４ペー

ジの新旧対照表も併せて御参照賜りますよ

うお願いいたします。 

 このたびの一部改正は、本市が市民など

に損害賠償金を支払うことになった場合、

より迅速に対応することができるよう、損

害賠償の額の決定に係る規定を変更するも

のでございます。 

 それでは、本条例の条文に沿って御説明

申し上げます。 

 第９条中の条文のうち、「当該決定に係

る金額」の次に、「（保険金等により補填

され、市が直接に負担しない金額がある場

合は、その金額を除く金額）」を加えるも

のでございます。 

 なお、附則といたしまして、この条例は

公布の日から施行する旨を規定しておりま

す。 

 以上、議案第６６号、摂津市水道事業及
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び下水道事業の設置等に関する条例の一部

を改正する条例制定の件の提案内容の説明

とさせていただきます。 

 続きまして、議案第６８号、大阪広域水

道企業団の共同処理する事務の変更及びこ

れに伴う大阪広域水道企業団規約の変更に

関する協議の件につきまして、提案内容を

御説明申し上げます。 

 なお、議案参考資料の８ページの新旧対

照表も併せて御覧いただきますようお願い

いたします。 

 本件につきましては、大阪広域水道企業

団と岸和田市、八尾市、富田林市、柏原市

及び高石市が水道事業を統合することに伴

い、大阪広域水道企業団の共同処理する事

務に当該５団体に係る水道事業の経営に関

する事務を追加すること及びこれに伴う大

阪広域水道企業団規約の一部を変更するこ

とに関し、関係市町村と協議を行うため、

地方自治法第２９０条の規定により議会の

議決を求めるものでございます。 

 以上、議案第６８号の提案内容の説明と

させていただきます。 

○水谷毅議長 保健福祉部長。 

  （谷内田保健福祉部長 登壇） 

○谷内田保健福祉部長 認定第４号、令和５

年度摂津市国民健康保険特別会計歳入歳出

決算認定の件につきまして、その内容を御

説明申し上げます。 

 初めに、決算の概要について御説明させ

ていただきます。 

 決算概要２０１ページを御覧ください。 

 令和５年度国民健康保険事業におきまし

ては、平成３０年度から始まった保険料等

の統一化に向けた最終年度に当たり、事業

費納付金や保険給付費等交付金などの広域

化に伴う財政運営の仕組みの下、大阪府及

び大阪府内市町村が連携して、大阪府国民

健康保険運営方針に基づき、国保財政健全

化に向けた取組を行ってまいりました。収

支につきましては、財政調整基金の取崩し

が必要となったものの、前年度に引き続き

黒字となっており、収支均衡が一定図られ

た決算となっております。 

 決算概要２０２ページを御覧ください。 

 まず、歳入につきましては、調定額９７

億５，９９９万１，８９０円に対し、収入

済額９０億９，９３６万４，３３３円で、

収入率は９３．２％となっております。 

 主な歳入の構成比率は、府支出金７０．

５％、国民健康保険料が１９．０％となっ

ております。 

 次に、決算概要２０４ページを御覧くだ

さい。 

 歳出でございますが、予算現額９３億

７，１１０万１，０００円に対しまして、

執行額９０億２，６４２万７，７６２円

で、執行率は９６．３％となっておりま

す。 

 主な歳出の構成比率は、保険給付費が６

８．９％、国民健康保険事業費納付金が２

８．６％、保健事業費が０．７％となって

おります。 

 この結果、決算書３５ページ、実質収支

に関する調書で記載のとおり、令和５年度

国民健康保険特別会計の収支は、歳入歳出

差引き７，２９３万６，５７１円の黒字と

なりました。 

 それでは、決算書に従いまして、歳入歳

出の各款別のその主な内容につきまして御

説明申し上げます。 

 まず、歳入でございますが、各歳入金額

につきましては収入済額で説明をさせてい

ただきます。 

 １８ページ、款１国民健康保険料は１７

億２，７３１万９，４３０円で、前年度に
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比べ０．７％、１，２４０万２，６３７円

の減額となっております。 

 款２使用料及び手数料は２８万５，６０

８円で、前年度に比べ５．９％、１万５，

９７６円の増額となっております。 

 款３国庫支出金は１７万７，０００円

で、前年度に比べ皆増となっております。 

 款４府支出金は６４億１，５２５万２，

０９７円で、前年度に比べ１．１％、７，

０１９万２，９０４円の減額となっており

ます。 

 款５繰入金は９億３，１４２万５，５３

７円で、前年度に比べ８．８％、７，５４

８万２，５２１円の増額となっておりま

す。 

 項１一般会計繰入金は８億２，６４２万

５，５３７円で、前年度に比べ０．５％、

３９６万４，４７９円の減額となっており

ます。 

 項２基金繰入金は１億５００万円で、前

年度に比べ３１０．９％、７，９４４万

７，０００円の増額となっております。 

 款６諸収入は１，９１４万２，９４７円

で、前年度に比べ４．５％、８９万５，４

４１円の減額となっております。 

 項１雑入は１，４７９万５，８９９円

で、前年度に比べ１４．６％、２５３万

６，５７６円の減額となっております。 

 項２延滞金、加算金及び過料は４３４万

７，０４８円で、前年度に比べ６０．

６％、１６４万１，１３５円の増額となっ

ております。 

 款７財産収入は７，０６２円で、前年度

に比べ６．７％、４４３円の増額となって

おります。 

 款８繰越金は５７５万４，６５２円で、

前年度に比べ６９．８％、１，３２７万

３，０９８円の減額となっております。 

 続きまして、歳出でございますが、各歳

出金額につきましては支出済額で説明をさ

せていただきます。 

 ２４ページ、款１総務費は１億５，２５

０万７，０８０円で、１５６円の減額とな

っております。 

 項１総務管理費は１億４，０１３万４，

７３７円で、前年度に比べ０．９％、１２

６万５，４７９円の減額となっておりま

す。 

 項２徴収費は１，１９５万８，３４３円

で、前年度に比べ１０．１％、１０９万

４，３２３円の増額となっております。 

 項３運営協議会費は４１万４，０００円

で、前年度に比べ７０．４％、１７万１，

０００円の増額となっております。 

 款２保険給付費は６２億２，２８８万

８，０４６円で、前年度に比べ１．１％、

６，６６２万３，０２４円の減額となって

おります。 

 項１療養諸費は５３億２，７５８万３，

１５９円で、前年度に比べ２．０％、１億

９９９万２，０４４円の減額となっており

ます。 

 項２高額療養費は８億５，６８２万１，

８２３円で、前年度に比べ５．８％、４，

７３０万１，１５０円の増額となっており

ます。 

 項３移送費は執行いたしておりません。 

 項４出産育児諸費は２，１７２万９，７

７５円で、前年度に比べ８．９％、２１２

万８，８４５円の減額となっております。 

 項５葬祭諸費は５１５万円で、前年度に

比べ１６．３％、１００万円の減額となっ

ております。 

 項６精神・結核医療給付費は１，１６０

万３，２８９円で、前年度に比べ６．

５％、８０万３，２８５円の減額となって
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おります。 

 款３国民健康保険事業費納付金は２５億

８，１１３万２，１４８円で、前年度に比

べ０．３％、９０６万４，０３２円の減額

となっております。 

 項１医療給付費分は１８億１，９７１万

４，０５１円で、前年度に比べ１．８％、

３，２６８万９８６円の減額となっており

ます。 

 項２後期高齢者支援金等分は５億５，４

５８万８，７６０円で、前年度に比べ４．

０％、２，１３９万９，３７１円の増額と

なっております。 

 項３介護納付金分は２億６８２万９，３

３７円で、前年度に比べ１．１％、２２１

万７，５８３円の増額となっております。 

 款４共同事業拠出金は２９３円で、前年

度に比べ２０２．１％、１９６円の増額と

なっております。 

 款５保健事業費は６，０５４万６９４円

で、前年度に比べ７．３％、４７５万３，

０９０円の減額となっております。 

 項１特定健康診査等事業費は３，９９０

万９，５０６円で、前年度に比べ１０．

９％、４８９万９，５６９円の減額となっ

ております。 

 項２保健事業費は２，０６３万１，１８

８円で、前年度に比べ０．７％、１４万

６，４７９円の増額となっております。 

 款６諸支出金は９３５万２，４３９円

で、前年度に比べ４５．６％、７８３万３

９６円の減額となっております。 

 款７基金積立金は７，０６２円で、前年

度に比べ６．７％、４４３円の増額となっ

ております。 

 以上、認定第４号、令和５年度摂津市国

民健康保険特別会計歳入歳出決算認定の件

の内容説明とさせていただきます。 

 続きまして、認定第７号、令和５年度摂

津市介護保険特別会計歳入歳出決算認定の

件につきまして、その内容を御説明申し上

げます。 

 初めに、決算の概要について説明させて

いただきます。 

 決算概要２３６ページを御覧ください。 

 まず、歳入につきましては、調定額７６

億６，９１５万１，７９６円に対し、収入

済額は７６億３，１８２万３，４９４円

で、収入率は９９．５％となっておりま

す。 

 歳入の主な構成比率は、支払基金交付金

２４．６％、国庫支出金２２．４％、介護

保険料１９．６％、繰入金１８．２％、府

支出金１３．４％、繰越金１．８％となっ

ております。 

 次に、決算概要２３８ページを御覧くだ

さい。 

 歳出につきましては、予算現額７７億

７，３８２万８，０００円に対し、執行額

７４億８，５３８万２，２９６円で、執行

率は９６．３％となっております。 

 歳出の構成比率は、保険給付費８９．

８％、地域支援事業費４．７％、総務費

２．７％、諸支出金２．５％、基金積立金

０．３％となっております。 

 この結果、決算書１１５ページ、実質収

支に関する調書に記載のとおり、令和５年

度介護保険特別会計の収支は歳入歳出差引

き１億４，６４４万１，１９８円の黒字と

なりました。 

 それでは、決算書に従いまして、歳入歳

出の各款別に主な内容につきまして御説明

を申し上げます。 

 まず、歳入でございますが、各歳入金額

につきましては収入済額で説明をさせてい

ただきます。 
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 ９０ページ、款１保険料は１４億９，４

７４万６，２０９円で、前年度に比べ０．

８％、１，１４６万５，２０９円の減額と

なっております。 

 款２使用料及び手数料は２４万７，６５

０円で、前年度に比べ５５．９％、８万

８，８４０円の増額となっております。 

 款３国庫支出金は１７億９３９万８，５

６８円で、前年度に比べ８．８％、１億

３，８１３万６，０２８円の増額となって

おります。 

 項１国庫負担金は１３億３，９３８万

４，０９５円で、前年度に比べ６．５％、

８，１２３万９，７０６円の増額となって

おります。 

 項２国庫補助金は３億７，００１万４，

４７３円で、前年度に比べ１８．２％、

５，６８９万６，３２２円の増額となって

おります。 

 款４支払基金交付金は１８億７，４３２

万４，０００円で、前年度に比べ５．

５％、９，７４７万４，３４１円の増額と

なっております。 

 款５府支出金は１０億１，９８０万３，

１０７円で、前年度に比べ２．６％、２，

６１１万１，８１８円の増額となっており

ます。 

 項１府負担金は９億５，０９９万９，４

３１円で、前年度に比べ６．３％、５，６

４５万８，５００円の増額となっておりま

す。 

 項２府補助金は６，８８０万３，６７６

円で、前年度に比べ３０．６％、３，０３

４万６，６８２円の減額となっておりま

す。 

 款６繰入金は１３億８，７８２万７，０

００円で、前年度に比べ１６．０％、１億

９，１０９万３，０００円の増額となって

おります。 

 項１一般会計繰入金は１２億４，９９０

万３，０００円で、前年度に比べ４．

４％、５，３１６万９，０００円の増額と

なっております。 

 項２基金繰入金は１億３，７９２万４，

０００円で、前年度に比べ皆増となってお

ります。 

 款７諸収入は６０３万９，５８３円で、

前年度に比べ６３．２％、１，０３５万

４，８５９円の減額となっております。 

 項１延滞金、加算金及び過料は１８万

８，５００円で、前年度に比べ１２．

６％、２万１，０９４円の増額となってお

ります。 

 項２雑入は５８５万１，０８３円で、前

年度に比べ６３．９％、１，０３７万５，

９５３円の減額となっております。 

 款８財産収入は１万１，７６２円で、前

年度に比べ２２９．３％、８，１９０円の

増額となっております。 

 款９繰越金は１億３，９４２万５，６１

５円で、前年度に比べ０．７％、１０３万

７，４００円の増額となっております。 

 続きまして、歳出でございます。各歳出

金額につきましては支出済額で御説明させ

ていただきます。 

 ９２ページ、款１総務費は２億３３０万

９，５８０円で、前年度に比べ１．５％、

３１１万１，４７１円の減額となっており

ます。 

 項１総務管理費は１億３，５５７万９，

２７８円で、前年度に比べ１．６％、２１

６万４，２３３円の減額となっておりま

す。 

 項２徴収費は３４７万２，９９７円で、

前年度に比べ１４．７％、５９万７，６０

６円の減額となっております。 
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 項３介護認定審査会費は６，４２５万

７，３０５円で、前年度に比べ０．５％、

３４万９，６３２円の減額となっておりま

す。 

 款２保険給付費は６７億１，９９０万

５，９７５円で、前年度に比べ６．１％、

３億８，５０７万２，８６６円の増額とな

っております。 

 項１介護サービス等諸費は６１億４，２

３３万３１１円で、前年度に比べ６．

１％、３億５，５０９万９，９６９円の増

額となっております。 

 項２介護予防サービス等諸費は２億３，

４２９万１，３０５円で、前年度に比べ

６．０％、１，３２２万３，１７４円の増

額となっております。 

 項３その他諸費は５９３万４，７１５円

で、前年度に比べ５．１％、２８万８，９

４０円の増額となっております。 

 項４高額介護サービス等費は１億８，８

２９万５，５９０円で、前年度に比べ１

１．３％、１，９０７万２，３０７円の増

額となっております。 

 項５高額医療合算介護サービス等費は

２，５１０万７，９９９円で、前年度に比

べ３．０％、７２万５，９４３円の増額と

なっております。 

 項６特定入所者介護サービス等費は１億

２，３９４万６，０５５円で、前年度に比

べ２．６％、３３３万７，４６７円の減額

となっております。 

 款３地域支援事業費は３億５，０３４万

７，０３７円で、前年度に比べ２．８％、

１，０１５万４，９６８円の減額となって

おります。 

 項１介護予防・生活支援サービス事業費

は２億４２４万５，４５６円で、前年度に

比べ７．１％、１，５５６万８，３９２円

の減額となっております。 

 項２一般介護予防事業費は１，５８１万

１，２６６円で、前年度に比べ５．１％、

８４万２，６６０円の減額となっておりま

す。 

 項３包括的支援事業・任意事業費は１億

３，０２９万３１５円で、前年度に比べ

５．０％、６２５万６，０８４円の増額と

なっております。 

 款４基金積立金は２，４４１万６，００

０円で、前年度に比べ５６．１％、３，１

２３万５，５７２円の減額となっておりま

す。 

 款５諸支出金は１億８，７４０万３，７

０４円で、前年度に比べ８２．２％、８，

４５４万３，１１１円の増額となっており

ます。 

 項１償還金及び還付加算金は１億１，７

０１万１２６円で、前年度に比べ４９．

６％、３，８７９万３，７６９円の増額と

なっております。 

 項２繰出金は７，０３９万３，５７８円

で、前年度に比べ１８５．６％、４，５７

４万９，３４２円の増額となっておりま

す。 

 以上、令和５年度摂津市介護保険特別会

計歳入歳出決算認定の説明とさせていただ

きます。 

 続きまして、認定第８号、令和５年度摂

津市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

認定の件につきまして、その内容を御説明

申し上げます。 

 初めに、決算の概要につきまして御説明

させていただきます。 

 決算概要２５６ページ、上段の表を御覧

ください。 

 まず、歳入につきましては、調定額１５

億１４４万８，３７４円に対し、収入済額
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は１４億８，６１５万５８０円で、収入率

は９９．０％となっております。 

 主な歳入の構成比は、後期高齢者医療保

険料７７．５％、繰入金１８．２％などと

なっております。 

 次に、下段の表を御覧ください。 

 歳出でございますが、予算現額１４億

２，４５４万２，０００円に対しまして、

執行額は１４億１，３９１万６０５円で、

執行率は９９．３％となっております。 

 この結果、決算書１３７ページ、実質収

支に関する調書に記載のとおり、令和５年

度後期高齢者医療特別会計の収支は、歳入

歳出差引き７，２２３万９，９７５円の黒

字となりました。 

 それでは、決算書に従いまして、歳入歳

出の各款別の主な内容につきまして御説明

申し上げます。 

 まず、歳入でございますが、各歳入金額

につきましては収入済額で御説明をさせて

いただきます。 

 １２６ページ、款１後期高齢者医療保険

料は１１億５，１１４万１，１５１円で、

前年度に比べ３．６％、３，９６６万２，

８９４円の増額となっております。 

 款２使用料及び手数料は４万８，８２９

円で、前年度に比べ１７．８％、７，３９

０円の増額となっております。 

 款３繰入金は２億６，９８１万８，００

３円で、前年度に比べ５．８％、１，４８

４万５，３８８円の増額となっておりま

す。 

 款４諸収入は８万３，９９６円で、前年

度に比べ１９．１％、１万３，４９６円の

増額となっております。 

 項１延滞金、加算金及び過料は８万２，

９９６円で、前年度に比べ１７．７％、１

万２，４９６円の増額となっております。 

 項２雑入は１，０００円で、前年度に比

べ皆増となっております。 

 款５繰越金は６，５０５万８，６０１円

で、前年度に比べ１４．７％、８３４万

３，６８６円の増額となっております。 

 続きまして、歳出でございますが、各歳

出金額につきましては支出済額で説明をさ

せていただきます。 

 １２８ページ、款１総務費は７８０万

６，３００円で、前年度に比べ２２．

８％、２３０万４，２３４円の減額となっ

ております。 

 項１総務管理費は６５２万９０２円で、

前年度に比べ２７．３％、２４４万３，３

３９円の減額となっております。 

 項２徴収費は１２８万５，３９８円で、

前年度に比べ１２．１％、１３万９，１０

５円の増額となっております。 

 款２後期高齢者医療広域連合納付金は１

４億４５７万３９６円で、前年度に比べ

４．３％、５，７８８万８，９１３円の増

額となっております。 

 款３諸支出金は１５３万３，９０９円

で、前年度に比べ７．５％、１０万６，８

０１円の増額となっております。 

 款４予備費につきましては全額不用額と

いたしております。 

 以上、認定第８号、令和５年度摂津市後

期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定の

件の内容説明とさせていただきます。 

 続きまして、議案第６０号、令和６年度

摂津市介護保険特別会計補正予算（第１

号）につきまして、その内容を御説明申し

上げます。 

 今回補正をお願いいたします予算の内容

といたしまして、地方公共団体情報システ

ムの標準化に関する法律に基づき、介護保

険システムを標準準拠システムに移行する
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ための経費及び令和４年度決算に伴う精算

などを計上いたしております。 

 初めに、予算書１ページを御覧くださ

い。 

 第１条といたしまして、既定による歳入

歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億

８，５９６万１，０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額を７９億５，９６３万９，

０００円とするものでございます。 

 なお、補正の款項の区分及び当該区分ご

との金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額につきましては、３ページの第１表歳入

歳出予算補正に記載のとおりでございま

す。 

 まず、歳入でございますが、款４支払基

金交付金、項１支払基金交付金６５５万

７，０００円の増額は、令和５年度の支払

基金交付金の精算に伴う追加交付金でござ

います。 

 款６繰入金、項１一般会計繰入金２，１

７８万２，０００円の増額は、令和３年度

の介護給付費及び令和５年度の地域支援事

業交付金、低所得者保険料軽減負担金の精

算及び介護保険システム移行に係る介護保

険事業費の増加に伴う一般会計からの繰入

金の増額でございます。 

 項２基金繰入金１，１１２万１，０００

円は、令和５年度精算に伴う返還金の不足

額を、介護保険準備基金を取り崩し、精算

金に充当するものでございます。 

 款７諸収入、項２雑入６万円の増額は、

令和５年度の大阪府地域医療介護総合確保

基金事業補助金の精算に伴う事業所からの

返納金でございます。 

 款９繰越金、項１繰越金１億４，６４４

万１，０００円は、令和５年度決算の歳入

歳出差引額を令和６年度に繰り越して計上

するものでございます。 

 次に、歳出でございますが、款１総務

費、項１総務管理費１，４４８万４，００

０円の増額は、介護保険システム標準化対

応業務委託料の増加によるものでございま

す。 

 款５諸支出金、項１償還金及び還付加算

金１億２，０３５万６，０００円の増額

は、令和５年度決算の精算に伴う国庫府費

等への返還金でございます。 

 項２繰出金５，１１２万１，０００円

は、令和５年度決算の精算に伴う一般会計

への返還金でございます。 

 次に、第２条債務負担行為の補正につき

ましては、４ページ、第２表債務負担行為

の補正に記載のとおりでございます。 

 追加分といたしまして、基幹業務標準化

事業（介護保険システム）につきまして、

令和７年度までの期間、２，７９９万８，

０００円を限度額とするものでございま

す。 

 以上、令和６年度摂津市介護保険特別会

計補正予算（第１号）の内容説明とさせて

いただきます。 

 続きまして、議案第６５号、摂津市国民

健康保険条例の一部を改正する条例制定の

件につきまして、提案内容を御説明申し上

げます。 

 本件は、国民健康保険法の一部改正に伴

い、条例の一部を改正するものでございま

す。 

 なお、議案参考資料（条例関係）３ペー

ジの新旧対照表も併せて御参照賜りますよ

うお願い申し上げます。 

 それでは、改正条文につきまして御説明

申し上げます。 

 第２７条は、国民健康保険法の改正によ

る被保険者証の廃止に伴い、被保険者証の

返還に応じなかった世帯主に係る罰則の規
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定が削除されることから、被保険者証の返

還に係る文言を削除するほか、項ずれの是

正等を行うものでございます。 

 なお、附則でございますが、施行期日と

いたしまして、本条例は令和６年１２月２

日から施行することとしております。 

 また、経過措置といたしましては、この

条例の施行の日前にした行為及び施行の際

現に被保険者証の交付を受けている世帯主

が、この条例の施行の日以後における被保

険者証の返還についての罰則の適用につい

ては、なお従前の例によることとしており

ます。 

 以上、議案第６５号、摂津市国民健康保

険条例の一部を改正する条例制定の件につ

きまして、提案内容の説明とさせていただ

きます。 

 続きまして、議案第６７号、大阪府後期

高齢者医療広域連合規約の変更に関する協

議の件につきまして、提案内容を御説明申

し上げます。 

 本件は、高齢者の医療の確保に関する法

律の改正等に伴う大阪府後期高齢者医療広

域連合規約の一部を変更することに関し、

大阪府後期高齢者医療広域連合と協議を行

うにつき、地方自治法第２９１条の１１の

規定により議会の議決を求めるものでござ

います。 

 なお、議案参考資料７ページの新旧対照

表も併せて御参照賜りますようお願い申し

上げます。 

 それでは、規約に沿いまして御説明申し

上げます。 

 変更の内容といたしましては、別表第１

において、「被保険者証及び被保険者資格

証明書」を「資格確認書等」に改めるとと

もに、別表第２では、備考の「及び外国人

登録原票」を削るものでございます。これ

は高齢者の医療の確保に関する法律の改正

について、施行期日が令和６年１２月２日

と定められ、現行の被保険者証は同日以降

に発行しないことに伴い、本規約において

使用している「被保険者証」等の文言を改

正するとともに、所要の文言の整理を行う

ものでございます。 

 なお、附則でございますが、施行期日と

いたしまして、本規約は令和６年１２月２

日から施行することとしております。 

 以上、議案第６７号、大阪府後期高齢者

医療広域連合規約の変更に関する協議の件

につきまして、提案内容の説明とさせてい

ただきます。 

○水谷毅議長 生活環境部長。 

  （吉田生活環境部長 登壇） 

○吉田生活環境部長 認定第６号、令和５年

度摂津市パートタイマー等退職金共済特別

会計歳入歳出決算認定の件につきまして、

その内容を御説明いたします。 

 初めに、決算の概要について御説明させ

ていただきます。 

 令和６年３月末現在、加入事業所は２５

事業所、被共済者数は１０４名でございま

す。また、令和５年度中の退職者は２２

名、その退職給付金額は２９５万１，８０

０円でございます。 

 予算額は１，１７７万５，０００円で、

決算額は、歳入については、調定額、収入

済額とも６００万３４０円、歳出について

は、支出済額６００万３４０円で、対予算

額比５１.０％の執行率となっておりま

す。 

 この結果、７９ページの実質収支に関す

る調書に記載のとおり、歳入総額、歳出総

額いずれも６００万３４０円でございま

す。 

 それでは、決算書に従いまして、歳入歳
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出の各款別にその主な内容につきまして御

説明いたします。 

 決算書６８ページの歳入でございます

が、収入済額につきまして、款１共済掛金

は、被共済者１名につき月額２，０００円

の掛金を納付していただくもので、令和５

年度中の掛金総額は延べ１，３７８人分の

２７５万６，０００円でございます。 

 款２繰入金は、退職給付金の支給の際に

積立金を取り崩し、歳入として受け入れる

ものが主で、令和５年度中の総額は３２４

万３，６９３円でございます。 

 款３諸収入は、積立金等の預金利子で、

令和５年度中の収入は６４７円でございま

す。 

 続きまして、７０ページの歳出でござい

ますが、支出済額につきまして、款１共済

総務費は、運営委員会の委員報酬及び口座

振替データ伝送委託料で、１万８，９９０

円でございます。 

 款２、共済金は、退職給付金の支払いに

２９５万１，８００円、還付金として２，

０００円、積立金等に３０２万７，５５０

円、合計５９８万１，３５０円の支出とな

ったものでございます。 

 款３予備費は、令和５年度中に支出はご

ざいませんでした。 

 以上、認定第６号、令和５年度摂津市パ

ートタイマー等退職金共済特別会計歳入歳

出決算認定の件の内容説明とさせていただ

きます。 

○水谷毅議長 説明が終わり、質疑に入りま

す。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○水谷毅議長 質疑なしと認め、質疑を終わ

ります。 

 本１６件のうち、認定第１号の駅前等再

開発特別委員会の所管分については、同特

別委員会に付託することに異議ありません

か。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○水谷毅議長 異議なしと認め、そのように

決定しました。 

 ただいま決定した以外については、議案

付託表のとおり常任委員会及び議会運営委

員会に付託します。 

 お諮りします。 

 認定第１号から認定第８号の８件につい

ては、閉会中に審査することに異議ありま

せんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○水谷毅議長 異議なしと認め、そのように

決定しました。 

 暫時休憩します。 

（午前１１時５５分 休憩） 

                 

（午後 １時    再開） 

○水谷毅議長 休憩前に引き続き再開しま

す。 

 日程７、報告第６号など３件を議題とし

ます。 

 報告を求めます。総務部長。 

  （石原総務部長 登壇） 

○石原総務部長 報告第６号、令和５年度決

算に基づく健全化判断比率及び資金不足比

率報告の件につきまして、その内容を御説

明いたします。 

 なお、各指標の算定方法等につきまして

は、議案参考資料の１ページから２ページ

と令和５年度決算概要の３８ページから３

９ページを御参照いただきますようお願い

いたします。 

 初めに、１、健全化判断比率の実質赤字

比率につきましては、実質赤字額がないた

めバー表記といたしております。その内容

につきましては、一般会計の実質収支が５



1 － 27 

億９，８８０万８，０００円の黒字、パー

トタイマー等退職金共済特別会計の実質収

支がゼロ円で、合計５億９，８８０万８，

０００円の黒字となっております。なお、

本市に適用されます基準は、早期健全化基

準が１２．４３％で、財政再生基準が２

０．０％となっております。 

 次の連結実質赤字比率につきましては、

連結実質赤字額がないためバー表記といた

しております。その内容といたしまして、

水道事業会計の資金剰余額が２９億４，１

９４万３，０００円、下水道事業会計の資

金剰余額が６億３７７万７，０００円、国

民健康保険特別会計の実質収支が７，２９

３万７，０００円の黒字、介護保険特別会

計の実質収支が１億４，６４４万１，００

０円の黒字、後期高齢者医療特別会計の実

質収支が７，２２４万円の黒字で、さきの

一般会計の実質収支５億９，８８０万８，

０００円の黒字を合計しますと、４４億

３，６１４万６，０００円の黒字となって

おります。なお、本市に適用されます基準

は、早期健全化基準が１７．４３％、財政

再生基準が３０．０％となっております。 

 次に、実質公債費比率につきましては、

前年度に比べ０．３ポイント悪化し、マイ

ナス０．４％となっております。なお、本

市に適用されます基準は、早期健全化基準

が２５．０％、財政再生基準は３５．０％

となっております。 

 次に、将来負担比率につきましては、将

来負担額がないためバー表記といたしてお

ります。なお、本市に適用されます基準

は、早期健全化基準が３５０．０％となっ

ております。 

 次に、２、資金不足比率につきまして

は、水道事業会計、下水道事業会計ともに

資金不足額がないためバー表記といたして

おります。その内容は、水道事業会計で

は、流動負債４億５，５８７万７，０００

円に対し、流動資産３３億９，７８２万円

で、２９億４，１９４万３，０００円の資

金剰余となっております。下水道事業会計

では、流動負債５億８，４４７万６，００

０円に対し、流動資産１１億８，８２５万

３，０００円で、６億３７７万７，０００

円の資金剰余となっております。なお、水

道事業会計、下水道事業会計ともに、本市

に適用されます基準は、経営健全化基準が

２０．０％となっております。 

 令和５年度決算に基づき算出いたしまし

た各比率は、いずれも早期健全化基準及び

経営健全化基準未満となりました。 

 以上、報告第６号、令和５年度決算に基

づく健全化判断比率及び資金不足比率報告

の件の内容説明とさせていただきます。 

○水谷毅議長 こども家庭部長。 

  （大橋こども家庭部長 登壇） 

○大橋こども家庭部長 報告第８号、損害賠

償の額を定める専決処分報告の件につきま

して、その内容を御説明申し上げます。 

 本件は、学童保育中における児童の負傷

事故で、このたび相手方との示談が成立し

ましたので、令和６年８月５日に、損害賠

償の額につきまして、地方自治法第１８０

条第１項の規定により専決処分したもの

で、同条第２項の規定により御報告するも

のでございます。 

 それでは、事故発生の経緯等につきまし

て御説明申し上げます。 

 本件は、令和３年４月５日午後２時３０

分頃、味舌小学校運動場に設置された鉄棒

において、当時小学１年生の児童が学童保

育室補助指導員の付添いの下で逆上がりの

練習を行っていた際に鉄棒から落下したも

のです。当該補助指導員は、逆上がり練習
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用の補助器具を押さえていたため救助が間

に合わず、当該児童は顔面を強打し、右眉

の上に幅約４センチメートル、深さ約１セ

ンチメートルの裂傷を負ったものでござい

ます。 

 新１年生とまだ小さく、顔面の負傷とい

うことからも、保護者の意向により、後遺

症の有無や傷痕の回復状況について長期間

にわたり経過を観察してまいりました。し

かしながら傷痕も分かりづらくなり、これ

以上の回復は困難との医師の診断があった

ことから、示談交渉を行い、治療費や看護

料など２６万１，８３６円を賠償金とする

ことで相手方と合意に達し、加入しており

ます全国市長会市民総合賠償補償保険から

支払いを行ったものでございます。 

 なお、事故以後、特に新１年生の児童の

運動遊具等の使用の際には、学童指導員が

十分に留意するよう注意喚起し、再発防止

に努めているところでございます。 

 以上、報告第８号、損害賠償の額を定め

る専決処分報告の件につきましての説明と

させていただきます。 

 続きまして、報告第９号、損害賠償の額

を定める専決処分報告の件につきまして、

その内容を御説明申し上げます。 

 本件は、学童保育中における児童の眼鏡

破損事故で、相手方との示談が成立しまし

たので、令和６年８月２３日に、損害賠償

の額につきまして、地方自治法第１８０条

第１項の規定により専決処分したもので、

同条第２項の規定により御報告するもので

ございます。 

 それでは、事故発生の経緯につきまして

御説明申し上げます。 

 本件は、令和６年３月１４日午後４時５

０分頃、別府小学校運動場において、当時

小学２年生の児童が学童保育室補助指導員

とボール遊びを行っていた際に、当該補助

指導員の投げたボールが当該児童の顔面に

当たり、児童がかけていた眼鏡を破損させ

たものです。眼鏡の修理費用９，０５０円

を賠償金とすることで示談が成立し、加入

しております全国市長会の賠償補償保険か

ら支払いを行ったものでございます。 

 以上、報告第９号、損害賠償の額を定め

る専決処分報告の件につきましての説明と

させていただきます。 

○水谷毅議長 報告が終わり、質疑に入りま

す。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○水谷毅議長 質疑なしと認め、質疑を終わ

ります。 

 日程８、報告第７号など３件を議題とし

ます。 

 報告を求めます。総務部長。 

  （石原総務部長 登壇） 

○石原総務部長 報告第７号、令和６年度摂

津市一般会計補正予算（第３号）専決処分

報告の件につきまして、提案内容を御説明

いたします。 

 本件につきましては、物価高騰支援給付

金事業に係る経費につきまして、調整給付

金対象者が想定より増える見込みとなった

ため、地方自治法第１７９条第１項の規定

により専決処分をいたしましたので、同条

第３項の規定により報告いたします。 

 初めに、補正予算の第１条といたしまし

て、既定による歳入歳出予算の総額に歳入

歳出それぞれ１億７，１７２万２，０００

円を追加し、その総額を４６７億８，３１

５万８，０００円とするものでございま

す。 

 補正の款項の区分及び当該区分ごとの金

額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

２ページの第１表歳入歳出予算補正に記載
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のとおりでございます。 

 まず、歳入についてでございますが、款

１５国庫支出金、項２国庫補助金１億７，

７００万円の増額は、物価高騰対応重点支

援地方創生臨時交付金の増加でございま

す。 

 款１９繰入金、項２基金繰入金５２７万

８，０００円の減額は、今回の補正に伴う

財源調整のため、財政調整基金繰入金を減

額するものでございます。 

 次に、歳出についてでございますが、款

３民生費、項１社会福祉費１億７，１７２

万２，０００円の増額は、物価高騰支援給

付金の支給に要する費用の増加でございま

す。 

 以上、令和６年度摂津市一般会計補正予

算（第３号）の専決内容の報告といたしま

す。 

 続きまして、報告第１０号、令和６年度

摂津市一般会計補正予算（第４号）専決処

分報告の件につきまして、提案内容を御説

明いたします。 

 本件につきましては、大阪府議会議員が

辞職されたことに伴い、欠員が生じたた

め、府議会議員補欠選挙に係る経費につい

て、地方自治法第１７９条第１項の規定に

より専決処分をいたしましたので、同条第

３項の規定により報告いたします。 

 初めに、補正予算の第１条といたしまし

て、既定による歳入歳出予算の総額に歳入

歳出それぞれ１，９５５万３，０００円を

追加し、その総額を４６８億２７１万１，

０００円とするものでございます。 

 補正の款項の区分及び当該区分ごとの金

額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

２ページの第１表歳入歳出予算補正に記載

のとおりでございます。 

 まず、歳入についてでございますが、款

１６府支出金、項３委託金１，９５５万

３，０００円の増額は、府議会議員補欠選

挙費委託金でございます。 

 次に、歳出についてでございますが、款

２総務費、項４選挙費１，９５５万３，０

００円の増額は、府議会議員補欠選挙事務

に要する費用でございます。 

 以上、令和６年度摂津市一般会計補正予

算（第４号）の専決内容の報告といたしま

す。 

 続きまして、報告第１１号、令和６年度

摂津市一般会計補正予算（第５号）専決処

分報告の件につきまして、提案内容の御説

明をいたします。 

 本件につきましては、令和６年１０月９

日の衆議院解散に伴い、１０月２７日に投

開票が行われる衆議院議員総選挙に係る経

費について、地方自治法第１７９条第１項

の規定により専決処分をいたしましたの

で、同条第３項の規定により報告いたしま

す。 

 初めに、補正予算の第１条といたしまし

て、既定による歳入歳出予算の総額に歳入

歳出それぞれ３，６０２万４，０００円を

追加し、その総額を４６８億３，８７３万

５，０００円とするものでございます。 

 補正の款項の区分及び当該区分ごとの金

額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

２ページの第１表歳入歳出予算補正に記載

のとおりでございます。 

 まず、歳入についてでございますが、款

１５国庫支出金、項３委託金３，６０２万

４，０００円の増額は、衆議院議員総選挙

費委託金でございます。 

 次に、歳出についてでございますが、款

２総務費、項４選挙費３，６０２万４，０

００円の増額は、衆議院議員総選挙事務に

要する費用でございます。 
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 以上、令和６年度摂津市一般会計補正予

算（第５号）の専決内容の報告といたしま

す。 

○水谷毅議長 報告が終わり、質疑に入りま

す。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○水谷毅議長 質疑なしと認め、質疑を終わ

ります。 

 お諮りします。 

 本３件については、委員会付託を省略す

ることに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○水谷毅議長 異議なしと認め、そのように

決定しました。 

 討論に入ります。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○水谷毅議長 討論なしと認め、討論を終わ

ります。 

 報告第７号を採決します。 

 本件について、承認することに賛成の方

の起立を求めます。 

  （起立する者あり） 

○水谷毅議長 起立者全員です。 

 よって、本件は承認されました。 

 報告第１０号を採決します。 

 本件について、承認することに賛成の方

の起立を求めます。 

  （起立する者あり） 

○水谷毅議長 起立者全員です。 

 よって、本件は承認されました。 

 報告第１１号を採決します。 

 本件について、承認することに賛成の方

の起立を求めます。 

  （起立する者あり） 

○水谷毅議長 起立者全員です。 

 よって、本件は承認されました。 

 日程９、議案第６９号を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。建設部長。 

  （永田建設部長 登壇） 

○永田建設部長 議案第６９号、損害賠償の

額を定める件につきまして、その内容を御

説明申し上げます。 

 本件は、令和６年７月９日に発生しまし

た道路管理瑕疵による車両の破損事故につ

きまして、地方自治法第９６条第１項第１

３号の規定により議会の議決を求めるもの

でございます。 

 事故発生状況、損害賠償の相手方、損害

賠償の額及び過失割合は、議案第６９号に

記載のとおりでございます。 

 それでは、事故発生の経緯につきまして

御説明申し上げます。 

 本件は、令和６年７月９日火曜日午後７

時３０分頃、千里丘二丁目１６番地先、市

道千里丘２８号線の坪井ガード内におい

て、相手方車両が千里丘方面から千里丘東

方面へ進行し、側溝の上を走行した際に、

側溝の鉄板蓋が跳ね上がり、当該車両の左

側底部、左側後部スライドドア及び左側前

輪ホイールに損傷を与えたものでございま

す。 

 示談につきましては、本市が加入してお

ります公益社団法人全国市有物件災害共済

会へ事故状況を報告し、協議をいたしまし

たところ、過失相殺率の認定基準に基づ

き、本市の過失割合が１００％と認定さ

れ、当該車両損傷に対する修理費や修理期

間における代車費用などを合わせまして６

５万２，４１０円を損害賠償金として支払

うことで相手方と合意に至ったものでござ

います。 

 なお、この損害賠償金につきましては、

公益社団法人全国市有物件災害共済会から

補填されるものでございます。 

 本件の事故の発生原因は、鉄板蓋の裏側

のずれ止めが腐食しており、その上を車両



1 － 31 

が走行することにより衝撃荷重がかかり、

鉄板蓋の跳ね上がりが生じたことによるも

のでございます。 

 事故翌日の令和６年７月１０日水曜日午

前９時に相手方から道路管理課に連絡があ

り、速やかに道路管理課職員にて現場確認

を実施。同日、応急処置として、昼間工事

にて側溝内に排水管を設置し、当該箇所の

排水を確保した上で鉄板蓋を撤去し、コン

クリートにより側溝を埋設する処置を行い

ました。その後、安全対策として、坪井ガ

ード内側溝側壁面に反射ポールと歩道側防

護柵に反射テープを設置することで、ガー

ド内を通行する車両が車道中央を走行する

よう視覚的な誘導を行い、タイヤが鉄板蓋

を踏んで走行することのないよう対策をい

たしました。さらに、側溝沿いに表面に凹

凸がついた路側線を設置することにより、

走行中のドライバーに注意を促す対策を実

施いたしました。 

 引き続き、道路管理課職員にて車両によ

る道路パトロールを実施するとともに、車

両からの目視確認だけでは発見できない施

設の変状も確認できるよう、徒歩による歩

行パトロールも実施してまいります。これ

からも、ＬｏＧｏフォームなど、市民から

の損傷情報の提供なども活用しながら、迅

速かつ適正な道路施設の維持管理に努めて

まいります。 

 以上、議案第６９号、損害賠償の額を定

める件の御説明とさせていただきます。 

○水谷毅議長 説明が終わり、質疑に入りま

す。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○水谷毅議長 質疑なしと認め、質疑を終わ

ります。 

 お諮りします。 

 本件については、委員会付託を省略する

ことに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○水谷毅議長 異議なしと認め、そのように

決定しました。 

 討論に入ります。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○水谷毅議長 討論なしと認め、討論を終わ

ります。 

 議案第６９号を採決します。 

 本件について、可決することに賛成の方

の起立を求めます。 

  （起立する者あり） 

○水谷毅議長 起立者全員です。 

 よって、本件は可決されました。 

 日程１０、議会議案第１４号を議題とし

ます。 

 提案理由の説明を求めます。村上議員。 

  （村上英明議員 登壇） 

○村上英明議員 ただいま上程となりました

議会議案第１４号、専決処分事項の指定変

更の件につきまして、提出者を代表いたし

まして提案理由の説明を申し上げます。 

 本件は、地方自治法第１８０条第１項の

規定により市長において専決処分すること

ができる事項を変更するものであります。 

 本件提出の趣旨は、本市が市民等に損害

賠償金を支払うこととなった場合、迅速に

対応することができるよう、損害賠償額の

指定を変更するものであります。 

 それでは、内容について説明させていた

だきます。 

 平成２２年３月３０日に議決しました専

決処分事項の指定の全部を次のように変更

します。 

 １点目の、法律上、市の義務に属する１

件３０万円以下の損害賠償の額と定めてい

ることについて、「保険金等により補填さ

れ、市が直接に負担しない金額がある場合
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は、その金額を除く金額」と追加いたしま

す。 

 また、２点目及び３点目の指定事項にあ

ります和解に関することについて、１点目

も同様の取扱いとするため追加いたしま

す。 

 なお、２点目及び３点目の指定事項につ

いては従来どおりでございます。 

 以上、提案理由の説明とさせていただき

ます。 

○水谷毅議長 説明が終わり、質疑に入りま

す。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○水谷毅議長 質疑なしと認め、質疑を終わ

ります。 

 お諮りします。 

 本件については、委員会付託を省略する

ことに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○水谷毅議長 異議なしと認め、そのように

決定しました。 

 討論に入ります。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○水谷毅議長 討論なしと認め、討論を終わ

ります。 

 議会議案第１４号を採決します。 

 本件について、可決することに異議あり

ませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○水谷毅議長 異議なしと認め、本件は可決

されました。 

 以上で本日の日程は終了しました。 

 お諮りします。 

 １０月２６日から１１月１０日まで休会

することに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○水谷毅議長 異議なしと認め、そのように

決定しました。 

 本日はこれで散会します。 

（午後１時２４分 散会） 
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（午前１０時 開議） 

○水谷毅議長 ただいまから本日の会議を開

きます。 

 本日の会議録署名議員は、安藤議員及び

野口議員を指名します。 

 日程１、一般質問を行います。 

 順次質問を許可します。塚本議員。 

  （塚本崇議員 登壇） 

○塚本崇議員 それでは、通告に従い、一般

質問を始めさせていただきたいと思いま

す。 

 まずは、嶋野市長の御就任、誠におめで

とうございます。これからも共に摂津市の

ために頑張りたいと思いますので、どうぞ

よろしくお願いします。 

 それでは、まず、立志教育についてで

す。 

 嶋野市長が公約に掲げておられた立志教

育は、民間定義はあるんですけども、今、

公的とか法的定義がない状態で、いま一つ

まだ浸透していない部分があるのかと思っ

ています。まずは、立志教育で他の地域で

取り組んでいる事例があるのかということ

と、また、立志教育がどのようなものかを

教えてください。 

 二つ目、空き地問題についてです。 

 市長も、市内を回っておられる際とか活

動中に、近年、空き地が増えていることを

御認識されていると思います。この空き地

問題に対して市民からの苦情や相談も増え

ているんじゃないかと思っています。まず

は、その処理の流れについてお伺いしたい

と思います。 

 三つ目、駐輪場の問題についてです。 

 ＪＲ千里丘駅周辺の自転車駐車場が朝８

時頃になると満車になる、止めるところが

なくて困っていると住民から伺っていま

す。当該駅周辺の自転車駐車場の台数、ま

た、ピーク時の利用状況の推移など、現状

についてお伺いします。 

 四つ目、財政についてです。 

 財政課から配付されている中期財政見通

しによると、令和１０年度には赤字になる

と示されています。まず、これを避けるシ

ナリオについてどう考えておられるのか質

問します。 

 １回目は以上になります。 

○水谷毅議長 答弁を求めます。教育総務部

長。 

  （安田教育総務部長 登壇） 

○安田教育総務部長 立志教育についての御

質問にお答えいたします。 

 立志教育を進めている全国事例といたし

ましては、将来の夢や目標を持ち、その実

現に向かって努力する生徒の育成を目指し

て、様々な職業に就かれている方々からこ

れまでの体験談を聴き、社会に対する志を

持つ学習に取り組んでいる事例や、思いを

はせて将来を考えることを目的に、将来の

目標や決意などをキャンドルに誓いを立て

る立志式を開催している例もございます。 

 本市では、子供たちの夢や志を育む教育

の一つとして、これまでキャリア教育を進

めてまいりました。本市のキャリア教育で

は、従前から各学校で取り組んでいた職場

体験学習だけでなく、商工会等と連携した

本市独自のキャリア教育応援企業等登録制

度を活用し、地域の方々や企業、事業所等

で活躍されている方々を多く招き、仕事へ

の思いややりがいなどを対話する社会人ト

ークなど、本市の特徴を生かした取組を行

っているところでございます。 

○水谷毅議長 生活環境部長。 

  （吉田生活環境部長 登壇） 

○吉田生活環境部長 空き地に関する市民か

らの苦情や相談等の処理の流れについての



2 － 4 

御質問にお答えいたします。 

 市民等からの苦情や相談等につきまして

は、広聴を担当する自治振興課におきまし

て、市役所受付横に設置しております投書

箱をはじめ、電話やファクシミリ、電子メ

ール等により受付を行っております。 

 近年は、空き地に関する苦情や相談等も

増えてきており、令和５年度においては、

自治振興課で受け付けた苦情、相談、要望

等の件数が７３件ございましたが、そのう

ち空き地に関するものが１４件あり、約２

割を占めている状況でございます。 

 空き地に関する苦情、相談等を受け付け

た後は、その内容を精査し、必要に応じて

関係部署にその対応を引き継いでいるとこ

ろでございます。 

○水谷毅議長 建設部長。 

  （永田建設部長 登壇） 

○永田建設部長 ＪＲ千里丘駅周辺の自転車

駐車場台数などの現状についての御質問に

お答えいたします。 

 ＪＲ千里丘駅周辺の収容台数につきまし

ては、駅東側にフォルテ摂津自転車駐車場

や千里丘駅東自転車駐車場などの市営駐車

場に１，５７３台、また、駅西側には、公

益財団法人自転車駐車場整備センターが管

理運営している千里丘駅西自転車駐車場に

２，０９１台、合わせて３，６６４台とな

っております。 

 利用状況につきましては、平日の朝８時

から９時半頃までの時間帯で満車となり、

１４時以降に空きが出てくる状態でありま

す。 

○水谷毅議長 総務部長。 

  （石原総務部長 登壇） 

○石原総務部長 中期財政見通しで示してい

る赤字を避けるためのシナリオについての

御質問にお答えいたします。 

 中期財政見通しにおいては、経常収支比

率の悪化や建設事業費の増加といったこの

ままの歳入歳出の構造では、近い将来、主

要基金が枯渇し、財政再生団体となってし

まうおそれがあるとお示ししております。 

 しかし、そのような事態に陥らないよう

に歳出の抑制が必要であり、既存の事業を

含めたビルド・アンド・スクラップを実行

し、事業の取捨選択を行い、歳出のスリム

化を進め、また、歳入面では基金の繰入れ

を抑制し、財源の確保に取り組んでまいら

なければならないと考えております。 

○水谷毅議長 塚本議員。 

○塚本崇議員 ありがとうございます。 

 それでは、ここから一問一答にてお願い

いたします。 

 まずは、立志教育についてでございま

す。 

 本市において、これまでキャリア教育を

推進されてきたと理解しています。キャリ

ア教育についての教育長の思いをお伺いい

たします。 

○水谷毅議長 教育長。 

○若狭教育長 本市の義務教育を修了した子

供たちは、中学校を卒業して、たった３年

で１８歳になり成人を迎えます。本市で育

った子供たちが大人になって、やがて社会

へ出ていったときに、私は、摂津市の子供

たちって本当に役に立つよねとか、即戦力

だよねとか、クリエーティブだよねと言わ

れるような、そんな人づくりをしたいと思

っております。これはもちろん学校教育だ

けでは無理でして、家庭教育、地域の方々

と一緒にそういった人づくりをしていこう

というものがなくては駄目です。 

 学校教育では、そうした人づくりをする

教育の一つがキャリア教育ではないかと考

えております。教科で学ぶ内容ですとか学
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校生活全般で身につけることもたくさんあ

ります。そうしたものの扇の要になり、自

らの未来をイメージして、自らの未来を切

り開いていく力、まさに社会で生き抜いて

いく力、そういうものを育て、養うのがキ

ャリア教育ではないかと思います。 

 キャリア教育の活動の中で、子供たちは

多くの大人と、それから子供たちとも出会

っていきます。身近な大人、少し離れた大

人、たくさんの大人と出会った中で、こん

な大人になりたいといったいろんな憧れを

持つことになると思います。また、同い年

の子供たち、あるいは年下の子供たちの前

で発表とか活動をする中で、こんなふうに

自分は成長していきたいといったプライド

を身につけていくと思います。そうした憧

れやプライドと、大事なのは人に関心を持

つことだと思うんです。人に関心を持つこ

とと同じように社会にも関心を持つ、仕事

にも関心を持つ、職業にも関心を持てる、

これがキャリア教育の中心になってくるの

ではないかと思っています。 

 先生になりたい、お医者さんになりた

い、歌手になりたい、プロ野球選手になり

たい、そうしたものは将来の自分の夢だと

思うんです。自分がなりたいものがどう社

会とつながっているのか、誰かのために、

社会のために、何かのためにこの仕事をや

っていこう、これが志だと思うんです。夢

と志が同時にそれぞれの子供たちの中で大

きなものとなっていく。これは教え込むん

じゃなくて湧き出てくるものでなくてはな

らないと思っています。 

 子供たちが、キャリア教育の中で学びな

がら、自分が大人になるイメージを持って

今努力していることとしっかりと結びつ

け、自覚を持てる。そうした子供たちが、

自分のためだけじゃなく、何かのために、

他人のためにやりたいこと、できること、

やらねばならぬこと、このあたりを自覚で

き、人への関心、社会への関心、国や地域

への関心を高めていく。私は、大人になる

ということは、社会とのつながり、人との

つながりの中に責任があることをしっかり

と自覚することだと思っています。そうし

たものをしっかりと育てる、そんなキャリ

ア教育を本市では進めていきたいと思って

います。 

 以上です。 

○水谷毅議長 塚本議員。 

○塚本崇議員 ありがとうございます。とて

も力強いお言葉をいただいて、本当にうれ

しく思います。 

 それでは、ここで市長にお伺いしたいと

思います。改めて立志教育に対しての市長

の思いをお伺いいたします。 

○水谷毅議長 市長。 

○嶋野市長 答弁に入ります前に、冒頭に塚

本議員から市長として頑張れよというエー

ルをいただいたかと思っております。塚本

議員は、将来にしっかりとしたものを残し

ていくんだという思いで、何をすべきなの

か、それを与えられた立場から全うされて

いると思います。そこは私も共通するもの

がございます。また御指導もいただきなが

ら責任ある決断をしていきたいと思ってお

りますので、どうぞよろしくお願いしたい

と思っております。 

 立志教育でございますけれども、ここ数

年は、先ほどから答弁がありますように、

キャリア教育がどんどんと進んできまし

た。このキャリア教育を進めるに当たりま

しては、多くの地域の皆さん、あるいは企

業、事業者の方々にも御協力をいただいて

この間進めてきたところでございます。そ

のことによって、摂津市の子供たちが社会
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とのつながりについても深く考えることが

できるようになってきたと思っております

し、将来の夢であったり希望についても子

供たちが今まで以上に意識をする。それ

は、様々な調査の数字から見ても、非常に

すばらしい結果がもたらされていると私も

感じております。それだけではなくて、結

果的に学力の向上にもつながっているんだ

ろうと思っています。 

 御存じのとおり、私はかつて議員時代が

ございました。そのときから立志教育を展

開していってほしいんだということについ

ては何度も繰り返し触れてまいりました。

また、今回の選挙戦においても、私にとっ

ては非常に大きな公約の一つとして、この

立志教育を必ずやっていくんだと皆様方に

訴えてきたと思っています。そこについて

の気持ちは変わりません。 

 これまでのキャリア教育とどう違うん

だ、そういったところも皆さんは気になっ

ておられるのだと思います。先ほど、若狭

教育長からお話がございました。例えば、

キャリア教育の中で、歌が好きだから歌手

になりたいという子供たちがいます。その

子供が、歌手になるというだけではなく

て、歌手としてどういう生き方をしていく

のか、そういったことについても子供たち

が意識できるような教育をしていきたいと

いうことが趣旨として答弁されたと思って

います。私は、それはそれでしっかりとや

っていきます。しかしながら、仮に歌手に

なりたいという一つの目標、将来の夢を定

めても、それを成し遂げるまでにはいろん

な困難があるわけです。その困難に負けず

に夢を実現していくためには、やはりやる

気も元気も本気も要ります。その全ての気

につながるものが志だと私は思っているん

です。 

 中国の孟子という大思想家の言葉の中で

「志は気の帥なり」という言葉がございま

す。これはまさにそのことでございまし

て、志があるからやる気も出るし、元気も

出るし、根気を持っていろいろなことを途

中で投げ出すことなく成し遂げることがで

きる、だから志が大事だといったことがま

さにこの言葉だと思っています。私は、こ

の言葉は本当にすばらしいと思っておりま

すし、今の子供たちを見ておりますと、こ

の志をどう立てていくのかが非常に大切だ

と思っております。 

 その中で大事なのが、夢や目標、それだ

けではなくて、やはり自らが社会とつなが

っている、いろいろ大海の中で今生きてい

るんだと子供たちが考えて感謝をしてい

く、そういった思いを子供たちが持って、

一緒に前につなげていくような教育をして

いきたいと思っております。 

 そのためには、様々な人と出会い、ま

た、その生き方を学んでいくことが大切だ

と思っております。その中で、自分の今を

しっかりと客観的に見詰め直していきなが

ら、いずれ将来的には社会の一員として社

会に出ていくわけです。その際に、どうい

った役割だったりとか、どういった仕事で

本当に貢献していきたいのか、そういった

ことを子供たちが思えるような教育、まさ

に立志教育を進めていきたいと思っており

ますので、ぜひ期待もしていただきたいと

思っております。またこれからも高所大所

から御指導いただけるとありがたいと思っ

ているところでございますので、どうぞよ

ろしくお願い申し上げます。 

○水谷毅議長 塚本議員。 

○塚本崇議員 ありがとうございます。 

 やはり志は非常に大事だと私も思ってお

ります。松下幸之助さんが「志を立てれ
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ば、事はもはや半ば達したと言ってもよ

い」という言葉を残されております。若狭

教育長が以前におっしゃっておられた「誰

も経験したことのない世界がこれから訪れ

る。その世界を生き抜く力を子供たちに養

ってもらいたい」という言葉がすごく心に

残っています。そういう教育を今後も続け

ていってほしいと思っています。 

 私自身のことで申し訳ないです。当時、

小学校１年生だったと思うんですけど、大

平首相が首相在職のまま亡くなりました。

そのときから政治に興味を持って、志を立

てたのは実際には２０１１年のことで、東

日本大震災の後です。ですので、志を立て

るのに遅過ぎるということはないと思いま

す。志を立てて、そこから実際に議員にな

るまで７年以上かかっているんですけど

も、志を立ててやり遂げることは非常に重

要かと思っています。また今後もこういっ

た教育を展開していただきたいと思いまし

てこの質問を終わらせていただきます。 

 続いて、空き地問題についてでございま

す。 

 処理の流れについて答弁をいただきまし

た。 

 空き地問題の中で、私が市民から相談を

受けるのが、やはり雑草が生い茂っている

ところを何とかしてほしいという相談で

す。雑草に対する市の対応状況をお伺いし

たいと思います。 

○水谷毅議長 生活環境部長。 

○吉田生活環境部長 空き地における雑草の

苦情相談の対応につきましては、まず、市

職員が現地に赴き、雑草の生育や周辺環境

の状況確認を行っております。現地確認の

結果、雑草の繁茂により周辺の生活環境が

損なわれていると認められるときは、空き

地の所有者を調査し、摂津市環境の保全及

び創造に関する条例の規定に基づき、その

所有者に空き地の適正管理を行ってもらう

よう指導しております。 

 土地の所有者を調査する中で、所有者が

既に亡くなられ、相続人が複数いる場合等

があり、指導に苦慮する場面もございます

が、できる限り対応いただける方を特定

し、電話、文書等で草刈り等による適正管

理を促しているところでございます。 

○水谷毅議長 塚本議員。 

○塚本崇議員 ありがとうございます。 

 空き地は増加傾向にあると認識しており

まして、これは本市だけではなく、全国的

な問題だと捉えるべきかと思っています。

しかしながら、空き地というのは民間の所

有地でございますので、なかなか行政の指

導が行き届きにくいというところも認識し

ております。やはり解決には国で法令の整

備をしていただくのが一番なのかと思いま

す。そこについては我々も協力してまいり

ますし、市からも要望を上げ続けていただ

きたいと思っております。 

 そして、市としても、雑草が生えること

によってごみが捨てられる、そこが負のス

パイラルになっている状況が見受けられま

す。そういった状況に応じてできるだけ対

応をお願いしたいということでこの質問は

終わらせていただきます。 

 続いて、駐輪場問題についてです。 

 ピーク時の利用状況などについてお伺い

いたしました。満車になるということは、

自転車駐輪場の需要が高いと思っていま

す。駐輪施設を確保する取組として、整備

は現在考えておられるのでしょうか。お答

え願います。 

○水谷毅議長 建設部長。 

○永田建設部長 自転車駐車場の現状の推移

は、朝の９時半までに満車となる状況か
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ら、需要が高いことは認識しております。

こうした状況を踏まえまして、千里丘駅東

自転車駐車場では、原動機付自転車置場を

自転車置場に転用することを検討中である

ほか、千里丘駅西自転車駐車場において

は、施設を管理運営する公益財団法人自転

車駐車場整備センターによりまして施設内

のレイアウトの見直しなどの対策を検討中

であると伺っております。 

 なお、ＪＲ千里丘駅周辺では、需要を捉

え、民間活力により自動車駐車場から自転

車駐車場へ転換整備されている状況がある

ことや、近年の駅前周辺における放置自転

車の減少傾向と同様に、放置自転車の移動

台数に増加は見られておりません。今後

は、千里丘駅西地区再開発事業の進捗や自

転車利用者の推移も注視し、安全で快適な

駅前環境の維持に取り組んでまいりたいと

考えております。 

○水谷毅議長 塚本議員。 

○塚本崇議員 ありがとうございます。市と

してはできることが限られているという趣

旨かと思っております。 

 駅前は、昔に比べるとすごくきれいには

なったと思います。ただ、市が自転車の活

用を推進している以上、そこに駐輪できる

スペースを提供することも市のサービスの

一つなのかと考えております。 

 もし需要がすごくあるのであれば、民間

の活用も考えていただきたいと思っていま

す。実際にＪＲ千里丘駅東の駅前で駐車場

が駐輪場に変わったという事例もございま

す。常に満車の状態です。こういったとこ

ろは、やはりビジネスチャンスとして捉え

ていただいて、民間の参入を促すというと

ころも一つかと思っております。午前９時

半までに満車となる状況があるということ

は、時差出勤への対応ができていないとい

うこともございますので、そういったとこ

ろも一考していただきたいと思っておりま

す。この問題については、また今後も委員

会等で質問させていただければと思ってお

り、以上とさせていただきます。 

 続きまして、財政についてです。 

 中期財政見通しで示している赤字を避け

るためのシナリオについてお答えいただき

ました。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法

律には、財政再建制度として、早期財政健

全化基準、財政再生基準が示されておりま

す。仮に令和１０年度で赤字になり、財政

再生基準以上になった場合、市民サービス

はどうなるのかということについてお伺い

します。 

○水谷毅議長 総務部長。 

○石原総務部長 地方公共団体の財政の健全

化に関する法律において、財政再生基準の

数値以上になった場合は、市の財政再生計

画を策定し、議会の議決を経て国に提出

し、財政を再生することが必要となってま

いります。財政再生計画を策定するに当た

っては、歳入の増加と歳出の削減について

必要な措置を講ずることが前提となってお

ります。 

 現在、財政再生計画を実施している市の

例では、歳入の確保策として、使用料等の

変更、また、主な歳出削減項目として、扶

助費の市単独事業は高齢者や子供及び教育

活動への給付に限定し、各種補助金などに

ついては真に必要なものに限定するなどの

措置内容となっております。このように、

財政再生計画では、市単独事業の市民サー

ビスの削減を行わざるを得ないものと考え

ます。 

○水谷毅議長 塚本議員。 

○塚本崇議員 ありがとうございます。 
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 財政再生計画に陥ってしまうと、単独事

業がもう行えない、首が回らない状況にな

ると思います。令和５年度で申しますと、

財政調整基金を１３億円取り崩していま

す。結局、最終的な収支としては５億９，

０００万円ほどの黒字を確保しているんで

すが、単年度の収支で見ると、基金を取り

崩しているので赤字であったと思うんで

す。以前、森山前市長が人づくり、ものづ

くり、金づくりとおっしゃっていたと私は

認識しているんですけども、事実上の赤字

状態はいつまで続くと思われているのか、

見通しを教えてください。 

○水谷毅議長 総務部長。 

○石原総務部長 今後の見通しでは、歳出に

おいて、少子高齢化による扶助費や公共施

設の老朽化に伴う維持補修費の増加、さら

に、まちづくりへの投資としての建設事業

費の増加が見込まれておるところでござい

ます。 

 今後、同様の推移となれば、赤字基調は

続き、基金の取崩しが必要となってまいり

ます。しかし、基金にも限りがございます

ので、歳出のスリム化と収入の確保に取り

組み、収支改善を図っていく必要があると

考えております。 

○水谷毅議長 塚本議員。 

○塚本崇議員 現在は大型の公共事業が並行

で進んでいると思うんですけども、そのタ

イミングが集中してしまうと財政を圧迫す

ると懸念しているんです。その点について

どのようにお考えか、お答え願います。 

○水谷毅議長 総務部長。 

○石原総務部長 現在進めております建設事

業につきましては、未来のまちづくりへの

投資として必要な事業を行っているところ

でございます。しかしながら、短期に集中

してしまうことによる財政圧迫の懸念につ

いては、工事着手前の事業の取捨選択や平

準化について取組を進めていかなければな

らないと考えております。 

○水谷毅議長 塚本議員。 

○塚本崇議員 今後、やはり超少子高齢化と

いう時代が続くと、義務的経費、いわゆる

事業費、扶助費、公債費、これらが増え続

けていくことに対して、財政健全化のため

のビジョンをどのようにお考えか、副市長

にお尋ねしたいと思います。 

○水谷毅議長 副市長。 

○山本副市長 財政健全化に対する御質問で

ございます。 

 現在、議員も御存じのように、摂津市に

おきましては、行政経営戦略に基づきまし

て、摂津市の目指す将来像でございます、

みんなが育むつながりのまち摂津の実現を

目指しております。また、嶋野市長の下、

「ウェルビーイング」を踏まえたまちづく

り、すなわち持続可能な幸せを目指してい

るところでございます。 

 これらのことを実現いたしますには、当

然ながら健全財政が必須でございます。そ

のためには、事業の優先順位等々を市全体

で議論して、最少の経費で最大の効果を発

揮するという財政運営の基本理念に立ちま

して、健全な財政運営を目指してまいりた

い、そのことに取り組んでまいりたいと考

えております。 

 その取組におきましては、先ほどから議

論がございます職員一人一人の志、知力、

協力が必要でございます。職員の力、能力

が最大限に発揮できるような環境づくりに

努めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○水谷毅議長 塚本議員。 

○塚本崇議員 ありがとうございます。 

 危機感というのは一定答弁の中で共有で
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きたかと思っています。私もその辺は危機

感を抱いておりまして、例えば、令和元年

度に３３８億円であった予算が、コロナ禍

の下で令和２年度になったら４６１億円に

膨れ上がったんです。そこからなかなか下

がらない。結局、これも人件費等々と一緒

で、下方硬直性が働いてしまっているんじ

ゃないかと捉えているんです。ですので、

そこら辺については、やっぱり一定歳出削

減を視野に入れていく必要があるんじゃな

いかと思っています。 

 さらに、以前、総務部長と議論させてい

ただいたんですけども、よく選択と集中と

いうことを言われます。それに対応する概

念として、分散と修繕というものを私は提

案させていただきました。というのは、基

礎自治体においては、全てのことを捨てる

ことができないので、そこは分散せざるを

得ない。なおかつ、修繕というのは、計画

を常に見直すことが修繕という概念なの

で、それに応じた常に新しい視点で財政運

営に取り組んでいただけるようにお願いし

て私の一般質問を終わらせていただきま

す。ありがとうございます。 

○水谷毅議長 塚本議員の質問が終わりまし

た。 

 次に、光好議員。 

  （光好博幸議員 登壇） 

○光好博幸議員 おはようございます。 

 それでは、順位に従いまして一般質問を

させていただきます。 

 一つ目の健康寿命延伸への取組につい

て。 

 市民が豊かで活力のある暮らしを過ごす

ためには、平均寿命だけではなく、健康寿

命の延伸が必須であると考えます。そこ

で、本市において健康寿命の延伸に向けて

どのような取組を展開されているのか、お

聞かせください。 

 二つ目の行政経営戦略について。 

 本件は第２回定例会でも取り上げました

が、行政経営戦略は、新しい計画行政の在

り方を示したものであり、最上位概念であ

ります。今回、計画期間を延長すると伺い

ましたが、まずは延長する理由についてお

聞かせください。 

 三つ目の産業振興施策について。 

 本市は、約４，０００事業所が存在し、

中小企業が多くを占めております。産業振

興や経済の活性化を図るべく事業者を支援

されておりますが、本市が抱えている課題

をどう把握されているのか、また、ここ数

年の事業所数の増減も含めてお聞かせくだ

さい。 

 四つ目の交通利便性の向上について。 

 現在、市民の移動手段確保や交通利便性

向上のために、摂津市地域公共交通協議会

を設置し、地域公共交通計画の策定に向け

取り組んでおられますが、まずは現在の進

捗状況についてお聞かせください。 

 五つ目の災害対策の充実・強化につい

て。 

 本年度は地域防災計画を改定する予定と

なっておりますが、改めて改定に関する重

点的なポイントと進捗状況についてお聞か

せください。 

 六つ目の鳥飼地域のまちづくりについ

て。 

 本件は毎回取り上げております。鳥飼ま

ちづくりグランドデザインにおける住民説

明会などは落ち着きを見せているかと思い

ますが、改めて進捗状況についてお聞かせ

ください。 

 以上、６点でございます。 

○水谷毅議長 答弁を求めます。保健福祉部

長。 
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  （谷内田保健福祉部長 登壇） 

○谷内田保健福祉部長 健康寿命の延伸の取

組についての御質問にお答えいたします。 

 本市においても、市民が豊かで活力のあ

る生活を営むためには、健康づくり、介護

予防による健康寿命の延伸が重要であると

考えております。 

 健康づくりの取組といたしましては、ま

ず、病気にならないことを目的といたしま

して、保健師による各種健診結果データを

用いた個別相談や個人介入を行うととも

に、管理栄養士による個人への栄養助言を

実施しております。 

 次に、介護予防の取組を行うに当たって

は、心身の機能が低下してしまうフレイル

と呼ばれる状態にさせないことが重要であ

ります。フレイルへの対策といたしまして

は、身体活動面からのアプローチとして、

筋力量等を測る身体組成測定やウオーキン

グイベントの開催、地域でのリハサロンの

実施、健康ポイントを活用した歩く習慣づ

くりなど、運動機会の創出を行うととも

に、体を動かすことの重要性について周知

啓発を行っております。 

 あわせて、栄養面からのアプローチとし

て、広報せっつに国立健康・栄養研究所と

連携したフレイル予防に関する特集記事を

掲載するなど、必要な栄養を摂取すること

がフレイル予防に重要であることについて

周知啓発を行っております。 

 また、仮に病気になったとしても、早期

発見をすることが非常に重要であることか

ら、特定健診やがん検診など、各種健診の

受診を積極的に勧奨しております。 

○水谷毅議長 市長公室長。 

  （平井市長公室長 登壇） 

○平井市長公室長 行政経営戦略の計画期間

を延長する理由についての御質問にお答え

いたします。 

 これまで、令和７年度末をめどに行政経

営戦略の改定を進めてきたところでござい

ますが、改定に当たり、解消すべき様々な

課題のうち、基本構想の在り方等につい

て、なお検討に時間を要すると判断した次

第でございます。 

 具体的には、現基本構想を延長する案を

ベースに検討を進めておりましたが、庁内

の会議において、基本構想の設置根拠とな

る条例を設置し、新たな基本構想を策定す

る案や、総合計画という形にとらわれない

新たな計画体系とする案なども含め、さら

に検討し、行政経営戦略の最終的な形を決

定していくべきであるとの意見がございま

した。このような意見を踏まえ、計画期間

を１年間延長することを決定した次第でご

ざいます。 

 続きまして、鳥飼まちづくりグランドデ

ザインの進捗状況等についての御質問にお

答えいたします。 

 鳥飼まちづくりグランドデザインの説明

会として、今年度は、企業と住民の共存発

展エリア、居住性向上エリアＢ、田園（農

業とのふれあい）エリアにおいての２回目

の説明会を実施しております。説明会で

は、鳥飼東小学校の跡地活用のヒントとな

る事例紹介などを行っており、説明会終了

後には、鳥飼東小学校区において鳥飼東小

学校跡地活用アイデアの募集を行っており

ます。 

 また、河川防災ステーション・水防セン

ターと河川敷との一体活用に向けた取組と

いたしましては、６月に開催されましたわ

いわいガヤガヤ祭においてワークショップ

を開催し、淀川河川敷に対する子育て世代

が期待することなどについて、ふだんなか

なか参加することが難しい３０代から４０
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代の子育て世代の方々と意見交換を行いま

した。 

 引き続き、将来予想の実現に向けた具体

的な取組につきましては、解決すべき課題

の緊急性等を考慮し、早急に実施すべきこ

とと時間をかけてしっかり議論すべきこと

など、短期、中期、長期の視点からめり張

りをつけて検討を進め、鳥飼地域全体が活

性化するよう努めてまいります。 

○水谷毅議長 生活環境部長。 

  （吉田生活環境部長 登壇） 

○吉田生活環境部長 産業振興施策について

の御質問にお答えいたします。 

 事業所数の推移につきまして、総務省及

び経済産業省が実施しております経済セン

サスによりますと、平成２６年は４，２４

９事業所でございましたが、平成２８年は

３．９％減の４，０８２事業所となり、令

和３年は３．６％減の３，９３５事業所と

減少傾向でございます。また、産業別で

は、卸売業・小売業、製造業、宿泊業・飲

食サービス業の減少数が多くなっておりま

す。 

 中小企業の課題把握としましては、第３

期産業振興アクションプランの策定を行う

中で、現行計画の効果検証を行うため、令

和６年７月から８月にかけて、市内約２，

５００社の事業所を対象にニーズ調査を行

いました。ニーズ調査におきまして、今後

の経営における課題をお伺いしたところ、

最も多かったのは、「人材・労働力の確

保・育成」で、次に「顧客開拓・市場開

拓、販売力強化」、「製品・商品価格の値

上げ」などが高い割合を示しております。 

○水谷毅議長 建設部長。 

  （永田建設部長 登壇） 

○永田建設部長 摂津市地域公共交通計画の

策定に向けた現在の進捗についての御質問

にお答えいたします。 

 地域公共交通計画は、地域にとって望ま

しい地域旅客運送サービスの姿を明らかに

する基本計画としての役割を果たすもの

で、市町村が開催する法定協議会におい

て、交通事業者や利用者など、地域の関係

者と協議して策定するものとされておりま

す。これまでに、令和６年２月２６日に摂

津市地域公共交通協議会を立ち上げまし

て、５月２１日に第２回協議会、１０月２

２日には第３回協議会を開催し、計画策定

に向けた議論を重ねているところでござい

ます。 

○水谷毅議長 総務部理事。 

  （丹羽総務部理事 登壇） 

○丹羽総務部理事 地域防災計画の改定に関

する重点的なポイント及び進捗状況につい

ての御質問にお答えいたします。 

 今回の改定の重点的なポイントは３点ご

ざいます。１点目は、災害時の各部署の役

割分担をより明確にすることでございま

す。２点目は、より迅速かつ的確に各種応

急対策業務を実施するための手順の具体化

でございます。３点目は、効率的に応急対

策業務を実施するための組織体制の再構築

でございます。 

 進捗状況につきましては、この重点的な

ポイントを踏まえて、地域防災計画の軸と

なる第３編、地震災害応急対策計画を抜本

的に見直したところでございます。 

 今後は、地震災害応急対策計画の見直し

の内容について、各部各課と合意形成を図

り、軸を固めた上で、他の災害予防計画や

風水害応急対策計画の改定作業を進めてま

いります。 

 当初想定していたスケジュールからは遅

れておりますが、引き続き精緻に計画の見

直しを進めながら、例えば内容の見直しが
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完了した部分から段階的に計画を改定する

ことも選択肢の一つとするなど、しっかり

と計画の改定を推し進めてまいります。 

○水谷毅議長 光好議員。 

○光好博幸議員 それでは、これより一問一

答方式で行います。 

 一つ目の健康寿命延伸への取組について

ですが、健康寿命延伸に向けて様々取り組

まれていることを理解しました。 

 今後、健康のまちづくりを加速させるた

めには、自身の健康に関心のない市民、い

わゆる無関心層へのアプローチと、健康日

本２１でもうたわれている地域間の健康格

差をいかにして縮小させていくのかがポイ

ントになるかと考えます。本市としてそれ

ぞれどのような施策を展開されているの

か、お聞かせください。 

○水谷毅議長 保健福祉部長。 

○谷内田保健福祉部長 健康無関心層へのア

プローチといたしましては、健幸マイレー

ジ事業では、各種イベントでのポイント付

与などのインセンティブの設定、がん検診

事業では、より多くの方に受診いただける

よう、受診可能な医療機関を増やすことや

出張バス検診の実施など、受診しやすい環

境づくりに取り組んでおります。 

 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な

実施では、健診等を受診しておらず、市で

健康状態の確認が取れていない７６歳の市

民の方を対象に、保健師の訪問によるハイ

リスクアプローチを実施いたしておりま

す。これによりまして、一定健康や日常生

活に課題が見られた方を、医療や介護保険

制度、それから介護予防事業につなぐこと

ができました。 

 また、今回、直接制度などにつながらな

かった方についても、健診や医療への受診

勧奨、それから介護予防サービスへの参加

を促すことで、健康意識の向上を図り、高

齢者の健康無関心層に対する取組も進める

ことができております。 

 次に、健康格差の縮小についてです。こ

れにつきましては、令和６年２月に国立健

康・栄養研究所と協力し、大阪府摂津市民

の健康・栄養とウェルビーイングに関する

縦断調査を実施いたしました。国立健康・

栄養研究所には、世代別や地域別等の健康

課題について、専門的な知見による分析、

考察の上、健康寿命の延伸と健康格差の縮

小に向けた施策提案を行っていただき、市

としてこれらの提案に基づく取組をしっか

りと実施していくことで、地域間の健康格

差の縮小を達成したいと考えております。 

○水谷毅議長 光好議員。 

○光好博幸議員 おおむね理解いたしまし

た。行動変容を促す仕組みや健康になれる

環境づくりなどを進め、無関心層に健康づ

くりへの参画を促すことは、市民が健康に

なるだけではなく、本市の魅力向上にもつ

ながると考えます。ぜひ継続して取組をお

願いいたします。 

 健康格差の縮小については、まちぐるみ

で健康増進への取組が重要であり、市を挙

げて質の高い健康づくりを推進する必要が

あると考えます。御答弁に国立健康・栄養

研究所との連携事業として実施した大阪府

摂津市民の健康・栄養とウェルビーイング

に関する縦断調査の話がありました。私も

このアンケートには回答させていただきま

したが、改めて実施の目的とアンケート後

の経過と状況についてお聞かせください。 

○水谷毅議長 保健福祉部長。 

○谷内田保健福祉部長 縦断調査では、ウェ

ルビーイングや健康、栄養についてアンケ

ートを行うことで、ウェルビーイング、す

なわち身体的、精神的、社会的な人生の幸
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福度や豊かさ、市民の生活習慣などを調査

いたしました。その結果から、摂津市民の

生活環境と健康課題をライフコース別に明

らかにし、研究者の専門的な知見から分

析、考察の上、効果的な健康づくりやまち

づくりの施策を提案いただくことを目的と

いたしております。 

 アンケートは、１８歳以上の市民の方７

万１，６８０人のうち１万４，３４９人の

方に御回答いただきました。この結果、回

答率は約２０％となっており、非常に多く

の市民の皆様に御協力いただいたところで

す。 

 現在、このアンケートの分析結果につい

て、広報紙により市民へ情報発信をしてい

るところであり、第１弾といたしまして、

広報せっつ１０月号に身体活動について掲

載いたしました。今後、シリーズといたし

まして、２月号、６月号でさらなる情報発

信を行う予定といたしております。 

○水谷毅議長 光好議員。 

○光好博幸議員 多くの市民の方に御協力い

ただき、有意義なデータが集まっているも

のと理解いたしました。ぜひ有効に活用す

るようお願いいたします。 

 今後、このデータを用いた研究が進むこ

とで様々なことが明らかになってくること

が想定されますが、今後の展開をどのよう

に考えているのか、お聞かせください。 

○水谷毅議長 保健福祉部長。 

○谷内田保健福祉部長 大阪府摂津市民の健

康・栄養とウェルビーイングに関する縦断

調査の今後の展開といたしまして、直近で

は、アンケート回答の際に本研究への参加

に同意いただいた市民の方を対象に、身体

活動機能を把握するための運動機能測定、

食生活を改善するための腸内細菌調査など

を国立健康・栄養研究所において実施いた

だきます。この結果を市民個人にフィード

バックすることで、個々のウェルビーイン

グ達成に向けて取り組んでいくことを計画

しております。 

 また、長期的な取組といたしまして、研

究協力に同意いただいた市民の方に係る市

保有データを国立健康・栄養研究所に提供

し、分析してもらうことで、摂津市により

効果のある取組の提案と、その取組が有効

であったかどうか、そういった効果測定を

行うコホート研究も継続して実施する予定

となっております。 

 これらのことから、国立健康・栄養研究

所との共同事業である大阪府摂津市民の健

康・栄養とウェルビーイングに関する縦断

調査から得ることができるエビデンスを、

今後における健康施策を展開していく柱の

一つとして位置づけて、健康寿命の延伸、

それから健康格差の縮小に取り組んでまい

ります。 

○水谷毅議長 光好議員。 

○光好博幸議員 様々な可能性を秘めた研究

が始まったことを理解いたしました。 

 市民の幸せに直結する健康と栄養につい

ての専門機関である国立健康・栄養研究所

が移転してこられたことを契機に、今後の

コホート研究のみならず、様々な連携を取

って本市と研究所とが両輪となって施策を

展開すべきと考えます。市民の健康増進、

あるいはウェルビーイングを達成できるよ

うな取組をぜひ進めていただきますよう要

望といたします。期待しております。 

 続きまして、二つ目の行政経営戦略につ

いてですが、計画期間を延長する理由につ

いてお聞かせいただき、基本構想の在り方

について、なお検討に時間を要するとの御

答弁でございました。 

 基本構想は、まちづくりの理念や目指す
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将来像、あるいはまちづくりの目標を達成

する政策などが示されており、ある種、普

遍的なものとも言えます。この基本構想の

在り方について、どのように検討していく

のか、お聞かせください。 

○水谷毅議長 市長公室長。 

○平井市長公室長 次期行政経営戦略におき

ましては、計画体系の見直しにより、第４

次摂津市総合計画の基本構想策定時とは異

なるプロセスになるものと考えており、条

例等も含め、その在り方を検討していると

ころでございます。 

 今年度におきましては、社会潮流や市の

現状等を示した序論や、まちづくりの理念

を定めた基本構想などの在り方について、

地方自治法改正の趣旨も踏まえながら、先

ほどお示しいたしましたおのおのの選択肢

を検証し、方針とそのプロセスを定めるこ

ととし、令和７年度において構築を図って

いくことを考えております。 

○水谷毅議長 光好議員。 

○光好博幸議員 改めて基本構想という計画

の骨格についてしっかりと考えていくこと

は重要であり、熟考するようお願いいたし

ます。 

 一方で、行政の取組を効果的に進めるに

は、常に行政経営戦略を意識した進捗管理

とならなければなりません。そのために

は、事業の目的や指標となるＫＰＩを改め

て見直し、より効果的な進捗管理を進めて

いく必要があると考えますが、どのように

お考えなのか、お聞かせください。 

○水谷毅議長 市長公室長。 

○平井市長公室長 行政の取組をより効果的

に進めていくためには、行政経営戦略の基

本計画となる分野計画の進捗管理の見える

化を促進するとともに、分野計画間で重な

る目標や指標を整理し、適切な事業展開を

図っていく必要があると考えております。 

 そのためには、分野計画を所管する部局

との連携強化を図り、適切なＫＰＩを設定

して、効率的なＰＤＣＡサイクルを実現し

ていく必要があるものと考えております。

新たなＫＰＩを設定する上で、行政課題の

解消に向けて効果的な指標となっているの

か、既に達成した指標や達成が困難な指標

をどうしていくのかなどについて検討を重

ねていく必要がございます。これらのこと

について、分野計画所管課へヒアリング等

を行うなどによる検証では、ＫＰＩ指標１

５４項目のうち半数近くの項目において調

整の余地があるものと考えております。 

○水谷毅議長 光好議員。 

○光好博幸議員 このたび、行政経営戦略の

令和５年度の進捗管理がまとめられ、拝見

させていただきました。御答弁にもありま

したけども、指標であるＫＰＩが既に目標

値を達成しているものや、そもそも成果指

標となっていないＫＰＩが存在すると私は

捉えています。御答弁では、１５４項目の

うち半数近くの項目に調整の余地があると

認識を示されましたが、このＫＰＩの見直

しについて、具体的にどのように進めてい

くのか、お考えをお聞かせください。 

○水谷毅議長 市長公室長。 

○平井市長公室長 ＫＰＩ等各指標の見直し

に当たりましては、現行政経営戦略の総括

と併せ、市民意識調査や人口ビジョンの整

理、分析を実施することから進めてまいり

たいと考えております。これまでの取組実

績や指標の状況、市民意識調査の結果な

ど、これらを複合的に捉えて課題を抽出

し、事業の見直しや指標の改善に向け検証

を行ってまいります。 

 現行政経営戦略においては、統一した進

捗管理表のフォーマットにより、全ての課
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が同じ取組姿勢で進捗管理ができるよう仕

組みづくりを行ってまいりました。今回、

その仕組みの中でしっかりと総括を図り、

各事業が施策にどれだけ貢献しているの

か、そのために適切なＫＰＩを設定できる

よう、担当所管と議論を重ねながら進めて

まいりたいと考えております。 

○水谷毅議長 光好議員。 

○光好博幸議員 適切な成果指標があれば、

その事業の進捗状況を定量的に評価するこ

とができます。指標を基に目標設定するこ

とで、戦略がうまく機能しているかどうか

を知る目安となるため、非常に重要なもの

であると考えます。効果的な指標となるよ

う再考をお願いいたします。 

 また、御答弁の人口ビジョンについても

改めて精査する必要があり、計画期間を１

年間延長したとはいえ、改定には相当の労

力が必要になるかと考えます。この行政経

営戦略への理解が全庁的に深まるよう、ぜ

ひ取り組んでいただきたいと考えますが、

改めて行政経営戦略に対する市長の思いを

お聞かせください。 

○水谷毅議長 市長。 

○嶋野市長 光好議員は、行政経営戦略をし

っかりと打ち立てていくことが極めて重要

であるという御認識の下で今回質問してい

ただいていると認識しております。まさに

おっしゃるとおりでございまして、摂津市

がこれからつくっていきます行政経営戦略

は、市の総合的な計画であります。あらゆ

る分野にわたる取組の方向性をしっかりと

示すということで、私も極めて重要なもの

であると考えております。 

 本当に今、先行きが不透明な状況にある

ことを踏まえた中で、だからこそ、私は、

市民の皆さんの持続的な幸せを実現してい

くという思いで、ウェルビーイングに基づ

いたまちづくりを今回の所信の中でも表明

させていただきました。そういった思いを

しっかりと行政経営戦略の中で踏まえてい

きたいと思っております。基本構想だけで

はなくて、具体的にどういったＫＰＩなど

の指標を設けていくのか、その中でも、私

の思いであったり、これから摂津市として

大事にしていかなくてはならない進むべき

方向性が示せるようなものに改定していき

たいと思っておりますので、しっかりと進

めていきたいと思っております。 

○水谷毅議長 光好議員。 

○光好博幸議員 ありがとうございます。市

長の思いや考えも改定作業に反映されると

のことで心強く感じました。行政経営戦略

は、市全ての計画行政の指針となる重要な

計画であるため、しっかりと取り組む必要

があると考えます。そのためには、予算措

置、あるいは体制強化など、成し遂げるた

めの対策を着実に講じ、全庁挙げて取り組

まれることを要望といたします。 

 続きまして、三つ目の産業振興施策につ

いてですが、本市が抱えている課題などに

ついてお聞かせいただきました。 

 事業所は若干減少傾向であり、経営課題

で最も多かったのが、人材、労働者の確保

あるいは育成であったとの御答弁でござい

ました。中小企業を取り巻く環境は年々厳

しくなっているように感じますが、先日、

市内中小企業などと協働し、せっつキッズ

ファクトリーと称してオープンファクトリ

ーが展開されたかと思います。オープンフ

ァクトリーとは、ものづくり企業が生産現

場を公開したり、実際にものづくりを体験

してもらうなどの取組で、課題である人材

や労働者の確保、育成につながるのではな

いかと考えております。改めてせっつキッ

ズファクトリーの狙いについてお聞かせく
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ださい。 

○水谷毅議長 生活環境部長。 

○吉田生活環境部長 オープンファクトリー

は、従来から工場見学という形で実施され

てきた取組で、近年は、企業単独ではな

く、地域内の企業等が集まり、地域の一体

性や魅力づくりの取組へと進展を見せてお

ります。 

 本市では、摂津市商工会や市内事業所、

金融機関等との協働により実行委員会を立

ち上げ、令和６年１０月に初めて開催する

ことができました。小・中学生を中心とし

た子供たちに来てもらいたいという思いか

ら、イベント名にキッズを冠し、子供たち

がものづくりの現場を肌で体感すること

で、将来の選択肢を広げ、社会に関心を持

ってもらうことを期待いたしました。ま

た、事業所の従業員は、伝える場が広がる

ことで仕事への誇りを持ち、モチベーショ

ンが上がるなど、人材育成にもつながる取

組であると考えました。 

○水谷毅議長 光好議員。 

○光好博幸議員 子供たちに関心を持っても

らうこと、あるいは仕事への誇りやモチベ

ーションが上がることは私も期待するとこ

ろでございます。 

 記念すべき第１回目は、鳥飼エリアの町

工場５か所で開催されましたが、実際に取

り組まれた内容と得られた効果、手応えな

どについてお聞かせください。 

○水谷毅議長 生活環境部長。 

○吉田生活環境部長 取組内容としまして

は、工場見学のほか、ものづくり体験ワー

クショップ、キッチンカーによる飲食等の

販売、ドローンサッカー体験やフリースロ

ー、段ボールを使った工作、クッキー作り

など、各事業所が創意工夫を凝らし、様々

な催しを行いました。 

 これらのイベントを準備するに当たり、

イベント内容や自社の魅力の伝え方など、

各事業所の従業員が一丸となって熱心に検

討され、意識の変化が見てとれたと聴いて

おり、期待どおりの人材育成の効果があっ

たと感じております。 

 また、参加者アンケートでは、「工場で

の仕事を知り、いろんな体験を通して子供

の視野が広がった」、「地域が一体となっ

ている感じがした」、「来年も子供と一緒

に行きたい」など肯定的な回答が多くござ

いました。 

○水谷毅議長 光好議員。 

○光好博幸議員 アンケートでは肯定的な回

答が多かったということで、中には初めて

工場見学を企画した町工場もあり、従業員

の方にも刺激になったのではないかと感じ

ております。 

 当日はあいにくの雨でしたけれども、そ

れぞれの町工場で社長にお話を伺ったとこ

ろ、天候には左右されず、前向きな発言が

多く聴かれ、手応えを感じている御様子で

あったと私は捉えております。実際にやっ

てみて見えてきたものもあろうかと思いま

すが、今回の課題と今後の方向性について

お聞かせください。 

○水谷毅議長 生活環境部長。 

○吉田生活環境部長 今回、朝一番のシャト

ルバスの利用が多かったため、定員オーバ

ーで乗車できない方があり、路線バスを案

内いたしました。参加事業所が増えた場合

にシャトルバスの運行をどうするのかは今

後の課題となります。後日、振り返りの会

議を開催されますが、個々に事業所や支援

機関の感想を伺いますと、それぞれに充実

感や達成感を感じておられ、既に次回に向

けてバージョンアップを検討されている様

子もうかがえました。また、次回は参加を



2 － 18 

希望されている事業所もございますので、

今回の経験を踏まえ、さらなる拡大を図っ

ていきたいと考えております。 

○水谷毅議長 光好議員。 

○光好博幸議員 継続して開催されると理解

いたしました。振り返りの会議はこれから

とのことですので、現場での課題を明確に

し、ぜひさらなる拡大を図り、盛り上がる

ことを期待しております。 

 少し視点を変えますが、冒頭に商業事業

者が減少傾向にあるとの御答弁がございま

した。減少を食い止めることも重要です

が、一方で、新たな商業者への支援も重要

な視点となると考えます。改めて、現状の

創業支援や空き店舗の活用策にはどのよう

なものがあるのか、お聞かせください。 

○水谷毅議長 生活環境部長。 

○吉田生活環境部長 本市では、創業支援策

といたしまして、産業競争力強化法に基づ

く支援を行っているほか、ビジネスサポー

トセンターによる伴走支援、起業者向け融

資を受けた方に対する補助金、飲食店のテ

ナント賃借料補助制度を実施しておりま

す。また、商工業団体に対しましては、空

き店舗を活用した地域の活性化を図る事業

への補助制度がございます。 

○水谷毅議長 光好議員。 

○光好博幸議員 地域を元気づけるには、創

業支援の充実を図るとともに、空き店舗の

さらなる有効活用も重要な視点となると考

えます。 

 先日開催されました銘木フェスタに行っ

てまいりましたが、シャッターが閉まって

いる店舗が目立ちました。その一方で、カ

フェや倉庫としてうまく空き店舗を活用さ

れているケースもあり、イベントではピア

ノ工房をライブ会場に変貌させるなど、に

ぎわいを見せておりました。 

 このように、空き店舗の有効活用策の拡

充は必須と考えますが、いかがお考えでし

ょうか。また、摂津市内における空き店舗

の状況は把握されているのか、併せてお聞

かせください。 

○水谷毅議長 生活環境部長。 

○吉田生活環境部長 本市では、商業者自ら

の創意工夫と自助努力の取組を市が後押し

するという考え方で支援を行ってきたた

め、現状は空き店舗の状況を把握しており

ません。しかしながら、商店街等に対して

空き店舗の有効活用を期待する声も多くご

ざいます。商業機能の再生や商店街の活性

化、にぎわいの創出、創業促進などを目的

とした他の自治体での取組事例も参考にし

ながら、本市における適切な活用策を検討

してまいります。 

○水谷毅議長 光好議員。 

○光好博幸議員 空き店舗の有効活用は市長

の公約でもあります。さらなる推進を図る

には、まず空き店舗を把握することが先決

です。例えば、空き店舗情報登録制度の空

き店舗バンクを御存じでしょうか。空き店

舗所有者と利用希望者の橋渡しをする制度

であり、空き店舗の見える化が図れます。

本市として、この空き店舗バンクをどのよ

うに認識されているのか、お聞かせくださ

い。 

○水谷毅議長 生活環境部長。 

○吉田生活環境部長 空き店舗バンクは、全

国的に複数の市町村で取り組まれているこ

とは承知しておりますが、情報を登録する

だけでは空き店舗の活用を進めるのは難し

いと考えております。空き店舗バンクの活

用も含め、他の自治体での取組も参考にし

ながら、本市に適した空き店舗の活用策を

研究してまいります。 

○水谷毅議長 光好議員。 
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○光好博幸議員 ぜひ他市の取組を学習する

ようお願いいたします。 

 商工業団体のみならず、地域課題の解決

やにぎわい創出に向け、空き店舗の有効活

用策の拡充は必須であり、私は補助制度と

空き店舗バンクをセットで創設すべきと考

えております。大阪府泉南市では既に空き

店舗の補助制度を展開しておりますが、今

年の４月には、まちづくりの観点から、さ

らなるにぎわいエリアの創出を目的に、指

定地域内における創業者に対して補助率や

補助の上限額の上乗せを図られました。戦

略的に特定エリアのにぎわいを演出されて

おります。魅力あるまちづくりを推進する

本市にとって非常に参考になる取組かと考

えます。さらなる空き店舗の有効活用実現

に向け、鋭意取り組むよう要望といたしま

す。 

 続きまして、四つ目の交通利便性向上に

ついてですが、協議会の進捗状況について

お聞かせいただきました。 

 交通事業者をはじめ、多様な関係者が公

共交通の改善について議論する地域公共交

通協議会では、利害調整などを含む合意形

成が重要かと考えます。その手段と議論の

内容についてお聞かせください。 

○水谷毅議長 建設部長。 

○永田建設部長 議員が御指摘のとおり、市

民の移動手段の確保や交通利便性の向上に

は多様な関係者の連携と協働による取組が

必要不可欠であることから、本協議会での

議論を進めるためには関係者間の合意形成

が重要であると考えております。そのた

め、本協議会の下部組織として、交通事業

者などの実務担当者を中心とした分科会の

実施に加え、市民委員との意見交換を重ね

ることにより、関係者間の情報や意見共有

の場を充実させてまいりました。これら下

部組織の充実により、利害調整など、現場

の実情を踏まえた議論結果を本協議会に諮

る体制を整え、協議を進めております。 

 このような取組により、路線バスなどの

既存公共交通と、自宅などの出発地、ある

いはスーパーなどの目的地までの移動手段

を整えるネットワークとしての公共交通の

充実や、自転車の活用などの計画目標、ま

た、具体的な施策とその実施に向けた役割

分担などについて議論し、目指す将来像で

ある、「誰もが気軽に出かけられ、はたら

き、暮らせるふらっとなまち」の実現に向

けて合意形成を図っているところでござい

ます。 

○水谷毅議長 光好議員。 

○光好博幸議員 おおむね理解しました。 

 昨年１２月には、大阪府富田林市などで

路線バスを運行していた金剛バスが事業を

撤退したことは記憶に新しいかと思いま

す。本市も例外ではなく、既存の移動手段

が今後も存続できるとは限りません。いつ

使うかではなく、今使うことが重要であ

り、基本的には既存の鉄道やバスなどの公

共交通の利用を促進することが肝要です。

加えて、公共交通、自転車、歩行者などの

交通利用者の視点に立ち、移動の連続性を

強化する視点から交通結節点を整備するこ

とが重要であると考えます。目指す将来像

の実現には、幹線道路を運行する既存の公

共交通との役割分担や、交通結節点の一つ

であるバス停から目的地となる結節点をど

のようにつないでいくのかなどについて、

市民、交通事業者、行政が一体となって、

危機感を持ちながら戦略的に進めていく必

要があると考えます。その御認識について

お聞かせください。 

○水谷毅議長 建設部長。 

○永田建設部長 令和４年３月に実施いたし
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ました日常生活における移動に関わる実態

調査の市民アンケート結果では、スーパー

や病院などまでの移動手段が不足している

ことが明らかになっております。一方で、

既存の路線バスなどの公共交通は、幹線道

路を運行してＪＲや阪急などの鉄道駅まで

を結ぶ役割を担っております。 

 議員が御指摘のとおり、公共交通と目的

地までの間をどのようにつないでいくのか

が、利用者のニーズに応え、移動しやすい

まちを目指す上で重要な観点であると考え

ております。財政負担が少なく環境にも優

しい移動手段である路線バスなどの既存の

公共交通を維持することは、本協議会にお

いても合意している観点であり、その利用

促進を大前提として移動手段の協議を進め

ているところでございます。 

○水谷毅議長 光好議員。 

○光好博幸議員 市民の移動手段の確保や交

通利便性の向上は、地域を持続可能なもの

にしていくための肝とも言えます。地域公

共交通計画策定後の取組の進め方とスケジ

ュールについてお聞かせください。 

○水谷毅議長 建設部長。 

○永田建設部長 地域公共交通計画は、令和

７年度から５年ごとに、施策の進捗や状況

の変化に合わせ、見直していく予定でござ

います。最初の５年間では、まず、公共交

通から目的地などへの移動手段を整えてい

くことを中心に、自転車活用や公共交通の

情報統合のほか、担い手確保の施策などに

ついて、関係者間で実施の合意に至ったも

のから進めてまいります。 

 また、実効性のある施策を実現するため

には、既存の公共交通の利用促進と利用者

ニーズをしっかり把握することを踏まえた

事業者間調整が重要であると考えておりま

す。今後は、施策の実施と、その効果を評

価検証しながら着実に進めてまいります。 

○水谷毅議長 光好議員。 

○光好博幸議員 既存の公共交通を利用促進

することを前提に、５年ごとに着実に進め

ていくことを期待しております。 

 一方で、公共交通の改善は、魅力ある鳥

飼まちづくりの実現に向けて、関係者との

連携が非常に重要となりますが、その改善

過程におけるまちづくりとの連携や反映の

仕方についてお聞かせください。 

○水谷毅議長 建設部長。 

○永田建設部長 公共交通は、移動手段の確

保や利便性の向上のみにとどまらず、地域

を持続可能なものとするために必要不可欠

であることから、まちづくりと密接な関係

があると考えております。そのため、本協

議会には、高齢福祉や教育、産業振興をは

じめ、鳥飼まちづくりも参画し、施策の検

討や実施段階においても互いの取組や課題

などの情報共有を密にし、今後の取組に反

映する連携体制を構築しております。公共

交通の改善は多様な分野の課題解決につな

がることから、引き続き、交通事業者をは

じめ、まちづくりに関わる方々ともしっか

り連携・協働し、公共交通の利用者、交通

事業者、事業者を含めた地域が三方よしと

なり、市のまちづくりにもつながるよう取

り組んでまいります。 

○水谷毅議長 光好議員。 

○光好博幸議員 本質的な交通利便性向上を

図るには、まちづくりと公共交通とを一体

的に捉え、目指すべきまちの将来像を共有

する必要があります。病院やスーパーなど

の結節点の整備と公共交通とが連携する仕

組みを確立し、魅力あるまちづくりを実現

していく上で、公共交通が果たす役割につ

いて考える必要があるかと考えます。ぜひ

関係する所管課それぞれが主体性を持って
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必要となる施策や仕組みを構築し、庁内一

丸となって鋭意取り組むよう要望といたし

ます。 

 続きまして、五つ目の災害対策の充実・

強化についてですが、地域防災計画改定に

関する重点ポイントと進捗状況をお聞かせ

いただきました。当初の想定より若干遅れ

ているとのことですが、こだわりを持って

着実に進め、ぜひ実効性の高いものに仕上

げるようお願いいたします。 

 まずは、ハード面についてお聞きしま

す。先日の第２回定例会において高台ネッ

トワーク化のお話をお伺いしましたが、改

めて、本市として、災害リスク、特に水害

に対してのハード整備の方針、考え方につ

いてお聞かせください。 

○水谷毅議長 市長公室長。 

○平井市長公室長 災害リスク、特に水害に

対する本市のハード整備の考え方について

の御質問にお答えいたします。 

 本市では、都市計画マスタープランにお

いて、防災・減災に向けた課題に対して、

全体構想に掲げた方針を基本として、浸水

想定を踏まえた公共施設の高台化や、河川

防災ステーション、水防センターの整備促

進などの防災・減災対策を挙げておりま

す。 

 鳥飼地域は自然災害に対するリスクが非

常に高い地域であり、この鳥飼地域を自然

災害、特に水害に対して強い地域とするた

めに、本市では、令和５年３月２４日に、

一団地の都市安全確保拠点施設（鳥飼地

区）に係る都市計画の決定を行っており、

河川防災ステーション（水防センター）

と、とりかいこども園の整備を進めており

ます。浸水想定を踏まえた公共施設の高台

化の検討につきましても、（仮称）味生コ

ミュニティセンターにおいて、水害時でも

一時的に避難できる機能を付加しての建設

を予定しており、今後はそのほかの公共施

設においても検討していくこととしており

ます。 

○水谷毅議長 光好議員。 

○光好博幸議員 鳥飼地域におけるハード整

備の肝は、御答弁にもありました河川防災

ステーションであると言えます。２０３０

年度をめどに完成予定となっております

が、最近はあまり進展がないように私は感

じております。改めて河川防災ステーショ

ンの進捗状況をお聞かせください。 

○水谷毅議長 市長公室長。 

○平井市長公室長 河川防災ステーションの

進捗状況につきましては、現在、国で設計

を進めておられます。その中で、本市とも

関わりの出てくる既存の水路や堤防横道路

の取扱いにつきまして検討しており、市と

いたしましても、地域の要望等を踏まえ

て、関係各課とともに国と協議を行ってい

るところでございます。 

○水谷毅議長 光好議員。 

○光好博幸議員 国では河川防災ステーショ

ンの実施設計を進められているとのことで

すが、本市では上部施設である水防センタ

ーのスキームを確立していかなければなり

ません。改めて水防センターの取組状況に

ついてお聞かせください。 

○水谷毅議長 市長公室長。 

○平井市長公室長 水防センターは、河川防

災ステーションの上部に建設が予定されて

おり、広域避難が難しい障害者や高齢者な

どの避難行動要支援者の皆様に対して、身

近な場所に浸水しない、一時的であっても

避難できる場所として整備していくことと

しております。 

 避難行動要支援者が円滑に避難でき、滞

在中の生活の質が確保できている避難所の
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在り方としては、令和４年度より大阪大学

大学院と検討を進めており、令和５年度に

は避難所の在り方に関する調査研究が取り

まとめられております。 

 令和６年度は、本調査報告を踏まえ、水

防センター庁内検討チームによる検討を進

めており、災害時機能については、避難行

動要支援者が円滑に避難でき、滞在中の生

活の質が確保できる災害時機能についての

検討を進めております。 

○水谷毅議長 光好議員。 

○光好博幸議員 庁内の検討チームによる検

討を進められているとのことであります。

災害時に有すべき機能について、しっかり

と具現化するようお願いいたします。 

 一方で、幾ら検討を進められたとして

も、候補地事業者の移転先が決まらなけれ

ば計画が実現しないのも事実であります。

河川防災ステーションは国のミッションで

はありますが、国に任せきりにすることな

く、本市としても積極的に関わり、また、

候補地事業者へも寄り添い、サポートして

いくことが重要であると考えます。引き続

きよろしくお願いいたします。 

 続きまして、ソフト面に移りますが、災

害は備えと心構えが重要であります。今年

度の防災訓練の実施状況と予定についてお

聞かせください。 

○水谷毅議長 総務部理事。 

○丹羽総務部理事 今年度は、大阪府地域防

災総合演習、大阪府防災情報システム操作

訓練、大阪８８０万人訓練へ参画したほ

か、防災危機管理課職員による災害対策本

部室設置訓練、個別の自治会との防災訓

練、避難所担当職員による避難所確認訓練

などを実施しております。 

 今後の実施予定につきましては、各小学

校区・地区の自主防災組織が開催される自

主防災訓練へ参画してまいります。また、

市職員の訓練につきましては、今年度中の

実施に向け、訓練内容の検討を進めている

ところでございます。 

○水谷毅議長 光好議員。 

○光好博幸議員 様々取り組まれることを理

解いたしました。 

 特に、自主防災訓練に関しましては、コ

ロナ禍の影響で開催を見合わせる地区が多

く存在しました。私が住んでいる鳥飼西小

学校区においても、今回、約５年ぶりに訓

練を再開する予定でございます。改めて、

摂津市域における自主防災訓練の開催状況

と、訓練の内容について工夫されている点

などがあればお聞かせください。 

○水谷毅議長 総務部理事。 

○丹羽総務部理事 自主防災訓練を開催され

る校区・地区の推移につきましては、新型

コロナウイルス感染症が一定収束して以

降、増加傾向にございます。昨年度は１２

の校区・地区のうち七つの校区・地区で開

催されましたが、今年度は１１の校区・地

区で開催予定となっているほか、千里丘小

学校区におかれましては、小学校の建て替

えに伴い、自主防災訓練の代替として、個

別の自治会・町会ごとに訓練を開催予定と

伺っております。 

 訓練内容の本格的な打合せは、多くの校

区・地区でこれからとなりますが、現時点

の予定といたしましては、三宅地区では、

昨年度作成した避難所運営マニュアルを活

用した訓練を予定されており、鳥飼北小学

校区では、昨年度作成した地域版防災マッ

プを活用した広域避難の啓発等を取り入れ

られる予定と伺っております。そのほかに

も、起震車による震度体験、ドローンの飛

行デモ、環境業務課による災害ごみの出し

方の啓発などを行われる校区・地区があ
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り、内容はブラッシュアップされていると

認識しております。 

○水谷毅議長 光好議員。 

○光好博幸議員 今年度はおおむね全市域で

開催されると理解いたしました。御答弁の

起震車による震度体験は、私も体験させて

いただきましたけれども、改めて地震の恐

ろしさを知る貴重な経験となりました。実

効性の高い訓練となるよう、さらなるブラ

ッシュアップを期待しております。 

 避難行動の視点で申しますと、災害種別

に応じた避難方法の理解がまだ市民へ浸透

していないように私は感じております。広

報せっつにおいて特集を組まれるなど周知

に努められていることは承知しております

が、水害時と地震時との対応を改めて整理

し、平時より対応策を明確に示す必要があ

ると考えます。災害種別ごとに適切な避難

場所へ誘導するための方策と、特に水害時

の避難所の確保についてお聞かせくださ

い。 

○水谷毅議長 総務部理事。 

○丹羽総務部理事 災害種別ごとの適切な避

難訓練等につきましては、これまでも出前

講座、広報紙及びホームページ等で周知し

てまいりました。今年度も、広報せっつ１

２月号に特集記事の掲載を予定しており、

地震時の避難所等を周知してまいります。 

 また、今年度から避難所看板の更新を進

めており、新たに設置する看板は、洪水時

と地震時の使用の可否が分かりやすいデザ

インとなるよう検討を進めております。特

定財源を活用するため、全施設の看板の更

新は複数年度にわたりますが、着実に取組

を進めてまいります。 

 水害時の避難場所の確保につきまして

は、現在、大阪府と連携し、万博記念公園

及び大阪大学吹田キャンパスを三島地域の

広域避難場所として使用するための協議を

進めております。本年９月に大阪府及び近

隣市と現地確認を行っており、今後は、大

阪府及び各施設の管理者と協議を進め、こ

れらの施設の水害時の広域避難場所とする

ための詳細事項を取り決めてまいりたいと

考えております。 

○水谷毅議長 光好議員。 

○光好博幸議員 様々展開されることを理解

しましたが、災害直後は混乱が生じること

が予想されることから、いま一度、体系的

に整理した上で実動訓練へと展開する必要

があると考えます。 

 また、昨年５月には、災害時等における

ドローンによる支援活動に関する協定を締

結していますが、災害直後は機能しない可

能性がございます。こちらも平時における

実践的な訓練を展開するようお願いいたし

ます。 

 災害はいつ起こるか分かりません。これ

からもハード整備とソフト施策の一体的な

取組を推進し、災害対策の充実・強化に向

け鋭意取り組むよう要望といたします。 

 続きまして、六つ目の鳥飼地域のまちづ

くりについてですが、進捗状況をお聞かせ

いただきました。 

 中期的な視点においては、御答弁の鳥飼

東小学校跡地活用が最大の焦点になろうか

と考えます。小学校の統合は令和８年４月

に迫っており、閉校時期を見据えた学校の

跡地活用の具体策の検討に着手しなければ

なりません。先日、跡地活用に関するアイ

デア募集が行われ、様々な意見が出されて

おりました。今後どのように進めていくの

か、また、以前より提言しております行政

と住民をつなぐ外部人材の活用について推

し進める必要があると考えますが、併せて

お聞かせください。 
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○水谷毅議長 市長公室長。 

○平井市長公室長 鳥飼東小学校跡地活用の

アイデアの募集では、９２件の回答をいた

だき、２３９件のアイデアをいただきまし

た。現在は、いただいたアイデアを基に、

この地域の将来をどのようにしていくべき

か、どのような課題を解決していきたいか

などについて論点を整理しているところで

ございます。今後は、ワークショップを開

催し、住民の皆様と意見交換を行い、鳥飼

東小学校跡地活用についての意見整理を行

っていきたいと考えております。 

 令和７年度には、住民の皆様との意見整

理を基に、鳥飼東小学校跡地活用の具体案

に向けた検討に着手してまいりたいと考え

ております。また、引き続き市民参加のワ

ークショップも開催することを予定してお

り、このワークショップでは、民間活力や

市民等の力をうまく引き出すために外部人

材を活用し、鳥飼東小学校の跡地活用に必

要な機能について、住民の皆様と検討を進

めてまいります。 

 さらに、跡地活用のアイデア募集では、

民間活力が必要な活用方法が非常に多かっ

たことから、市場調査等も行い、事業者に

よる実現可能な事業アイデア等も取り入れ

ながら、鳥飼まちづくりグランドデザイン

の将来予想の実現に向けて、有効的な利活

用に関して検討してまいりたいと考えてお

ります。 

○水谷毅議長 光好議員。 

○光好博幸議員 跡地活用に向けては、地域

住民の納得性を高め、新たなにぎわいを創

出する必要があると考えます。来年度は、

ぜひ検討委員会などを立ち上げ、住民との

合意形成を図りながら具体的な計画を図る

べきと考えます。ぜひ御検討をお願いいた

します。 

 一方で、もう一つの大きな焦点となるの

が河川防災ステーションかと思います。鳥

飼仁和寺大橋付近から河川防災ステーショ

ンまでのエリアを一体的に捉え、防災力の

向上とにぎわいづくりの構想を打ち出すべ

きと以前より提言してまいりました。改め

て、河川防災ステーション、水防センター

と淀川河川敷の一体活用におけるにぎわい

創出について、今後どのように進めていく

のか、お考えをお聞かせください。 

○水谷毅議長 市長公室長。 

○平井市長公室長 水防センターの平常時利

用と淀川河川敷の一体的な利活用につきま

しては、鳥飼まちづくりグランドデザイン

での居住性向上エリアＡの課題解決に向け

た取組の方向性「淀川河川敷の、地域のに

ぎわい創出や多様なライフスタイルを支え

る『場』としての活用を推進します」に基

づきまして住民等の皆様とのワークショッ

プを実施しています。河川防災ステーショ

ン及び水防センターと鳥飼地域の重要な地

域資源である淀川河川敷が一体となったに

ぎわいの創出について、協働して魅力ある

にぎわいが創出できるよう検討を進めてお

ります。 

 令和７年度は、ワークショップでの意見

を基に、水防センターの災害時や平常時機

能に向けた検討に着手してまいりたいと考

えております。また、先ほどの鳥飼東小学

校跡地活用同様、外部人材を活用しながら

の市民参加のワークショップも開催し、水

防センターの災害時機能だけではなく、平

常時機能や淀川河川敷の一体活用について

検討してまいります。ワークショップで

は、淀川河川敷がもっと身近な場所になる

ための方策等について、ハード・ソフトの

両面から検討を行ってまいりたいと考えて

おります。 
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○水谷毅議長 光好議員。 

○光好博幸議員 水防センターや淀川河川敷

のにぎわい創出についても、来年度は、小

学校跡地活用と同様に、ぜひ検討委員会を

立ち上げ、具体的な計画をつくるべきと考

えます。御検討をよろしくお願いいたしま

す。 

 この二つの先行する事案が、魅力ある鳥

飼まちづくりの具現化を進める上で核とな

り、模範を示すことになろうかと考えま

す。これらを推し進めるためには、御答弁

にもありました外部人材を活用することが

必須であります。具現化に向けた予算確保

と体制づくりをぜひよろしくお願いいたし

ます。 

 さて、淀川河川敷のにぎわい創出の観点

で申しますと、先日、鳥飼ワン！ぱ～く万

博が開催されました。子供たちが楽しんで

いる姿が印象的でございましたが、今回が

初めての取組であり、実際にやってみて、

いろんな可能性が見えてきたのではないか

と感じます。この取組を今後どのように淀

川河川敷のにぎわいにつなげていくのか、

お考えをお聞かせください。 

○水谷毅議長 市長公室長。 

○平井市長公室長 居住性向上エリアＡでの

取組としまして、本年１０月１３日に、万

博６か月前イベントである鳥飼ワン！ぱ～

く万博を市民の方々と協働で企画し、開催

しております。今回のイベントは、魅力あ

る淀川河川敷をテーマとして行ったワーク

ショップにおいて、淀川河川敷の活性化に

はにぎわいの創出が必要との声を受け、ワ

ークショップに参加いただいているメンバ

ーを中心にイベントを計画したものであ

り、当日は約１，３００人もの方に御来場

いただきました。イベント実施を通じて、

魅力ある淀川河川敷の実現や地域コミュニ

ティ活動の活性化、協働のまちづくりに向

けて、一歩ずつですが前進しているものと

感じております。引き続き、協働を通じ

て、多様なコミュニティ主体がつながり合

う地域社会の実現と鳥飼地域の活性化を図

ってまいりたいと考えております。 

○水谷毅議長 光好議員。 

○光好博幸議員 私も、にぎわいづくりが一

歩ずつ進んでいると感じますし、一過性の

イベントで終わらすのはもったいないと考

えます。このイベントで培った人と人との

つながりや輪を大切にし、今後も市民活動

を継続的かつ有効に展開すべきと考えま

す。 

 このイベントでは、淀川沿川の取組とし

て、淀川クルーズＦＥＳＴＩＶＡＬと題

し、舟運の取組がなされていました。この

舟運は市長の公約の一つでもあります。私

も乗船したかったのですが、特に鳥飼周遊

コースが人気であり、早々に完売している

状況でございました。鳥飼船着場がにぎわ

っているのは、私は初めて見る光景でござ

いまして、いろんな可能性を秘めているか

と感じますが、今後の舟運の取組について

お考えをお聞かせください。 

○水谷毅議長 市長公室長。 

○平井市長公室長 国や沿川自治体、経済団

体、舟運事業者等で構成される淀川舟運活

性化協議会が、万博開幕６か月前となる１

０月１３日に淀川クルーズＦＥＳＴＩＶＡ

Ｌを開催されました。このイベントは、淀

川沿川各地のイベントを、観光船や水上ア

クティビティーにより、淀川の上下流を一

気通貫でつなぐことで沿川のにぎわいを促

進し、淀川舟運を認知していただくことを

目的とするものでございます。当日は、鳥

飼ワン！ぱ～く万博とも連携しており、鳥

飼船着場から船が発着する鳥飼周遊コース
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や鳥飼船着場と枚方船着場をつなぐコース

があり、多くの方に利用していただきまし

た。鳥飼ワン！ぱ～く万博会場を鳥飼船着

場周辺で行うことで、御来場いただいた方

からは、「こんなところに船着場があった

なんて知らなかった」等の声が多くあり、

鳥飼船着場を知っていただくよい機会にな

ったと考えております。 

 今後の舟運の取組につきまして、淀川舟

運活性化協議会では、万博の開催を契機と

して、舟運を核とした淀川沿川地域のにぎ

わいづくりのため、定期観光船の就航や沿

川地域の資源を活用した観光コンテンツの

商品化、これを支えるハード面の整備等を

進めておられます。 

○水谷毅議長 光好議員。 

○光好博幸議員 ぜひ舟運を一つのキーワー

ドとして、淀川河川敷のにぎわいにつなが

るようお願いいたします。 

 令和５年度に行政視察で伺った愛知県清

須市では、かわまちづくり制度を活用し、

河川防災ステーションと河川敷との一体活

用が行われておりました。国で整備した後

は、市が民間事業者などと維持管理してお

られ、感銘を受けました。非常に参考にな

る事例であると捉えています。 

 本市として、魅力ある鳥飼河川敷の実現

に向けてどのように取り組んでいくのか、

さきに御紹介したかわまちづくり制度を活

用すべきと考えますが、お考えをお聞かせ

ください。 

○水谷毅議長 市長公室長。 

○平井市長公室長 かわまちづくり計画と

は、河川空間とまち空間が融合した良好な

空間形成を目指し、「かわ」の魅力を生か

し、「まち」と一体となったソフト施策や

ハード施策を実現することで、水辺空間の

質を向上させ、地域の活性化や地域ブラン

ドの向上などの実現を目指すものとなって

おります。 

 かわまちづくり計画は、登録されます

と、まちづくりと一体となった治水上及び

河川利用上の安全・安心に係る河川管理施

設を国で整備していただくことになりま

す。しかし、その後の維持管理等は市や民

間事業者等の負担となりますので、関係課

の協力はもちろんのこと、市民の皆様との

協働がどこまでできるかが成功の鍵になっ

てくると考えております。 

 清須市では、庄内川水防センターと周辺

河川敷公園の水辺空間の活用のため、清須

市と各種団体による清須かわまちづくり協

議会が設立され、その後、近隣自治体も一

体となり、清須・あま・大治かわまちづく

り協議会を設立され、２市１町で安全で憩

いのある水辺空間として利活用が進められ

ております。 

 清須市の事例は、今後の魅力ある淀川河

川敷に向けて大変参考になる事例と感じて

おりますことから、どのような進め方が有

効であるか、市民の皆様の意見も伺いなが

ら検討してまいりたいと考えております。 

○水谷毅議長 光好議員。 

○光好博幸議員 ありがとうございます。ぜ

ひ、かわまちづくり制度を学習し、魅力あ

る淀川河川敷の実現に向け、活用するよう

強く要望いたします。 

 市長は、公約に、淀川河川敷の有効活用

や舟運の実現、あるいは市民活動の活性化

を挙げられております。鳥飼地域の魅力

化、活性化を成し遂げるために非常に有効

な視点であることは言うまでもありませ

ん。実現に向けて、市長の意気込みを最後

にお聞かせください。 

○水谷毅議長 市長。 

○嶋野市長 多くの方から御訪問をいただい
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て、いろいろ御挨拶もさせていただくこと

がございます。その中で、我がまち摂津市

における問題意識について、私自身の認識

を問われることがあったりいたします。そ

の際には、例えば少子化のことについて触

れることがあるんですけれども、安威川を

挟んで、安威川以南、安威川以北で大きな

違いが出てきている、ここが私自身の大き

な問題意識なんですということをお話しす

ることがございます。その一つが、今回、

光好議員が質問されておられます公共交通

の利便性も大きな問題であると思います。

併せて、安威川以南でしかない環境につい

てもしっかり目を向けていきたいというお

話をさせていただきます。その安威川以南

にしかない環境が、光好議員が質問として

取り上げていただいている淀川の河川敷で

す。私も議員とは淀川河川敷を活用したイ

ベントで一緒に汗を流したこともございま

すので、河川敷の持つ様々な可能性、つま

りポテンシャルと、ウェルビーイングを実

現していく非常に大きな可能性を持ってい

ることについては恐らく共通の思いだろう

と思っています。球技、サッカーや野球を

思う存分できるような環境もありますし、

ワンドも、船着場も、散歩もできるような

非常に広い芝生もある。本当にすばらしい

この環境を何とかして生かしていきたいと

改めて思っております。 

 まずは、多くの皆さんに淀川河川敷の持

つ可能性について少し頭に留めていただい

て、さらには、ワンドであったり船着場に

ついても、まだまだ多くの方が御存じない

ことも今回明らかになりました。こういっ

たことについてしっかりと多くの皆さんに

知っていただくことも非常に大きな取組だ

と考えております。 

 また、それだけではなくて、私は淀川そ

のものも活用できるんじゃないかと大きな

可能性を感じています。今回の質問の中で

も取り上げていただきました鳥飼ワン！ぱ

～く万博で実際に船も走らせていただきま

した。ちょうど私があの場所に行ったとき

に船が出発するところだったんです。多く

の方が乗っておられました。楽しそうにし

ているお姿も拝見いたしましたし、本当に

これは大きな可能性を秘めていると感じま

した。 

 実際に淀川舟運活性化協議会の中におき

ましても、定期観光船の就航については前

向きに検討していただいているとお聞きを

しております。これを何とかして鳥飼地区

の活性化、安威川以南、ひいては摂津市の

活性化として、何とか実現していきたいと

いう思いがございます。そのために、ハー

ド面の整備はしっかりやっていくんですけ

れども、本当にそれがゴールなのかと。そ

うではないと思うんです。あの淀川河川敷

の持つ様々な可能性について多くの市民の

皆様方がしっかりと御認識をいただいた上

で、この財産をどうにぎわいにつなげてい

くのか、この環境をいかにしてすばらしい

ものにして、さらに磨き上げていくのかと

いうことについて、やはり多くの市民の皆

様方の御理解と御協力も要るんだろうと思

っております。そこから様々な市民活動が

生まれて、あの場所を自分たちの財産とし

て認識していただいて実際の行動に結びつ

けていくことが大事だろうと考えておりま

す。ハードの整備、淀川の舟運をはじめと

した淀川そのものの利用と併せて、市民活

動の活性化についてもしっかりと目を向け

ていきたいと思っております。 

○水谷毅議長 光好議員。 

○光好博幸議員 ありがとうございます。力

強い意気込みをしっかりと受け止めさせて
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いただきました。ぜひ淀川河川敷の有効活

用、あるいは御答弁にもありました市民活

動の活性化を推し進めていただきたいと考

えております。全庁を挙げて、さらに鳥飼

地域のあるべき姿に磨きをかけ、着実に具

体策へと展開いただきますよう要望いたし

まして私の質問を終わらせていただきま

す。ありがとうございました。 

○水谷毅議長 光好議員の質問が終わりまし

た。 

 暫時休憩します。 

（午前１１時５０分 休憩） 

                 

（午後 １時    再開） 

○水谷毅議長 休憩前に引き続き、一般質問

を再開します。 

 西谷議員。 

  （西谷知美議員 登壇） 

○西谷知美議員 それでは、順位に従いまし

て一般質問をさせていただきます。元気い

っぱい質問していきたいと思います。 

 それでは、１点目です。摂津市内におけ

る公園の利用についてです。 

 こちらは朝日新聞２０２４年７月１４日

の記事で、「遊ばない子どもたち」という

フォーラム記事があります。外遊びや運動

遊びの機会が減り、子供たちが体を動かす

時間が少なくなっていますとあります。そ

して、体を動かしたいのに、いつどこでな

らいいのか、市道では非難され、公園では

ボール遊び禁止といったことが書かれてお

ります。 

 そして、大人に向けたアンケートもござ

います。「子どもの外遊び、体を動かす機

会が減っていることについて、どう思いま

すか」という質問に対し、ほとんどの方が

「問題だと思う」と回答されています。 

 摂津市内においては、私の住まいに近い

明和池公園や市場池公園は、ボール遊び

と、そして違う遊び方をしている方、高齢

者の方、そういった方々が共存して遊べて

いると思うんですが、ほかのエリアではボ

ール遊びができる場所はほとんどないよう

に思います。公園におけるボール遊びにつ

いて、市としての考え方をお伺いしたいと

思います。 

 次に、２点目です。摂津市における公共

交通についてです。 

 令和５年１２月にも質問しております

が、先ほど光好議員も質問されておりまし

た。私は、コミュニティバスの有償化や小

型化など、市内全域を走らせる実効性のあ

る施策の実施を要望してまいりました。路

線バスなど既存の公共交通機関の利用促進

を前提としつつも、利用者ニーズに合致し

た移動手段の確保について、具体的な考え

をお伺いしたいと思います。 

 次に、３点目です。摂津市における子ど

もの権利条例についてです。 

 まずは、詳しいことを聞く前に、直近の

取組として、本年４月に施行された摂津市

子どもを虐待から守る条例の市民周知につ

いて詳しくお聞かせいただきたいと思いま

す。 

 そして、４点目、どんだけしつこいねん

と思われるかもしれないんですけれども、

中間支援組織の進捗と方向性についてお伺

いしたいと思います。 

 ずっと質問してきまして、今年度、よう

やく予算がついて動き出すこととなったん

ですけれども、この半年間の事業の実施状

況、そして年度後半の事業展開についてお

伺いしたいと思います。 

 以上です。 

○水谷毅議長 答弁を求めます。建設部長。 

  （永田建設部長 登壇） 
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○永田建設部長 公園におけるボール遊びの

考え方についての御質問にお答えいたしま

す。 

 本市では、摂津市都市公園条例を定めて

おり、第６条において行為の禁止を規定し

ております。その中で、ボール遊びにつき

ましては明確に禁止としておりませんが、

危険な遊戯をすることは禁止としており、

例えば、中学生以上の大人数の球技のほ

か、金属バットや硬球の使用など、ほかの

利用者や近隣にお住まいの方に危険を及ぼ

すおそれのあるボール遊びは禁止行為に当

たるものと考えております。 

 一方、一人や少人数でのボール遊び、広

場が大きい公園でほかの利用者と錯綜する

おそれのない場合などは禁止行為に当たら

ないと考えており、実際にこのようなボー

ル遊びに利用されている公園がございま

す。 

 本市としましては、公園におけるボール

遊びを一律に禁止することは考えておりま

せんが、近隣の方々などの苦情により、や

むを得ずボール遊びを禁止とする看板を設

置することもあり、利用者のモラルとマナ

ーの遵守は欠かせないものと考えておりま

す。 

 続きまして、公共交通の利用促進を前提

とする移動手段の確保についての御質問に

お答えいたします。 

 現在、摂津市地域公共交通協議会におい

ては、鳥飼地域の公共交通を補完する公共

施設巡回バス、通称セッピィ号が、利用者

のニーズの変化に伴い、その改善が主な施

策として合意に至っているところでありま

す。 

 一方で、利用者ニーズのみを反映し、路

線バスと重複する手段を講じた場合、路線

バスの減便や撤退を招き、大きな財政負担

となって返ってくることから、既存の路線

バスなどの公共交通を利用促進することが

重要な観点となってまいります。 

 したがいまして、本協議会では、公共交

通から目的地などへの移動手段を検討対象

としており、有償化や車両の小型化など、

移動手段を具体化していくことを議論して

おります。 

○水谷毅議長 こども家庭部長。 

  （大橋こども家庭部長 登壇） 

○大橋こども家庭部長 摂津市子どもを虐待

から守る条例の市民周知についての御質問

にお答えいたします。 

 本条例を適時適切に周知することで、保

護者の方には、虐待が子供に与える重大な

影響を改めて認識していただくとともに、

市、市民、関係機関等の皆さんにおいて

は、地域全体で子供を虐待から守るという

ことを強く意識していただく必要があると

認識しております。 

 本条例施行後、市ホームページへの掲載

をはじめ、広報せっつ５月号で周知を行う

とともに、オレンジリボンキャンペーン初

日の１１月１日には、ＪＲ千里丘駅構内及

びコーナン摂津鳥飼西店において、児童虐

待防止の啓発チラシと併せて本条例に係る

チラシを配布したところです。さらに、１

１月２４日には、コミュニティプラザで開

催いたしますオレンジリボンミニフェスタ

＃ここせっつにおきましても、来場者に対

して本条例に係るチラシを配布する予定を

しております。 

 今後におきましても、多くの子育て世帯

の参加が見込まれるイベントを中心に、継

続して本条例に係るチラシを配布するとと

もに、必要に応じて出前講座等により市民

に直接周知してまいりたいと考えておりま

す。 
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○水谷毅議長 生活環境部長。 

  （吉田生活環境部長 登壇） 

○吉田生活環境部長 市民公益活動の中間支

援組織についての御質問にお答えいたしま

す。 

 中間支援組織は、協働を推進する上で、

市民と市民、市民と行政、行政と事業者な

どの間に立って団体運営に関するアドバイ

スや情報提供などを行い、そのパイプ役と

して、中立的な立場でそれぞれの活動を支

援することを目的とするものでございま

す。 

 本市では、市民公益活動団体への中間支

援組織が存在しないことから、今年度にお

いて、市民活動中間支援体制整備支援事業

として、吹田市の中間支援組織として実績

があり、北摂地域の中間支援組織のネット

ワークの中でも中心的な役割を担っている

ＮＰＯ法人に委託をし、当該法人が持つノ

ウハウや情報を活用して中間支援業務を行

いながら、本市にふさわしい中間支援の在

り方について検証を行っております。 

 上半期の取組といたしましては、毎回異

なるテーマを設定し、各テーマに沿った活

動をしている団体や、課題意識を持った個

人を対象とした参加型の講座、交流会であ

る学びあいカフェを６月と８月に開催いた

しました。６月は、子供の居場所をテーマ

に、子供の居場所に携わる方や興味のある

方の情報交換と交流の場とし、今後の活動

の促進を図りました。８月は、就労世代の

社会貢献・地域貢献活動をテーマに、就労

世代を主な対象とし、これから新しく地域

活動に参加する方の掘り起こしと、新たな

地域活動の方法を模索・検討するきっかけ

づくりを行いました。そのほか、市民公益

活動に関する困り事などにも随時電話や電

子メール等で相談に応じ、課題解決に向け

た細やかな伴走支援も行っております。 

 下半期におきましては、本市における市

民公益活動や居場所づくりのさらなる発展

を目的に、本市内外の好事例や知見などを

共有するせっつ居場所サミットを今週末の

１６日土曜日にコミュニティプラザで開催

するほか、引き続き学びあいカフェを１２

月と２月に実施するとともに、相談対応と

伴走支援も行ってまいります。そして、年

度末には、これらの事業の成果を委託事業

者からフィードバックしてもらい、本市に

ふさわしい中間支援の在り方について報告

書を提出してもらうこととしております。 

○水谷毅議長 西谷議員。 

○西谷知美議員 御回答ありがとうございま

した。 

 ２回目に入らせていただきます。 

 まずは、公園の件について、質問させて

いただきます。 

 ほかの自治体の事例として杉並区の例を

挙げさせていただこうと思います。杉並区

では、新しい公園のルールとして７月から

施行されておりますが、区民にアンケート

を実施し、声を聴いてルールを整備して、

ボール遊びや花火について、今まで厳しい

条件を課していたところから緩和して、市

民が公園に親しめるような環境づくりの取

組をされております。すばらしいと思って

おります。そのように住民アンケートを基

に公園の利用ルールを作成されているとこ

ろもございます。こうしたルールづくりに

は住民の意見をしっかり聴くことが重要と

考えておりますが、摂津市の取組をお伺い

したいと思います。 

○水谷毅議長 建設部長。 

○永田建設部長 本市では、市内の都市公園

の利用について今後検討を深めていく必要

があると考えており、その中でルールづく
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りについても検討が必要と考えておりま

す。 

 都市公園の利用の検討に当たりまして

は、公園の利用者や近隣の方々などの意見

を幅広く反映させる必要があると考えてお

り、その方法の一つとしてワークショップ

が効果的であると考えております。本市で

はこれまで公園に関するワークショップの

実績はありませんが、現在取り組んでおり

ます鶴野地域の公共施設再編における新た

な公園整備についてワークショップを実施

する予定としており、このワークショップ

を通じて運営方法等の経験を積み重ねてま

いりたいと考えております。 

 都市公園に関わる要望等が複雑化、多様

化している中、今後、行政主導ではなく住

民主導により、地域のことは地域で考える

ということの実践に向け取り組んでまいり

たいと考えております。 

○水谷毅議長 西谷議員。 

○西谷知美議員 まずは鶴野地域において環

境センター跡地に関するワークショップを

実施されるとのこと、よろしくお願いした

いと思います。その際、給食センター用地

で使えなくなる鶴野第２公園の代替用地に

ついても併せて住民の方々に意思確認して

いただきたいと思います。 

 また、ほかのエリアでも、どういう公園

を望むかということのワークショップを実

施していただきたいと思います。摂津市で

は、特に別府地域には公園が少ないなどの

御意見も聴いております。そういったワー

クショップを様々なエリアで実施すること

によって、市民の声を確実に取り上げてい

ただいて、例えば、障害のあるお子さんも

楽しめるインクルーシブ遊具の設置である

とか、高齢者のフレイル予防のための健康

器具の設置であるとか、そういった市民に

とって有意義な公園整備の着手をお願いし

たいと思います。 

 また、ルールをつくることで、ボール遊

びをはじめ子供たちが公園で伸び伸びと体

をしっかり動かせるような仕組みづくりに

も取り組んでいただきたいと思います。そ

れについては、大阪府、そして摂津市とも

に体力、運動能力が低いという数値が調査

結果で出ております。体をしっかり動かす

ことでそういった数値もアップしていくと

思われますので、それらをお願いしてこの

質問を終わらせていただきたいと思いま

す。 

 次に、公共交通についてでございます。

こちらについては、最後、要望とさせてい

ただきます。 

 摂津市と事業者、そして有識者、市民が

意見を交わしている協議会が、もう既に３

回実施されたと聞いております。市民の

方々の声を拾うと、別府地域や岸部地域の

方々にとって、市役所やコミュニティプラ

ザ、保健センターといった市において重要

な施設が遠い存在であると聴いておりま

す。利用者ニーズに合致した実効性のある

移動手段の確保を摂津市全体で実施してい

ただくことを求めたいと思います。まず

は、セッピィ号が走っていることもあり、

鳥飼地域から始めていくことは一定理解で

きるんですけれども、市域全体への波及を

意識して取組を進めていただくことを要望

したいと思います。 

 先ほど光好議員も触れられていました

が、富田林市のように事業者が突然撤退を

発表することなくスムーズに移行できるよ

うに、私の実家がある泉南市の例を挙げた

いと思います。泉南市は２０年前から南海

バスに委託してコミュニティバスを走らせ

ているそうです。非常に柔軟な対応をして
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おりまして、ニーズの高いところは増便と

いった形で、朝の通勤時のみのルート設定

などもされております。また、回り方も工

夫されており、最終地をイオンにすること

で、次の便までの時間が長い場合でも過ご

すことができるといった市民の声をしっか

り聴いた上で設定されております。摂津市

も市民の方々が交通手段に困ることのない

よう、しっかりと構築をお願いしてこの質

問を終わらせていただきます。 

 次に、子どもの権利条例についてでござ

います。 

 子供自身の人権という観点が薄いからこ

そ虐待がなくならないと考えております

が、子供の権利に関する本市の取組をお伺

いしたいと思います。 

○水谷毅議長 こども家庭部長。 

○大橋こども家庭部長 子供の権利につきま

しては、平成元年に国連で採択された子ど

もの権利条約において、生命、生存及び発

達に対する権利、子どもの最善の利益、子

どもの意見の尊重、差別の禁止という四つ

の原則が示されております。また、令和５

年４月に施行されたこども基本法において

は、子どもの権利条約の４原則の趣旨を踏

まえ、こども施策に関して基本理念が規定

されるとともに、国や地方公共団体の責務

等も規定されております。 

 本市におきましては、現在、（仮称）摂

津市こども計画の策定に取り組んでおりま

すが、子供の権利に関する理解の促進や、

子供の意見表明、参加の促進など、子供の

権利を保障し、子供の主体性を育む施策の

位置づけについても検討を進めているとこ

ろです。子どもの権利条約の四つの原則や

こども基本法の基本理念に基づき、子供の

人権に関する市民の意識向上に向けた取組

についても検討してまいりたいと考えてお

ります。 

○水谷毅議長 西谷議員。 

○西谷知美議員 市の取組としては、具体的

な動きはちょっと感じられないような回答

だったと思うんですけれども、子どもの権

利条例を制定することについて、市長のお

考えをお伺いしたいと思います。 

○水谷毅議長 市長。 

○嶋野市長 私が今の立場になる前、今年の

夏だったと思うんですけれども、子どもの

権利条例とかについての勉強会がございま

して、議員もおられ、私も出席をさせてい

ただきました。その中で、改めて子供の視

点をしっかりと持っていくことが大切だと

いうことを強く感じたところであります。 

 その上で、私は、議員と感覚としてはそ

う大きな違いはないかとは思っているんで

すけれども、子どもの権利条約に関するこ

とについては、まず、国において平成６年

に条約の批准がされました。しかしなが

ら、具体的な国の動きがなかなかなくて、

地方公共団体は独自で条例をつくっていく

という動きがあったのかと思っておりま

す。 

 そういった状況の中で、国は何もしない

のかといいますと、そうではなくて、昨年

の４月に、こども家庭庁がまず設置をされ

ました。あわせて、こども基本法が制定さ

れるという動きがあったわけでございま

す。これは、議員からすると遅いじゃない

かという感覚もおありだと思いますけれど

も、一定評価できる前進じゃなかったのか

と思っております。 

 摂津市はどうなのかという話であります

けれども、先ほどの質問に対する答弁でも

申し上げたように、（仮称）摂津市こども

計画の策定に取り組んでいるわけでござい

ます。その中には、子供の権利に関する理
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解の促進、あるいは子供の意見表明や参加

の促進もうたっているわけです。こういっ

たことについては、どこまでできるのかを

しっかり検討していきたいと思っておりま

す。 

 いずれにいたしましても、まずはこども

基本法の中で盛り込まれた市の責務を果た

していくべきで、摂津市の子供たちの実情

に応じた施策を展開していきたいと思って

いるところでございます。 

○水谷毅議長 西谷議員。 

○西谷知美議員 市長、御回答ありがとうご

ざいました。 

 触れられたとおり、先週の金曜、１１月

８日に、こども家庭庁から、令和５年度の

いじめの認知件数が過去最多になったと発

表があり、約７３万件ということでござい

ます。それを受け、こども家庭庁は、未然

防止と早期発見を目指し、強化策として子

供の視点に立った相談体制の充実を挙げて

いました。これに倣って摂津市も取り組ん

でいかないといけないかと思います。いじ

めだけではなく不登校など、子供を取り巻

く状況は本当に問題山積だと感じておりま

す。相談体制の構築には条例制定が不可欠

だと私は考えております。ぜひ前向きに、

そして着実に進めていただきたいと思いま

す。 

 最後の質問に入らせていただきます。 

 これまでの取組とこれからの計画につい

て理解はできました。 

 先日、せっつ生涯学習大学の講座を受講

したときに、生駒市でマルシェを主催され

ている実行委員の方のお話を聴いたんで

す。その中で、新たに事業を始める団体へ

の支援が非常に手厚かったからこそうまく

いったみたいなお話もありました。今、吹

田市のＮＰＯ法人に委託をして実施してい

る事業の内容を見ると、２か月に１回イベ

ントを実施しているのみとしか伝わってき

ません。告知もなく、相談と伴走をしてい

るようには見えず、生駒市のような視点が

ないと考えてしまいます。市はどのように

考えているのか、再度お聞きしたいと思い

ます。 

○水谷毅議長 生活環境部長。 

○吉田生活環境部長 吹田市のＮＰＯ法人に

委託をして実施している事業につきまして

は、講座、交流会を実施することにより、

市民公益活動のさらなる促進や地域人材の

育成、ボランティアの創出などを図ること

を目的とするものでございます。今年度は

初年度ということで、まずは参加者同士の

つながりづくりを意識したものとなってお

ります。 

 新たに事業を始めようとする団体への支

援ということでございますが、電話や電子

メール等での相談対応を随時行っておりま

すので、その中で団体の立ち上げや事業の

立ち上げなどの相談をしていただくことは

可能でございます。 

 また、市民公益活動を行う団体への支援

につきましては、市民公益活動補助金の制

度があり、団体の新設や設立間もない団体

が行う活動に対して補助金の交付を行って

いるところでございます。当該補助金に関

しましては、制度創設から１０年以上が経

過している状況に鑑み、現在、補助制度の

見直しを検討するところでございます。 

 今後、議員の御意見等も踏まえ、さらな

る支援の充実が図れるよう検討を進めてま

いりたいと考えております。 

○水谷毅議長 西谷議員。 

○西谷知美議員 御回答ありがとうございま

す。 

 本市における市民活動を見ていくと、に
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ぎわいづくりが中心であると考えておりま

す。それももちろん大事ではあるんですけ

れども、居場所づくりなど地域課題の解決

に向けた取組が喫緊の課題であると考えて

おります。 

 先日視察させていただいた豊中市では、

市民活動の拠点を千里中央北部地域から南

部地域の庄内地域に移転しております。こ

れによって、まちがさま変わりし、市民活

動も広がっていると聴いております。本市

で言えば安威川以南に当たると思います

が、市長はどのようなお考えでしょうか、

お聞かせください。 

○水谷毅議長 市長。 

○嶋野市長 まず、冒頭にしつこいほどとお

っしゃっておられましたけれども、何度も

西谷議員がこの中間支援組織の必要性をず

っと訴えてこられて一つの形になったと思

っております。また、その熱意といいます

か、そこには私も一定敬意を表したいと思

っております。 

 御存じのとおり、本当に社会構造も変革

をしています。少子高齢化もどんどんと進

んでおりますし、また核家族化も進んでい

ます。それだけではなくて、やはりライフ

スタイルに対する価値観もどんどんと変わ

ってきた結果として、残念ながら、今、こ

れは全国的になりますけれども、地域性が

希薄になってきた。摂津市もそのような状

況にあると思っています。だからこそ、や

はり市民活動が様々なニーズに応えていく

ことが大事なんだろうと思っています。そ

こをまずしっかりと見据えた中で、今問題

となっている中間支援組織ができていった

のかと思っております。 

 これからまちづくりをどう考えていくん

だということであります。やはり市民活動

をやっていただく団体、また事業者の皆さ

んと一緒になって、行政も連携をしていき

ながら大きな輪をつくっていくことが大事

なのかと思うところでございます。だから

こそ市民活動支援を推進していく取組を前

に進めていきたいと考えているところでご

ざいます。 

 今回の質問の中で、本市の市民活動はに

ぎわいづくりに終始しているんじゃないか

というお話がありましたけれども、そうで

はなくて、これからは、地域の実情を考え

たときに、やはり市民活動が中心となって

大きな輪をつくっていけるような取組を目

指していきたいと思っているところでござ

います。決してにぎわいづくりで終わるこ

とのない市民活動をしっかりと支えていき

たいと考えているところでございます。だ

から、今週末でありますけれども、居場所

サミットという対外的な取組もやるわけで

す。ぜひそこについては、議員からもまた

いろいろと御指導をいただきながら御期待

していただきたいと考えているところでご

ざいます。 

 豊中市の例も示していただきましたの

で、そこもしっかりと見ていきながら、ま

ずは今やっている取組を前に進めていきな

がら、その成果も踏まえた上でこれからの

取組を考えていきたいと思っているところ

でございますので、どうぞ御理解をお願い

したいと思います。 

○水谷毅議長 西谷議員。 

○西谷知美議員 御回答ありがとうございま

した。 

 ちょうどこれを明示しようと思っていた

ので、居場所サミットの件に触れさせてい

ただきたいと思います。 

 吹田市ではなく、摂津市民から団体を育

成してほしいという声が上がっておりま

す。この居場所サミットの開催日はろうそ
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くファンタジーと丸かぶりでございます。

摂津市の実情をよく知っている方で人材育

成していただきたいと切に考えておりま

す。 

 そして、にぎわいづくりだけではなく、

地域課題を解決するためには、補助金の見

直しと、先ほども触れられましたとおり、

なかなか事業収入が見込めない、そういっ

た社会課題を解決する市民団体の育成がで

きるような仕組みづくりを強く強く要望し

て私の質問を終わらせていただきます。 

○水谷毅議長 西谷議員の質問が終わりまし

た。 

 次に、村上議員。 

  （村上英明議員 登壇） 

○村上英明議員 それでは、順位に従いまし

て一般質問をさせていただきます。 

 初めに、１、鳥飼東小学校の統合に関す

る「スクールバス・通学路など」について

ですが、鳥飼東小学校区域の児童は、令和

８年４月１日から現鳥飼小学校に通学する

こととなります。統合が決定する以前から

の説明会などにおきましても、登下校にお

ける子供の安全として、通学距離が長くな

ることに対する通学支援の意見が多くあっ

たことを認識していただいた中で、その対

応として、スクールバス導入や保護者が送

迎できる駐車スペースの設置など、関係機

関と協議・検討を進めてこられたと思って

おります。 

 教育政策課発行の「ＴＥをつなぐ！鳥

飼・鳥飼東小学校統合通信」で、バスの台

数や出発時間などを複数のパターンで検討

されていることが記載されています。下校

に関しても通学と学童保育後などへの配慮

も必要かと思っています。鳥飼東小学校区

域の保護者などからも、低学年の徒歩通学

における距離などで不安を持っているとの

声も聴きます。 

 １回目の質問として、スクールバス導入

への現状と運行内容についてお尋ねをいた

します。 

 次に、２、鳥飼まちづくりグランドデザ

インの動向についてですが、鳥飼東小学校

と鳥飼小学校との統合後における鳥飼東小

学校の跡地活用に関しての話を聴くことが

地域においても日に日に増えているように

も感じています。エリア別での説明会など

におきましても、出席者数は、会場の都合

や地域の方々の日程、認識の濃淡など、対

象エリアで多くの方が出席できていない状

況だと認識をしておりますが、より多くの

考えを知ることとしてアンケートも一つの

方法であると思っております。 

 そのような中で、今回、自治会として、

「鳥飼東小学校跡地の活用アイデア募集に

ついて依頼」としたアンケートを、鳥飼東

小学校区域の全戸に個別配布を行っていた

だきました。このことも含めて、鳥飼東小

学校の跡地活用に関して、地域に住んでい

る方などからの意見聴取をどのようにされ

たのかについてお尋ねさせていただきま

す。 

 次に、３、災害時の避難場所についてで

す。本市における市内外を含めて、避難し

た市民が災害の危険性がなくなるまで必要

な期間滞在ができる、または災害により応

急生活をすることを目的とした施設である

避難所の数は、地震は３５か所、風水害は

３か所、また、洪水などによる危険が切迫

した状況において市民が緊急的に避難する

ことを目的とした緊急避難施設の数は、風

水害で５８か所となっています。 

 地震による避難所数を市内の小学校区域

で見れば、鳥飼小学校区域のみ鳥飼小学校

１か所だけとなっております。あとは複数
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の施設があります。 

 また、公立学校においては、本市の東部

にあります大阪府立摂津支援学校、とりか

い高等支援学校は、風水害での緊急避難所

となっておりますが、地震による避難がで

きない学校となっております。地震による

避難が必要となった場合、特に鳥飼上一丁

目等々の方は、目の前にある大阪府立摂津

支援学校、とりかい高等支援学校ではな

く、約１．５キロメートル先の鳥飼小学校

に避難することに現状はなっています。高

齢者や子供たち、地域の皆様の心情などを

考えると、大阪府立摂津支援学校、とりか

い高等支援学校も地震での避難所とすべき

と思っていますが、考え方についてお尋ね

をさせていただきます。 

 以上で１回目の質問とします。 

○水谷毅議長 答弁を求めます。教育総務部

長。 

  （安田教育総務部長 登壇） 

○安田教育総務部長 スクールバス導入への

現状と運行内容についての御質問にお答え

いたします。 

 昨年度実施いたしました鳥飼小学校と鳥

飼東小学校の統合に関する保護者説明会の

中では、議員が御紹介のとおり、登下校時

における子供の安全についての御意見が最

も多く、具体的には、スクールバスの導入

や保護者による送迎時の駐車スペースの確

保などが挙げられておりました。 

 教育委員会におきましては、統合する両

校の教職員や関係部署で構成する鳥飼小学

校・鳥飼東小学校統合協議会を令和６年２

月に、立ち上げ、令和８年度の両校の統合

に向け、これまで保護者の方や地域の方々

からいただいた御意見等も踏まえ、協議を

進めております。 

 その中で、スクールバスの導入につきま

しては、乗降場所や運行時間、運行台数、

学童保育便の運行や対象児童などについ

て、統合に伴う通学支援の一つの手段とし

て検討をしているところでございます。 

○水谷毅議長 市長公室長。 

  （平井市長公室長 登壇） 

○平井市長公室長 鳥飼東小学校の跡地活用

に関する地域に住んでいる方などからの意

見聴取についての御質問にお答えいたしま

す。 

 令和７年度末をもって閉校となる鳥飼東

小学校の跡地活用に関しましては、鳥飼ま

ちづくりグランドデザインにおける三つの

エリアの将来予想と、エリア全体の重要な

課題として検討を行っていく必要があり、

鳥飼東小学校跡地を効果的に利活用するた

めに、地域の皆様から鳥飼東小学校跡地活

用アイデアの募集を行っております。 

 跡地活用アイデアの募集期間としまして

は、令和６年７月１２日から８月１６日ま

でで、配布先といたしましては、鳥飼東小

学校、第五中学校、摂津ひかり保育園、と

りかいひがし遊育園を通じて保護者や生徒

に、また、鳥飼東小学校区の各自治会の皆

様の御協力の下、区域内の皆様に配布して

おります。 

 回答については、ＱＲコード（ＬｏＧｏ

フォーム）からのオンライン回答が７６

件、公共施設に設置した回答ボックスへの

投函が８件、郵送による回答が８件とな

り、計９２件の回答をいただいておりま

す。 

○水谷毅議長 総務部理事。 

  （丹羽総務部理事 登壇） 

○丹羽総務部理事 大阪府立摂津支援学校及

びとりかい高等支援学校の地震時の避難所

指定についての御質問にお答えいたしま

す。 
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 本市では、上町断層帯地震Ａによる想定

避難者数約１万１，０００人に対し、確保

している避難所の収容人数は充足している

状況にございます。新たに地震時の避難所

を確保する場合は、避難者数が想定より上

振れした場合でも混乱なく受入れが可能な

ことがメリットとして挙げられます。一方

で、新たに緊急防災推進員として、地震発

生後の初動期に避難所の開設・運営を行う

職員を捻出する必要があることや、避難所

が増加することによるオペレーションの複

雑化がデメリットとして挙げられます。 

 これらのメリット、デメリットを踏まえ

ますと、例えば、近隣の比較的規模の小さ

い避難所の指定を解除し、大阪府立摂津支

援学校及びとりかい高等支援学校を新たに

指定する方法が考えられます。その場合

は、指定を解除する施設の近隣自治会等の

御意見を伺う必要があると考えておりま

す。 

 本件につきましては、地元自治会からも

御要望を受けており、まずは大阪府及び施

設管理者へ実現可能性について確認してい

るところであり、引き続き地震時の避難所

指定について検討を進めてまいります。 

○水谷毅議長 村上議員。 

○村上英明議員 それでは、２回目から一問

一答にてお願いをいたします。 

 初めに、１、鳥飼東小学校の統合に関す

る「スクールバス・通学路など」について

でありますが、スクールバス導入への検討

につきましては、昨今、バス運転手不足と

言われている中ではありますけども、運行

時間や便数なども含めて、より多くの対象

児童となるよう検討をお願いし、これは要

望とさせていただきます。 

 この統合に関して、区域によっては徒歩

通学になる児童もあると思いますので、通

学路についてお尋ねをさせていただきま

す。 

 鳥飼東小学校区域は特にと言ってもよい

と思いますが、事業所や駐車場があるな

ど、トラックなどの大型車両の通行が非常

に多くあります。また、統合により、府道

大阪高槻線という幹線道路の横断が新たに

生じてまいります。通学路を今年度中に設

定しないと、令和７年度での改善すべき事

項や交通専従員の配置に関する予算措置な

どにも関係してくると思いますので、通学

路の現状の検討状況についてお尋ねをさせ

ていただきます。 

○水谷毅議長 教育総務部長。 

○安田教育総務部長 通学路の設定につきま

しては、両校の既存の通学路に加え、鳥飼

小学校、鳥飼東小学校間のエリアにおい

て、歩道の広さや見通し、道路交通状況等

を踏まえ、検討していく必要がございま

す。 

 統合協議会におきましては、当該エリア

に事業所が多くあり、トラック等の大型車

両が通行する特性があることから、大阪高

槻線及び八尾茨木線の広い歩道を通学する

ことを基本的な考え方として検討を進めて

おります。 

 また、危険箇所等につきましては、児童

の安全確保のための交通専従員の配置につ

いて検討を進めているところでございま

す。 

○水谷毅議長 村上議員。 

○村上英明議員 通学路につきましては、早

期に設定をしていただいて、保護者や児

童、教職員とともに歩いて現地確認や改善

事項の洗い出しなどを行っていただき、安

全との思いを１００％に近づけていただき

たいと思っております。通学児童を第一と

した対応をお願いし、この点は要望とさせ
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ていただきます。 

 この統合に関して、特に統合となった令

和８年度の第１学期は、不安を感じながら

の登下校でもありますし、学校生活を送る

ことになると思われます。令和８年４月は

日々近くなってきますので、不安と思われ

る項目を早く軽減していくことが重要と思

われます。統合に当たっての様々な検討事

項などを統合通信などで周知されていると

聴いておりますが、保護者との直接的な説

明会の開催も必要と思っておりますので、

この説明会のスケジュールの考え方につい

てお尋ねをさせていただきます。 

○水谷毅議長 教育総務部長。 

○安田教育総務部長 これまでの統合協議会

における検討状況につきましては、両校児

童・保護者の皆様や、校区内の未就学児童

の保護者の皆様を対象に「ＴＥをつなぐ！

鳥飼・鳥飼東小学校統合通信」を発行し、

お知らせするとともに、ＱＲコードから御

意見等を募っているところでございます。 

 統合通信では、第１号で、鳥飼・鳥飼東

小学校の統合に向けて検討する内容につい

て、第２号では、統合後の学校名、校章、

校旗、校歌及び統合後の通学支援（スクー

ルバス）について、第３号では、両校での

統合に向けた取組、統合後の学校行事につ

いて、その時点での検討状況についてお知

らせをいたしております。 

 今後につきましては、統合協議会の検討

結果を踏まえ、各所管課にて詳細の検討を

進めていくとともに、保護者の皆様への周

知につきましても検討してまいりたいと考

えております。 

○水谷毅議長 村上議員。 

○村上英明議員 統合に関する通信も含めて

文書でのお知らせも大切であると思います

けども、やはり顔を見ながら口頭での説明

が保護者と教育委員会などとの理解を深め

るとも思います。また、書面や情報での思

い違いがあったとしても意思疎通や修正が

できると思っていますので、説明会の開催

をお願いし、この点は要望とさせていただ

きます。 

 次に、２、鳥飼まちづくりグランドデザ

インの動向についてでありますが、鳥飼東

小学校の跡地活用で、数人の方から、子供

や孫たちとの同居や近居ができたらという

思いもあってアンケートに回答したという

お話もお聴きをいたしました。家族構成や

年齢、経験などによってそれぞれの考え方

もあって、様々なアイデアが出てきたらよ

いと思っております。今回のアイデア募集

で提出された活用の内容について御答弁を

お願いいたします。 

○水谷毅議長 市長公室長。 

○平井市長公室長 回答いただきました活用

アイデアの中には、複数の意見が数多く見

られたため、それらを分類していくと、合

計２３９件のアイデアに及びました。活用

アイデアの一例としましては、道の駅やス

ーパーといった買物施設等に関するアイデ

アが６５件で全体の約２７％、図書館や子

供が室内遊びできる施設等に関するアイデ

アが３４件で約１４％、プール、スポーツ

センターといった運動施設に関するアイデ

アが３３件で約１４％、避難場所、防災拠

点といった防災に関するアイデアが１８件

で約８％、駐車場やカフェを併設し、せん

だん公園と一体活用した公園に関するアイ

デアが１７件で約７％となっております。 

 先ほどの光好議員の答弁で申し上げまし

たように、現在は、これら活用アイデアの

整理を行い、この地域の将来をどのように

していくべきか、どのような課題を解決し

ていきたいかなどについて論点を整理して
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いるところでございます。 

 今後は、各エリアのどのような課題を解

決していきたいかなどについてワークショ

ップを開催し、住民の皆様と意見交換を行

い、鳥飼東小学校の跡地活用についての意

見整理を行ってまいりたいと考えておりま

す。 

○水谷毅議長 村上議員。 

○村上英明議員 様々なアイデアを出してい

ただいたことに私は感謝を申し上げたいと

思います。近くのスーパーまで３０分、４

０分と歩いて買物に行く方などからすれ

ば、毎日の生活に必要なものがより近いと

ころで購入ができ、入手ができるとして、

買物施設等の活用アイデアが一番多くあっ

たと認識をしております。 

 私は、営利を目的としない買物施設、地

域活動支援としてふらっと寄れる場所であ

ったり、隣接のせんだん公園と一体化し

て、市内外から遊びに来ていただける場所

としての活用も想定をしております。要

は、２世代、３世代といった家族で飲食が

できて、長い時間でなくても楽しいひとと

きを過ごせる場所であればと感じておりま

す。様々なアイデアを参考にして、ある意

味、斬新な発想で計画し、実施することも

楽しみとしておりますので、期待しており

ますと申し上げてこの質問を終わりたいと

思います。 

 次に、３、災害時の避難場所についてで

ありますが、摂津市として、大阪府立摂津

支援学校、とりかい高等支援学校が地震で

も避難できるよう、関係する地域の方々と

の検討を前向きに進めていただきたいとお

願いし、要望とさせていただきます。 

 避難所に関しまして、施設ごとの避難所

運営マニュアル作成の取組を昨年度からさ

れておられます。私も、避難所ごとに建物

形状や防災資機材の置場などが違うことも

踏まえて、共通マニュアルではなくて、有

事に現場で機能する避難所ごとの運営マニ

ュアル作成を令和元年第２回定例会でも要

望させていただいたこともありました。現

在の作成状況についてお尋ねをさせていた

だきます。 

○水谷毅議長 総務部理事。 

○丹羽総務部理事 昨年度は、三宅地区自主

防災会や当該地区の防災サポーターととも

に、子育て総合支援センター遊戯室の避難

所運営マニュアルを作成いたしました。今

年度は、味舌東地区自主防災会、当該地区

の防災サポーター及び民生児童委員協議会

等とともに、安威川公民館及び市民図書

館、味舌小学校、正雀体育館の避難所運営

マニュアルの作成に向けた取組を進めてい

るところでございます。 

○水谷毅議長 村上議員。 

○村上英明議員 今年度は二つ目として味舌

東地区での作成に取り組んでおられるとい

うことでございました。年度で１地区の作

成ということになれば、約１２年を要する

こととなり、年数的には少し長いのではと

感じるところではありますけども、今年度

の味舌東地区を見ても、今、年間で４施設

での作成を計画され、実施されておられま

す。その取り組む姿勢につきましては、地

域の皆様の協力や市職員、そして関係者の

皆様にも改めて感謝と評価を申し上げたい

と思います。施設ごとの避難所運営マニュ

アル作成においては、共通部分もあります

けども、その施設特有の項目もあるかと思

います。有事に現場でしっかりと避難所運

営ができる内容にしていくことが本当に大

切であると思いますので、これは地道にし

っかりと進めていただきたいと要望させて

いただきます。 
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 マニュアルは作成が目的ではありませ

ん。自主防災会なども人が替わっていきま

すので、有事の際に機能することの確認も

含めて平時からの防災訓練などでの活用が

必要と思っています。今後の活用の考え方

について御答弁をお願いいたします。 

○水谷毅議長 総務部理事。 

○丹羽総務部理事 三宅地区につきまして

は、今年度の自主防災訓練において、避難

所運営マニュアルを活用した訓練を予定し

ております。味舌東地区におきましては、

マニュアルの内容がおおむね定まった段階

で、各施設で行動に移した際の問題点の有

無を確認するため、実地検証を行う予定と

しております。また、来年度以降は、三宅

地区と同様に、自主防災訓練の機会にマニ

ュアルに基づく訓練を実施することについ

て御提案させていただきたいと考えており

ます。 

○水谷毅議長 村上議員。 

○村上英明議員 マニュアル作成につきまし

ては、実地検証を行っていただきながら、

現場で機能するためには、やはり平時から

の訓練での活用も必要と私も思っておりま

す。また、地域の方やマニュアル作成に携

わっていた方、活用される当事者の方々な

どの防災意識向上にもつながってくると思

っておりますので、防災訓練での活用や訓

練実施の継続に取り組んでいただきたいと

思っております。また、職員も、人事異動

があっても、例えば避難所運営の担当者を

そのまま固定していくとかも含めながら検

討していただきたいと思い、この点は要望

とさせていただきます。 

 以上で私の一般質問を終わります。 

○水谷毅議長 村上議員の質問が終わりまし

た。 

 次に、増永議員。 

  （増永和起議員 登壇） 

○増永和起議員 それでは、順位に従いまし

て一般質問をさせていただきます。 

 １番目に、ＰＦＯＡ汚染についてです。 

 まず、遮水壁について３点お聞きしま

す。 

 １点目は、遮水壁の効果についてです。 

 ダイキン工業株式会社は、敷地内から高

濃度のＰＦＯＡ汚染水を流出させない対策

として遮水壁を設置する工事を行っていま

す。敷地外にも効果があると説明していま

した。今年度の大阪府の調査結果が出たよ

うですが、全国一高濃度と言われた一津屋

の井戸水、つまり遮水壁のすぐ近くの井戸

ですが、この濃度はどうなったのか、遮水

壁による敷地外効果についてお答えくださ

い。 

 ２点目は、情報公開についてです。 

 ダイキン工業株式会社は、遮水壁の内と

外の濃度計測も行っていると聞きますが、

その数値は公開しないのか、工場敷地内濃

度や公共下水に流す濃度の情報公開につい

ても進展はないのか、お答えください。 

 ３点目、敷地外対策です。 

 遮水壁の効果が出るのにどれだけかかる

か分からないのなら、地域の皆さんからた

くさん要望が出ている敷地外への対策を直

接行うべきではないかということについて

お答えください。 

 以上、１番目の質問です。 

 ２番目に、マイナ保険証一本化ではなく

現行の保険証を残すことについて質問しま

す。 

 現行の保険証が廃止され、マイナ保険証

への一本化が進められることについて不安

の声が広がっています。現行の保険証廃止

はどのように進められるのか、説明をお願

いします。 
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 ３番目に、性暴力救援センター・大阪Ｓ

ＡＣＨＩＣＯの存続についての質問です。 

 大阪府で唯一の性暴力被害者支援センタ

ーである大阪ＳＡＣＨＩＣＯが存続の危機

を迎えています。まず、大阪ＳＡＣＨＩＣ

Ｏとはどういう施設か、その重要性につい

ても教えてください。 

 １回目の質問は以上です。 

○水谷毅議長 生活環境部長。 

  （吉田生活環境部長 登壇） 

○吉田生活環境部長 ペルフルオロオクタン

酸、通称ＰＦＯＡに係る市内化学メーカー

の取組についての御質問にお答えいたしま

す。 

 まず、遮水壁の設置につきましては、市

内化学メーカーにおいて、恒久的な流出防

止対策として令和５年１１月から着工され

ております。令和６年８月に大阪府が実施

した３地点の地下水の水質調査の結果は、

１５０ナノグラム毎リットルから３万ナノ

グラム毎リットルの範囲内でございまし

た。議員から紹介のあった地点の水質調査

の結果は、令和５年度は２万６，０００ナ

ノグラム毎リットル、令和６年度が３万ナ

ノグラム毎リットルとなっております。 

 平成１９年度から大阪府が継続的に監視

している地点の地下水の濃度は、多少の上

下動を繰り返しながら長期的に減少してき

た経緯がございます。遮水壁の設置工事は

まだ完了しておらず、第２期、第３期と続

いていく予定でございますので、工事の進

展とともに大阪府とその効果を確認してま

いりたいと考えております。 

 次に、敷地内の地下水のＰＦＯＡ濃度に

つきましては、これまでも大阪府とともに

市内化学メーカーに対して自主的な開示を

求めてまいりました。これに応じ、市内化

学メーカーも、ＰＦＯＡに関する取組のホ

ームページを立ち上げ、工場からの排水は

大阪府からの要請である暫定指針値５０ナ

ノグラム毎リットルの１０倍の濃度を目安

とした基準未満で下水処理場へ送水してい

ることを明言されております。 

 このように一定の情報開示は進んでいる

ところでございますが、引き続き、市民と

のリスクコミュニケーションの観点から、

遮水壁の内外の濃度数値も含め、できる限

りの情報開示を大阪府とともに市内化学メ

ーカーに促してまいりたいと考えておりま

す。 

 続きまして、敷地外の対策につきまして

は、現行の法令のスキームでは事業者側に

土地の浄化等を行う義務は規定されており

ませんが、大阪府が主催する神崎川水域Ｐ

ＦＯＡ対策連絡会議の場でも議論があると

ころでございます。今後、遮水壁の完工後

の周辺のＰＦＯＡ濃度の推移や法令の整備

状況を注視してまいりたいと考えておりま

す。 

○水谷毅議長 保健福祉部長。 

  （谷内田保健福祉部長 登壇） 

○谷内田保健福祉部長 マイナ保険証につい

ての御質問にお答えいたします。 

 法改正により、健康保険証につきまして

は、令和６年１２月２日をもって廃止さ

れ、健康保険証の利用登録がなされたマイ

ナンバーカード、いわゆるマイナ保険証で

の受診を基本とする仕組みに移行されるこ

ととなります。また、マイナ保険証を保有

されていない方には、健康保険証の代わり

として新たに資格確認書が交付されること

となります。 

 なお、現行の健康保険証につきまして

は、経過措置として、有効期間中は引き続

き使用ができることとなっております。 

 本市国民健康保険で申し上げますと、令
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和７年１０月末まで、後期高齢者医療にお

いては令和７年７月末まで、今お持ちの保

険証を引き続きお使いいただけることとな

っております。以後、資格確認書の方につ

きましては、毎年、年次更新として、新た

な有効期限の資格確認書を送付させていた

だく予定となっております。 

○水谷毅議長 市長公室長。 

  （平井市長公室長 登壇） 

○平井市長公室長 性暴力救援センター・大

阪ＳＡＣＨＩＣＯについての御質問にお答

えいたします。 

 ＮＰＯ法人性暴力救援センター・大阪Ｓ

ＡＣＨＩＣＯは、性暴力を受けた際の相談

機関として全国初の病院拠点型のワンスト

ップ支援センターであり、性暴力被害者に

とっては大変重要かつ先進的な施設であり

ます。 

 当センターは、性暴力被害者への医療は

女性への救急医療との考えの下、２４時間

体制で被害直後から総合的な支援を提供す

ることで、被害者の心と体の回復が図られ

ております。また、大阪府性暴力被害者支

援ネットワークの拠点として必要不可欠な

機能であると認識し、本市では、一人でも

多くの方に支援が届くよう、ホームページ

を通じて周知に努めているところでござい

ます。 

○水谷毅議長 増永議員。 

○増永和起議員 ２回目の質問からは一問一

答形式で行います。 

 まず、ＰＦＯＡ汚染についてです。 

 遮水壁の効果について、全国一の高濃度

の井戸は、２万６，０００ナノグラム毎リ

ットルから３万ナノグラム毎リットルへ、

下がるどころか上がっています。井戸近く

の第１期遮水壁は完成しているのに、これ

では効果はないと言わざるを得ません。遮

水壁が全て完成したら効果は出るのです

か。完成見込みはいつですか。お答えくだ

さい。 

○水谷毅議長 生活環境部長。 

○吉田生活環境部長 遮水壁の工事は始まっ

たところでございまして、第２期、第３期

と、敷地内の周辺を全て覆って完成という

ことになっており、少なくとも数年はかか

ると聞いております。 

 効果に関しましては、遮水壁は専門家の

指導の下に設置に着手されたということ

で、敷地外への流出防止を確実に担保する

対策でございます。先ほども申し上げまし

たとおり、全体の工事が完了していない段

階ですが、一定の効果はあると考えており

まして、大阪府とともに確認してまいりた

いと考えております。 

 以上でございます。 

○水谷毅議長 増永議員。 

○増永和起議員 随分いいかげんな話です

ね。いつ終わるか分からない、効果は恐ら

くあるだろう。濃度は実際に上がっている

んです。地域の皆さんはもう待てません。

情報公開も少しも進んでいません。ダイキ

ン工業株式会社に頼んでも駄目なら、摂津

市が直接情報公開すべきではないですか。

お答えください。 

○水谷毅議長 生活環境部長。 

○吉田生活環境部長 まず、情報公開に関し

ましては、おっしゃっていただいている基

準は暫定目標値でございまして、事業者か

らは非公開の情報でございますので、本市

として今の段階では情報公開する予定はご

ざいません。 

○水谷毅議長 増永議員。 

○増永和起議員 企業利益より公益優先で

す。摂津市自身が出せばいいことです。敷

地外対策については、遮水壁完成後ではな
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く、今すぐ求めてください。 

 法的効果がないと言いますが、土壌汚染

対策法の対象にＰＦＯＡが入ったら、土地

の汚染を除去する義務は誰が負いますか。 

○水谷毅議長 生活環境部長。 

○吉田生活環境部長 基本的に土地の所有者

に義務があると考えられております。 

○水谷毅議長 増永議員。 

○増永和起議員 土壌汚染対策法では、汚染

者ではなく、土地の所有者、例えば畑なら

畑の持ち主が除染の責任を負うんです。そ

れはあまりにも理不尽です。現在ある摂津

市の環境保全協定を活用して汚染者に責任

を取らせるよう要望しておきます。ダイキ

ン工業株式会社も、摂津市から要請が来れ

ば話し合うと言っておられますので、よろ

しくお願いします。 

 安威川以北の水道水を供給している太中

浄水場のＰＦＯＡ濃度が上がり、井戸を１

本止めています。ダイキン工業株式会社か

ら離れたところなのに、どうしてでしょう

か。まず、太中浄水場について説明をして

ください。 

○水谷毅議長 上下水道部長。 

○末永上下水道部長 太中浄水場は、本市の

昭和園地内に位置する浄水施設で、地下５

０メートルから２００メートルの地下水を

水源として、浄水場内に４本と場外に２本

の計６本の深井戸からくみ上げた原水に対

し、薬品による消毒や不純物の除去などの

浄水処理を行っております。太中浄水場で

は、自己水と大阪広域水道企業団からの受

水を合わせた水道水を供給しております。

供給している地域は、おおむね市役所周辺

を除くＪＲ東海道本線から安威川までの地

域と安威川以南地域の一部となります。 

○水谷毅議長 増永議員。 

○増永和起議員 ６本のうち１本の井戸を止

めた経緯について説明してください。 

○水谷毅議長 上下水道部長。 

○末永上下水道部長 令和５年度に、６本の

井戸からの原水を混合した混合原水につい

て、有機フッ素化合物ＰＦＯＳ及びＰＦＯ

Ａの測定値が上昇傾向にあったことから、

６本の井戸ごとの原水の水質検査を行った

結果、混合原水の測定値は暫定目標値を大

きく下回っていましたが、２号井戸の測定

値のみが暫定目標値に近づいたことから、

８月に２号井戸からの供給を停止し、現在

も停止しております。 

○水谷毅議長 増永議員。 

○増永和起議員 ６本の井戸水を混ぜた混合

原水の濃度上昇の推移と、２号井戸を止め

た後の混合原水の数値を示してください。 

○水谷毅議長 上下水道部長。 

○末永上下水道部長 混合原水の有機フッ素

化合物ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡの測定値の推

移は、令和２年６月で７．７ナノグラム毎

リットル、令和３年７月で１２ナノグラム

毎リットル、令和４年７月で１２ナノグラ

ム毎リットル、令和５年５月で１５ナノグ

ラム毎リットルとなり、同年８月に２号井

戸を停止しております。その後、令和５年

９月の測定値は５ナノグラム毎リットル未

満となっております。 

○水谷毅議長 増永議員。 

○増永和起議員 ２号井戸を止めたことで、

混合原水濃度は１５ナノグラム毎リットル

から５ナノグラム毎リットル未満へ大きく

下がったわけですね。では、その後の混合

原水の数値の推移を教えてください。 

○水谷毅議長 上下水道部長。 

○末永上下水道部長 混合原水の有機フッ素

化合物ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡの測定値は、

令和６年１月で５ナノグラム毎リットル未

満、同年５月で９ナノグラム毎リットル、
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同年９月で１１ナノグラム毎リットルとな

っております。 

○水谷毅議長 増永議員。 

○増永和起議員 おかしいですね。２号井戸

を止めたままなのに、また濃度が上昇して

います。各井戸ごとの数値の推移を教えて

ください。 

○水谷毅議長 上下水道部長。 

○末永上下水道部長 １号井戸の有機フッ素

化合物ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡの測定値は、

令和２年６月で１２ナノグラム毎リット

ル、令和５年８月で１０ナノグラム毎リッ

トル、令和６年９月で１１ナノグラム毎リ

ットルでございます。 

 ２号井戸の測定値は、令和２年６月で２

５ナノグラム毎リットル、令和５年８月で

４５ナノグラム毎リットルとなり、取水を

停止しております。 

 ３号井戸の測定値は、令和２年６月で５

ナノグラム毎リットル未満、令和５年８月

で６ナノグラム毎リットル、令和６年９月

で１１ナノグラム毎リットル。 

 ４号井戸の測定値は、令和２年６月で５

ナノグラム毎リットル未満、令和５年８月

で１０ナノグラム毎リットル、令和６年９

月で１１ナノグラム毎リットル。 

 ５号井戸の測定値は、令和２年６月と令

和５年８月は５ナノグラム毎リットル未

満、令和６年９月で８ナノグラム毎リット

ル。 

 ６号井戸の測定値は、変化なく、５ナノ

グラム毎リットル未満でございました。 

○水谷毅議長 増永議員。 

○増永和起議員 突出して高くなった２号井

戸を停止しても、ほかの井戸の濃度が上が

ってきて、混合原水の濃度は停止前と同じ

ような数字に近づいてきています。３号と

４号の井戸など、５ナノグラム毎リットル

未満だったものが１１ナノグラム毎リット

ル、これはなぜでしょうか。 

○水谷毅議長 上下水道部長。 

○末永上下水道部長 太中浄水場は、地下５

０メートルから２００メートルの地下水を

水源としていますが、地下水の流れは、地

形的要因だけでなく、砂層などの透水層や

粘土層などの不透水層が地下でどのように

分布しているかも大きく関係いたします。

太中浄水場では、６本の井戸のうち２号井

戸が高い測定値となり、井戸ごとの測定値

に相違が見られたことから、浄水場内の狭

い範囲においても地下の土質状況や地下水

の流れは複雑で、把握することは困難であ

り、原因究明は難しいと考えております。 

○水谷毅議長 増永議員。 

○増永和起議員 原因究明しないということ

ですか。 

○水谷毅議長 上下水道部長。 

○末永上下水道部長 地下の土質状況や地下

水の流れは複雑で、把握することは困難で

あることから、現在のところ原因究明は難

しいと考えております。そのため、混合原

水だけでなく、井戸ごとに有機フッ素化合

物ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡの検査を継続して

定期的に行っております。測定値が暫定目

標値に近づいた場合は、２号井戸の場合と

同様に、井戸からの取水を停止する対応を

取り、市民の皆様に安全な水道水を供給し

てまいります。 

○水谷毅議長 増永議員。 

○増永和起議員 原因究明せず、ほかの井戸

濃度が高くなったら止める対応だけという

ことです。 

 大阪府と摂津市とダイキン工業株式会社

で２００９年から毎年行っている神崎川水

域ＰＦＯＡ対策連絡会議がありますが、こ

こでダイキン工業株式会社が、濃度が上昇
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した敷地内井戸について、ホットスポット

の影響と語っています。地下水の中に濃度

の高いホットスポットがあって、これは移

動するそうです。ダイキン工業株式会社

は、くみ上げ量を増やして濃度を下げたと

のことですが、太中浄水場の２号井戸は停

止したまま、濃い濃度の地下水が周りの井

戸に広がっているのではないでしょうか。

今後、各井戸の状況をしっかり監視するの

と同時に、ホットスポットは一つとは限り

ません。原因を究明することを求めておき

ます。 

 調査は難しいとのお答えでしたが、ある

市民から、原因はガランド水路にあるので

はないかと御指摘をいただきました。ま

ず、ガランド水路について説明してくださ

い。 

○水谷毅議長 上下水道部長。 

○末永上下水道部長 ガランド親水施設は、

本市の香露園地内に位置しており、当時、

国の水循環・再生下水道モデル事業とし

て、平成７年度から平成１０年度にかけ

て、従来の役割を終えた水路の空間に下水

の処理水を利用したせせらぎ水路などの親

水施設を整備しております。 

 親水施設の概要は、全長が約９００メー

トルで、せせらぎ水路は約７２０メート

ル、植栽や休憩施設、トイレ施設、照明施

設を備えた散策路でございます。また、せ

せらぎ水路の最下流の大正川と境川の合流

箇所の広場には修景池やあずまやなどを設

置しております。せせらぎ水路に流れる修

景用水には、中央水みらいセンターから圧

送管路で送水された処理水を利用し、ガラ

ンド親水施設の計６か所の放流口から修景

用水として水路に流されて、修景池を経由

して境川に放出しており、現在、ガランド

親水施設は、潤いと憩いの場として広く市

民に利用されております。 

○水谷毅議長 増永議員。 

○増永和起議員 太中浄水場にも近いガラン

ド水路は、乙の辻踏切から文化ホールの裏

を通り、摂津交流センターバクの家の前を

抜けて、あずまやなどのある憩いのスペー

スの近くで境川に流れ込み、その後、大正

川に合流していく親水施設です。冬にはイ

ルミネーション、５月にはこいのぼり、夏

は子供たちが水遊びと、市民にとっての憩

いの施設です。しかし、この水路を流れる

水は安威川流域の下水処理施設である中央

水みらいセンターの処理水であることを知

り、私は大変驚きました。 

 ２００３年、センター処理水放流直後の

安威川から１リットル当たり６万７，００

０ナノグラムという世界的なＰＦＯＡ汚染

が発覚しています。原因はダイキン工業株

式会社の下水です。その同じ処理水がガラ

ンド水路を流れていたわけです。ガランド

水路が供用されたのは１９９９年、つまり

平成１１年４月とのことですが、ダイキン

工業株式会社が下水につないだのはいつで

すか。また、中央水みらいセンターにはＰ

ＦＯＡの除去処理機能はありますか。お答

えください。 

○水谷毅議長 上下水道部長。 

○末永上下水道部長 市内化学メーカーは、

平成１１年１１月に公共下水道に接続して

おります。 

 中央水みらいセンターでは、反応槽と呼

ばれる水槽において、微生物や活性汚泥が

不純物やリンを取り込み、これらが沈殿し

た水の上澄みを消毒した高度処理水が送水

されておりますが、処理水における有機フ

ッ素化合物ＰＦＯＡに関する法規制がない

ため、同物質を除去する設備はございませ

ん。 
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○水谷毅議長 増永議員。 

○増永和起議員 中央水みらいセンターには

ＰＦＯＡの除去機能はありません。ガラン

ド水路供用から１年もたたず、ＰＦＯＡを

大量に含んだ処理水が流れ始めたことにな

ります。子供たちも高齢者も集う憩いの親

水施設に、国際的に発がん性が認められた

ＰＦＯＡが長年蓄積されていることはない

のか、緊急に調査を求めますが、いかがで

すか。 

○水谷毅議長 上下水道部長。 

○末永上下水道部長 修景用水として利用し

ている処理水は、下水道法でＰＦＯＡ濃度

が規定されていないことから、調査は考え

ておりません。修景用水は飲用に供するも

のではないため、せせらぎ水路では、修景

用水を飲まないよう、また、手に触れた場

合は手を洗うよう、これまでも看板で掲示

して注意喚起を行っております。 

 大阪府では、令和３年にガランド親水施

設の修景用水放流先である大正川の安威川

合流直前で調査を行っており、ＰＦＯＳと

ＰＦＯＡの総量で４０ナノグラム毎リット

ルであることを確認しております。大阪府

が同地点で調査する水質につきましては、

引き続き確認してまいります。 

○水谷毅議長 増永議員。 

○増永和起議員 調査しない。ＰＦＯＡの目

標値は、飲料水だけではなく、環境水のも

のでもあります。なぜかたくなに調査を拒

むのでしょうか。調査して安心できたらそ

れでいいんじゃないですか。都合の悪い数

字が出てきたら困るからと見えます。大正

川河口で４０ナノグラム毎リットルなら、

川上はもっと高い値かもしれませんよ。親

水施設としてだけではありません。長年、

汚染水が水路、境川、大正川へ流され、地

下水や土壌に影響しているかもしれませ

ん。太中浄水場の井戸水への影響も調査す

べきだと考えますが、いかがですか。 

○水谷毅議長 上下水道部長。 

○末永上下水道部長 せせらぎ水路は、コン

クリートで築造され、さらに防水シートを

設置することで水路の水が地下に浸透しな

い構造となっており、これまでにも水路の

破損や漏水などの事象は発生していないこ

とから、中央水みらいセンターから送られ

る修景用水は、せせらぎ水路で地下に浸透

している可能性はないと考えられます。ま

た、地下の土質状況や地下水の流れを把握

することは困難であり、ガランド親水施設

の地下水が太中浄水場の水質に影響を与え

ているかを確認することは困難でございま

す。 

○水谷毅議長 増永議員。 

○増永和起議員 調査する意思が全くない。

では、ガランド水路に中央水みらいセンタ

ーの処理水が流されていることへの問題意

識はいつお持ちになったのでしょうか。１

９９９年の開始時期は、まだＰＦＯＡにつ

いての認識がなかったかもしれません。し

かし、先ほど紹介した２００３年の京都大

学の調査は、２００７年に新聞報道され、

大阪府議会でも取り上げられ、摂津市議会

でも、我が会派の安藤議員がセンター処理

水にも言及し、一般質問しています。この

とき、ガランド水路に問題を感じなかった

としたら、あまりにも鈍い、行政として怠

慢だと言わざるを得ません。 

 また、２００９年から先ほど紹介した大

阪府と摂津市とダイキン工業株式会社の３

者会議が毎年行われ、ダイキン工業株式会

社の下水への排水濃度やセンターの処理水

濃度の情報交換、工場敷地内のくみ上げ処

理やＰＦＯＡ全廃のスケジュール、アメリ

カでの訴訟問題や国内外の規制のスケジュ
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ールなどが話し合われてきました。しか

し、同じ処理水を流されてきたガランド水

路については一切出てきません。この会議

は市民には知らされない秘密会議でした

が、庁内でも生活環境部だけが知っていた

秘密だったのでしょうか。上下水道部はこ

の会議の情報を共有していたのか、ガラン

ド水路についていつ問題意識を持ったの

か、２点お答えください。 

○水谷毅議長 上下水道部長。 

○末永上下水道部長 平成１１年１１月から

市内化学メーカーが公共下水道に排出して

いる、そして、平成１５年度の京都大学の

調査では中央水みらいセンター放流後の安

威川で高い値が確認されたが、市はこの処

理水の水質にいつ気がついたのかという御

質問でございます。平成１５年に京都大学

が調査した処理水の水質は、平成１９年５

月の報道により認識するとともに、同年１

２月には大阪府が中央水みらいセンター放

流後の安威川で調査した結果を公表され、

把握いたしております。また、平成２１年

に大阪府と摂津市及び市内化学メーカーの

３者で神崎川水域ＰＦＯＡ対策連絡会議が

設置され、その内容につきまして一定の認

識をしております。 

 しかし、当時、下水道法施行令第６条に

規定する下水処理水の放流水質には有機フ

ッ素化合物ＰＦＯＡの規定がなく、下水道

部局としては調査をしておりませんが、ガ

ランド親水施設に送られる処理水質の動向

を注視する必要性を認識し、大阪府が中央

水みらいセンター放流箇所の安威川で行っ

ている調査結果を把握してまいりました。 

○水谷毅議長 増永議員。 

○増永和起議員 いまだ問題だと思っていな

いようです。 

 ＰＦＯＡは現在も法規定はありません。

ない中で、生活環境部は長年ダイキン工業

株式会社と秘密会議を行ってきた。上下水

道部は２号井戸を止めた。いろいろやって

いるじゃありませんか。やらないときだけ

法規定を言い訳にするのはやめていただき

たい。安威川以北までわざわざ高濃度のＰ

ＦＯＡ汚染水を引いてきて、約２５年間、

四半世紀にわたって流し続けた責任は重い

ですよ。この問題は今後も引き続きただし

ていきます。まずは早急に調査することを

再度求めておきます。 

 太中浄水場の混合原水は現在１１ナノグ

ラム毎リットル、大阪府から供給される水

も同程度です。アメリカは７０ナノグラム

毎リットルだった水の基準を４ナノグラム

毎リットルに引き下げました。 

 ＰＦＯＡは子供への影響が大きいと言わ

れます。ある保護者からお手紙をいただい

たので紹介します。 

 私は、小学校と幼稚園に通う子供を育て

ている母親です。つい最近、テレビやネッ

トで摂津市での有害物質ＰＦＡＳ汚染を知

り、高濃度のＰＦＡＳが市民の方の血液中

から検出されたことを知りました。特に、

水、農作物を飲んだり食べたりすることに

より、体内に取り込まれることも知りまし

た。全く知らなかったのでびっくりしたの

と同時に、家の水道水や小学校の給食に使

われている水、野菜、米は大丈夫なのかと

すごく心配になりました。 

 水道水は、給食でお米を炊いたり、カレ

ーやシチューなど子供たちの好きなメニュ

ーにも大量に使われます。また、子供は大

人と違い影響を受けやすく、低濃度だった

としても、活性炭の浄水器を給食室につけ

るなど、ＰＦＡＳを取り除く方法を専門家

の方と考え、ぜひ子供の体の中に少しでも

有害物質を取り込まなくてよいように市に
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動いてもらいたいと切に願います。 

 ＰＦＡＳは安定性が高く、なかなか体か

ら排出されないと聴きます。これから何十

年と子供たちは生きていくので、大丈夫だ

と済ませず、少しでも早く安心に向けて市

に動いていただきたいです。 

 切実な保護者の願いに応え、給食室に浄

水器をつけることはできないのでしょう

か。 

○水谷毅議長 教育総務部長。 

○安田教育総務部長 供給する水道水におき

まして、ＰＦＯＡ及びＰＦＡＳの濃度が国

が示す暫定目標値５０ナノグラム毎リット

ルを超えていることが判明した一部の自治

体では、学校の水道蛇口に活性炭などを使

用した浄水器を設置し、対策を講じている

ことは存じております。しかしながら、本

市の水道水につきましては、暫定目標値を

大きく下回った安全な水でございますの

で、保護者の方々に安心いただける学校給

食が提供できているものと考えておりま

す。 

○水谷毅議長 増永議員。 

○増永和起議員 安心できないから聞いてい

るんです。アメリカだけではなく、ドイツ

も２種類のＰＦＡＳ合計１００ナノグラム

毎リットルを４種合計で２０ナノグラム毎

リットルにします。カナダやオーストリア

でも規制強化の方針です。日本が遅れてい

るんです。いかがですか。 

○水谷毅議長 教育総務部長。 

○安田教育総務部長 米国等で新しい基準が

示されたことは認識しておりますが、教育

委員会といたしましては、現時点では日本

が設定しております現在の暫定目標値を基

に判断を行う考えでございます。 

○水谷毅議長 増永議員。 

○増永和起議員 子供たちに影響が現れるの

は長い年月がたった後です。この問題も引

き続き求めていきます。 

 ＰＦＯＡ問題の最後に市長に伺います。 

 大阪・摂津市ＰＦＯＡ汚染問題を考える

会が摂津市長選挙前に予定候補者に対して

公開質問状を出しました。その質問の一つ

に、「ＰＦＯＡ汚染問題は摂津市にとって

重要な課題であり、早期に解決を図るよう

積極的に調査・対策をすべきだと思います

か」とあり、市長は「思う」と答えておら

れます。今までの摂津市は、権限がない、

基準がないと、独自の調査・対策は行って

きませんでしたが、市長は具体的にどんな

調査や対策を行っていくのか、お答えくだ

さい。 

○水谷毅議長 市長。 

○嶋野市長 おっしゃった団体のアンケート

以前に、私は２か月前まで議員の立場であ

り、今年の６月、７月ぐらいだと思うんで

すけれども、本当に摂津市の水道水が安心

して飲めるのかと、そういった不安の声や

心配する声をよく耳にするようになりまし

た。私も上下水道部長に状況について聞く

中で、そういった不安を直接私に届けてい

ただいた方には客観的な数字をお返しする

ようにしてまいりました。そうすると皆さ

んは安心していただくんですけれども、よ

くよく聴いていますと、私だけではなくて

多くの議員が同じような質問を受けること

もございましたし、やはりこのままにして

おくことはよくないというのがまず私の思

いでございました。ですので、これは後の

南野議員の質問にも係ることでありますけ

れども、広報せっつ１１月号の中で、摂津

市の水は大丈夫です、安全ですと、まずは

御案内をさせていただいたところでござい

ます。これについては、引き続き市民の方

に安心していただけるような啓発をやって
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いきたいと思っているところでございま

す。 

 ＰＦＯＡにつきましては、水質について

の暫定目標値はできましたけれども、それ

以外のところは、今、まだ集めている状況

でございます。しかしながら、今、国でも

非常に研究を進めておりまして、具体的な

数値の設定に至ってはおりませんけれど

も、どんどんと研究は進んでいることにつ

いては私もつかんでいるところで、そこは

前向きに捉えていきたいと思っているとこ

ろでございます。 

 例えば、食品安全委員会におきましては

耐容一日摂取量が設定されました。こうい

ったことについてもしっかりと注視をして

いきたいと思っておりますし、一刻も早く

健康への影響等の解明が行われるように、

私といたしましても様々な機会を活用いた

しまして要望等をしていきたいと思ってお

ります。また、こういったことを通じて、

市民の皆様方が不安に思われないような取

組を今後検討していきたいと思っておりま

す。 

○水谷毅議長 増永議員。 

○増永和起議員 暫定目標値以下です。しか

し、今、その暫定目標値が本当にそれでい

いのかという動きが世界で出てきている背

景があることも市長は御存じだということ

です。まず摂津市で先ほど言ったガランド

水路とかいろんなところを調査していただ

いて前に進める、そういう形を取っていた

だきたいし、暫定目標値以下だから安全で

すよ、安心ですよと言ってしまっていいの

かというのがありますので、ぜひそこも含

めてこれから検討していっていただきたい

と思います。 

 これでＰＦＯＡの質問は終わります。 

 次に、マイナ保険証についてです。 

 マイナンバーカードを持ちたくない、カ

ードを持っても保険証はひもづけしたくな

い方には、今までの保険証と同様に自動的

に資格確認書が届き、医療が受けられると

いうことでした。マイナ保険証一本化と言

われるが、マイナンバーカードの取得は義

務ではなく任意です。カードがあっても保

険証とひもづけするかも任意です。２点と

も任意であることを確認しておきます。お

答えください。 

○水谷毅議長 保健福祉部長。 

○谷内田保健福祉部長 利用登録に関しまし

ては任意となっております。 

○水谷毅議長 増永議員。 

○増永和起議員 マイナンバーカードは５年

に１回市役所で更新しないといけない。高

齢者から、マイナ保険証にしたけど、５年

ごとに市役所に更新に行く自信がない、資

格確認書を自動的に送ってくれるのならマ

イナ保険証をやめたいと相談を受けまし

た。ひもづけが自由なら外すのも自由です

よね。お答えください。外す方法について

も教えてください。 

○水谷毅議長 保健福祉部長。 

○谷内田保健福祉部長 マイナ保険証による

オンライン資格確認において、制度上、利

用登録の解除を希望される方については、

任意で解除の手続を行うことができるよう

になっております。手続に関しましては、

加入する医療保険者等に申請していただく

ことになっております。 

 本市国民健康保険、それから後期高齢者

医療におきましては、窓口もしくは郵送で

令和６年１１月５日からこれらの申請の受

付を行っております。また、市ホームペー

ジにおきまして、利用登録の解除方法につ

いての周知や申請書をダウンロードできる

ようにしております。 
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○水谷毅議長 増永議員。 

○増永和起議員 マイナ保険証をやめる方法

の周知はホームページ以外にもしていただ

けるのでしょうか。 

○水谷毅議長 保健福祉部長。 

○谷内田保健福祉部長 先ほどの市ホームペ

ージでの周知のほか、発送物での御案内な

ど、機会を捉えて周知してまいります。 

○水谷毅議長 増永議員。 

○増永和起議員 任意の制度は、市民の意

思、自分の意思で選ぶことができるよう、

ひものつけ方と同様に、ひもの外し方も情

報をしっかり周知するよう求めておきま

す。 

 全国保険医団体連合会が行った調査で

は、７０％の医療機関でマイナ保険証をめ

ぐるトラブルがあったとのことです。電子

証明書の期限切れ、漢字が文字化けして黒

丸で表記される、情報の変更が反映されて

いないなどなど様々です。今までは保険証

で確認しましたが、この先はどうなるので

しょうか。 

○水谷毅議長 保健福祉部長。 

○谷内田保健福祉部長 医療機関での具体的

な状況について御説明いただきました。そ

ういった内容について、こちらで直接把握

しておりませんけれども、一部端末におき

ましてエラーの事象があるということは聞

き及んでおります。ただ、医療機関の中に

はオンライン資格を確認できる体制が整っ

ていない機関も依然としてございます。そ

ういったマイナ保険証での対応ができない

ときのために、マイナ保険証を保有されて

いる方には資格情報のお知らせを交付する

ことになっております。マイナ保険証が使

えない医療機関での受診などの際に、マイ

ナンバーカードと資格情報のお知らせをセ

ットで御提示いただくことで受診ができる

ようになっております。 

○水谷毅議長 増永議員。 

○増永和起議員 マイナ保険証があっても資

格情報のお知らせを持っていかないといけ

ない。結局一本化になっていない。それな

ら、現行の保険証のまま残すほうがずっと

効率的ではないでしょうか。国に対してそ

う言うべきではないですか。 

○水谷毅議長 保健福祉部長。 

○谷内田保健福祉部長 マイナ保険証による

オンライン資格確認につきましては、国の

政策として実施されているものであり、保

険者といたしましては、法にのっとり適切

に対応していくことになるものと考えてお

ります。 

 なお、被保険者が安心して医療を受診で

きるようにしていくことは大変重要と考え

ておりますので、丁寧な制度周知に努めて

まいります。 

○水谷毅議長 増永議員。 

○増永和起議員 マイナ保険証の導入で、市

民だけではなく職員の皆さんの負担も大き

くなっていることと思います。現場を知る

市町村だからこそ、国に現行の保険証を残

せと声を上げることを求めてこの質問は終

わります。 

 次に、大阪ＳＡＣＨＩＣＯについてで

す。 

 大阪ＳＡＣＨＩＣＯは、来年３月には現

在入っている病院からの退去を迫られてい

ますが、既に今年度は診療ができず、相談

を連携医療機関につないでいるだけとのこ

とです。相談した被害者がどの程度医療機

関につながったのか把握できているのでし

ょうか。お答えください。 

○水谷毅議長 市長公室長。 

○平井市長公室長 大阪ＳＡＣＨＩＣＯの現

状につきましては、報道等を通じ認識いた
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しております。先ほど議員がおっしゃられ

たようにこれまで全国に先駆けて取り組ん

でこられた病院拠点型のワンストップ支援

センターが、なくなることにつきまして

は、被害者支援の低下が懸念されるという

ことで重く受け止めております。 

 大阪ＳＡＣＨＩＣＯが所属する施設内で

の受診ができないということから、相談窓

口から離れた性暴力被害者支援ネットワー

クの協力医療機関への受診を余儀なくさ

れ、相談者が確実に協力医療機関につなが

ったのかも確認がしづらい状況であると認

識いたしております。これまで、相談と受

診、言わば心と体のケアが同時に行えてい

たことが不可能となり、ワンストップ機能

が確実に後退しているのではないかと考え

ております。 

○水谷毅議長 増永議員。 

○増永和起議員 相談者が連携医療機関につ

ながったかどうかも確認できない。ワンス

トップ支援センターとしての機能を果たせ

ているとは言えません。 

 実は、大阪ＳＡＣＨＩＣＯについては、

私は一般質問させていただくのは今回が３

回目です。１回目は２０２０年１２月、こ

のとき既に大阪ＳＡＣＨＩＣＯからは経営

危機のＳＯＳが出ていました。２回目は２

０２３年１２月、存続の危機だと新聞報道

も示してお伝えいたしました。摂津市は大

阪ＳＡＣＨＩＣＯ存続のためにどのような

ことをしてきたのでしょうか。お答えくだ

さい。 

○水谷毅議長 市長公室長。 

○平井市長公室長 大阪ＳＡＣＨＩＣＯの状

況につきましては、今、増永議員がおっし

ゃられたとおりだと我々も認識いたしてお

ります。また、運営における財政面につき

ましては、運営の安定化及び被害者支援機

能の強化のため、国から都道府県に対し交

付金が交付されるものとなっております。 

 基礎自治体である本市といたしまして

は、大阪府に対し、大阪ＳＡＣＨＩＣＯを

はじめとする犯罪被害者等支援機関に対す

る指導・助言や財政支援の実施を強く要望

してきたところでございます。 

 なお、先般の大阪府議会での代表質問に

おきましては、大阪ＳＡＣＨＩＣＯの意義

を踏まえ、強い危機感を持って対応を検討

されている旨の御答弁がございました。本

市といたしましては、今後、そういった動

きに大いに期待しているところでございま

す。 

○水谷毅議長 増永議員。 

○増永和起議員 基礎自治体としてなかなか

できることは少ないと今までのお答えにも

ありました。加害者にならない、被害者に

ならない、傍観者にならない、若い人たち

に対してこういういろんな啓発をやってい

くんだと摂津市もおっしゃっていました。

もちろん要望も出していただいていたとは

思うんですけれども、結果的にこんなふう

に大変なところまで追い込まれているとい

うことでございます。本当に一般的な財政

支援の要望では間に合いません。摂津市議

会としても、今回、全会派が提案者とな

り、大阪ＳＡＣＨＩＣＯの存続を求める意

見書案を本会議に上程する予定でありま

す。ぜひ摂津市としても、こういうことに

ついてしっかりと前に進めていただきたい

と思います。 

 市長にお伺いします。大阪府の責任で場

所や安定的な財源を確保し、大阪ＳＡＣＨ

ＩＣＯを存続させることを摂津市単独でも

緊急に要請すべきだと思いますが、いかが

でしょうか。 

○水谷毅議長 市長。 
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○嶋野市長 大阪ＳＡＣＨＩＣＯが平成２２

年に全国に先駆けて病院拠点型のワンスト

ップの相談支援体制を引いてこられた。そ

の施設が担ってきた役割といいますか、大

きな成果を上げてこられたことについては

私も認識をしているところでございます。

そして、今、存続の危機に瀕しているとい

うことについても、私自身も何とかならん

ものかという思いはあります。 

 今日、ちょうど森西大阪府議会議員が傍

聴に来られておりますけども、９月に大阪

府議会が開催されまして、本会議の中で代

表質問がされたと伺っております。大阪維

新の会、公明党、自由民主党、それぞれの

会派がこの問題を取り上げて、知事自ら積

極的に検討していくという旨を表明された

とお聞きをしております。私は、そういっ

た状況をしっかりと見守っていきたいと思

います。今、大阪府としても何とかこの問

題を解決していきたいという思いを強くし

ていただいております。私といたしまして

は、今要望するというよりも、これから出

されていく方針についてしっかりと注意を

していきながら、もし必要があるならば適

切な行動を取ることは考えていきたいと思

っております。 

○水谷毅議長 増永議員。 

○増永和起議員 これまでの実績がある大阪

ＳＡＣＨＩＣＯの存続が非常に重要な問題

だと思っています。ぜひ市長には、必要が

あればとおっしゃいましたけれども、もう

あと一押し、大阪府の背中も押していただ

いて、そのために動いていただくことを強

く要望いたしまして私の一般質問を終わり

ます。ありがとうございました。 

○水谷毅議長 増永議員の質問が終わりまし

た。 

 次に、南野議員。 

  （南野直司議員 登壇） 

○南野直司議員 それでは、一般質問をさせ

ていただきます。 

 まずは、１点目の学童保育の充実につい

てでございます。 

 この質問に関しましては、６月の第２回

定例会でも質問させていただきましたけど

も、その後、展開がありましたので、もう

一度質問をさせていただきたいと思いま

す。 

 今年の４月から鳥飼地域の四つの学童保

育室で４年生保育を実施、そして、令和７

年度から味舌・味生・三宅柳田の三つの学

童保育室で４年生保育を実施する予定です

とお知らせをいただきました。残る摂津・

千里丘・別府の三つの学童保育室での４年

生保育実施の考えと併せて、摂津市全ての

学童保育室で全学年への拡大の見通しにつ

いてお聞かせいただきたいと思います。 

 次に、２点目の摂津市が供給する水道水

の安全についてでございます。 

 これも改めて確認をさせていただきたい

と思います。先ほどもありましたけども、

摂津市の水道水に関しましては、一つは、

昭和園にあります太中浄水場で地下水をく

み上げて、浄水処理をしてつくった自己

水、そして、大阪広域水道企業団から購入

した水、これは淀川の水でつくられた水道

水でございます。この二つの水源で市内へ

水道水が供給されております。この自己水

と大阪広域水道企業団から購入した水の供

給割合と供給地域について、まずはお聞か

せいただきたいと思います。 

 １回目、終わります。 

○水谷毅議長 こども家庭部長。 

  （大橋こども家庭部長 登壇） 

○大橋こども家庭部長 摂津・千里丘・別府

学童保育室における４年生保育実施の考え
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と見通しについての御質問にお答えいたし

ます。 

 今、議員からおっしゃっていただきまし

たように、４年生保育につきましては、令

和６年度から鳥飼地域の四つの学童保育室

で受入れを開始し、令和７年度には味舌・

味生・三宅柳田学童保育室で実施を予定し

ております。摂津・千里丘・別府学童保育

室につきましては、保育場所と指導員の確

保など環境が整い次第実施したいと考えて

おり、千里丘小学校の新校舎が完成する令

和１０年４月を目標に、全校で全学年を対

象とできるように取り組んでまいりたいと

考えております。 

○水谷毅議長 上下水道部長。 

  （末永上下水道部長 登壇） 

○末永上下水道部長 太中浄水場と大阪広域

水道企業団受水の供給割合、供給地域につ

いての御質問にお答えいたします。 

 本市の水運用において、危機管理の観点

から、複数水源を確保するために、太中浄

水場をできる限り維持したいと考えており

ます。太中浄水場自己水と大阪広域水道企

業団受水の割合は、令和４年度で自己水が

２３．３％、企業団水が７６．７％の割合

となり、令和５年８月から２号井戸の取水

を停止したことにより、令和５年度では自

己水が２０．７％、企業団水が７９．３％

の割合となり、自己水の割合が減少し、令

和６年度ではさらに自己水の割合が減少す

ると考えられます。 

 供給地域は、ＪＲ東海道本線の北側と市

役所周辺及び安威川の南側は大阪広域水道

企業団から受水した水を供給している地域

となり、それ以外の地域は太中浄水場の自

己水と大阪広域水道企業団からの受水を合

わせた水道水を供給しております。 

○水谷毅議長 南野議員。 

○南野直司議員 それでは、２回目の質問を

させていただきます。 

 １点目の学童保育の充実についてでござ

います。 

 一気に全ての学童保育室が４年生保育の

実施ができないハードルになっていること

は、受け入れる環境整備等々のこともある

と思います。しかし、一つ大きく影響する

のは、学童指導員の確保に向けた処遇改善

の取組などが大事であると認識します。取

組内容についてお聞かせいただきたいと思

います。 

○水谷毅議長 こども家庭部長。 

○大橋こども家庭部長 ただいま議員からも

おっしゃっていただきましたように、我々

としても指導員の確保が一番の課題になっ

ております。 

 学童指導員の確保に向けた処遇改善の取

組でございますけれども、直営校の学童指

導員につきましては、人事院勧告に基づく

改定のほかに、本年４月から他市の水準と

の比較での調整を行ったほか、勤務体系の

見直しとして、クラス担任の配置を各クラ

ス１名から２名にするなど、処遇改善とと

もに保育体制の強化にも取り組んでいると

ころでございます。 

 また、委託校につきましても、直営校同

様、指導員の確保が大きな課題となってお

りまして、人件費単価の見直しなどについ

て協議を進めているところでございます。 

○水谷毅議長 南野議員。 

○南野直司議員 １回目、部長から、千里丘

小学校の新校舎が完成する令和１０年４月

を目標に、全校で全学年を対象とできるよ

う取り組んでまいりますと御答弁をいただ

きました。どうか学童指導員の処遇改善と

保育体制の強化などにしっかりと取り組ん

でいただき、実現に向けてお願いをし、こ
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の件は要望とさせていただきます。 

 もう１点、夏休みなどの長期休みにおけ

る昼食の提供についての進捗状況をお聞か

せいただきたいと思います。 

○水谷毅議長 こども家庭部長。 

○大橋こども家庭部長 夏休みなどの長期休

みにおける昼食提供につきましては、保護

者からの御要望も多くあり、他市の導入事

例など情報収集を行うとともに、保護者へ

の情報提供や意見交換を重ね、実現可能な

方法について協議を行ってまいりました。 

 そのような中で、スマートフォンのアプ

リを活用することにより、弁当事業者と保

護者をつなぐサービスの提供について、シ

ステム業者から提案がございました。この

冬休みに七つの学童保育室の保護者会で試

験的に導入することになったものでござい

ます。具体的には、保護者がスマートフォ

ンのアプリから弁当を注文し、保護者から

の注文により市内の飲食関連の事業者が弁

当を製造し、各学童保育室に配達を行うも

のでございます。 

 なお、弁当の価格は５００円程度を想定

されており、支払いは、クレジット決済、

口座振替、コンビニ払いなど多様な利用が

できるものとなってございます。 

○水谷毅議長 南野議員。 

○南野直司議員 御答弁を部長からいただき

ました。保護者がスマートフォンアプリか

らお弁当を注文し、お弁当業者が各学童保

育室に配達を行うという新たな手法で、七

つの学童保育室で試験導入されるというこ

とでございます。中に入っていただきまし

て様々調整をされたと思います。評価をす

るところでございますけども、どうか保護

者の皆さんの意見、あるいはお弁当業者の

意見をしっかりと聴いていただきまして、

よりよい制度となるよう、今後も引き続き

支援していただくことをお願いし、要望と

させていただきます。 

 次に、２点目の摂津市が供給する水道水

の安全についてでございます。 

 今回、この質問をさせていただきました

のは、市長からもございましたけども、相

次ぐ有機フッ素化合物ＰＦＡＳの報道で、

多くの市民の方から摂津市の水道水は大丈

夫ですかとの御相談を私自身も電話でもい

ただいていますし、訪問先でも多くのお声

をいただきました。その都度、丁寧に数字

等々を示させていただいて御説明させてい

ただいているところでございますけども、

ここで、自己水であります太中浄水場にお

ける検査結果を含めた安全性についてお聞

かせいただきたいと思います。 

○水谷毅議長 上下水道部長。 

○末永上下水道部長 令和２年度に有機フッ

素化合物ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡが水質管理

目標設定項目に位置づけられて以降、太中

浄水場の自己水において、各井戸からの原

水を混合した混合原水の検査を定期的に行

っております。現在では、混合原水だけで

なく、各井戸の原水まで検査を行い、水源

である井戸の安全性を確認しております。 

 今年度の検査結果は、１０ナノグラム毎

リットル前後で推移しており、暫定目標値

を大きく下回っております。引き続き、各

井戸の原水の水質検査を継続的に行い、本

市の水道水の安全性を高めてまいります。 

○水谷毅議長 南野議員。 

○南野直司議員 太中浄水場における検査結

果を含めた安全性について部長から御答弁

をいただきました。 

 市内の約８０％の供給を占めております

大阪広域水道企業団から購入した水道水に

ついても有機フッ素化合物ＰＦＡＳが確認

されておりますが、実施状況についてお聞
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かせいただきたいと思います。 

○水谷毅議長 上下水道部長。 

○末永上下水道部長 大阪広域水道企業団に

おいても、各送水系統の末端において、年

４回、有機フッ素化合物ＰＦＯＳ及びＰＦ

ＯＡの検査を行い、同企業団のホームペー

ジで公表されております。本市への送水系

統における有機フッ素化合物ＰＦＯＳ及び

ＰＦＯＡの測定値は１０ナノグラム毎リッ

トル前後で推移しており、暫定目標値を大

きく下回っております。 

○水谷毅議長 南野議員。 

○南野直司議員 例えば、今後、有機フッ素

化合物ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡの測定値が上

昇した場合の対応についてお聞かせいただ

きたいと思います。 

○水谷毅議長 上下水道部長。 

○末永上下水道部長 有機フッ素化合物ＰＦ

ＯＳ及びＰＦＯＡの基準は、暫定目標値の

５０ナノグラム毎リットル以下に設定され

ております。本市では水源ごとに６本の井

戸の水質を監視していることから、測定値

が暫定目標値に近づいた場合は、井戸の取

水を停止し、暫定目標値を超えない対応を

しております。実際に令和５年度には、２

号井戸の測定値が暫定目標値に近づいたた

め、井戸からの取水を停止しました。今後

も引き続き、水源と水道水を監視し、市民

の皆様に安全な水道水を供給してまいりま

す。 

○水谷毅議長 南野議員。 

○南野直司議員 しっかりと監視をしていた

だきたいと思います。 

 次に、市民の皆さんへの周知についてお

聞かせいただきたいと思います。 

 既に上下水道部のホームページ、あるい

は今月号の広報におきましても、先ほど市

長からも御答弁がありましたように、ちょ

っとちっちゃいですけど、お知らせのペー

ジに摂津市の水は安心して飲めますとしっ

かりと載せていただいているわけでござい

ます。このように周知をしていただいてお

りますけども、ホームページ、あるいは広

報、そして摂津市の公式ＬＩＮＥなどのＳ

ＮＳを活用し、さらに周知していく必要が

あると思いますが、考えをお聞かせいただ

きたいと思います。 

○水谷毅議長 上下水道部長。 

○末永上下水道部長 今年度に入り、市民の

皆様からの問合せ件数が増加傾向にあり、

水道水の安全性について関心を寄せられて

おります。市民の皆様の水道水の不安を解

消するため、本市の水道水が安全なことを

周知していく様々な方法を検討していると

ころであります。現在、広報課と調整し、

広報せっつ１１月号に掲載するとともに、

令和７年１月号においても水道水の安全に

ついて掲載を予定しております。 

 また、上下水道部ホームページにも有機

フッ素化合物に関するページを設けており

ますが、大阪広域水道企業団の検査結果も

併せて掲示するなど、より見やすく分かり

やすいページに更新し、さらには、公式Ｌ

ＩＮＥなどＳＮＳを活用した多様な周知方

法についても検討してまいります。 

○水谷毅議長 南野議員。 

○南野直司議員 部長から御答弁いただきま

した。どうか、まずは若い世代の人にもし

っかりと摂津市の水は安全なんだというこ

とを知っていただくために、ＳＮＳ等を活

用して発信していただきたいと思いますの

で、よろしくお願いします。 

 そして、広報につきましては、１１月号

に掲載していただいておりますけども、来

年の１月号においても水道水の安全につい

て掲載を予定されておるということでござ
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います。どうか、摂津市の水は安心して飲

んでいただけることをしっかりと強調して

いただきまして、さらに特集記事として掲

載をしていただきたいと思いますので、ま

た御検討をよろしくお願いします。 

 そして、上下水道部のホームページにお

いても、現在も周知をしていただいておる

と思います。摂津市の水は安心して飲める

ことを強調していただいて、新着情報が古

くなったら消えていきますけども、トップ

ページを開けば見れるようにちょっと工夫

をしていただいて、しっかりと発信をして

いただきたいと思いますので、どうかよろ

しくお願いします。 

 そして、太中浄水場におけるＰＦＯＳ及

びＰＦＯＡの合算値は今掲載していただい

ておりますけども、企業団水のほうが約８

０％を占めているわけで、太中浄水場のＰ

ＦＡＳの合算値を計算している下に大阪広

域水道企業団のＵＲＬを貼りつけていただ

いていますよね。それをクリックすればエ

クセルでデータとして見れるんですけど、

過去のデータがずらっと並んでいて、例え

ば令和６年１０月のエクセルの数字を見ま

すと、摂津市は鳥飼下分岐で、シートで言

えば北２なんですが、数字は入っていない

んです。年に４回測られているということ

なんですけど、僕の見方が悪いのかも分か

らないですが、どこに数字が載っているか

分からないんです。 

 そして、もう一つは、ナノグラム表示じ

ゃなくてミリグラム表示なので、眼鏡をか

けていても見えないぐらいゼロがむちゃく

ちゃ多いんです。四つも五つもゼロがある

状況なので、太中浄水場の数字を掲載して

いただいている下に企業団水のＰＦＯＳと

ＰＦＯＡの合算値をしっかりとナノグラム

表示に変えて掲載していただいて、市民の

方が見やすいようにしていただきたいと思

います。それは環境政策課も掲載していた

だいているのは一緒です。何か今のやった

ら勝手に見てくださいという感じなんで

す。そうじゃなくて、市民の方が何を望ん

でいるかをしっかりつかんでほしいと思い

ます。 

 部長も見られたことはあると思います。

僕の見方が悪いのかもしれませんけど、摂

津市の数字は出てこなかったです。だか

ら、改めて上下水道部と環境政策課が連携

を取っていただいて、市民の方が見やすい

ように発信することが大事やと思いますの

で、どうかよろしくお願いいたします。 

 それから、広報で、僕は勝手に特集を組

んでくださいと言って、市長公室長は無理

ですという顔をされているかもしれません

けど、どうかお願いしたいんです。この

際、水源が複数あることでどんなメリット

があるかをしっかりお知らせいただきたい

と思います。そのことを言いたいために、

１回目に企業団水約８０％、そして自己水

が約２０％ということを聞かせてもらった

んです。企業団水はＪＲ東海道本線の北側

と市役所周辺と安威川以南、残りのＪＲ東

海道本線から南側と安威川以北は太中浄水

場の自己水と企業団水を合わせた水を供給

されていると認識しています。どうか摂津

市の地図を広報に載せていただいて、どこ

が企業団水で、どこが太中浄水場の自己水

を供給しているのか、複数の水源を取って

いるということは、例えば災害が起こって

太中浄水場の水道管が破裂しても、企業団

水で市民の皆さんへ供給できるんですよと

市民の方にお知らせいただきたいと思いま

す。 

 ２０１８年の大阪北部地震のとき、私が

認識しているのは、高槻市で企業団水から
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の水道管が破裂したんです。でも、高槻市

は自己水がありますので、それを市民の皆

さんに供給して賄えたということが高槻市

の上下水道部のホームページにたしか載っ

ていました。だから、今回、水は安全です

よということも含めて特集を組んでいただ

いて、できればしっかりと１月号の広報に

載せていただきたいと僕は思いますので、

どうかよろしくお願いさせていただきまし

て質問を終わりたいと思います。 

○水谷毅議長 南野議員の質問が終わりまし

た。 

 暫時休憩します。 

（午後３時 ６分 休憩） 

                 

（午後３時３０分 再開） 

○水谷毅議長 再開します。 

 休憩前に引き続き一般質問を行います。 

 福住議員。 

  （福住礼子議員 登壇） 

○福住礼子議員 それでは、順位に従いまし

て一般質問をさせていただきます。 

 マイナ保険証の普及と利用促進等につい

て、さきに質問がございましたが、重なる

点は御容赦いただきながら質問をさせてい

ただきたいと思います。 

 １２月２日から、従来の健康保険証は新

規発行がなくなり、マイナンバーカードで

の保険証利用を基本とする仕組みに移行さ

れます。政府としては、円滑に移行するた

めに、マイナンバーカードの総点検等を行

いながら広報展開に取り組みました。一方

では、地方議会で健康保険証の存続を求め

る意見書や健康保険証廃止の見直しを求め

る意見書等が採択される動きもあります。 

 そのような状況を踏まえた上で、市民が

安心してマイナ保険証を利用するために

は、利便性や質の高い医療を受けるための

基盤につながることを正しく丁寧に情報発

信することが必要ではないかと考えます。

そこで、マイナ保険証の利用率の状況と、

市として利用促進に向けてどのように取り

組まれているか、お聞かせください。 

 次に、自治体の窓口ＤＸについてです。 

 デジタル庁は、住民と職員の双方に負担

軽減を図る施策として自治体窓口ＤＸを推

進しております。デジタル技術の進展によ

り、国民がデジタル社会の恩恵を受けられ

るよう、自治体の住民サービスについてデ

ジタル化の推進に取り組むことを求めてお

ります。 

 また、将来の人口減少による労働力不足

は加速をしており、生産年齢人口が、１９

９５年の８，７１６万人を頂点に、２０２

５年には７，１７０万人と推計をされてお

り、減少が深刻化する状況であります。自

治体の業務を従来どおりのやり方で維持す

ることには限界があり、ＤＸを推し進めて

いく必要があるということであります。 

 まず、自治体の窓口ＤＸとはどういう取

組なのか、お答えください。 

 次に、摂津市の防災訓練についてです。 

 摂津市地域防災計画は、災害の種類別

に、災害対策の時間的順序に沿って、災害

予防、応急対策、災害復旧・復興について

構成をされており、行政の災害対応のため

の計画だと考えます。令和元年に地域防災

計画の修正が行われて以降は、年度ごとに

進捗管理としての記述はありますが、全体

の修正には至っておりません。今年の元日

に起きました石川県能登地方の地震は、復

旧作業に膨大な時間がかかっており、その

後も日本の各地で大雨等により被災されて

いる状況を見ると、やはり災害が起こった

ときにどう行動し、どのような対応をする

のかが大事であります。 
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 そこで、以前はドローンによる安威川水

難遭難者捜索及び摂津市・吹田市・摂津市

消防団の合同救助訓練などが行われており

ましたが、本市の総合防災演習が実施でき

ていない点について、これまでの経過と今

後の実施に関しての見解をお聞かせくださ

い。 

 以上、１回目を終わります。 

○水谷毅議長 答弁を求めます。保健福祉部

長。 

  （谷内田保健福祉部長 登壇） 

○谷内田保健福祉部長 マイナ保険証につい

ての御質問にお答えいたします。 

 国が定義しておりますマイナ保険証利用

率については、各医療機関等で受け付けた

外来レセプト件数のうち、マイナ保険証に

よるオンライン資格確認の利用人数として

います。最新の令和６年８月末時点での利

用率を申し上げますと、国民健康保険では

全国平均が１４．８５％、摂津市国保が１

７．４８％となっております。後期高齢者

医療では、全国平均が１３．５４％、摂津

市後期が１４．２２％となっております。 

 また、利用促進の取組といたしまして

は、昨年度から、市ホームページにおいて

マイナ保険証の案内ページを作成し、窓口

やパンフレット台にも厚生労働省作成のマ

イナ保険証についてのリーフレットを掲示

いたしております。このほか、発送物とい

たしましては、本年度の６月の保険料決定

通知や１０月の被保険者証を送付する際

に、マイナ保険証の情報を掲載したチラシ

を同封し、周知を図っております。 

 今後におきましては、広報せっつ１２月

号で、府内市町村との共同広報ということ

で、マイナ保険証の記事を連携して掲載す

るとともに、窓口案内モニターでのお知ら

せや市ホームページのさらなる充実を図っ

てまいりたいと考えております。 

○水谷毅議長 総務部長。 

  （石原総務部長 登壇） 

○石原総務部長 自治体の窓口ＤＸについて

の御質問にお答えいたします。 

 自治体の窓口ＤＸとは、デジタル技術を

用いて自治体の窓口サービスを効率化し、

向上させる取組とされております。単なる

窓口業務を改善・改革するだけではなく、

バックヤードの事務処理も集約・整理し、

一体的に業務改革を行い、よりよい市民サ

ービスを提供していくことを総称的に表し

たものとなっております。 

 具体的には、窓口での待ち時間の短縮

や、必要な手続をワンストップで提供する

ことにより、市民の利便性を高めるものと

されております。また、書類記入や転記処

理の圧縮、業務の標準化及び自動化を進め

ることで、職員の業務効率を上げ、持続可

能な運営体制を構築していくこととされて

おります。 

○水谷毅議長 総務部理事。 

  （丹羽総務部理事 登壇） 

○丹羽総務部理事 防災演習に関するこれま

での経過と今後の実施に関する考え方につ

いての御質問にお答えいたします。 

 本市の防災演習は、令和元年度に実施し

て以降、新型コロナウイルス感染症の流行

等により実施できておりません。また、そ

の間は、令和３年度に実施予定であった淀

川水防・大阪府地域防災総合演習も中止と

なっており、関係機関等との訓練が実施で

きていない状況でございます。 

 このような中、本年５月に大阪府地域防

災総合演習が実施され、本市も参画し、関

係機関等との合同訓練の重要性を改めて認

識したところでございます。大規模災害の

発生時には、多くの関係機関の応援を受け
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なければ円滑に応急対策業務を進めること

はできません。このため、災害時の応急対

策業務の確認、関係機関とのさらに顔の見

える関係性の構築、市全体の防災意識の向

上を目的に、令和７年度から市独自の防災

演習を再開できるよう検討を進めていると

ころでございます。 

○水谷毅議長 福住議員。 

○福住礼子議員 それでは、一問一答で行い

ます。 

 マイナ保険証の普及と利用促進等につい

てですが、１０月に送付をされました被保

険者証には、マイナ保険証の情報を掲載し

たチラシが入っておりました。しかし、気

づきやすい、分かりやすいかといえば、も

う少し目に留まる、あるいは強調する点が

工夫されてもよいのではないかと感じまし

た。引き続き、広報紙やホームページ、窓

口案内モニターなどを活用し、利用促進に

努めていただくよう要望いたします。 

 利用率は、８月末時点で全国平均を上回

ってはおりますが、２割に満たない結果で

あります。１２月以降は、利用率の推移を

注視しておくべきですし、利用に関するト

ラブル等がございましたら速やかな対応を

お願いしたいと思います。 

 マイナ保険証の活用の様々なメリットを

委員会でお尋ねいたしました。医療機関の

受診時、調剤時に、マイナ保険証で受付を

し、情報提供に同意することで、特定健診

の情報や過去に処方された薬など、患者本

人のデータをほかの医療機関と共有して確

認することができ、よりよい医療が受けら

れます。また、医療現場の従事者も情報の

共有がスムーズになり、事務負担の軽減が

可能であります。 

 高額療養費制度におきましては、事前に

限度額適用認定証を申請することで窓口負

担が上限額に抑えられておりましたが、マ

イナ保険証では、公的医療保険が適用され

る診療に対しましては、限度額適用認定証

がなくても上限額に抑えることができま

す。 

 ほかに、確定申告時の医療費控除申請に

おきましては、マイナポータルからｅ－Ｔ

ａｘに連携することで１年分の領収書管理

が不要になります。 

 マイナ保険証を使った実証実験では、大

規模地震の際に、避難所においてマイナン

バーカードを使って入退所管理や薬剤情報

の管理を行ってみたところ、避難者の把握

や薬の支援要請に時間短縮をする効果があ

りました。また、消防庁の実証事業では、

自宅や外出先で救急搬送になった場合、救

急車に装備されたカードリーダーでマイナ

保険証からの情報を知ることができ、速や

かに適切な治療につながるなど、こうした

活用方法は一人でも多くの方がデータに基

づいた医療を受けられることに通じるもの

だと考えます。 

 ただし、分かりづらい点もあります。今

の健康保険証は１２月２日以降も有効期限

まで使えること、資格情報のお知らせは、

これまでの保険証のように券面に保険者番

号が記されていないため、加入健康保険組

合や保険者番号を確認するためのものであ

ること、マイナンバーカードを持っていな

い、あるいは保険証とひもづけされていな

い方は資格確認書を使用していただくこと

などであります。ＳＮＳ上では、資格情報

のお知らせを資格確認書と勘違いしたとい

うつぶやきがありました。本格的に切り替

わる時期でもありますので、マイナ保険証

について可能な限りの情報提供をお願いし

たいと思います。 

 さて、マイナ保険証が利用できる環境に
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ついてですが、現在は医療機関、歯医者、

薬局にとどまっているのではないでしょう

か。利用推進のためには利用できる場所の

拡大が必要ですが、これまで推進されてい

なかった柔道整復、あんま、はり・きゅ

う、マッサージなどの導入状況についてお

伺いしたいと思います。 

○水谷毅議長 保健福祉部長。 

○谷内田保健福祉部長 マイナ保険証による

オンライン資格確認については、医療機関

や薬局において先行導入されております。 

 お問いであります柔道整復、あんま、は

り・きゅう、マッサージの施術所への導入

については、令和６年４月から任意で導入

が進んでいる状況でございます。健康保険

を取り扱う施術所については、健康保険証

の新規発行が停止となる令和６年１２月２

日以降は導入が義務化されると聞いており

ます。 

 なお、仕組みといたしましては、先行し

ている医療機関や薬局のように健康・医療

情報を取得・活用する形態とは異なりまし

て、取り扱う情報が限られたオンライン資

格確認の資格確認限定型という種類となっ

ております。これは、どの健康保険に入ら

れているのかといった資格確認のみを行う

簡素な仕組みとなっております。 

○水谷毅議長 福住議員。 

○福住礼子議員 健康保険証を取り扱う施術

所も、１２月２日以降は義務化となる点は

理解をいたしました。 

 マイナンバーカード保有率は、９月末時

点で全国７５．２％、摂津市は７３．６％

であります。市民課では、毎月第４日曜日

の午前９時から１２時にマイナンバーカー

ド休日開庁を行い、申請、交付、保険証の

ひもづけ、更新などの手続に平均１００人

ぐらいの方が来庁されております。また、

高齢者施設へ出張されて、希望する方がマ

イナ保険証を保有できるようにも取り組ん

でいただいております。手続の待ち時間等

も活用してマイナ保険証に関する情報を提

供し、将来的にデジタル技術を用いて医療

や介護の分野でサービスが改善され、良質

の医療やケアが提供されることを目的に、

今後も丁寧な普及と利用促進に努めていた

だくことを要望いたします。 

 次に、自治体の窓口ＤＸについてであり

ます。 

 市役所での従来の窓口業務では、住民の

目線から見た場合、手続をする際に同じ項

目を何度も書かされる、窓口で待たされ

る、複数の窓口に回されるといった課題を

抱えています。職員の立場からは、同じ記

入方法の説明を求められる、記入内容の確

認作業が多岐にわたる、業務の複雑化に伴

って業務が属人化するなどの課題がござい

ます。こうした課題が、窓口ＤＸに取り組

むことによって、書かない、待たない、回

らない窓口の実現につながるということだ

と思います。そのためには、単なる業務の

改善ではなく一体的な業務改革を行うとい

う御答弁だったと思いますが、摂津市の窓

口ＤＸを進めるに当たってどのように取り

組まれるのかをお聞かせください。 

○水谷毅議長 総務部長。 

○石原総務部長 現在、令和７年度末をめど

に（仮称）摂津市ＤＸ推進計画の策定を進

めており、窓口ＤＸに関する内容について

も検討項目の一つになると考えておりま

す。 

 具体的には、現行の窓口業務の棚卸しを

進め、市民のライフサイクルに通じた改革

を進めていかなければならないと考えてお

ります。また、多岐にわたる窓口の部局横

断での展開が必須となりますので、全庁的
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な議論ができる環境づくりも必要になると

考えております。 

 いずれにいたしましても、今後策定して

いきます（仮称）摂津市ＤＸ推進計画に基

づき、全庁的に進めてまいりたいと考えて

おります。 

○水谷毅議長 福住議員。 

○福住礼子議員 北海道北見市の事例を紹介

したいと思います。全国に先駆けて、担当

部署が異なる窓口を集約化する書かないワ

ンストップ窓口を導入されました。転居や

出生など住民のライフイベントが発生する

と、課やカウンターを移動しながら様々な

手続をする必要があり、カウンターごとに

説明、申請書の提出を繰り返します。これ

に対して、住民、職員ともに無駄だと感じ

る業務がありました。そこで、自治体が保

有するデータを活用して、必要な手続の自

動判定ができるシステムを導入し、職員の

スキルに左右されない判断を基に、定型的

な手続が一つの窓口で行えるようになりま

した。住民は、印刷された書類の確認と署

名のみで、何枚もの申請を記入する負担を

軽減できました。 

 書かないワンストップの窓口を実現する

には、システムの導入だけでは不十分であ

り、バックヤードも含めて、業務改革、全

体的な業務プロセスを可視化する過程にお

いて、複数部門で重複する無駄な業務な

ど、効率化を阻む要因、課題を発見するこ

とであり、それには、ビジネスプロセス・

リエンジニアリング、略してＢＰＲの推進

が重要だと言われております。デジタル庁

では、そうしたＢＰＲアドバイザー派遣・

育成事業もあり、必要であれば検討するこ

とだと思います。 

 まずは、全庁的な議論ができる環境づく

りという観点から、プロジェクトチームな

どを立ち上げて、多岐にわたる部局の業務

分析から実施設計を進めていかれることを

提案します。 

 また、組織的にデジタル人材の採用・育

成は不可欠であります。どのように取り組

まれているのか、お聞かせください。 

○水谷毅議長 市長公室長。 

○平井市長公室長 これまで、デジタル・Ｉ

Ｔ人材につきましては、情報処理に関する

業務の実務経験者を採用してまいりまし

た。また、様々なデジタル技術を駆使して

新たな価値を提供できる人材育成について

は、ＡＩやＲＰＡといった様々なデジタル

ツールを活用して業務改善を実行できる職

員、さらに、その中から業務を管理できる

職員の育成が非常に重要であります。 

 その育成段階を可視化するためには、研

修やアンケートを基に必要なスキルの階層

化等を進めていく必要が考えられ、将来的

にはこれを踏まえた人事異動を行うことが

できるものと考えております。現在の職員

育成・行動基本計画は令和８年度までの計

画期間でございますが、次期計画策定に向

け、行政のデジタル化を進めていくために

は、現状の把握が必要となります。職員ア

ンケートにおいてデジタルリテラシーの把

握に努めた上で、各職位に必要な能力を整

理し、デジタル人材の育成に努めてまいり

ます。 

○水谷毅議長 福住議員。 

○福住礼子議員 最近は、どの業種、どの分

野にかかわらず、人材確保は難しいと聞き

ます。それだけに、現職員の育成に取り組

みながら、新たな採用もスピード感を持っ

て進めることが大事であります。摂津市の

採用試験はエントリーシートが紙での申込

み提出となっておりますが、デジタル技術

を生かせる職員採用といったことも含めま



2 － 62 

すと、応募書類等もデジタルツールの活用

などを検討することを要望したいと思いま

す。 

 総務省は、自治体ＤＸ推進計画にデジタ

ル人材の確保・育成や自治体フロントヤー

ド改革の推進という項目を追加されており

ます。自治体フロントヤード改革とは、行

政と住民のコミュニケーションやサービス

提供の仕組みを根本的に変革し、効率的で

利便性の高い行政サービスを目指す取組で

あります。住民と行政にとって効果の高い

本市の窓口ＤＸが進められていくことを期

待しておりますので、よろしくお願いいた

します。 

 次に、摂津市の防災訓練についてです

が、新型コロナウイルス感染症により、令

和元年度から災害訓練だけでなく様々な行

事が中止を余儀なくされましたし、災害時

においては感染対策を取り入れていくとい

う課題も追加されました。防災関係機関と

の大々的な合同訓練は重要でありますが、

規模はコンパクトであっても、その時折の

状況を課題に取り入れた訓練も必要だと考

えます。 

 一方で、万一の発災時に備えて、避難場

所や給油、物品や飲食などの事業者と市が

協定を締結されている点は評価しておりま

す。協定した事業者と市民が合同で防災訓

練をし、避難所のシミュレーションができ

るような企画の検討を要望したいと思いま

す。 

 次に、職員を対象とした訓練についてで

すが、災害が発生した、あるいは発生する

おそれがある場合を想定した訓練は行われ

ているのか、また、災害対策本部会議も令

和２年度の訓練から行われておりません

が、今後の取組についてお答えください。 

○水谷毅議長 総務部理事。 

○丹羽総務部理事 職員を対象とした訓練に

つきましては、昨年度、職員やその家族の

安否、参集の可否、参集までに要する時間

等を迅速かつ効率的に把握するための訓練

として、ＬｏＧｏチャット及びＬｏＧｏフ

ォームを活用した安否確認訓練を実施して

おり、今年度も継続して実施してまいりた

いと考えております。 

 また、現在、地域防災計画の見直しを進

める中で、各種応急対策業務の手順の具体

化等に取り組んでおり、改定作業の中で明

確にした事項等を踏まえた災害対策本部会

議運営訓練の実施も予定しております。 

○水谷毅議長 福住議員。 

○福住礼子議員 茨木市が、令和５年１月に

大規模地震災害を想定した職員防災訓練を

実施されました。その目的は、平成３０年

の大阪北部地震を受けて修正・作成をした

地域防災計画、受援計画の実効性を検証

し、職員の災害対応能力の向上を図るため

でございます。近年の災害発生状況を考え

ますと、本市でも発災するおそれがあるこ

とから、茨木市の取り組んだこのような訓

練は必要だと考えます。御答弁にありまし

たＬｏＧｏチャット及びＬｏＧｏフォーム

を活用した安否確認から参集までの訓練と

災害対策本部会議訓練を連動させて実施さ

れることを提案したいと思います。 

 防災危機管理課は、庁内全体の危機管理

意識を醸成する部署であります。また、災

害時は他課に対して指示や依頼を発信する

部署であることからも、担当職員には、時

間と経験を積みながらスキル向上と専門知

識を有する人材の育成、また人材確保にこ

れからもしっかりと取り組んでいただきま

すことを要望して私の質問を終わらせてい

ただきます。ありがとうございました。 

○水谷毅議長 福住議員の質問が終わりまし
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た。 

 お諮りします。 

 本日はこれで延会することに異議ありま

せんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○水谷毅議長 異議なしと認め、そのように

決定しました。 

 本日はこれで延会します。 

（午後３時５５分 延会） 
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（午前１０時 開議） 

○水谷毅議長 ただいまから本日の会議を開

きます。 

 本日の会議録署名議員は、村上議員及び

南野議員を指名します。 

 日程１、一般質問を行います。 

 順次質問を許可します。 

 安藤議員。 

  （安藤薫議員 登壇） 

○安藤薫議員 おはようございます。 

 それでは、一般質問を始めさせていただ

きます。 

 最初に、嶋野市長、就任おめでとうござ

います。これから４年間、しっかり議論し

ていきたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

 最初に、新市長の市政運営の方針につい

て、３点お聞きしたいと思います。 

 初めに、市長が所信表明にて述べられた

「ウェルビーイング」を踏まえたまちづく

りについてお聞きします。 

 ＷＨＯ、すなわち世界保健機構によりま

すと、ウェルビーイングとは肉体的にも精

神的にも社会的にも全てが満たされた状態

であるとされています。地方自治法第１条

の２で提起される住民の福祉の増進という

地方自治体の役割をしっかり果たしていく

上で大切な観点だと思います。ウェルビー

イングについて市長の認識をお伺いしま

す。 

 次に、市民参加の在り方についてお聞き

します。 

 市民のウェルビーイングの向上のため

に、多様な市民生活の実態や意向を把握

し、行政と市民との相互理解を深め、合意

と納得の下、物事を進めていく取組が重要

だと思います。これまでも、情報公開や市

民意見の聴取、パブリックコメントなど、

市政への市民参加の在り方について議論を

重ねてまいりましたが、改めて嶋野市長の

見解をお聞かせください。 

 ３点目に、市職員体制等について質問し

ます。 

 摂津市は、この３０年来の数次にわたる

行政改革の下で正規職員を大幅に削減して

まいりました。一方で、市民サービス業務

のアウトソーシングや、現在では会計年度

任用職員と定義されていますが、身分が不

安定な非正規職員を増やしてまいりまし

た。今の市の職員体制は、多様化する市民

の願いに応え、市民の幸福度、つまりウェ

ルビーイングを引き上げる施策を担えるも

のになっているでしょうか。多様化・複雑

化する業務を支える職員、とりわけ児童や

高齢者、障害者などをケアする専門分野で

の人手不足が深刻になっています。全体の

奉仕者としての市職員体制の強化が求めら

れています。現状と課題の認識についてお

聞かせください。 

 続いて、公共交通の充実について、３点

お聞きします。 

 最初に、昨日も議論がありましたが、地

域公共交通協議会の進捗状況と市民参加に

ついてです。進捗状況につきましては、昨

日、既に光好議員、西谷議員への御答弁で

お話をいただいておりますので、今回は本

協議会への市民参加の状況についてお聞き

します。 

 協議会の運営は、まず、事業者や行政な

ど、いわゆるプロの皆さんによる分科会で

議論され、それを受けて公募市民委員が加

わる全体の協議会が行われているとお聞き

しています。公共交通利用者として二人の

公募市民委員が利用者の立場から積極的に

発言されていることも認識をしています

が、分科会の情報共有や意見反映はどのよ
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うに保障されているのか。公共交通の利用

者は、地域、年齢、生活スタイルなど多種

多様です。期待される公共交通の充実に向

けた計画策定には、こちらにも市民参加、

市民意見が欠かせません。現状の認識をお

伺いいたします。 

 次に、路線バスの減便、値上げなどの現

状と市の認識についてです。 

 第２回定例会でもお聞きいたしました

が、今年も路線バスの減便と運賃値上げが

行われました。事業者には様々な事情があ

るということは十分承知をしております

が、バスの利用促進を図り、地域公共交通

を維持・充実させるという本協議会の目指

す方向性に逆行しているのではないでしょ

うか。路線バスにおける現状と摂津市とし

ての認識をお聞かせください。 

 ３点目に、バス利用者の利便性向上に向

けた取組です。 

 人口減少が進む中で、市民の移動する自

由を保障する地域公共交通の充実は、事業

者だけの努力では非常に困難だということ

も共通の認識だと思います。公共交通の意

義は、地域のまちづくり、市民の基本的人

権の保障に資するべきものであり、利用者

の利便性向上には公の責任も問われていま

す。これまでも求めてきたことであります

が、バス停のベンチや上屋の設置など環境

改善に対する補助制度、高齢者など交通弱

者に対する運賃補助制度を創設するなど、

事業者や利用者に対する支援の取組が求め

られると思いますが、見解をお伺いいたし

ます。 

 １回目は以上です。 

○水谷毅議長 答弁を求めます。市長。 

  （嶋野市長 登壇） 

○嶋野市長 まず、「ウェルビーイング」を

踏まえたまちづくりで、ウェルビーイング

の捉え方についてお答えをしたいと思いま

す。 

 このたびの市長就任に当たりまして、私

は所信を表明したわけであります。その中

で「ウェルビーイング」を踏まえたまちづ

くりを行っていきたいと申し上げてまいり

ました。 

 ウェルビーイングという言葉につきまし

ては、先ほど安藤議員から御紹介があった

とおりでございまして、身体的、精神的、

また社会的に良好な状態を指している。こ

れは、単に病気や貧困の回避にとどまらな

い幸福感であったり生活の質の向上を目指

す概念でございます。 

 このウェルビーイングという言葉は、私

は市民の持続可能な幸福と理解しておりま

して、これを実現していくことが大事であ

ると捉えているところでございます。どう

いうことかと申しますと、要は、一時の幸

せにとどまらない、市民に幸せを感じ続け

ていただくための施策をこれから重視し、

実行していきたいと考えているところでご

ざいます。 

 今後、我が国におきましては急速に人口

が減少してまいります。市民に最も身近な

基礎自治体といたしまして、この市民の持

続可能な幸せという視点をしっかりと持ち

ながらいろんな取組を進めていきたいと考

えているところでございます。これは目的

ではありませんけれども、そういったまち

づくりを進めていくことによって、結果と

して人口の増加にもつながっていくのでは

ないだろうかと思っているところでござい

ます。 

 しかしながら、ちょっと矛盾したことに

なるのかも分かりませんけれども、今後の

持続可能なまちづくりを考える際には、残

念ながら我が国全体で人口が減っているわ
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けですので、基礎自治体といたしまして

も、そういったことを想定していくことが

大事でございます。その際に取組の道しる

べとなるものが、ウェルビーイング、すな

わち市民の持続可能な幸福であると考えて

います。まずは、この考え方を庁内でしっ

かりと共有して今後のまちづくりに取り組

んでいきたいと思っているところでござい

ます。 

 続きまして、市民参加の在り方について

答弁をさせていただきます。 

 現在、本市は、摂津市行政経営戦略を推

進するに当たりまして、本市に関わる全て

の人々が自治の担い手としてそれぞれの役

割を果たし、自ら育ちながらまちを育てる

協働社会の実現を目指しております。 

 市民参加の在り方でございますけれど

も、協働社会の実現に向けた大きなテーマ

でございまして、実際に市民がどのような

形でまちづくりに参加していくのかという

ことについては様々な手法があるんだろう

と捉えているところでございます。 

 現在、一つの試みといたしまして、鳥飼

まちづくりグランドデザインにおける住民

との意見交換を鋭意進めているところであ

ります。この取組は、地域の現状、課題を

住民と行政がまずは共有していく、そこか

ら将来のまちづくりの方向性について検討

していくというものでございます。このよ

うな取組を通してまちづくりが進んでいき

ますと、さらに市民参加を加速させてい

き、様々な分野において、好循環をつくり

出していけるんだと捉えているところでご

ざいます。 

 一方で、あらゆる場面で市民参加を求め

ていくことは現実的には難しいと思うとこ

ろでございます。参加する住民の皆様方、

地域コミュニティ団体等をどのように決め

ていくのか、また、どのような役割を担っ

ていただくのか、協働に向けた行政職員の

ノウハウの蓄積等、様々な課題があると考

えております。 

 こうした課題を解決していくために、本

市に関わるあらゆる方々が地域にまず目を

向けていただく、そして、課題を発見して

いくとともに、その解消に向けて協働の輪

を広げていく。そうした人づくりを行って

いくことが非常に重要になってくると捉え

ているところでございます。よく申し上げ

ますけれども、まちづくりは人づくりだと

理解をしているところでございます。私自

身、市民参加、また協働、この重要性をし

っかりと認識していきながら今後の市政運

営に臨んでいきたいと思っているところで

ございます。 

 以上でございます。 

○水谷毅議長 市長公室長。 

  （平井市長公室長 登壇） 

○平井市長公室長 人員体制と専門職に係る

問題意識などについての御質問にお答えい

たします。 

 令和６年４月１日現在の人員体制でござ

いますが、正規職員と再任用職員を合わせ

て６７５名、会計年度任用職員が５４９

名、合計１，２２４名であり、正規職員の

割合は５５．１％となっております。 

 正規職員の専門職の採用状況ですが、保

育教諭につきましては、待機児童解消を主

な目的とし、令和５年度以降１２人の採用

を、保健師につきましては、地域保健の充

実等を目的として令和２年度以降１０人の

採用を、心理士につきましては、体制強化

を主な目的とし、令和３年度以降６人の採

用を行っております。 

 専門職は、特定の分野に特化した専門家

であり、高度な知識や技術が必要となりま
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す。その人材確保においては、募集対象年

齢の上限の拡充や、１年間に複数回の採用

試験実施を行っております。ただ、人材不

足から、なかなか募集しても人数が集まら

ない状況もございます。引き続き、職員募

集広告の掲載や専門サイトへの掲載はもと

より、学校や合同説明会などのイベントに

直接出向く等、応募人数を増やすための取

組を進めてまいります。 

 また、会計年度任用職員におきましても

専門職の任用を行っております。ただ、正

規職員と会計年度任用職員には与えられて

いる役割に違いがございます。正規職員

は、組織内での責任ある役割を果たすこと

が求められ、組織目標に合わせた中長期的

な業務に従事し、会計年度任用職員は、そ

のサポート的な役割を担っていただきま

す。こうしたことから、正規職員と会計年

度任用職員は勤務時間数や給与体系が異な

る制度となってございます。 

 なお、会計年度任用職員の処遇改善につ

きましては、これまでも報酬の見直し、勤

勉手当の導入等を行ってまいりました。ま

た、今年６月に改正された国の期間業務職

員と同様に、本市におきましても、勤務成

績が良好な場合に限り２回まで再度の任用

が可能なことから、再度の任用の回数を撤

廃し、人事評価の結果が良好な場合に限り

再度の任用を行うこととする処遇の改善に

努めております。 

○水谷毅議長 建設部長。 

  （永田建設部長 登壇） 

○永田建設部長 協議会における市民参加の

考え方についての御質問にお答えします。 

 摂津市地域公共交通計画は、市民生活に

密接に関係する計画でありますことから、

摂津市地域公共交通協議会への市民参加の

必要性は認識しております。本協議会の市

民参加は、その根拠法令である地域公共交

通の活性化及び再生に関する法律と道路運

送法により、必要な構成員として地域公共

交通の利用者も含めておりますことから、

２名の市民委員の方々にその代表として参

画いただいているところでございます。 

 市民委員の関わり方につきましては、個

別に摂津市の公共交通に関する現状や課

題、将来の想定などについて共有いたしま

した。その後、交通事業者中心の分科会と

同様に、市民委員の方々にもその協議内容

を共有し、理解を深める意見交換会を重ね

ることで、公共交通の利用者目線で意見や

ニーズを発信する役割をしっかり果たして

いただいております。 

 続きまして、路線バスの減便などの現状

と認識、施策の実施についての御質問にお

答えいたします。 

 摂津市内を運行する路線バスにおきまし

ても、令和５年度以降、複数の系統におい

て、減便や最終便の繰上げのほか、２度に

わたる運賃改定が実施されております。本

協議会において、交通事業者からは、深刻

化する運転手不足による待遇改善や、燃料

をはじめとした全般的な物価の高騰など、

事業運営に要するコストの増加に対応する

ことが主な目的であると報告を受けており

ます。 

 これら路線バスが民間事業者に支えられ

ている以上、協議会でその減便や運賃改定

を直接食い止めることはできませんが、現

在議論している路線バスなど公共交通の利

用促進に効果的な施策を実施することで、

この現状を改善させることを目指している

ものでございます。 

 さらに、摂津市においても高齢化が進む

中、その対策が急務であることは認識して

おりますが、施策の実施につきましては、
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利用者ニーズをしっかりと把握することと

事業者間の合意形成が重要であることか

ら、この作業にどうしても時間を要するこ

とになります。今後、公共交通から目的地

などへの移動手段を中心に、関係者間で合

意に至った施策から速やかに進めてまいり

たいと考えております。 

 続きまして、バス利用者の利便性向上へ

の取組についての御質問にお答えいたしま

す。 

 現在、本協議会において、公共交通の利

便性を向上させるための施策として、乗り

継ぎの円滑化やバス待ち環境の確保・改善

などの施策について、先進事例を研究しな

がら協議しております。 

 また、利用者目線に立って利便性を向上

させるためには、多様な関係者と連携した

取組が有効であると考えております。その

ため、主体性が生まれ、新しい発想や施策

実現への動機につながるよう、本協議会で

は役割分担の協議に重点を置き、関係者の

関わり方を見える化いたしました。その結

果、委員からは積極的かつ具体的な意見が

出され、関係者間の連携と協働の仕組みが

機能し始めていることを実感しているとこ

ろであります。 

 今後も、本協議会を通じて、関係者間の

相互理解を促進しながら、施策実現に向け

た実効性のある議論を展開し、交通利便性

の向上に取り組んでまいります。 

○水谷毅議長 安藤議員。 

○安藤薫議員 ２回目以降は一問一答で質問

してまいります。 

 「ウェルビーイング」を踏まえたまちづ

くりについて、市長から御答弁いただきま

した。ありがとうございます。 

 国連が発行しています世界幸福度報告書

で、２０２４年度、日本の幸福度ランキン

グは前年よりも４ランク下がりまして世界

５１位、先進国の中では毎年のように最下

位に近い状況が続いていると報じられてい

ます。賃上げも経済成長もない失われた３

０年とも言われているこの間の日本社会に

おいて、地域の経済、市民の暮らしの困難

もより深刻になっています。こういうとき

に就任された嶋野市長がウェルビーイング

向上を掲げたことは、大変意義のあること

だと歓迎をするものであります。同時に、

それが掛け声倒れにならないように取り組

んでいただきたいと思いますので、お聞き

していきたいと思います。 

 そのためには、やはり市民生活や摂津市

の現状をどのように把握しているのか、そ

して、それを共通の認識にしていくことが

必要だと思います。そこで市長にお伺いし

ますが、改めて今回ウェルビーイングとい

う理念を掲げられた背景、意義、そして、

ウェルビーイングと照らした上で、今、摂

津市民がどんな状況にあるのか、その認識

についてお聞かせいただけたらと思いま

す。 

○水谷毅議長 市長。 

○嶋野市長 現在、摂津市行政経営戦略を進

めていく中で、その基本理念はみんなが育

むつながりのまち摂津でございます。この

つながりというのは、いろんなつながりが

あります。例えば市民と市民のつながりも

あれば、市民と団体のつながりであった

り、団体同士のつながりであったり、ある

いは市民と事業者だったり、いろんなつな

がりがあると思うんです。このつながりを

強くしていこうと、これまでもまちづくり

の中で進めてまいりましたし、市政運営の

大きな柱であったわけです。このつながり

が一体何を目指しているのかと考えたとき

に、一言で言うと、人々の幸せなんだろう
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と、私は感じたわけです。幸せと言って

も、その場しのぎの一時的な幸せで本当に

いいのかと考えたときに、そうではなく

て、本当に持続性のある幸せを目指すべき

なんだろうと思ったわけです。 

 一例を申し上げますと、例えば、体調が

悪くて頭も痛いし、熱もあって非常にしん

どい。そのときに、薬を服用してその症状

を改善することがあります。それは一時的

な改善であると思うんです。そうではなく

て、本来目指すべきなのは、やはり健康な

体、いろいろなウイルスにも打ち勝ってい

けるような体であり生活を目指すといった

ものが本来あるべき姿なんだろうと、私は

感じます。このウェルビーイングという言

葉を、今回、所信の中でも触れてまいりま

したし、間違いなくこれからこの言葉をい

ろんな場面で申し上げていくことになると

思っております。 

 先ほど１回目でも答弁いたしましたけれ

ども、残念ながらどんどんと人口が減少す

る時代でございます。昨日の本会議の質問

の中でもありましたけれども、地域の関係

性がどんどんと希薄になっている状況にあ

るわけでございます。そういった中で、市

民の皆さん一人一人がどのようにしてウェ

ルビーイング、つまり持続可能な幸せを感

じていただくのかということを考えていく

と、健康であったりとか、あるいはやりが

いがあるとか、日々の生活の中で張り合い

があるということが大切なんだろうと思っ

ております。併せて、つながりがある安心

感も非常に大きなものだと思いますし、そ

ういうまちづくりを目指していきたいと考

えているところでございます。 

 先ほど、議員からＷＨＯの調査について

の数字にも触れていただきました。我が国

の幸福度ランキングが５１位であった、こ

れは先進国で最下位に近いという御紹介が

あったと思います。その中で、賃金も上が

らないし生活もしんどいというお話がござ

いました。一方で、かつて我が国が世界第

２位の経済大国と言われて、本当にトップ

になるんじゃないかと言われるような状況

のときにも、はたして経済的な幸せが本当

の幸せなのかといった議論があったことを

私は覚えています。 

 私は、本当の幸せとは何なのかと考えて

いくと、もちろん経済的にしっかりと自立

ができるといった状況も大事だと思ってい

ます。併せて、先ほどから言っているつな

がりであるとか、あるいは健康であると

か、そういったことについても同時に求め

ていく、これがまさに住民に一番近い基礎

自治体として求めていくものなんだろうと

思っているところでございます。 

 今、決して市民の皆さんの生活そのもの

が経済的に余裕があるとは言えないと私も

思っているところでございます。しかし、

そういった中で、経済的なものだけではな

い様々なものをしっかりと見詰めていきな

がら、このウェルビーイングのまちづくり

を進めていきたいと思っているところでご

ざいます。 

 以上です。 

○水谷毅議長 安藤議員。 

○安藤薫議員 ありがとうございます。 

 ウェルビーイングの国際的なランキング

が５１位と御紹介させていただいて、市長

からも御発言がありましたけども、御承知

のとおり、これはウェルビーイングのラン

キングですので、経済的な満足だけではな

くて、様々な角度からの指標に基づいて示

されているものであります。経済成長時代

に経済だけで幸せかと言っていたものが、

まさに今でもそういったことが続いている
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ということだと思います。そういう意味で

は、社会的に市民が持続的に幸せになって

いくような取組は、改めて、経済だけでな

い、病気の対症療法ではなくて病気になら

ない、もしくは病気になっても安心できる

という安心感を与えていく施策が必要だと

思うんです。 

 少し議論しただけでも、ウェルビーイン

グ、つまり幸福度を上げていく上で、その

物差しの在り方によっても目標とか目的と

か進むべき方向性は異なってしまう可能性

があります。今、地域幸福度指標、つまり

ウェルビーイング指標に基づいた施策展開

をいろんな自治体でやっておられるとお聞

きしているわけです。地域幸福度指標を基

にした自治体の取組、具体的に目標を掲げ

て、その進行管理等を把握し、改善しなが

らウェルビーイングを求めていく具体的な

指標、目的、計画が策定される必要がある

のではないかとも思います。その点、見解

を聞かせていただけないでしょうか。 

○水谷毅議長 市長。 

○嶋野市長 現在、行政経営戦略の中でも、

ＫＰＩという指標を示して、それに向かっ

て進捗状況がどうであるのかについて評価

をしているわけです。ウェルビーイングに

ついても、それを基にして、これから摂津

市の土台となる行政経営戦略をしっかりと

つくっていきたいと、昨日の本会議の中で

も答弁をしたところでございます。 

 その中で、どういったＫＰＩ等の指標を

設定していくのか、そこが非常に重要なこ

とだと思っております。そのことを多くの

市民の皆様方に御覧いただくことで、摂津

市がどういった方向性を目指しているのか

ということについても分かりやすくつかん

でいただけるんだろうと思います。そのこ

とによって、先ほど議員がおっしゃってお

られたように、安心して摂津市に住み続け

ていただける。摂津市はこういう方向を目

指しているんだということを分かっていた

だくことによって、私は安心感につながっ

ていくと思っているんです。 

 しかし、その一つ一つが果たして数値化

できるのかということを考えると、やはり

難しいところもあると思っているんです。

昨日の議論を振り返ってまいりますと、塚

本議員から立志教育のことについて質問が

ございました。私は立志教育を何とか進め

ていきたいと思っているんですけれども、

子供たちが自らの志を定めて、それに向か

って歩み出していくとなると、非常に大き

な困難が伴ってくると思うんです。やはり

易きに流れてしまって、今その夢を諦めて

楽な方向に行ったら、ひょっとしたら一時

的な幸せは感じられるかもしれない。しか

し、それは、一人の人間として将来振り返

ったときに、あのときなぜ諦めたのか、し

んどくても頑張り続けることができなかっ

たことに対して後悔もするだろうし、本来

我々が目指しているウェルビーイングにつ

ながるものではないと考えております。ど

んなにしんどくても志があるから頑張れ

る、そこから得られる本物の達成感こそが

ウェルビーイングだと思っているんです。 

 こういったことを指標として掲げること

はできると思っています。しかし、それを

進捗管理しながら数値化していくことにつ

いては非常に難しいと思っています。全国

学力・学習状況調査で、自分の夢があると

か目標があるというような質問項目は確か

にありますけれども、そこだけでははかれ

ないものがあると考えておりますので、今

後、どういったものがよりふさわしいのか

ということについてはしっかりと研究して

いきたいと思っているところでございま



3 － 10 

す。ＫＰＩ等の指標として、我々が考える

ウェルビーイング、つまり持続可能な幸せ

を示すことはもちろん考えていきたいと思

っていますけれども、それに向けた数値化

等は今後の課題として考えていきたいと思

っています。 

○水谷毅議長 安藤議員。 

○安藤薫議員 ありがとうございます。 

 私自身も数値化云々を求めているわけで

はありませんが、やはり今の市民の生活や

摂津市の将来像はどうあるのか、「ウェル

ビーイング」を踏まえたまちづくりがどの

方向を目指しているのかは、より具体的に

庁内で、または市民の皆さんにもお示しを

しながら、その方向に向かって努力をする

と。最初に戻りますけども、自治体の役割

である住民の福祉の増進を図る、それをも

って市民の安心、幸福度を上げていく取組

をぜひ研究して実践していただきたいと申

し上げておきたいと思います。 

 続いて、市民参加についてです。 

 東京都の杉並区などで地域主権主義と訳

されるミュニシパリズムという新しい市民

参加の取組が行われています。さきの市長

選挙でも、私ども日本共産党が推薦した明

るい会の候補者もミュニシパリズムを掲げ

ていろいろ訴えをいたしました。こういう

考え方があるんだと、私もちょっと目から

うろこのような思いをしながら聞いておっ

たわけであります。 

 昨日の議論でも、西谷議員の質問の中で

杉並区が紹介されていまして、公園のルー

ルづくりも、地域の皆さんが地域のことは

地域で担って決めるんだという取組をされ

て、市民参加という点では非常に注目され

るべきものであると思うんです。あらゆる

分野で全て市民参加してもらうということ

は難しいし、市長がおっしゃられたとおり

ではあります。しかしながら、多様な意見

で行政との認識のギャップをしっかりと埋

めていく、手間暇がかかることであるけれ

ども、そこをしっかり取り組んでいく姿勢

を示すことが、市民参加、そして市民の市

政への関心を高めていくものだと私は考え

ております。改めて市長の見解を伺いたい

と思います。 

○水谷毅議長 市長。 

○嶋野市長 １回目の安藤議員の質問に対し

て答弁をしたときに、鳥飼まちづくりグラ

ンドデザインのワークショップの進め方に

ついてお話をさせていただきました。これ

は、まさに住民と行政が一つになってこれ

からのまちについて考えて、市民の皆さん

が参加をしていただく協働のまちづくりの

すばらしい事例だと思っております。公共

交通につきましても、協議会が立ち上がり

まして、その中には、先ほど１回目の答弁

でもありましたけれども、市民の代表の方

にもお越しいただいて、事業者の方にもお

越しをいただいて、もちろん行政も入って

取り組んでいるということで、こういった

取組もまさに協働の取組であると思ってお

ります。こういった協働を進めていくこと

が、まさに今、人口減少の時代になって、

より求められているものだろうと考えてい

るところでございまして、先ほど議員から

お示しをいただいた杉並区の事例もそうい

ったまちづくりの一つなんだろうと思って

おります。 

 昨日議論のあった公園の今後の在り方に

ついて住民が参加をしていくという取組で

あります。実は、総務建設常任委員会で北

九州市の行政視察をさせていただいて、私

もそのときは総務建設常任委員会の一人で

ありましたので、公園愛護会をつくって、

まさに住民の方が考えて行動していくとい
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う取組も学んでまいりました。しっかりと

そういったことも念頭に置きながら、本市

の状況も踏まえた協働の在り方をこれから

模索していきたいと思っております。 

○水谷毅議長 安藤議員。 

○安藤薫議員 ありがとうございます。ぜひ

研究していただきたいです。市長と一緒に

北九州市に行ってまいりましたので、そう

いった取組を、公園だけでなく、あらゆる

公共交通の分野であったり、もしくは保健

福祉の計画であったり、子育て分野におい

ても、市民の意見、市民の参加を保障する

取組を強化していただきたいと申し上げて

おきます。 

 市の職員体制についてに移ります。 

 保育士、学童指導員、心理士、様々な相

談員、またケースワーカーなど、人と関わ

る専門的な仕事の多くが１年更新の会計年

度任用職員で担われているのが現状です。

先ほども正規職員と会計年度任用職員の役

割の違いを一般論として御説明いただいた

かと思います。まさに人と関わる分野で責

任を持って、補足的な役割じゃなくて主体

的な役割を果たしていただいている会計年

度任用職員は、この間、一定の会計年度任

用職員の給料引上げであるとか報酬引上げ

とか処遇改善等を図られてきたことは評価

いたします。しかしながら、その仕事の専

門性、重要性、また継続性を考えますと、

先ほど２回までの更新は撤廃するというお

話がありましたけど、現状の１年更新その

ものについて、不安定な身分のままでいい

のかが問われていると思います。職員のウ

ェルビーイング向上は市民サービスの質の

向上にもつながります。会計年度任用職員

の処遇改善、安定的な雇用への転換につい

て、連続ですけども、こちらも市長に見解

をお伺いしたいと思います。 

○水谷毅議長 市長。 

○嶋野市長 本市の市政運営におきまして

は、会計年度任用職員の方が本当に高いス

キルを持って当たっていただいている状況

がございます。そこについては、私も非常

に心強く、また、ありがたいと思っている

ところでございます。 

 職員としてのウェルビーイングを高めて

いくべきではないのかというお話でありま

すけれども、おっしゃるとおりでございま

して、そこは私もしっかりと目指していき

たいと思っています。 

 一方で、先ほど市長公室長からお話をさ

せていただきましたけれども、正職員とし

ての責任といったものがあるわけでござい

まして、役割分担もされております。それ

は、事務職だけではなくて、専門職であっ

てもそういったことはあるわけで、むしろ

議員の目から、正職員と会計年度任用職員

とで違いはないと映っていること自体を改

めるべきなんだろうと私は思います。やは

り正職員としての責任をしっかりと果たし

ていくことが今求められているんだろうと

思います。それぞれに与えられた中で、そ

れぞれ皆さんがやる気、やりがいを持って

働いていただく、そういった環境を整える

ことが、まさに議員がおっしゃっておられ

る職員のウェルビーイングにつながってい

くんだろうと思っているところでございま

す。 

 確かに本市におきましても、豊富な経験

を生かして業務に従事していただいている

会計年度任用職員が多数おられます。そう

いった方々に本市で長く活躍していただき

たいと思っているところでございまして、

働きがいもしっかりと上げていく取組を考

えていきたいと思っているところでござい

ます。 
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○水谷毅議長 安藤議員。 

○安藤薫議員 会計年度任用職員の役割をき

っちり図られているということであります

ので、その役割がきっちり図られるような

体制としていただきたい。 

 同時に、児童相談嘱託員においては、虐

待死事件も起きました。先ほど申し上げま

したように、ケースワーカー、それから母

子・父子自立支援員であったりとか保育

士、学童指導員、会計年度任用職員はそれ

ぞれの部署でまさに責任ある対応を取って

おられるわけです。そういう方々が、成績

良好であればほとんど期限がないものとは

いえ、１年で更新が切られるということ

は、やっぱり身分不安定なものであって、

専門的な役割を果たしている人たちの待遇

改善を図らないことには、そういった業務

を果たす人たちが集まらない、人手不足は

解消できないと思います。専門的な会計年

度任用職員の処遇改善等を改めて研究して

いただいて、向上に向けた取組を進めてい

ただきたい。これも求めておきたいと思い

ます。 

 公共交通についてでございます。 

 地域公共交通協議会の市民参加について

お聞きしておきたいと思います。 

 市民委員がしっかり役割を果たしておら

れることはよく分かりました。ただ、先ほ

ども申し上げましたように、公共交通につ

いては、地域、年齢、属性によって大きく

その願いは異なってまいります。多様な市

民が利用しやすい、また、私たちの大事な

移動手段であるという認識をみんなが共通

認識としていくことが大事です。先ほど市

長からもお話がありましたように、市民参

加については、もっと広範にアンケートを

取ったり、もしくは、それぞれの属性の施

設に訪問して意向を聴くというような細や

かな市民参加を積極的に図る必要があると

思います。そのことについては求めておき

たいと思います。 

 それで、次の減便と値上げについてです

けども、この間、２度ほど値上げもされ、

また減便もされました。減便については２

５％も削減をされています。どんどん高齢

化が進んでいく中で、こうした減便は利用

促進の足を引っ張るものであります。利用

者のインセンティブを図るための具体的な

手だてを早期に図るべきだと思いますが、

お考えをお伺いします。 

○水谷毅議長 建設部長。 

○永田建設部長 減便や料金の改定、値上げ

につきましては、利用者の利便性向上から

は逆行し、利用者が離れていく形にはなろ

うかと思います。しかしながら、交通事業

者が決めていることでございまして、協議

会の中ではそういったところについて止め

ることはできませんが、施策の中で、より

利便性が上がるような取組について、今後

は協議を重ねてまいりたいと考えておりま

す。 

○水谷毅議長 安藤議員の質問が終わりまし

た。 

 次に、香川議員。 

  （香川良平議員 登壇） 

○香川良平議員 それでは、通告順位に従い

まして一般質問をさせていただきます。 

 まずもって、令和６年９月２２日執行の

摂津市長選挙におきまして、市民の皆様の

負託を受け御当選されました嶋野新市長に

おかれましては誠におめでとうございま

す。嶋野市長への初めての一般質問であり

ますので、私も新たな気持ちで質問に挑ま

せていただきたいと思っております。よろ

しくお願いします。 

 １点目、学校給食の無償化についてでご
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ざいます。 

 こども未来戦略方針に基づき行われた学

校給食費の無償化を実施する自治体におけ

る取組実態や成果・課題の調査の結果が６

月１２日に文部科学省において発表されま

した。公立小・中学校の児童・生徒全員の

給食費を無償化している自治体が、昨年の

９月時点で全国の約３割に当たる５４７自

治体あったことが発表されております。平

成２９年の同様の調査から６年間で約７倍

に増えており、子育て支援の一環で給食費

を無償化する動きが全国的に広がりを見せ

ています。 

 大阪府内においても、児童・生徒全員の

給食費無償化を行っている自治体や、支援

要件を設けるなど一部の児童・生徒を対象

にして無償化を行っている自治体など、

様々あると聞いておりますが、まずは、近

隣市における学校給食費の無償化の実施状

況についてお聞かせいただきたいと思いま

す。 

 次に、帯状疱疹ワクチン接種への補助制

度の創設についてでございます。 

 この質問は、これまでも他の議員が本会

議の中で質問をされてこられました。嶋野

市長も市議会議員時代に質問をされておら

れました。 

 帯状疱疹を引き起こす原因は、水ぼうそ

うによるウイルスと同じものであり、ほと

んどの成人の方はそのウイルスを保有して

いるとのことでございます。ただ、免疫に

よってそのウイルスを抑え込んでいるんで

すけれども、例えば疲労によって、あるい

は加齢によって免疫機能が低下したときに

帯状疱疹が出てくる、そのことによって神

経痛であったり様々な症状が引き起こされ

ると聞いております。これを防いでいくた

めにはワクチン接種が非常に有効であると

いうことであります。改めて、帯状疱疹の

発症の仕組みと症状、合併症と予防対策に

ついてお聞かせください。 

 次に、投票率向上に向けての取組につい

てでございます。 

 ９月２２日執行の摂津市長選挙及び大阪

府議会議員補欠選挙の投票率は、ともに３

６．６６％、１０月２７日執行の衆議院議

員総選挙の投票率は４８．３４％でありま

した。摂津市長選挙、衆議院議員総選挙と

もに前回と比べて投票率が低くなっており

ます。選挙管理委員会事務局として、この

結果をどう捉えているのか、お聞かせくだ

さい。 

 １回目、以上です。 

○水谷毅議長 答弁を求めます。教育総務部

長。 

  （安田教育総務部長 登壇） 

○安田教育総務部長 学校給食無償化の近隣

市の状況についての御質問にお答えいたし

ます。 

 北摂地域で申し上げますと、高槻市のみ

が令和５年度から恒久的に給食費の無償化

を実施しております。また、中学校給食セ

ンターが稼働する令和７年１月から中学校

給食のみを無償化する茨木市、令和６年度

中は無償化を継続している池田市など、一

部限定的に対応している市もあります。一

方、本市と同様に、物価高騰分のみ支援し

ている豊中市や箕面市、令和５年度から令

和６年度の９月までを無償化としておりま

したが、この１０月から無償化をやめ、給

食費の徴収を再開している吹田市など、

様々な状況となっております。 

○水谷毅議長 保健福祉部長。 

  （谷内田保健福祉部長 登壇） 

○谷内田保健福祉部長 帯状疱疹の発症の仕

組みと症状、合併症等についての御質問に
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お答えいたします。 

 帯状疱疹の発症の仕組みとしましては、

加齢や疲労などにより免疫力が低下した際

に、神経に潜伏している水痘・帯状疱疹ウ

イルスが再度活性化して発症するものであ

り、症状といたしましては、疼痛を伴う皮

膚症状が主なものとなっております。 

 また、代表的な合併症といたしまして

は、帯状疱疹後神経痛がございます。帯状

疱疹後神経痛は、皮膚病変が治癒した後に

も疼痛が数か月から数年存続するものであ

り、症例の１０％から５０％の割合で生じ

ることが国のワクチン評価小委員会におい

て報告されております。 

 帯状疱疹への対策といたしましては、ワ

クチン接種による予防がございます。帯状

疱疹ワクチンは２種類が薬事承認されてお

りますが、希望者が各自で受ける任意接種

とされている状況でございます。現在、国

において、予防接種法に基づき、市が実施

する定期接種化が検討されております。 

○水谷毅議長 選挙管理委員会事務局長。 

（溝口選挙管理委員会事務局長 登壇） 

○溝口選挙管理委員会事務局長 最近行われ

た選挙の結果に対する認識についての御質

問にお答えいたします。 

 令和６年９月２２日執行の摂津市長選挙

につきましては、８月末に大阪府議会議員

に欠員が生じたことに伴いまして、補欠選

挙との同時選挙となったものでございま

す。投票率は３６．６６％で、前回の令和

２年の市長選挙と比べて３．２４ポイント

の増加となっております。 

 選挙結果の分析はこれから行ってまいり

ますが、新人候補者の争いとなり、有権者

の関心を呼んだ一方で、当日、朝から雨が

降り続いたことなど、様々な要因が投票率

に影響を与えたものと考えております。 

 また、先般１０月２７日執行の衆議院議

員総選挙につきましては、投票率は４８．

３４％で、前回、令和３年の衆議院議員総

選挙と比べて３．３３ポイントの減少とな

っております。これは、全国の投票率が前

回よりも２．０８ポイントの減少があった

こと、また、大阪府全体での投票率も３．

５９ポイントの減少となっておりますこと

から、本市でも同様の傾向があったものと

考えております。 

○水谷毅議長 香川議員。 

○香川良平議員 それでは、２回目以降は一

問一答方式にて質問をさせていただきま

す。 

 学校給食の無償化についてでございま

す。 

 １回目で近隣市の状況について御答弁を

いただきました。恒久的に無償化を実施し

ている市や、無償化を実施していたが給食

費の徴収を再開している市など、様々ある

ということでございます。摂津市は、子育

てするなら摂津市と銘打って子育て支援策

に取り組んでいただいていると思います。

市のホームページにも、「子育て世代の転

入・定住促進のため、今後も安心して子ど

もを生み育てられる環境づくりを進めま

す」と書いてあります。子育て支援策のさ

らなる充実のためにも学校給食の無償化を

実施するべきだと考えますが、本市のお考

えをお聞かせください。 

○水谷毅議長 教育総務部長。 

○安田教育総務部長 近年、偏食や朝食を取

らない子供、また、栄養バランスの取れた

食事は１日の中で給食しかないという貧困

問題により、十分な栄養が摂取できない子

供がいるなど、子供の食に関する様々な問

題が浮き彫りとなっております。また、共

働き世帯の増加や様々な家族形態がある中



3 － 15 

で、子育て支援の観点からも学校給食の重

要性が増してきていると認識をいたしてお

ります。 

 学校給食費につきましては、学校給食法

第１１条第２項において保護者の負担とす

ると規定されております。本市といたしま

しては、子育て世帯の負担軽減に向け、

小・中学校及び公立こども園の給食費につ

いて、給食材料費の物価高騰分を公費負担

しております。また、要保護・準要保護世

帯に対しては、学校給食費等の学校で必要

な費用の援助を行っております。 

○水谷毅議長 香川議員。 

○香川良平議員 ありがとうございます。 

 無償化については難しいとの御答弁だっ

たのかと思います。しかしながら、子育て

世帯の負担軽減に向け、給食材料費の物価

高騰分を公費負担していただいているな

ど、限られた予算の中でできることをやっ

ていただけているのかと感じております。 

 ですが、１回目の御答弁でもあったとお

り、近隣市では、恒久的に給食費の無償化

を実施している高槻市、中学校給食センタ

ーが稼働する令和７年１月から中学校給食

のみを無償化する茨木市、令和６年度は無

償化を継続する池田市など、自治体間格差

が生じている状況であります。私は、こう

いった状況は非常にまずいと思っておりま

す。給食費の無償化において自治体間格差

が生じている現状を市はどのように考えて

おられるのか、お聞かせください。 

○水谷毅議長 教育総務部長。 

○安田教育総務部長 先ほど議員からもござ

いましたが、文部科学省が去年９月時点の

全国の無償化の状況を調べた結果、１，７

９４自治体のうち、公立の小・中学校で所

得条件などを設けずに児童や生徒全員を対

象に無償化していたのは、全体の約３０％

に当たる５４７自治体でありました。これ

らの自治体の中には、新型コロナウイルス

対策でできた地方創生臨時交付金やふるさ

と納税を活用して無償化に取り組む自治体

もあり、無償化した自治体の１割以上が恒

久的な財源確保にはつながらず、交付金の

裏づけのない令和６年度以降は必要な財源

を確保できず、改めて家庭に負担を求めて

いる市もございます。 

 このような状況を鑑み、各自治体や団体

等から国に対し財政措置等の仕組みづくり

を要望しており、本市におきましても、市

長会や大阪府都市教育長協議会をはじめ、

機を捉えて国や大阪府に要望を実施してい

るところでございます。 

○水谷毅議長 香川議員。 

○香川良平議員 国や大阪府への要望は引き

続き行っていただくようにお願いをしてお

きます。 

 次にお聞きしたいのが、実際、摂津市で

学校給食の無償化を行うにはどれぐらいの

費用がかかってくるのか、小学校と中学校

で分けてお答えください。 

○水谷毅議長 教育総務部長。 

○安田教育総務部長 令和６年度の予算で申

し上げますと、小学校給食の賄材料費は約

２億２，７００万円、また、現在のデリバ

リー方式の中学校給食を喫食率１００％と

して算出いたしますと、中学校で約１億８

００万円、合わせて約３億３，５００万円

と想定しております。 

○水谷毅議長 香川議員。 

○香川良平議員 ９月の市長選挙におきまし

て御当選されました嶋野市長には市民の皆

様が大変大きな期待を持っております。嶋

野市長のホームページを拝見しますと、そ

の中に「しまの浩一朗の政策提言」という

のがございます。四つの政策提言の中の２
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番に「学びの環境を整えます」というのが

あり、その中には学校給食の無償化につい

ても言及されております。このようなこと

から、財源の問題等、様々な課題はありま

すが、嶋野市長は学校給食の無償化に大変

前向きであると感じております。改めて嶋

野市長の学校給食の無償化についてのお考

えをお聞かせいただきたいと思います。 

○水谷毅議長 市長。 

○嶋野市長 学校給食の無償化については、

先ほど教育総務部長から丁寧に答弁をさせ

ていただき、いろいろな課題もあるんだと

いうことについては改めて香川議員も御認

識をいただいていると思います。その中の

一つとして、やはり財政的な問題は避けて

通れないわけです。 

 先ほどの答弁の中で、小学校給食の賄材

料費としては約２億２，７００万円かかっ

ているんだという話でございましたし、中

学校の給食でも、今、デリバリー方式でや

っていますけれども、もしこれを１００％

の喫食率として計算すると、およそ１億８

００万円かかるという話でございました。

財政的な負担も非常に大きいこともありま

して、全国的には、一度無償化に乗り出し

たけれども、やはり交付金の関係等で見直

しをせざるを得ないという状況があるのか

と思っております。そこら辺は私も注意深

く見ていきたいと思っているところです。 

 それと、この学校給食無償化であります

けれども、御承知のとおり、要保護・準要

保護の御家庭につきましては、保護者の負

担を求めていない形になっております。学

校給食無償化の対象は何なのか、どういっ

た方になるのかといいますと、貧困対策で

はなくて、子育て世代の皆様方の負担の軽

減ということになるんだろうと思っていま

す。そういうことを考えると、学校給食の

無償化のみならず、いろんな施策の中で、

果たして摂津市にふさわしいものが何なの

かについて考えていくことがやはりあるべ

き姿なんだろうと今思っています。 

 それと、これは将来的な話になりますけ

れども、今、国会で１０３万円の壁の見直

しの話が盛んにされています。どうなるか

分かりません。しかし、もしこれが国民民

主党が主張されている１７８万円に近づい

ていったとするならば、相当、子育て世帯

の皆様方の負担軽減になると思います。そ

ういったこともしっかり踏まえながら今後

の子育て支援の在り方を考えていきたいと

思っています。 

 先ほど、たしか２回目で子育てするなら

摂津市だと言っているでしょうというお話

があったと思います。だからこそ、学校給

食の無償化も含めて、いろんなメニューの

中から何がふさわしいのかをこれから考え

ていきたいということでございます。 

○水谷毅議長 香川議員。 

○香川良平議員 ありがとうございます。 

 学校給食は、児童・生徒の心身の健全な

発達に資するものであり、かつ、児童・生

徒の食に関する正しい理解と適切な判断力

を養う上での重要な役割を果たすもので、

それを支える環境整備は社会全体が取り組

むべき課題です。 

 学校給食を実施する財源となる学校給食

費については、学校給食法において、学校

給食を受ける児童または生徒の保護者が負

担することと定められておりますが、その

額は年間平均で５万円弱に及び、子育て世

帯にとって大きな負担となっております。 

 給食費の無償化は、保護者の経済的な安

心感を向上させ、子育て意欲を高めること

ができると私は考えます。国に対して財源

措置等の仕組みづくりを要望しているとの
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ことでありますが、国が無償化する場合で

も財源をめぐる課題に直面するのは避けら

れず、国による無償化を待っているだけで

は他市との自治体間格差が広がっていくば

かりです。ぜひ、子育て世帯が他市から移

り住んでくれる、選んでいただける摂津市

を目指して、学校給食の無償化を実現して

いただきたいと思います。 

 小学校と中学校合わせて約３億３，５０

０万円と多額の費用がかかることから、今

すぐの無償化とはいかないと思いますが、

例えば、所得制限などの支援要件を設ける

など、一部の児童・生徒を対象にした無償

化であれば、かかってくる費用も変わって

きます。この辺も含めて無償化について調

査・研究していただきますことを要望して

この質問を終わります。 

 次に、帯状疱疹ワクチンについてです。 

 １回目で発症の仕組み、症状、合併症に

ついて御答弁をいただきました。市民のク

オリティ・オブ・ライフを下げないために

は、帯状疱疹ワクチン接種による対策が必

要であるとのことであります。 

 現状、日本で行われている帯状疱疹ワク

チンは、１回だけ接種すればいい生ワクチ

ンと、２回接種する必要がある不活化ワク

チンがあります。任意接種として扱われる

現在の接種費用は、生ワクチンで約１万

円、不活化ワクチンになると２回接種で約

４万４，０００円かかります。接種費用が

高額なことから、よいと分かっていても接

種を受けられない方もいると聴いておりま

す。 

 現在、国において帯状疱疹ワクチンの定

期接種化を検討しているという話でありま

すが、具体的な国の進捗状況についてお聞

かせください。 

○水谷毅議長 保健福祉部長。 

○谷内田保健福祉部長 帯状疱疹ワクチンの

定期接種化に向けた国の進捗状況でござい

ますが、本年６月のワクチン評価小委員会

で帯状疱疹ワクチンが議題とされました。

その際、ワクチンの有効性、安全性に係る

知見、及び、５０歳から８０歳までのいず

れの年代におきましても、２種類のワクチ

ンの少なくとも一方の費用対効果が良好で

あったという結果が報告されております。

これを受けまして、帯状疱疹ワクチンを定

期接種に用いるワクチンとする方向性で小

委員会での議論を整理し、予防接種基本方

針部会などでさらに検討を進めることとさ

れました。 

 さらに、これを受けまして、本年７月

に、予防接種基本方針部会におきまして、

帯状疱疹に対する予防接種の公衆衛生上の

意義や接種の目的、それから対象年齢、用

いるワクチンなどの接種プログラムに係る

論点について議論が行われ、委員からの意

見を整理した上で、再度、部会において議

論する方針とされました。 

 現在、国において、定期接種化に向けた

条件整備や検討が進められており、引き続

き国の動向を注視してまいりたいと考えて

おります。 

○水谷毅議長 香川議員。 

○香川良平議員 国において定期接種化に向

けた検討が進められているということは理

解しました。しかし、全国を見ますと、国

の定期接種化に先駆けて独自に帯状疱疹ワ

クチンの補助制度を設けている自治体があ

ると聞いております。他の自治体の補助制

度の状況についてお聞かせください。 

○水谷毅議長 保健福祉部長。 

○谷内田保健福祉部長 他の自治体の状況で

ございますが、令和６年９月時点におきま

して、全国で７１５の自治体が帯状疱疹ワ
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クチンの補助制度を導入しております。そ

のうち大阪府内では、現時点ではゼロでご

ざいますが、大東市におかれましては、令

和７年１月から補助制度開始に向けた準備

が行われていると伺っております。また、

近隣自治体におきましても、帯状疱疹ワク

チンの補助制度の創設に向けた検討が行わ

れていると伺っております。 

○水谷毅議長 香川議員。 

○香川良平議員 全国でも多数の自治体で既

に補助制度が行われているということであ

ります。 

 帯状疱疹ワクチン接種への補助制度の創

設は嶋野市長の公約にもありますが、今

後、摂津市として、帯状疱疹ワクチン接種

の補助制度の創設に向けてどのように取り

組んでいくのか、予定をお聞かせくださ

い。 

○水谷毅議長 市長。 

○嶋野市長 私も、かつて議員のときには、

帯状疱疹ワクチン接種について補助を検討

できないかという質問をしたことがござい

ました。実は、恥ずかしながら、それまで

はそこまでこの病気に対して関心を持って

いたわけではなかったんですけれども、あ

る勉強会に参加したときに、帯状疱疹は、

８０歳の方であればおよそ３人に一人がか

かったことがあるし、８５歳になると半数

の人が経験しているとお聴きしました。さ

らに恐ろしいのが、合併症として神経痛が

併発された際には、皮膚症状が収まったと

しても、本当に長い期間、神経痛が残る可

能性が非常に高く、相当な痛みがあるとお

聴きをしたわけです。 

 今、よく人生１００年時代と言われる中

で、実際に８０歳の方の３人にお一人がか

かっておられるわけです。そういった病気

に対して、本当にこのままでいいのかとい

う純粋な疑問から、市議会でも訴えて、全

国のいろんな事例も見てまいりました。例

えば、兵庫県では、県としてこのワクチン

接種に補助をされておられます。兵庫県の

取組をきっかけとして、兵庫県内の各市町

村にどんどんと広がっていきました。つま

り、兵庫県の取組に上乗せする形で多くの

自治体が参加していったという状況がござ

います。こういった状況にもしっかりと目

を向けていきながら考えていきたいと思っ

ております。 

 一方で、この制度を具体的に進めていこ

うとするならば、まず、年齢のことがござ

います。対象をどのようにしていくのか、

そういったことが出てまいります。補助金

額をどの程度に設定するのかということも

ございますし、他の自治体が先行して取り

組まれておりますけれども、そのことによ

って接種率がどのように変わっていったの

かということについても研究すべきだろう

と思っております。 

 そういったこともしっかりと考えていき

ながら、一方で、国でも定期接種化に向け

て検討を始められていることを踏まえて、

できるだけ早い段階で帯状疱疹ワクチン接

種について補助できる仕組みを考えていき

たいと思っております。 

○水谷毅議長 香川議員。 

○香川良平議員 ありがとうございます。嶋

野市長が目指す高齢者にやさしい環境の構

築に向けては、帯状疱疹ワクチン接種の補

助制度の創設が必要であると、私も同じ考

えでありますので、しっかりと取り組んで

いただきたいと思います。お願いいたしま

す。 

 次に、投票率向上に向けての取組につい

てでございます。 

 衆議院議員総選挙における吹田市の投票
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率は５８．５８％であり、摂津市の投票率

４８．３４％と比べて１０．２４ポイント

の開きが生じております。ちなみに、この

開きは、令和３年に行われました前回の衆

議院議員総選挙においても１０．２８ポイ

ントの開きが生じており、同じ北摂であり

ながら摂津市と吹田市でこうも投票率が違

うのは何か原因があるのではないのかと感

じております。選挙管理委員会事務局とし

てこの結果をどう捉えているのか、お聞か

せください。 

○水谷毅議長 選挙管理委員会事務局長。 

○溝口選挙管理委員会事務局長 議員が御指

摘のとおり、衆議院議員総選挙におきまし

て、吹田市の投票率は５８．５８％と北摂

各市の中で最も高く、本市とも開きがあっ

たことは認識いたしております。 

 一方で、吹田市と本市は人口規模や地域

の特性が異なりますことから、単純な比較

を行うことは困難であると考えておりま

す。例えば、人口構成や年齢層、世帯構成

などが異なる場合、投票率に影響を与える

可能性がございます。 

 今後におきましては、このたびの選挙結

果の詳細な分析を行いますとともに、他市

における投票状況や投票率向上に向けての

取組について調査・研究を進めてまいりた

いと考えております。 

○水谷毅議長 香川議員。 

○香川良平議員 御答弁にもありましたが、

人口規模や地域の特性が異なりますので、

一概にこうだと言えないと思います。しか

しながら、投票率を上げる努力をしていた

だいて、少しでも吹田市との差を埋めてい

ただきたいと思っております。 

 今回の衆議院議員総選挙で気になったこ

とがありまして、各家庭に届く投票入場券

の到着が非常に遅かったという点でありま

す。待てど暮らせど届かない。１０月１５

日が公示日であるにもかかわらず、実際に

有権者の元に届いたのは遅い方で２２日で

あったと聴いております。衆議院議員総選

挙はいつ解散があるか分からないことか

ら、準備や調整に時間がかかり、投票入場

券の発送が遅くなるのも一定理解できるん

ですが、吹田市は公示日２日後の１７日に

は投票入場券が届いていたそうでありま

す。期日前投票は投票入場券がなくても投

票することはできますが、それを知らない

有権者が多くいらっしゃいます。こういっ

た点も投票率低下の原因になっているかも

しれませんので、今後の選挙においては速

やかな発送を心がけていただきたいと思っ

ております。 

 質問ですが、今回の投票入場券の発送が

遅くなった要因についてお聞かせいただき

たいと思います。 

○水谷毅議長 選挙管理委員会事務局長。 

○溝口選挙管理委員会事務局長 選挙におけ

る投票入場券の交付につきましては、公職

選挙法施行令第３１条第１項に、選挙の期

日の公示後、できるだけ速やかに選挙人に

投票入場券を交付するよう努めなければな

らないと規定されております。 

 今回の急な衆議院の解散に伴い、必要な

経費について速やかに補正予算の専決処分

を行い、印刷業者と内容の確認や封入封緘

などの調整をできる限り短期間で進めたも

のでございます。入場券の準備が整い、１

０月１６日に郵便局に持込みを行い、局内

での点検、仕分を経て、１０月１８日から

２２日にかけて順次発送が行われておりま

す。 

 発送が遅れた理由についてでございます

が、やはり解散の決定から１０月１５日の

公示日までの期間が非常に短かったことが
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挙げられます。さらに、郵便局において土

曜日の配達が廃止されるなど、配送スケジ

ュールの変更も影響しておるものと認識し

ております。 

 今回の投票入場券の発送遅れは、全国的

に同様の事例が発生したものと認識いたし

ておりますが、今後は、投票入場券が届か

ない場合でも、期日前投票宣誓書に氏名、

住所、生年月日を御記入いただき、選挙人

名簿に登録されていることが確認できれば

投票が可能であることをより広く周知して

まいりたいと考えております。 

○水谷毅議長 香川議員。 

○香川良平議員 もう１点気になったことが

あります。今回の衆議院議員総選挙では、

フォルテ３０１における期日前投票所の開

設期間が３日間でありました。摂津市長選

挙の開設期間は４日間であったのに対して

衆議院議員総選挙では１日間少なくなって

おります。この要因についてお聞かせいた

だきたいと思います。 

○水谷毅議長 選挙管理委員会事務局長。 

○溝口選挙管理委員会事務局長 衆議院議員

総選挙におきましては、投票日の決定を受

けてから、短期間で可能な限り速やかに準

備と調整を行ってまいりました。 

 フォルテ３０１におきましては、既に施

設の予約を取られている方がおられ、御連

絡を取らせていただき調整を図りましたけ

れども、日程や場所を変更いただくことが

難しいということから、今回は３日間での

実施とさせていただいたものでございま

す。期間は短くなりましたけれども、前回

令和３年の投票者数を３５７人上回る２，

０６７人の方が期日前投票を利用いただい

ております。 

○水谷毅議長 香川議員。 

○香川良平議員 解散がいつあるか分からな

い衆議院議員総選挙では、こういった課題

があるということであります。 

 私は、以前から一般質問で期日前投票所

の開設期間の拡充を要望してきました。４

年前の市長選挙ではフォルテ３０１の開設

期間が２日間であったのが、今回の市長選

挙では４日間となりました。どうか、あと

２日間延ばしていただいて、市役所と同じ

ように通期開設としていただきたいと思っ

ております。期日前投票所の開設期間を拡

充する上での課題についてお聞かせくださ

い。 

○水谷毅議長 選挙管理委員会事務局長。 

○溝口選挙管理委員会事務局長 フォルテ３

０１、ゆうゆうホール鳥飼西を市役所と同

じように通期で期日前投票所として開設し

た場合、拡充した日数分の投票管理者や投

票立会人、また、実際に従事する従事者等

が相当数必要となってまいります。人員の

確保の点で課題があると認識しておりま

す。また、それに伴う人件費等の経費面で

の課題もございます。さらに、先ほどの御

質問のフォルテ３０１の事例でもございま

したけれども、衆議院議員総選挙などで準

備に急を要する場合、事前に施設の予約が

困難な場面もございます。既に施設を予約

されております利用予定者との調整といっ

たことも必要になる可能性もございますの

で、運用面での安定的な選挙執行に課題が

あるものと考えております。 

○水谷毅議長 香川議員。 

○香川良平議員 費用面、人員面等、様々な

課題がありますが、投票率向上の観点から

期日前投票所の期間を拡充していただくこ

とを要望して私の質問を終わります。あり

がとうございます。 

○水谷毅議長 香川議員の質問が終わりまし

た。 



3 － 21 

 次に、三好議員。 

  （三好義治議員 登壇） 

○三好義治議員 それでは、一般質問に入り

たいと思います。 

 まず冒頭に、嶋野市長、就任おめでとう

ございます。昨日から答弁を自らの考えで

しっかりと答えていただいて、期待どおり

の市長だと感服している次第でございま

す。これからも期待しております。どうか

よろしくお願い申し上げて、今抱えている

多くの課題のうち、当面の課題として五つ

の課題について今回質問をさせていただき

たいと思います。 

 １点目につきましては、１１月から法整

備をされましたが、自転車の安全利用の促

進について。 

 今、自転車の危険走行が増えているよう

に見受けられます。行政としてどのような

認識か、まず１回目で聞かせていただきた

いと思います。 

 ２点目につきましては、給食センター建

設及び関連整備の進捗状況について。 

 給食センター設置に対しては様々な意見

があるように伺っていますが、現在の状況

についてお聞かせいただきたいと思いま

す。 

 ３点目、環境センター跡地利用計画の進

捗状況について。 

 環境センターの解体と解体跡地の公園整

備に関わる進捗状況についてお聞かせいた

だきたいと思います。 

 ４点目につきましては、結婚、子育て支

援施策について。 

 これは昨年１２月にも質問させていただ

き、そのときの答弁では、少子化対策につ

いて全庁的に検討していく必要があると答

弁されました。その後、どのように検討さ

れていっているのか、進捗状況についてお

聞かせください。 

 ５点目、行財政運営について。 

 令和５年度決算を見ると、経常収支比率

は１００％を下回っています。しかしなが

ら令和４年度以降、比較しますと急激に上

昇しておりますが、どのような認識か。ま

た、行政運営面では、定員管理と職員の配

置について、現状をどのように考えている

のか、お聞かせください。 

○水谷毅議長 答弁を求めます。建設部長。 

  （永田建設部長 登壇） 

○永田建設部長 自転車の危険走行が増えて

いることの認識についての御質問にお答え

いたします。 

 自転車は、身近な交通手段であり、公共

交通の補完をはじめ、環境への負荷の低減

や健康の増進等に寄与することから、その

活用を推進している一方、自転車の危険運

転に関する交通事故が増加傾向にあること

は認識いたしております。 

 また、自転車は、道路交通法上、軽車両

と位置づけられており、歩道と車道の区別

のあるところは車道通行が原則であること

や、左側通行、一時停止など交通ルールを

遵守しなければなりません。身近な交通手

段である自転車の事故増加は、これら自転

車安全利用五則に定められている交通ルー

ルが守られていないことが大きな原因と考

えており、引き続き、交通安全教室やキャ

ンペーン、交差点などでの指導啓発活動が

必要であると認識しております。 

○水谷毅議長 教育総務部長。 

  （安田教育総務部長 登壇） 

○安田教育総務部長 給食センター設置にお

ける住民への対応状況についての御質問に

お答えいたします。 

 給食センターの設置につきましては、鶴

野地域の公共施設再編計画として、令和５
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年の３月と６月に計４回、令和６年におき

ましては３月に、合計５回の説明会を開催

し、中学校給食の必要性や給食センターの

概要などについて関係課とともに説明をし

てまいりました。 

 また、近隣にお住まいの皆様方に対しま

しては、令和５年９月及び令和６年６月に

懇談会を合計２回開催し、住環境や施設に

ついての要望等をお伺いするなど意見交換

を実施してまいりました。近隣にお住まい

の皆様方の思いや要望は様々であり、本市

といたしましても、できる限り寄り添いな

がら丁寧な対応をしてまいりたいと考えて

おります。 

○水谷毅議長 生活環境部理事。 

  （西川生活環境部理事 登壇） 

○西川生活環境部理事 環境センター解体と

解体跡地の公園整備に係る進捗状況につい

ての御質問にお答えいたします。 

 環境センターは、昭和４２年から稼働を

はじめ、半世紀以上もの長きにわたり、鶴

野地域の皆様の御理解と御協力をいただ

き、摂津市域の一般廃棄物の焼却を行って

まいりました。その間、環境センターの運

営や整備に当たり、地元住民の皆様方から

様々な御意見をいただき、その中には環境

センター移転の御要望もございました。そ

の後、施設の老朽化が進行したため、ごみ

処理の広域化の検討を重ねた結果、令和５

年４月から茨木市とごみ処理の広域化が始

まり、環境センターでの焼却が終了となっ

たものでございます。 

 環境センターにつきましては、鶴野地域

の公共施設再編に伴い、解体を予定してお

ります。解体跡地につきましては、地元自

治会より災害時における防災拠点となる施

設整備の要望をいただいておりますが、解

体に先立ちまして、令和５年度から環境セ

ンター敷地内の土壌汚染調査を実施してお

ります。その結果が令和６年９月にまとま

ったことから、大阪府へ結果を報告したと

ころでございます。 

 なお、土壌汚染関連法令に基づき、１１

月下旬には、環境センター敷地の一部が、

大阪府により、掘削や盛土、舗装等の工事

の際には協議や届出が必要な要届出管理区

域に指定される予定となっております。 

 また、環境センター建屋の解体に向け、

令和６年度から２か年をかけて解体工事発

注仕様書の作成に取り組んでおり、今年度

は環境センター建屋内のダイオキシン類や

アスベストの調査を行っております。今後

は、調査結果を反映させた解体計画の検討

や解体工事費等の算定など、解体工事発注

仕様書を作成し、令和８年度より解体工事

に着手する予定としております。 

○水谷毅議長 市長公室長。 

  （平井市長公室長 登壇） 

○平井市長公室長 少子化対策の検討につい

ての御質問にお答えいたします。 

 少子化対策として国が進めている地域少

子化対策重点推進交付金につきましては、

結婚を促す事業や結婚後の新生活を支援す

る事業など四つの事業について、令和５年

度から引き続き令和６年度において実施し

ているところでございます。これらの事業

を展開する場合におきましては、事業費の

２分の１から最大で４分の３の交付金が交

付されることとなりますが、本市で事業展

開する場合においては、その効果について

十分検証していく必要があるものと考えて

おります。 

 少子化の問題は我が国における喫緊の課

題でございますので、「こどもを産み育て

る喜びを実感できる環境づくり」におい

て、市として効果的な取組につなげていく
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ためにどのようなことができるのか、検討

を進めていかなければと考えているところ

でございます。そのため、現在、全庁的な

議論に向け、本市の人口状況等について分

析を行っているところでございます。 

 続きまして、定員管理と職員配置の現状

についての御質問にお答えいたします。 

 まず、本日現在の職員数でございます

が、正規職員が６５４名となっておりま

す。この人数は、最も職員数が少なかった

平成２９年度、平成３０年度と比べ３９名

の増となっております。このうち、病気に

よる休職の職員が１０名、育児による休職

の職員が１６名となっております。また、

育児に伴い、勤務時間を短縮している職員

が２８名おります。 

 育児休業につきましては、より多くの職

員が育児休業を取りやすい職場に向けて取

り組むと同時に、取得について推進してま

いります。 

 病気休職につきましては、職場復帰した

後、再び病気休職とならないように職場復

帰に向けた取組を進めております。 

 人員につきましては、限られた予算内で

適切に配置しなければならず、各部門の業

務量や業務内容に応じて職員を配置する必

要があります。そして、個々の職員のスキ

ルや能力を理解し、これに基づいて業務に

適したポジションに配置することは、業務

を効率化することにつながります。こうし

たことを踏まえまして、季節的な業務や緊

急事態の対応に備えた人員の柔軟な運用も

必要であると考えております。 

○水谷毅議長 総務部長。 

  （石原総務部長 登壇） 

○石原総務部長 令和５年度の経常収支比率

が急激に上昇していることについて、どの

ような認識かについての御質問にお答えい

たします。 

 令和４年度の経常収支比率が９３．

６％、令和５年度の経常収支比率が９８．

５％と、前年度比で４．９ポイント悪化し

ております。悪化の要因といたしまして

は、歳入において普通交付税や臨時財政対

策債の発行額が減少したため、分母となる

経常一般財源総額が前年度比で２億４，８

００万円の減少となり、歳出において扶助

費や補助費等が増加したため、分子となる

経常経費充当一般財源等が前年度比８億５

００万円の増加となったことによるもので

ございます。 

 経常収支比率が９８．５％ということ

は、経常的な収入のほとんどが固定的な経

常経費に充当されている状況であり、経常

経費以外に充てる財源の余裕がほとんどな

く、財政が硬直した状態となっているとの

認識でございます。 

○水谷毅議長 三好議員。 

○三好義治議員 それでは、２回目以降、一

問一答で行いたいと思います。 

 まずは自転車の安全利用の促進について

です。 

 御答弁いただきましたように、自転車事

故が非常に増えております。全国的には、

自転車に関わる交通事故のうち、ルール違

反があった場合が６４．４％、それから、

自転車乗用中の交通事故、死亡事故に限定

した場合は７８．２％。自転車を利用する

に当たって、被害者、加害者にならないた

めに、より一層、自転車の安全利用を促進

するための取組について、どのようにして

いるのか、お聞かせください。 

○水谷毅議長 建設部長。 

○永田建設部長 自転車の安全利用を促進す

るための取組といたしまして、自転車を利

用し始める小学校３年生や自転車通学を認
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められた一部の中学校、自転車通学が多い

市内の大阪府立高校１年生を対象とした実

技を含む自転車教室を実施しております。 

 また、摂津市自転車活用推進計画に基づ

き、自転車の通行位置と方向を示し、車道

混在である道路として自動車に注意喚起を

促す矢羽根型路面標示の設置を進めており

ます。 

 これらの取組により、自転車安全利用五

則をはじめとする、自転車は車両であり、

車道通行が原則、左側通行などの認識を高

めているところであります。 

○水谷毅議長 三好議員。 

○三好義治議員 ルール的にいろいろ指導は

していただいております。先ほど言いまし

たように、被害者、加害者にならないよう

に、より一層、自転車の安全利用の推進を

図ってもらいたいと思うんです。とりわけ

最近、スマホを持ちながらの運転、それか

ら、並走運転とか一旦停止をしない、夜間

の無灯火、こういった非常に悪質で危険な

自転車走行がよく見受けられております。

そういったことで、１１月１日から国の法

律も変わって非常に厳しくなったんです

が、罰するのが目的でなしに、事故を起こ

さないようにしていただくことを目的とし

ながら、どういった指導をするのか、お聞

かせいただきたいと思います。 

○水谷毅議長 建設部長。 

○永田建設部長 令和６年１１月１日に改正

道路交通法が施行され、携帯電話を使用し

ながら自転車に乗る、ながら運転の罰則が

強化、また、酒気帯び運転に対して罰則が

新設されております。これは、自転車運転

中の携帯電話使用等に起因する交通事故が

増加傾向であることと、自転車を酒気帯び

状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷

事故となる場合が多いことから、交通事故

を抑止するため整備されたものでありま

す。 

 主な罰則内容として、自転車運転中のな

がらスマホは６か月以下の懲役または１０

万円以下の罰則、自転車の酒気帯び運転は

３年以下の懲役または５０万円以下の罰則

となっております。さらに、自転車の酒気

帯び運転に関しては、運転をした本人以外

にも、酒気を帯びた者に自転車を提供した

者や、酒気帯び運転をするおそれがある者

に対し酒類を提供した者など、酒気帯び運

転を幇助した者にも罰則が科せられること

になります。また、摂津警察署からは、自

転車の交通違反行為について取締りや周知

を強化していくと伺っております。 

 市といたしましては、この法改正を機

に、自転車による事故から自分自身や周囲

の人を守るために、改めて自転車の運転に

関するルールを確認していただきたいと考

えております。今回の罰則強化について、

ホームページでの周知や交差点などでの指

導啓発の取組を行うとともに、市内小・中

学校へ啓発チラシを配布し、保護者への周

知も図ってまいります。また、自転車マナ

ーアップ強化月間中のキャンペーンなどの

機会を捉えて、摂津警察署と連携しなが

ら、重点的に危険運転などの防止を周知啓

発し、自転車の安全な利用を促進してまい

ります。 

○水谷毅議長 三好議員。 

○三好義治議員 それでは、次に、給食セン

ター建設及び関連整備の進捗状況について

の２回目の質問を行いたいと思います。 

 摂津市学校給食センターに係る基本構

想・基本計画によると、学校給食は、栄養

バランスの取れた豊かな食事を提供するこ

とにより、健康の増進、体力の向上など成

長期にある児童・生徒の健全な発展を図る
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ことを目的としている。摂津市では、家庭

弁当の意義と学校給食に求められるニーズ

や役割が共存可能な選択制の中学校給食を

導入することを平成２５年に決定し、平成

２７年６月から開始しました。しかし、そ

の当時、目標喫食率である１０％に満たな

いことや、学校給食を活用した食に関する

指導が十分にできていないなど、選択制給

食に様々な課題があったということで、令

和３年に中学校給食を全員喫食とし、実施

方式については給食センター方式として具

体的な検討がなされ、今日に至っておりま

す。 

 給食センター設置に関わる進捗状況はど

のようになっているのか聞かせてくださ

い。 

○水谷毅議長 教育総務部長。 

○安田教育総務部長 給食センターの設置に

つきましては、基本構想を定めて進めてい

るところでございます。基本構想として、

一つ目は安全で安心な学校給食の提供、二

つ目は小中一貫した魅力的な学校給食の実

現、三つ目は食育の推進、四つ目は他分野

との連携と、四つの方向性を掲げ、進めて

おります。 

 現在の給食センター設置に係る進捗状況

につきましては、これら四つの方向性に従

い、ハード面では、安全で安心な学校給食

の提供のためのアレルギー対応の調理室の

確保や食育の推進のための見学スペースの

確保など、給食センターの基本設計の中で

検討を進めております。また、ソフト面で

は、アレルギー対応見直しのためのワーキ

ンググループ会議を設置し、市栄養士・栄

養教諭らとともに、全員喫食の中学校給食

実施を見据えた検討や、小中一貫した魅力

的な学校給食の実現のための献立作成や食

器の選定など、具体的な検討を進めている

ところでございます。 

○水谷毅議長 三好議員。 

○三好義治議員 給食センターが早期に完成

することを期待しております。 

 次に、この給食センターの候補地検討で

は、これまで、吹田市の共同運用による中

学校給食の実施や、教育施設敷地内をはじ

め摂津市所有地における給食センター設置

の検討もなされてきた中で、今回、最終的

には、令和５年１月に鶴野地域における公

共事業再編の中で鶴野第２公園に設置する

ことを決定されました。鶴野第２公園の代

替場所とその機能についてどのように考え

ているのか、お聞かせください。 

○水谷毅議長 建設部長。 

○永田建設部長 鶴野第２公園につきまして

は、令和７年度から給食センター建設に着

手する予定であるため、環境センター跡地

での新たな高台公園の整備に先行して廃止

することとなります。そのため、鶴野第２

公園廃止から高台公園整備までの約５年間

の代替機能としまして、鶴野第２公園にあ

るキャンプ場施設を他の公園で整備するこ

ととし、整備可能な広場の有無や周辺環境

への影響を考慮し、平和公園に整備するこ

とといたしました。平和公園におけるキャ

ンプ場施設の整備につきましては、これま

で御利用いただいている団体関係者等の御

意見をお聴きしながら整備内容を決定した

ところであり、令和６年度中の工事完了を

予定しております。 

 また、鶴野第２公園の広場の代替としま

して、隣接する青少年運動広場の開放につ

きましても検討しているところでございま

す。 

○水谷毅議長 三好議員。 

○三好義治議員 鶴野第２公園が解体されて

市民の利便性が損なわれないように、計画
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どおり進めていただくことを要望しておき

たいと思います。 

 続きまして、環境センター跡地利用計画

の進捗状況についてです。 

 土壌汚染に関する問題をいろいろ提示い

ただきました。土壌汚染に関する問題と

は、土壌汚染が存在すること自体ではな

く、土壌に含まれる有害な物質が私たちの

体の中に入ってしまう摂取経路が存在して

いることだとうたわれております。その中

で、この経路を遮断するような対策を取れ

ば、有害な物質は私たちの体の中に入って

くることはなく、土壌汚染による健康リス

クを減らすことができます。つまり、土壌

汚染があったとしても、摂取経路が遮断さ

れ、きちんと健康リスクの管理ができてい

れば、私たちの健康に何も問題はないと言

われております。 

 そういった中で、環境センター敷地内に

おける環境問題に対する環境センター周辺

住民説明会ではどのような説明をなされて

いるのか、お聞かせください。 

○水谷毅議長 生活環境部理事。 

○西川生活環境部理事 環境センター敷地内

における環境問題である土壌汚染につきま

しては、令和５年度から実施してまいりま

した調査の結果を１０月１０日の民生常任

委員協議会で御報告させていただきまし

た。その内容でございますが、環境センタ

ー敷地の一部において、鉛、ヒ素、フッ

素、ダイオキシン類の基準超過が確認さ

れ、その区画は環境センター敷地内の南側

に多く分布しております。基準超過の区画

の多くは舗装もしくは覆土されており、ま

た、表層土で汚染が確認され、舗装または

覆土されていない一部区画は立入禁止措置

を講じております。 

 土壌汚染対策につきましては、汚染区画

の土壌を掘削除去する方法や汚染区画をコ

ンクリートやアスファルトで舗装する方

法、清浄な土壌で盛土する方法、汚染土壌

の周囲に矢板等を設置し、土壌汚染を現位

置に封じ込める方法等、様々な方法が法令

に基づき示されております。それらの方法

の中で、環境センター敷地の土壌汚染対策

については、令和８年度からの環境センタ

ー解体工事に合わせ、土壌汚染区画の未舗

装区画の舗装を行います。土壌汚染区画の

既存舗装区画につきましては、そのまま舗

装を活用し封じ込め措置を実施する予定の

ため、汚染土壌の直接摂取リスクはないも

のと考えております。 

 また、今回の土壌汚染調査結果につきま

しては、１１月２３日に住民説明会を開催

し、地域住民の皆様へ御説明をする予定と

なっております。 

○水谷毅議長 三好議員。 

○三好義治議員 そのような土壌汚染対策を

行った上で、環境センター解体跡地を公園

として活用していくんですね。その中で、

公園の形態については市民の方々の意見を

いろいろ聴いていただくと同時に、安心し

て利用できる公園整備が必要だと思ってお

ります。高台で盛土をしていただくんです

が、その中でも、より一層盛土をしていた

だいたら、あの周辺は桜並木もあったり、

大正川の景観が非常によくなると思いま

す。どういうふうに整備していくのか、お

聞かせください。 

○水谷毅議長 生活環境部理事。 

○西川生活環境部理事 冒頭の御質問でお答

えしましたとおり、環境センター解体跡地

につきましては、地元自治会より防災拠点

としての整備を要望いただいております。

鶴野地域の公共施設再編において、解体跡

地は地域の魅力向上と災害時の課題解消に
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つながる高台公園を整備することとなって

おります。高台公園の詳細につきまして

は、今後、地域住民の皆様を含め、御意見

をいただきながら検討してまいります。 

 公園を整備する際には、既存の堤防の高

さまで平均約１．５メートル以上盛土を行

い高台化することとしており、これにより

舗装と盛土という汚染土壌を二重で封じ込

める対策となり、汚染物質と人との接触を

遮断し、環境センター解体跡地を安全に活

用できるようにするものでございます。 

 なお、土壌汚染が確認された土地を土壌

汚染対策を行った上で公園や広場として活

用されている事例は全国にあり、東京都の

都立尾久の原公園や尾竹橋公園、東豊島公

園、近隣では豊中市伊丹市クリーンランド

内クリーンランドひろばなどがあり、多く

の市民が利用しております。特に、東豊島

公園につきましては、土壌汚染調査で高濃

度のダイオキシン類が確認されたため、舗

装と盛土による土壌汚染対策を実施し、毎

年のダイオキシン類のモニタリングを実施

しながら公園としての活用を図っておりま

す。 

○水谷毅議長 三好議員。 

○三好義治議員 分かりました。 

 次に、４点目の結婚、子育て支援施策に

ついての２回目の質問をさせていただきた

いと思います。 

 結婚年齢や生涯未婚率の上昇が出生数に

一定の影響を与えているのは共有されてい

ると思います。その中で、若者の結婚離れ

ともいうべき現象の広がりは、若者の結婚

意欲の喪失を意味しております。摂津市の

婚姻数と人口分布状況の内容はどのように

なっているのか、お聞かせいただきたいと

思います。 

○水谷毅議長 市長公室長。 

○平井市長公室長 人口動態調査における本

市の婚姻数につきましては、新型コロナウ

イルス感染症の影響もあり、２０１９年の

５４７件が２０２１年には４３５件と、１

００件以上減少することとなりました。こ

れに伴い、出生数につきましては、２０２

１年の７７３人が２０２３年は６５２人

と、１００人以上減少しております。しか

しながら、こうした傾向は全国においても

同様であり、２０２２年の本市の１，００

０人当たりの婚姻数は５．０で大阪府内で

２番目に高い値、出生数は８．１で大阪府

内で最も高い値であることから、婚姻数、

出生数ともに本市は高い傾向にございま

す。 

 一方で、２０２３年の年齢区分ごとの転

入超過数につきましては、ゼロ歳から４歳

が７７人の転出超過となっており、これは

全世代で最も多い転出超過となっておりま

す。また、５歳から９歳につきましても２

９人の転出超過となっており、このことか

ら、本市では、出生後、比較的短期間で転

出が多い傾向にあると言えます。このよう

な傾向は、摂津市人口ビジョンで示す平成

２５年のデータでも見られることから、婚

姻数、出生数が高いにもかかわらず、その

状況を生かし切れていない実態がございま

す。結婚支援などの新たな少子化対策の取

組を全庁的に展開していくには、こうした

実態を踏まえ、慎重に判断していく必要が

あるものと考えております。 

○水谷毅議長 三好議員。 

○三好義治議員 過去から摂津市では、若年

層から高学年になってきたら転出数が非常

に多い現象面があります。過去からの対応

をいろいろ検討しておったんですが、また

これは次回の質問で開示させていただきま

す。 
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 今回、婚姻数は大阪府内２番目で、出生

数は大阪府内で最も高い水準という答弁を

いただきました。ただ、年度別に見ると、

摂津市の状況はやっぱり減少傾向にあるん

です。それを捉まえてこの問題を解消する

ことは大きな課題であると思うんです。そ

ういう中で少子化対策の一環として結婚に

対する取組を行うべきだと思いますし、少

子化対策は市長の公約でもあります。考え

方をお聞かせいただきたいと思います。 

○水谷毅議長 市長。 

○嶋野市長 大前提といたしまして、我が国

全体で出生数が減っていって少子化がどん

どんと進んでいっている、これを何とかし

なくてはいけないということはまさに共通

の問題意識だと思っています。そういった

ことについて、まずは国がしっかりとした

方針を示して土台をつくっていく、その土

台の下で、それぞれの地方自治体、地域が

それぞれの状況に応じた取組を行っていく

ことが大事なんだろうと思っております。 

 先ほどから市長公室長が答弁しておりま

すとおり、確かに我が摂津市を見ておりま

すと、婚姻数だったり出生数そのものにつ

いては決して低いわけではありません。合

計特殊出生率にいたしましても、全国で昨

年１．２０だったところが本市は１．５１

をマークしているわけでありますから低く

はありません。しかし、希望出生数という

のがあるんです。いろんな状況が兼ね備え

られたときに何人の子供が欲しいのかとい

うことについて数値化したものを見てまい

りますと１．８０だそうです。ということ

は、まだまだ何かが足りないから１．５１

でとどまっているという見方もできるわけ

です。 

 さらには、我が国として少子化という問

題を本気で考えていくならば、１．８０で

は駄目なわけです。やっぱり２．００は絶

対に超えなくてはいけない状況があるわけ

です。そういったことを考えたときに、今

何ができるのかということについてもしっ

かりと考えていく必要があると思っていま

す。 

 もちろん、三好議員がお示しをしていた

だいている結婚について、行政として何か

できないのかということについても一つの

大きなテーマになってくると私は思ってお

ります。現在、こういった取組を推進して

いただいている摂津市内の民間の団体もご

ざいますので、そういった団体の取組につ

いてもしっかりと目を向けていきたいとは

思っております。 

 若い世代の方々がそれぞれのライフステ

ージの中で希望を持ちながら本市で暮らし

続けていただける、そういったまちを何と

かしてつくっていきたいと思っておりま

す。そのために私も少子化に大きな課題意

識を持ってしっかりと市政運営に努めてい

きたいと思っております。 

○水谷毅議長 三好議員。 

○三好義治議員 少子化は日本の大きな課題

であります。摂津市がまずは率先垂範し

て、施策を展開できるよう期待しておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

 次に、行政運営について。 

 まず、財政で、いろんな財政指標があり

ますが、今の状況でいけば、基金が枯渇し

た場合に財政が硬直化するおそれを回避す

るために、必要な財源を継続的に確保し、

歳出で経常経費を抑制しなければならない

と思うんです。この点について、財政を所

管する部としてどのように考えているの

か、お聞かせいただきたいと思います。 

○水谷毅議長 総務部長。 

○石原総務部長 令和５年度は財政調整基金
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を繰り入れることによって実質収支の黒字

を確保できましたが、今後も物価高騰、賃

金上昇、少子高齢化に対応するために人件

費や扶助費が増加する見込みでございま

す。また、維持補修費では、老朽化した施

設の外壁補修や道路の修繕など経常的で義

務的な経費が増加していくことが想定され

ております。この財政が硬直した状態を改

善するためには、歳入の増加、歳出の削減

が必須となります。 

 そのために、まず歳出削減では、事業費

について費用対効果の検証を行い、経費を

精査してまいります。具体的には、市単独

事業の見直し、既存事業の中でも委託事業

の在り方などを抜本的に見直す必要がある

と認識しております。 

 歳入の増加では、自主財源の確保と補助

金等の特定財源の確保を図っていかなけれ

ばならないと考えております。具体的に

は、市税において、現在、固定資産税の償

却資産について、国税や法人市民税の申告

内容から、本来は課税対象である資産の捕

捉や未申告者への申告勧奨を行い、適切な

課税の強化を図っておるところで、今後

は、市税、その他収入の徴収の強化による

歳入確保の取組が必要と考えておるところ

でございます。 

 また、令和５年度決算では黒字確保のた

め基金の繰入金が前年度より増加しており

ますが、今後の安定的な財政運営には収支

均衡が必要であり、歳出に不足する財源を

基金から繰入金で賄うことを減らしていか

なければなりません。そのため、国府支出

金の特定財源の確保は事業を実施するに当

たって重要であり、財源が確保できた補助

事業を優先的に行っていく必要があると考

えております。 

 予算編成の基本は、まず歳入予算を考

え、次にその歳入に見合った歳出予算を組

むことであり、その結果、収支均衡が図ら

れ、持続可能な財政運営につながるものと

考えております。 

○水谷毅議長 三好議員。 

○三好義治議員 非常に詳しく説明をいただ

きました。 

 もう一歩踏み込んで、今の財政運営の中

で令和５年度の決算を見ますと、基金繰入

れが３１億円で、そのうちに減債基金と財

政調整基金も入れておりますが、それより

も国庫支出金、大阪府の支出金が減少して

おります。そういった財源確保をしなが

ら、今の財政が非常に厳しいことに対して

全庁挙げて一丸となって取り組まなければ

ならないと思うんですが、その点について

の財政の考え方についてお聞かせいただき

たいと思います。 

○水谷毅議長 総務部長。 

○石原総務部長 現在、令和５年度の決算を

見まして、先ほど議員がおっしゃられたよ

うに、これまで、自立した財政運営におい

ては、自主財源をしっかりと確保しながら

進めていくことが大事な財政運営でありま

した。今後もそれが必要になってくるとは

感じております。しかし、今後、財政状況

が厳しくなる中では、自主財源だけではな

く、国・大阪府の補助金等の依存財源と言

われるもの、各事業にどういう補助金を張

りつけることができるか、それぞれの事業

課の現場と財政課とがしっかり情報を共有

しながら補助金の確保に努めていく必要が

あると思っております。今後も予算編成に

当たっては、しっかりと原課、つまり現場

の職員とのやり取りを綿密にやっていきた

いと考えております。 

○水谷毅議長 三好議員。 

○三好義治議員 一丸となって取り組んでい
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ただくよう、よろしくお願いいたします。 

 次に、行政運営ですが、職員の定員管理

の中で、育休と病欠に対して、安心して取

得できる職場環境づくりが非常に大事だと

思っております。 

 また、一方で、職員体制については、日

常的、慢性的に人手が足りないような現場

も見受けられるんです。今年の４月から、

戸籍謄本について、他自治体の本籍分を請

求する広域交付の場合、１５時で受付を完

了しながら市民サービスを低下させないよ

うな取組もされています。そういった変則

的な勤務体系も考えてはどうかと思うんで

すが、考え方をお聞かせください。 

○水谷毅議長 市長公室長。 

○平井市長公室長 育児休業の職員がいる所

属につきましては、これまで代替職員に会

計年度任用職員を補充してまいりました

が、現在は可能な限り正規職員の補充を行

うように努めているところでございます。

これにより、総職員数は増加いたします

が、新たに職員が育児休業を取得すること

を見据えた人員配置を行うことができ、ひ

いては安定的な組織運営につながるものと

考えているところでございます。 

 病気休職の職員がいる所属につきまして

は、今年度より明文化いたしました職場復

帰支援制度を所属長が中心となって進めて

おります。職場復帰支援制度とは、本人、

所属長、人事課が連携することはもちろん

のこと、主治医や産業医の指示を仰ぎなが

ら職場復帰を目指す制度でございます。こ

れにより、特に休職した本人、労務管理の

責任者としての所属長の連携が密となり、

職場での受入れが円滑に行われるものと考

えているところでございます。 

 また、先ほど行政の勤務形態についての

お話がございましたが、行政手続等のデジ

タル化が進展する中におきまして、窓口の

受付時間を短縮する自治体が増加している

ことは認識しております。窓口の受付時間

を短縮することで、職員の時間外勤務を削

減する効果があるほか、短縮された時間を

企画立案業務等に充てることでさらなる業

務改善につながる効果も期待できるとのこ

とでございます。一方で、短縮時間によっ

ては市民サービスの低下を招くことや、

様々な種類の窓口の取扱いをどのようにし

ていくかなど課題もあると認識していると

ころであります。今後、こうしたメリッ

ト、デメリットについて精査していくた

め、先進市の事例等について研究してまい

りたいと考えております。 

○水谷毅議長 三好議員。 

○三好義治議員 育休取得も有休取得も、そ

れから休職の関係でも、やっぱり職場の環

境づくりが非常に大事だと思っています。

その中で、管理職のマネジメント能力とい

うことで、所属長が非常に重要な役割を占

めていると思います。日頃からの対話も含

めながら、管理職がどういった労務管理を

行っていくのか、これを人事課としてどの

ように進めているのか、改めてお聞かせい

ただきたいと思います。 

○水谷毅議長 市長公室長。 

○平井市長公室長 組織の要といたしまし

て、所属長には様々な責務がございます

が、大きな責務として、職場の環境づくり

と次の管理職を育成することがございま

す。そのためにも労務管理と部下育成が非

常に重要であると認識いたしております。 

 労務管理につきましては、労働関連の法

令を理解し遵守することが基本ではありま

すが、安全で快適な職場環境を整備するた

めにも、部下とのふだんからのコミュニケ

ーションや信頼関係を構築し、労務に関す



3 － 31 

る相談や意見を受け入れる体制を整えるこ

とが必須となります。 

 部下育成につきましては、日頃から決裁

において質問したり、根拠を確認したりす

ることだけでも、部下は緊張感を持って仕

事をすることになります。また、これを受

けて、部下は勉強し、前例踏襲ではなく職

務の本質を学ぶこととなります。こうした

能力を補完することを目的とした研修はも

ちろんのこと、人事評価を活用しながら人

材育成、ひいては組織全体の成長に努めて

まいります。 

○水谷毅議長 三好議員の質問が終わりまし

た。 

 暫時休憩します。 

（午後０時１分 休憩） 

                 

（午後１時   再開） 

○水谷毅議長 再開します。 

 休憩前に引き続き一般質問を行います。 

 弘議員。 

  （弘豊議員 登壇） 

○弘豊議員 それでは、通告に従いまして一

般質問を行います。 

 １点目は、物価高騰のもとで公共料金等

の負担軽減を行うことについてです。 

 前回の市議会定例会以降、９月の市長選

挙や１０月の衆議院解散総選挙などもあ

り、多くの市民の皆さんからお話を聴く機

会がありました。そんな中で口をそろえて

おっしゃるのが、やはりこの物価高で家計

が大変だ、何とかしてほしいといったお声

です。相次ぐ食料品の値上げと、加えて米

不足、いっときは主食であるお米も買えな

いなどの深刻な声もお聴きしました。この

長引く物価高騰から市民の暮らしをどう守

り支えていくのか、市としての役割も大切

だと考え、今回の質問に挙げさせていただ

きました。 

 まず、物価高が市民に及ぼす影響とこれ

まで行われてきた物価高騰対策についてお

聞かせください。 

 ２点目は、学校給食の無償化についてで

す。 

 これは６月の第２回定例会でも質問させ

ていただきましたし、また、午前中も香川

議員からの指摘もありました。その中で、

嶋野市長も給食費無償化については政策提

言で掲げてこられたわけですから、ぜひと

も取り組んでいただきたいと後押しする意

味で質問させていただきます。 

 この給食費の無償化についての課題は、

先ほど来述べられてきましたが、現在の物

価高騰が続く中で、現役世代、子育て世代

の負担軽減策として今こそ取り組むべきだ

と思いますが、市としての考えをもう一度

お聞かせください。 

 ３点目は、学童保育事業についてです。 

 こちらも、昨日、南野議員が質問をされ

ていますので、重なる部分も多いのです

が、再度お聞きします。 

 まず、今年度、鳥飼地域の４小学校区で

始まっている４年生保育の状況と、来年度

の実施校拡大の予定についてお聞かせくだ

さい。 

 ４点目は、生活保護制度利用者の現状に

ついてです。 

 昨年末に子供の貧困問題や生活困窮者支

援の問題で質問させていただいた際に、コ

ロナ禍や物価高騰の影響もあって、最後の

セーフティネットと呼ばれる生活保護制度

の利用者は増加傾向にあるとの状況を聞か

せていただきました。それは今年に入って

からも続いていると感じます。本市におけ

る申請件数や受給世帯数の変化、それと全

国的な傾向についてもまずお聞きしておき
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ます。 

 以上、１回目の質問です。 

○水谷毅議長 答弁を求めます。市長公室

長。 

  （平井市長公室長 登壇） 

○平井市長公室長 物価高騰対策についての

御質問にお答えいたします。 

 現在、国において公表しております消費

者物価指数では、依然として上昇傾向が続

いており、市民の暮らしへの影響は続いて

いると認識しております。 

 本市のこれまでの物価高騰対策として

は、国の電力・ガス・食料品等価格高騰重

点支援地方交付金等を活用し、中小企業の

ほか、医療や福祉等の施設を含む事業者に

対する経済的支援や、消費の下支え等を通

じた生活支援を目的とする割引券交付事業

などを実施してきたところでございます。 

 また、昨年度、物価高騰支援給付金に係

るプロジェクトチームを立ち上げ、住民税

の非課税世帯及び均等割課税世帯に対し給

付金を支給するとともに、令和６年度税制

大綱に基づく定額減税において、定額減税

し切れないと見込まれる方に対する給付金

支給業務に取り組んでいるところでござい

ます。 

○水谷毅議長 教育総務部長。 

  （安田教育総務部長 登壇） 

○安田教育総務部長 物価高騰下における学

校給食の対応と無償化についての御質問に

お答えいたします。 

 物価高騰による学校給食への影響といた

しましては、お米よりもパンのほうが１食

あたりの単価が高くなることから、昨年度

２学期からは提供回数の見直しを行ってお

ります。また、今年度は、これまで価格が

比較的安定しておりましたお米の価格が、

１２月から、１０キログラム当たり約３，

４００円から約５，５５０円に大きく高騰

する見通しとなっております。食材等の価

格の推移につきましては、一過性のものな

のか、今後も継続していく傾向なのか、注

視する必要がありますが、昨年度に引き続

き今年度につきましても、物価高騰分につ

いては公費負担とし、これまでどおりの給

食を提供いたしております。 

 学校給食の無償化導入に当たっては、持

続可能な財源確保をはじめ、学校給食法の

規定等をしっかり整備していく必要がある

と考えております。 

○水谷毅議長 こども家庭部長。 

  （大橋こども家庭部長 登壇） 

○大橋こども家庭部長 学童保育室における

４年生保育の状況と来年度の拡大について

の御質問にお答えいたします。 

 今年度から実施いたしました鳥飼地域の

４学童保育室での４年生児童の入室状況で

ございますが、令和６年４月初めにおける

入室率は、鳥飼西学童保育室が２１．

９％、鳥飼学童保育室が２０．５％、鳥飼

北学童保育室が１９．２％、鳥飼東学童保

育室が１２．５％、４校合計では１９．

７％でございました。 

 令和７年度は、この数字とともに、残り

６校それぞれに、現状の１年生から３年生

までの入室率を参考に、４年生まで受け入

れた際の入室児童数を試算し、保育場所と

指導員の確保が可能と判断いたしました味

舌、三宅柳田、味生の三つの学童保育室で

実施を予定しております。 

○水谷毅議長 保健福祉部長。 

  （谷内田保健福祉部長 登壇） 

○谷内田保健福祉部長 生活保護制度利用者

の現状についての御質問にお答えいたしま

す。 

 本市の生活保護の申請件数につきまして
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は、令和４年度は１７１件、令和５年度は

２０２件、令和６年度は１０月末現在で１

４２件でございます。生活保護の被保護世

帯数につきましては、令和４年４月は１，

１７７世帯、令和５年４月は１，１８６世

帯、令和６年４月は１，２５７世帯、令和

６年１０月末現在は１，２８５世帯と、依

然として増加傾向でございます。 

 全国の生活保護の被保護者調査におきま

しても、概数ではございますが、申請件数

は、令和４年度２４万５，６８６件、令和

５年度２５万１，３６４件と増加傾向にあ

り、被保護世帯数も同様に増加傾向でござ

います。 

○水谷毅議長 弘議員。 

○弘豊議員 それでは、２回目からは一問一

答で行います。 

 物価高騰に関わっての今年度の施策につ

いてです。 

 昨年度は、非課税世帯に対する給付金で

あったり、また、年末には割引券の事業を

されたりと、低所得者にも目に見える形で

ありました。しかしながら、今年度につい

ては、今、国が定額減税の取組をやられて

いますけれども、それに対して物価はどん

どん上がっていく、食料品も値上げする、

そんな中で、とりわけ生活が苦しい人たち

に対しての手だてが全くと言っていいほど

ないと言えると思うんです。市が独自でで

も何がしか手を打っていくことが必要なの

ではないのかと思うんですけれども、その

辺についての考えをお聞かせください。 

○水谷毅議長 市長公室長。 

○平井市長公室長 これまでの本市の物価高

騰対策につきましては、国の交付金を原資

としながらも、一部について市独自財源を

投じながら取組を進めてきたところでござ

います。しかしながら、物価高騰が長期に

わたり続く中、基礎自治体として独自財源

を投じて経済的支援等を続けていくことに

は限りもございますことから、国における

総合的な対策の必要性を感じているところ

でございます。本市のような基礎自治体に

つきましては、市民に最も身近な行政機関

として、生活に困窮する市民に寄り添う役

割をしっかりと果たしていくことが肝要で

あると考えているところでございます。 

○水谷毅議長 弘議員。 

○弘豊議員 特に補正予算で何がしかできれ

ばお願いしたいわけですけれども、現状で

はそういった考えはないということです。 

 今回、タイトルでは公共料金等の負担軽

減ということで上げさせてもらっているわ

けですが、具体的な事例で申し上げました

ら、この年末には、水道料金の改定にも触

れる上下水道ビジョンの中間見直し等が出

されるとも聞いています。その点で、料金

等々を含めて、この考え方についてお聞か

せいただきたいと思います。 

○水谷毅議長 上下水道部長。 

○末永上下水道部長 上下水道ビジョン、水

道事業経営戦略、下水道事業経営戦略の中

間見直しにつきましては、人口推移や水需

要予測、各種施設の更新需要の見直しや環

境変化の影響を踏まえた財政収支見通しの

見直し作業を現在行っているところでござ

います。 

 水道料金改定につきましては、令和元年

度策定時の投資・財政計画のシミュレーシ

ョンにおいて令和５年度改定としておりま

したが、先送りしており、料金値上げを行

う事業体もございますが、可能な限りの経

営努力を行っております。 

 中間見直しにおける考え方といたしまし

ては、令和元年度策定時と同様に、老朽管

の更新や耐震化などの必要な設備投資と経



3 － 34 

営の健全性のバランスを保ち、持続可能な

財源見通しを試算することといたしており

ます。 

○水谷毅議長 弘議員。 

○弘豊議員 水道ビジョンの中間見直しにつ

いては、今後、具体的なものが出てきて議

論になっていくと思っているわけなんです

けれども、管路の老朽化の更新、耐震化も

必要なことであるという認識はもちろん持

っております。そんな中で、料金の値上げ

は、この間、本当だったら昨年度改定の予

定を先送りにしているということですか

ら、今後、どの時期にということも考えて

いかないといけない課題なのかとは思って

います。 

 ただ、今の時期、物価高騰がどんどんと

続いている中にあって、それが例えば来

年、再来年値上げしないといけないとなる

と、やっぱり市民としてはどうなんだとい

うことになってくると思います。今年度、

国民健康保険や介護保険の保険料の値上げ

も今年度されております。やっぱり市が決

められる公共料金などについては引上げを

行うべきではないと考えます。この点につ

いて市長の認識をお聞かせいただきたいと

思います。 

○水谷毅議長 市長。 

○嶋野市長 非常に長かったコロナ禍が明け

て、やっと元の生活に戻るかと思っている

と、今度は物価高になって、今年はまさか

の米不足になって今でも米の値段が高止ま

りしたままで、皆さんの生活が非常に厳し

くなってきていることについては私自身も

感じております。 

 大きな方向性でいいますと、弘議員がお

っしゃったように、こういった市民生活を

しっかりと踏まえた上で、公共料金につい

ても考えてくれということについてはよく

分かります。一方で、御承知のとおり、何

のために公共料金を頂いているのかといい

ますと、例えば水道でいいますと、持続可

能な水道事業を維持していく、将来にわた

って皆さんに安心して飲んでいただける水

を提供していく、そういったサービスをし

っかりとしたものにしていくために頂いて

いるわけでございまして、そのバランスは

しっかりと見ていかなくてはいけないとも

思っています。 

 物価高になっているということは、例え

ば水道に関わる工事についてもやはり影響

を受けるわけです。今までと同じ金額でや

っていこうとすると、必ずや更新、耐震化

のペースは鈍化するということになってき

ます。実際に我が摂津市におきましても、

水道管の老朽化によって非常に大きな規模

の漏水が起こり、道路の陥没が起こったと

いうことも実際にあるわけでございます。

近隣を見ておりますと、昨日の南野議員の

質問の中でもありましたけれども、あの大

阪北部地震で、高槻市におきましては大阪

広域水道企業団の大きな管路が破損して非

常に大きな影響を受けました。これも市民

生活なわけでございまして、やっぱり両方

を見ていかなくてはいけないと思っており

ます。 

 先ほど末永部長から答弁をいたしました

けれども、令和元年度につくったシミュレ

ーションでは、昨年度、つまり令和５年度

で料金の見直しも検討されてきました。し

かし、今の生活のしんどさといいますか、

現実を見ながら、そこも一度先送りの決断

をしてきたわけでございます。そういった

ことも大切にしていきながら、将来を見据

えたときにどのような在り方がいいのかと

いうことについては慎重に考えていきたい

と思っております。すぐに値上げをしてい
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く方向を持っているわけではないというこ

とだけは申し上げておきます。 

○水谷毅議長 弘議員。 

○弘豊議員 市長の答弁の中で、慎重に見極

めていくとおっしゃっていただいているわ

けです。今の市民生活の実態と行政サービ

スをしっかりと持続可能に維持していくこ

とは両立させていかないといけないとは思

っております。そんな中で、持続可能な財

源確保のため、ただ、今は緊急時であるみ

たいな認識も、市民生活がこれだけ大変だ

ということも把握しながらしっかりと考え

ていっていただきたいと思いますし、また

議案が出てきたら、その中身ももんでいき

たいと思います。 

 次に、学校給食の無償化についても議論

していきたいと思います。 

 学校給食についても、今、無償化をでき

ればやりたいお考えだと思うんです。た

だ、国や大阪府の状況は、なかなか第２回

定例会で聞いたときと比べても変わってい

ないと思います。国が責任を持ってやると

言えば、それが一番いいのはもちろん分か

っています。今、国に要望している段階か

もしれませんけれども、国・大阪府の動き

は何かしら変化がないのか、その辺、もう

一度部長に聞いておきたいと思います。 

○水谷毅議長 教育総務部長。 

○安田教育総務部長 国の動きでございます

が、国は、令和５年６月１３日にこども未

来戦略方針を閣議決定しており、その中

で、こども・子育て政策の課題として、学

校給食費の無償化の実現に向けて実態調査

を行い、小・中学校の給食実施状況の違い

や法制面等も含め課題の整理を行い、具体

的方策を検討するとされております。 

 また、同年９月には、学校給食の無償化

を実施する各教育委員会における取組の実

態調査において、各自治体の取組実態や成

果、課題等を取りまとめ、その結果を公表

されております。 

 今後は、実態調査の結果を踏まえ、本市

も同じく課題として捉えております小・中

学校の給食実施状況の違いや法制等につい

て具体的方策を検討されていくものと期待

しているところでございます。 

○水谷毅議長 弘議員。 

○弘豊議員 特に６月に聞いたときと変化が

あるわけではないんだと改めて思ったわけ

ですけれども、ただ、全体的な大きな流れ

としては給食無償化の方向に確実に向かっ

ていっていると思っています。そんな中

で、国がいついつやるということを決めた

段階で、摂津市もそれに乗っかりますとい

うことでは、せっかく市長も政策としてや

りますと訴えてこられたことの値打ちがな

いと思います。国がやりますと発表する前

に、ぜひ摂津市として独自の取組を開始し

ていただきたいと、このことは強く求めて

おきたいと思います。 

 次の質問に移ります。学童保育事業につ

いてです。 

 こちらは、今４校で開始している４年生

学童を、来年は３校プラスしていくという

ことです。３校が残るわけなんですけれど

も、千里丘小学校は校舎の建て替えの課題

があるということで、令和１０年度をめど

にと昨日の議論でもお聞きしました。あと

の二つ、別府小学校、それから摂津小学校

の具体的な課題について再度お聞かせいた

だけたらと思います。 

○水谷毅議長 こども家庭部長。 

○大橋こども家庭部長 別府小学校と摂津小

学校の学童保育室の関係でございます。 

 別府学童保育室につきましては、空き教

室が４階に１教室あるんですけれども、こ
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のタイミングで来年の４月にどうしても間

に合わないということで、次年度以降で今

考えているところでございます。 

 摂津学童保育室につきましては、現在、

市内で入室児童数が最も多く、既に６教室

で運営しております。残り２教室ございま

すけれども、指導員確保の問題で委託先と

協議を進めておって、これも令和７年度に

少し間に合わないということで、令和８年

度を目標に実施してまいりたいと考えてお

ります。 

○水谷毅議長 弘議員。 

○弘豊議員 昨日の南野議員の質問の答弁の

中で、令和１０年度には６年生までの全学

年で全校でできるようにしていきたいと述

べておられて、力強い目標を持っておられ

るんだということは感じたんです。ただ、

別府小学校の学童については、児童数が今

後減っていくだろうから、それ頼みという

感覚で、ちょっと消極的な感じがせざるを

得ません。摂津小学校の学童でいいました

ら、やっぱり指導員確保の問題なんです。

摂津小学校については、前年度から民間委

託ということで、委託事業者で人の確保を

してもらわないといけないということにな

ってくるのかと思うんです。しかしなが

ら、従来から人の確保の課題があって、市

の直営から民間に移すこともあったかと思

うんですけれども、民間に移したら人が確

保できるかといったら、必ずしもそうじゃ

ないということがあるのかと思います。そ

ういった意味で、指導員の処遇改善の課題

についても昨日触れられていましたから、

しっかりと取り組んでいただきたいと思い

ます。ぜひ全ての学童で全学年の受入れも

早期に目標どおりにやっていただくように

求めておきたいと思います。 

 それと、併せて学童の問題では、土曜日

や長期休暇中の昼食も昨日答弁がありまし

た。他市の状況についても一度お聞かせい

ただけたらと思うんですが、どうでしょう

か。 

○水谷毅議長 こども家庭部長。 

○大橋こども家庭部長 他市の学童保育室に

おける昼食提供の形態でございます。弁当

事業者と連携する方法、それと給食センタ

ーを活用する方法、そして自校調理による

方法などがございます。ただ、全国的に

は、やはり弁当事業者との連携によるデリ

バリー方式が主流となっております。 

○水谷毅議長 弘議員。 

○弘豊議員 今、全国的に学童のお昼御飯の

問題というのは、要望も多くて課題になっ

ているということらしいです。近隣市の状

況もおっしゃっていただきましたけれど

も、こども家庭庁で、放課後児童クラブ、

つまり学童の長期休業時の食事の提供事例

などもいろいろと調査されているのが資料

としてありました。そんな中で、今回、当

面、冬休みから七つの学童でデリバリーに

取り組むと昨日おっしゃっておったわけで

すけれども、なかなかデリバリーでは利用

できない方もいらっしゃるんじゃないのか

と思います。できれば、自校調理の給食に

取り組んでいるところもあることを思え

ば、そこの検討をぜひやっていただきたい

んですけれども、その点についてはどうで

しょうか。 

○水谷毅議長 こども家庭部長。 

○大橋こども家庭部長 自校調理による学童

保育室での給食の提供についてでございま

す。 

 この間、全国的な他市の事例を含めて

様々検討してまいりました。その中で、本

市も、委託校はございますけども、小学校

は自校調理で給食調理をしておりますの
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で、有力な選択肢として検討してまいりま

した。ただし、学童保育室の利用児童数が

毎日変動するということと、あと、食材の

発注や食材費の負担、献立の作成とか調理

体制、様々な課題がございまして、学童保

育室の自校調理につきましては、やはりな

かなか難しいのではないかということで導

入を見送った経緯がございます。 

○水谷毅議長 弘議員。 

○弘豊議員 自校調理も検討していただいた

ということです。ただ、現状では、まだそ

こには課題も多くあるということで、当面

デリバリーで取り組むというお答えがあり

ました。 

 ただ、以前から言っているみたいに、学

童でお弁当を持ってこれない子供がいらっ

しゃるという課題があります。５００円の

お弁当を学童で取りますといったときに、

その子が利用できるのかといったら、なか

なかそこもハードルが高いと思います。そ

ういった点では、今、学童保育も本当に多

くの皆さんが使われる状況になっています

し、保育所などでは給食はあって当たり前

ということですから、学童でもそういった

方向で動いていかれるように、また大いに

検討していただきたいと思います。 

 最後に、生活保護の問題に関わってで

す。 

 この間、本当に苦しい生活をされている

方をたくさん目の当たりにしてきました

し、相談に来られる方も大勢いらっしゃい

ます。そんな方たちの中で、生活に困窮し

ているにもかかわらず、生活保護に対する

抵抗というか、ネガティブなイメージが多

い、そういうことも聴いています。制度の

啓発や周知について、やっぱりまだ課題が

あるのかと思うんですけれども、そこら辺

りはどのようになっているか、お答えをお

願いします。 

○水谷毅議長 保健福祉部長。 

○谷内田保健福祉部長 生活保護の相談先と

して、市ホームページに生活保護制度につ

いての案内を掲載しております。この案内

の上部には、「生活保護を必要とする可能

性はどなたにもあるものですので、ためら

わずにご相談ください」と掲載し、相談す

ることをためらうことがないように配慮い

たしております。 

○水谷毅議長 弘議員。 

○弘豊議員 案内の状況についてはそうなっ

ているのを私も確認させてもらいました。 

 それと、もう一つ気になる点で、今、生

活保護の利用者がこれだけ多くなると、担

当するケースワーカーの対応も課題がある

んじゃないのかと思うんです。そこら辺り

の改善点についてお聞かせいただけたらと

思います。 

○水谷毅議長 保健福祉部長。 

○谷内田保健福祉部長 生活保護受給者の方

への支援につきまして、金銭的な支援だけ

ではなく、自立に向けた就労支援や医療、

介護サービスなど、生活保護受給者に合わ

せて適切な支援を実施しております。議員

が御指摘のとおり、多岐にわたる支援内容

でございますので、支援の実施に当たりま

して、ケースワーカーのほかに専門的な知

識を有した就労支援員や健康管理支援員、

それから介護支援員、レセプト点検事務嘱

託員などの専門職も配置いたしておりま

す。これによりまして、ケースワーカー個

人だけで対応するのではなく、組織的に対

応できる体制で業務運営を行っておりま

す。 

○水谷毅議長 弘議員。 

○弘豊議員 なかなかこれだけ人数が増えて

くると大変な点も多くあると思うんですけ
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れども、そこはしっかりと対応していって

いただきたいと思います。 

 市長も、市長選挙前の立候補予定者によ

る公開討論会の場で、若干生活保護の問題

について触れられたと聴いております。こ

の制度の考え方について、最後に市長にお

聞きしておきたいと思います。 

○水谷毅議長 市長。 

○嶋野市長 議員が御指摘いただきました青

年会議所主催の公開討論会において、生活

保護のことについてもちょっとだけ触れま

した。ただ、それは生活保護を否定するよ

うなものではございません。そういう前提

の下でお話しさせていただきますと、生活

保護は、御存じのとおり、日本国憲法第２

５条の中で、「すべての国民は、健康で文

化的な最低限度の生活を営む権利を有す」

と規定されているわけでございまして、こ

の理念に基づいて生活保護が制度として運

用されているわけでございます。そのこと

自体は私も尊重しております。 

 生活保護制度の運用に当たっては、必要

な方に必要な保護を行っていく、また、最

低限度の生活を保障するということと併せ

まして、自立を助長することを目的に生活

保護法に基づいて適正な運用を行っている

わけでございます。私は、この自立を助長

するというところがいろいろと議論を生む

ところではないのかと思っています。 

 私は、昨日から申し上げているように、

ウェルビーイングに基づいたまちづくりを

大きく掲げて、これからまちづくり、つま

り市政運営を行っていきたいと思っていま

す。 

 いろんな事情があって生活保護の受給に

至っているんだろうと思います。その中に

は、ひょっとすると、生活保護の受給では

なくて、自立した生活を送っていただくこ

とがまさにその方にとってのウェルビーイ

ングにつながっていくということはあると

私は思っています。先ほど、保健福祉部長

の答弁で、ケースワーカーだけではなく

て、まさに組織として相談業務についても

しっかりと充実させていくというお話をし

たと思います。しっかりとそういったこと

も念頭に置きながら、今後、生活保護の適

正な運用に努めていきたいと思っていると

ころであります。 

 あわせて、生活保護の制度に該当しない

方でありましても、生活に困っておられる

方、あるいは不安を抱えておられるといっ

た方々が実際におられます。そういった

方々に対しまして、生活困窮者自立支援制

度を通して必要な支援、また、ほかの施策

等の助言を行うことなどを通じて、関係機

関と連携をしながら誰もが安心して暮らせ

る社会づくりに努めていきたいと思ってお

ります。 

○水谷毅議長 弘議員。 

○弘豊議員 ぜひその方向でよろしくお願い

いたします。 

○水谷毅議長 弘議員の質問が終わりまし

た。 

 次に、藤浦議員。 

  （藤浦雅彦議員 登壇） 

○藤浦雅彦議員 初めに、このたび市長に就

任されました嶋野市長に心より祝福を送り

たいと思います。おめでとうございます。 

 それでは、順位に従いまして一般質問を

させていただきます。 

 今回は、嶋野浩一朗市長の初めての予算

編成方針ということで、それに伴いまし

て、さきの市長選挙戦で公約などがいろい

ろありました。少しでもそういったものが

予算化できるように議論させていただきた

いと思いますので、よろしくお願いいたし
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ます。 

 まず、１番目に、財政見通しと市長の認

識についてお尋ねしたいと思います。 

 これは、先ほど三好議員からもいろいろ

質問がございました。 

 改めて、まず初めに、「しまの浩一朗通

信」というのを出されていましたけれど

も、その中に、継承と挑戦について、「こ

れこそが私の使命です」と記載をされてい

ました。一方で、予算編成方針を出されま

したけれども、その中で、「大型事業の取

組の影響による市債発行増加に伴う公債費

の増大に加えて、人件費や扶助費といった

経常的な経費も増加していく見込みであ

り、さらなる基金の減少が懸念されるとこ

ろです」、こう職員に呼びかけられていま

す。 

 このたび出された中期財政見通しを見込

んだ主要事業財源内訳には、阪急京都線連

続立体交差事業であったりとかＪＲ千里丘

駅西地区の再開発など、多くの事業が同時

多発的に実施をされています。既に着手を

されているもの、これから着手するものな

ど、大型事業が重複していく中で、これを

そのまま全て丸のみして継承することもで

きると思いますが、そうではなくて、費用

対効果の観点から、中期財政を見据えて検

証し、急ぐもの、遅らせるもの、拡大する

もの、縮小するもの、変更するものなど、

嶋野市長としての中期財政見通しを立てる

ことが重要だと思います。お考えについて

御答弁をお願いしたいと思います。 

 次に、２番目、市長が職員に期待するも

のと現状の課題についてです。 

 先ほども質問がありましたけれども、予

算編成方針の中で、「市政運営において、

多くの課題に直面することが想定されます

が、職員の皆様の英知を結集し、果敢に難

題に挑んでいくことで、必ずや道は開ける

ものと確信しています。職員の皆様には、

本市を取り巻く状況をしっかり踏まえなが

ら、まちづくりについて主体的に考え、行

動していただくことを期待しておりま

す」、こんなふうに結ばれています。 

 一方で、現状を見ますと、疲労している

職員が少なくないように見受けられます。

どこに問題があるのか、現在の職務体制に

ついてどのように考えておられるのか、御

答弁をお願いしたいと思います。 

 次に、３番目、ここからは予算編成方針

についてになります。まず、高齢者にやさ

しい環境づくりについて、これは予算編成

方針で述べられていますが、もう少し具体

的にどういうことなのかをお答えいただき

たいと思います。 

 次に、４番目、こどもを産み育てる喜び

を実感できる環境づくりとありますが、こ

れについてももう少し具体的にお答えいた

だきたいと思います。 

 次に、５番目、こどもが持つ可能性を伸

ばす学びの環境づくりについても、どうい

うことなのか、もう少し具体的にお答えい

ただきたいと思います。 

 そして、６番目、産業振興や地域活性化

を通じた誰もが活躍できる環境づくりにつ

いて、もう少し具体的にお答えいただきた

いと思います。 

 １回目、以上です。 

○水谷毅議長 答弁を求めます。総務部長。 

  （石原総務部長 登壇） 

○石原総務部長 中期財政を見据えて検証す

ることの重要性についての御質問にお答え

いたします。 

 中期財政見通しにおいては、建設事業費

をはじめ、扶助費や維持補修費などが増大

となると見込んでおります。このまま事業
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を進めていくと、近い将来、基金が枯渇

し、財政再生基準の数値以上になることも

危惧されます。そのため、歳入確保や歳出

の抑制といった対策は必要であると考えて

おり、歳出面においては、各事業の費用対

効果の面からも、ＰＤＣＡサイクルの観点

での検証を行い、常に経費の節減を図って

いくことは重要であると考えております。

その上で、来年度予算編成に向けて、事業

の取捨選択を行い、歳出の抑制、経費節減

に努めて、既存事業も含めてビルド・アン

ド・スクラップを進めてまいりたいと考え

ております。 

○水谷毅議長 市長公室長。 

  （平井市長公室長 登壇） 

○平井市長公室長 現在の職務体制をどう考

えているかについての御質問にお答えいた

します。 

 今年度実施いたしましたストレスチェッ

クにおける組織診断結果につきまして、市

全体としては全国平均を下回っております

が、高ストレスと診断された職場はござい

ます。その内容は、仕事の量・コントロー

ルという項目が多く、業務量が多い、自分

のペースで仕事ができないといったもので

ございます。こうした課の所属長に対して

は、産業医と連携を取りながらヒアリング

を行うとともに、職場環境の把握及び改善

について依頼をしております。 

 また、人員体制につきましては、人件費

査定の場におきましてヒアリングを実施し

ており、状況等を鑑み職員配置を行ってお

ります。ただ、限られた予算の中、無尽蔵

に職員を増やすわけにはまいりません。事

業のスクラップや業務効率の向上はもとよ

り、モチベーションを上げる仕組みづくり

は必要であると考えております。例えば、

人事評価の結果のさらなる活用等、工夫が

必要であると考えております。 

○水谷毅議長 市長。 

  （嶋野市長 登壇） 

○嶋野市長 まず、高齢者にやさしい環境づ

くりについてお答えをいたします。 

 ２０２５年、つまり令和７年は、全ての

団塊の世代が後期高齢者となる年でござい

ます。我が国におきましては、実に国民の

５人にお一人が後期高齢者という超高齢社

会を迎えることになるわけです。 

 本市におきましては、全国平均と比べま

すと高齢化率は決して高くはありません。

低い傾向にはございます。しかし、６５歳

以上の高齢者人口を見てまいりますと、２

０５０年まで増え続けることが見込まれて

いるわけであります。誰もが高齢になって

も、住み慣れた摂津市で自分らしく、そし

て健やかに暮らしていく、このために「高

齢者にやさしい環境づくり」をさらに進め

ていきたいと思っているところでございま

す。 

 そのための具体的な方策といたしまし

て、午前中の質問でもございましたけれど

も、帯状疱疹ワクチン接種の補助制度、あ

るいは地域で高齢者の皆さんを支えていく

仕組みづくり、そして新しい移動手段の確

保等について、今回の選挙におきまして公

約に掲げたということでございます。 

 今後、これらのことを含めまして、「高

齢者にやさしい環境づくり」について、ま

ずは庁内で検討をしっかり進めていく、そ

の上で必要な施策を講じていきたいと考え

ております。 

 続きまして、こどもを産み育てる喜びを

実感できる環境づくりについてお答えをい

たします。 

 我が国の人口は御存じのとおり急激に減

少しております。昨年の出生数は７２万
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７，０００人、過去最低の数字でございま

した。また、最新の合計特殊出生率も１．

２０にまで低下をしております。 

 本市におきましては、最新の合計特殊出

生率が１．５１、これは全国平均と比較し

て健闘はしていると捉えております。しか

しながら、前回の数値と比べますと、０．

０６ポイント減少している。全国的な傾向

と同じく少子化が進んでいると認識をして

いるところでございます。市民に一番身近

な基礎自治体といたしまして、市民の皆様

方に子育てに安心や希望を感じていただけ

るように取り組んでいく必要があると認識

をするものでございます。 

 我が摂津市におきましては、森山前市長

の下で、子育て支援施策の充実に急ピッチ

で取り組んでまいりました。大阪府内の自

治体におきましても本市が非常に高い出生

率を誇っていることからも、この取組に一

定の効果があったと私も捉えているところ

でございます。 

 一方で、保育所等につきましては、北摂

の７市と比べましても一番高い整備率であ

るにもかかわらず、待機児童の解消には至

っていないのが事実でございます。また、

学童保育の学年延長につきましても、これ

から取り組んでいく必要がある課題と認識

をしております。こういった課題に加えま

して、若い世代のニーズをしっかりと捉え

た中で、「こどもを産み育てる喜びを実感

できる環境づくり」に向けまして、さらな

る取組の充実を図っていきたいと考えてお

ります。 

 続きまして、こどもが持つ可能性を伸ば

す学びの環境づくりについてでございま

す。 

 子供たちが生き生きと学ぶためには何が

必要なのか、これを考えるときに、私は、

子供一人一人が自分はこれを実現するんだ

と、そういった志を立てることが何よりも

大切であると確信をしております。昨日も

申し上げましたけれども、「志は気の帥な

り」、この言葉は、志を持つことがやる気

を持って根気強く課題に取り組む原動力に

なるんだという言葉でございます。志があ

れば、勉強も含めて様々なことに意欲的に

取り組み、未来を切り開いていく力を育む

ことにつながっていくと考えております。 

 子供たちには元来すばらしい可能性が秘

められております。その可能性を引き出

し、さらに伸ばしていく。そのためには、

志を見つけるためのきっかけづくり、そし

て成し遂げようとする姿を後押ししていく

環境づくりが必要であると考えておりま

す。今後、このような考えの下で、これま

で本市が取り組んでまいりましたキャリア

教育をはじめとする様々な優れた取組を生

かしながら、摂津市ならではの教育の在り

方について、教育委員会とともに議論をし

ていきたいと考えております。 

 続きまして、産業振興や地域活性化を通

じた誰もが活躍できる環境づくりについて

お答えを申し上げます。 

 全国的に人口減少、さらには少子高齢化

が進展する状況におきまして、持続可能な

まちであり続けるためには、しっかりとま

ちの活力に目を向けていく必要があると思

います。産業振興分野におきましては、多

くの事業所が集積をする産業のまちである

こと、これが我がまちの強みでございま

す。このことは、市民の雇用、関係人口の

創出を通して本市の活力の源となっており

ます。この強みをさらに強化していくため

に、創業支援の取組や空き店舗の活用等に

ついて取り組んでまいりたいと考えており

ます。 
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 続きまして、地域の活性化でございます

けれども、これまでも自治会等の地域コミ

ュニティにおきまして何度も議論をされて

きたところでございます。社会情勢が変化

をしていく中におきまして、地域の担い手

不足が進行しております。このままの状態

が続きますと、まちづくりの中核をなす地

域コミュニティが立ち行かなくなることが

懸念をされるわけでございます。今年度ス

タートした中間支援組織の取組をはじめと

いたしまして、人と人とのつながりを育む

取組を通じて、多様な主体による協働のま

ちづくりをさらに推進していき、地域の活

性化につなげていきたいと考えておりま

す。 

○水谷毅議長 藤浦議員。 

○藤浦雅彦議員 それでは、２回目、質問い

たします。一問一答でお願いいたします。 

 まず、１番目の財政認識についてでござ

いますが、来年度の予算編成に向けて事業

の取捨選択を行い、歳出の抑制、経費削減

に努めて、新規事業、既存事業を含めてビ

ルド・アンド・スクラップを進めていくと

の答弁をいただきました。どうか嶋野市長

として中期財政見通しを立てていただきた

いと思います。また、その上で、森山市長

がこれまで実施をしてこられた戦略的な市

政運営を継承していただき、未来を見据え

た予算編成にしていただきたいと要望して

おきたいと思います。 

 さて、歳入の確保について、補助金、地

方債、基金の活用が基本になりますが、地

方債においては、過去において公債費が増

加をして財政が大きく逼迫したことがあり

ました。そうならないようにコントロール

することが必要だと思います。元利償還金

の限度額及び減債高をどれぐらいまでと設

定されておられるのか、御答弁をお願いし

たいと思います。 

○水谷毅議長 総務部長。 

○石原総務部長 健全化判断比率には四つの

指標がございまして、実質赤字比率、連結

実質赤字比率、実質公債費比率につきまし

ては早期健全化基準と財政再生基準がござ

います。残りの将来負担比率については早

期健全化基準がございます。令和５年度決

算においては、どの指標においても基準以

下となっており、健全な範囲に収まってい

ると考えております。 

 中期財政見通しの中で地方債の発行も増

加すると見込んでおりますが、元利償還金

の額、地方債発行額の限度額を設定するの

ではなく、収支均衡の改善を図り、基金の

取崩しを減少させる取組の中で、後年度負

担の影響を見通しながら、事業費の抑制と

平準化による地方債発行のコントロールを

行ってまいりたいと考えております。 

○水谷毅議長 藤浦議員。 

○藤浦雅彦議員 御答弁ありがとうございま

す。 

 今から２０年ぐらい前になると思います

が、公債費が７０億円を超える年がありま

した。この当時はスクラップばかりで、新

規事業はほとんどなしという暗い時代でし

た。そうならないためにも、起債計画のコ

ントロールをしっかりお願いしたいと思い

ます。 

 一方で、基金を温存することも非常に重

要だと思います。以前に、臨時財政対策債

の借入れにおいて、地方交付税本算定後の

補正予算で目いっぱいまで増額をして、基

金の取崩しを削減するということで議会で

合議がなされました。しかしながら、議会

に報告もなく、実際には借り入れなかった

ということがありました。こうした財政運

営には私は大変不信感を持ちましたし、こ
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うしたことのないように財政運営をお願い

したいと思います。 

 最後に、市長として、市民に対しまし

て、次なる摂津の構築と財政の健全化に対

するメッセージをお願いしたいと思いま

す。 

○水谷毅議長 市長。 

○嶋野市長 次年度の予算編成方針の中でも

触れておりますけれども、これまで摂津市

が大切にしてきました三つのテーマがござ

います。それが「こども」、そして「健

康」、「安全・安心」です。これはしっか

りと引き続き基本としていきたい。それに

加えて、先ほど質問いただきました４点、

高齢者にやさしい環境づくり、そして、こ

どもを産み育てる喜びを実感できる環境づ

くり、こどもが持つ可能性を伸ばす学びの

環境づくり、産業振興や地域活性化を通じ

た誰もが活躍できる環境づくり、この取組

をしっかりと推し進めていきたいと思いま

す。このことによって、市民の皆様方がま

さにこの我がまちに愛情を持つことができ

ると思いますし、また、摂津市に住み続け

たい、このような思いができるんだと思っ

ております。そのこと自体がまさにウェル

ビーイングに基づいたまちづくりになって

いくと私は考えておりますので、その方向

性で市政運営、まちづくりを行っていきた

いと思っております。 

 その一方で、やはり財政につきましても

確かな安定的な運営をしていくことが大前

提になるわけでございます。藤浦雅彦議員

とは２３年前の同じときに市議としての場

を与えていただきました。先ほどお話しい

ただいたように、当時は本当に厳しい財政

状況でした。公債費の具体的な数字もお示

しをいただきましたけれども、いろいろな

政策提言をしたとしても、その取組の財源

の裏づけはあるのかと問われると、なかな

か次に進めないということもありました。

本当にどこに無駄を見つけるのか、どんな

行財政改革のメニューを見つけるのかに終

始した状況であったわけでございまして、

こういった状況は二度と招いてはならない

と考えております。そのことは私もかつて

は議員の立場から申し上げてきたので、今

の立場となってもその思いは変わらずに持

っているところでございます。 

 これから本市はまちづくりへの投資とし

て事業を予定しております。本当に大きな

事業も予定をされているわけでございま

す。しかし、その状況の中で、財政面にお

いては厳しい状況を迎えることがあるのか

も分かりませんけれども、先ほどおっしゃ

っていただいたように、しっかりと挑戦し

ていくという姿で乗り切っていきたいと考

えているところでございます。こういった

ことを通じて、これからも持続可能な行政

運営に向けて、私もしっかりと財政のかじ

取りを責任感を持って取り組んでいきます

ので、どうぞよろしくお願いしたいと思い

ます。 

○水谷毅議長 藤浦議員。 

○藤浦雅彦議員 市長、ありがとうございま

す。次なる摂津に向けて大変力強い御答弁

をいただきました。どうか戦略的で健全な

市政運営をお願いいたしましてこの質問を

終わりたいと思います。 

 次に、２番目の職務体制についてでござ

いますけれども、御答弁ありがとうござい

ました。ストレスチェックにおける組織診

断結果による高ストレスの職場は把握され

ており、対応されているということでござ

いました。 

 一方で、近年の短い周期での人事異動に

よる職場ストレスも大きいと思っていま
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す。特に専門性を必要とする課では、課長

の異動で業務が止まってしまったのではな

いかと思うような部署もありました。人事

異動についてはどのように考えておられる

のか、御答弁をお願いしたいと思います。 

○水谷毅議長 市長公室長。 

○平井市長公室長 人事異動につきまして

は、直近３年間は、人を育てる組織、人が

育つ組織を目指して、各職員が成長し活躍

してもらうために必要な様々な経験を積ん

でもらうことを念頭に置いて行ってまいり

ました。 

 基本的な考え方といたしましては、職員

個々の人事評価、異動履歴、異動先の課題

等を十分に考慮しつつ、将来の成長の糧と

なる経験が得られるよう配置を行ってまい

りました。その結果、コンプライアンス基

本方針に係る職員の自己点検における分析

結果から、人に付随していた業務が組織の

誰もが行える業務へと移行しつつある改善

傾向が見受けられ、この３年間の人事異動

は一定の効果はあったものと考えておりま

す。 

 一方で、経験のある職員が複数異動し、

業務の本質の理解度が一時的に低下する一

面もございます。今後につきましては、こ

うした課題を踏まえつつ、安定的な組織運

営や効果的な人材育成を行う人員配置を行

ってまいりたいと考えております。 

○水谷毅議長 藤浦議員。 

○藤浦雅彦議員 答弁ありがとうございま

す。 

 防災とか、それから市民活動支援の部署

など知識の蓄積が必要な部署は、例えば外

部職員の受入れなども視野に入れて職員体

制を考え、業務が止まらないようにする必

要があるのではないかと思いますので、検

討をお願いしたいと思います。 

 また、職場において、できる職員に業務

が偏ってかちかち山現象にある職員、ま

た、メンタル症状の横行であったりとか余

裕のない職員体制に陥っているケースもあ

ります。そうしたことも改善しなければな

りません。そうしたことも踏まえて、市長

より市職員に向けてのメッセージをお願い

したいと思います。 

○水谷毅議長 市長。 

○嶋野市長 今、実際に多くの方が職員とし

て勤務をしていただいているわけでありま

す。その皆さんお一人お一人には個性があ

って、そしてすばらしい能力を持っていた

だいているわけでございます。その個性で

あり能力を最大限発揮していただく、この

ことが本当に大きな前進につながっていく

と私も感じております。 

 また、私も摂津市を歩きながらいろんな

方とお話をさせていただきました。摂津市

を本当に思っておられる方々がたくさんお

られます。自分たちの次の世代のことを考

えていろいろと活動し、行動していただい

ている方々にもたくさん出会うことができ

ました。摂津市の可能性も非常に大きいと

思っております。ですので、まず職員の皆

さんには、自分自身の中にある可能性にも

しっかりと目を向けてもらって、摂津市の

可能性も信じていただきたい。併せて、就

任式のときにも申し上げましたけれども、

そういった皆さんのまさに英知を集めるこ

とによって次なる摂津が必ず構築できるん

だと私は考えているところでございまし

て、その先頭にこれからも立っていきたい

と思っているところでございます。 

 大分前の話になりますけれども、かつて

下水整備に当たっておられる職員とお話を

することがございました。その中で、ちょ

っと極端な例なのかも分かりませんけれど
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も、自分たちの仕事について誇りを持てな

いというお話を聴いたことがございまし

た。どういうことかといいますと、例え

ば、もし私が医者であれば、難しい手術を

して、残念ながら患者の命を助けることが

できなかったとしても、恐らく遺族の方か

らは頑張ってくれてありがとうございます

というねぎらいの言葉があると思う。しか

し、私たちはどんだけ仕事をしてもなかな

かねぎらいの言葉はもらえないんだと、そ

ういった話を聴きました。そのときに、僭

越ながら私が返したことは、どんだけ強い

雨が降ったとしても摂津市が水没すること

はなかった、浸水被害を受けることがなか

った、そこに喜び、誇りを感じるべきでは

ありませんかというお話をさせていただき

ました。 

 もし、下水の整備が十分ではなくて、大

雨が降ったときに浸水被害を受けてしまっ

た。そこで迅速に職員が駆けつけていって

いろいろと手助けをすると、恐らくねぎら

いの言葉はかけられると思います。しか

し、それが本来の仕事なのかというと、そ

うではなくて、どんだけ雨が降っても水に

つからないまちをつくっていくことこそが

まさに仕事であって、そこにやりがいであ

り誇りを感じていただけるような職員にな

ってもらいたいと私は思っております。そ

のためには、私自身が最大限に私心を捨て

て、公心を持って市政運営に当たっていく

ことが大事だと思っております。ぜひそう

いう心で職員の皆さんにもこれからの業務

を遂行していただきたいと切に願っている

ところでございます。 

○水谷毅議長 藤浦議員。 

○藤浦雅彦議員 大変情熱の籠もった御答弁

ありがとうございます。そういう職務にお

いては均衡を保つように、制度設計をお願

いしたいと思います。 

 また、先ほど市長から先頭に立ってとい

う言葉をいただきましたけども、人事施策

について私は一つ提案があります。市長公

室長とか人事課長とかがいますけども、人

事関係者に任せきりにするのではなくて、

実際に空いている時間に庁内を歩いたり職

員に声をかけたりして実態を肌で感じなが

ら、そして、その空気を感じながら、ぜひ

魂の籠もった人事計画をお願いしたいと思

っています。市長と職員が一つにつながる

ような、一緒に進んでいけるような、そう

いう体制を築いていかれることをぜひとも

お願いしたいと思います。 

 また、先ほども正職員と会計年度任用職

員の話が出ました。壁がなくなっていると

いうこともあります。本当に正職員と変わ

らず仕事をされているような方もいらっし

ゃいます。そういう方から、幾ら頑張って

も正職員になることはできないんやという

ことも聴いたことがあります。会計年度任

用職員、正職員に限らず、優れた人材が集

まる体制をつくっていくことが大事だと思

うんです。そういう中では、例えば、会計

年度任用職員であっても優秀な人はずっと

働ける新しい制度をつくるとか、そういう

希望を持って働いていける制度をつくるこ

とが、ある意味では優秀な人材を留め置く

ことにつながると思います。その優秀な人

材を留め置くことが、市長が言われていま

した多くの難題に果敢に挑んで道を切り開

いていく職員になると思うんです。だか

ら、自ら歩いてしっかりと職員を激励しな

がら構築していっていただきたいとお願い

してこの質問は終わりたいと思います。 

 次に、予算編成方針に書かれた四つのこ

とについて、最後に一括で令和７年度の予

算編成に向けた市長の意気込みをお聞きし
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ます。 

 まず、３番目の高齢者にやさしい環境づ

くりについてでございます。御答弁ありが

とうございました。 

 先ほど議論されましたけれども、公約に

帯状疱疹ワクチン接種の補助制度が挙げら

れています。これは、先ほどありましたけ

ど、厚生労働省で今年の６月に接種費用を

公費で補助する定期接種を実施する方針が

決められています。今は接種対象年齢など

について専門家会議で議論をしているとい

うことで、やがて正式には決定するという

ことになります。そのことを見越して、明

年度から恐らく多くの自治体で補助制度を

導入してくることも考えられますので、こ

の辺はしっかり見極めながら、遅れを取ら

ずに、公約ですから実現できるようにお願

いしておきたいと思います。 

 また、昨日議論されていますけれども、

新しい移動手段の確保についても多くの高

齢者の要望があります。大変難しい課題で

はありますけれども、ぜひ具体的な形が見

いだせるようにお願いしたいと思います。 

 また、高齢者ふれあい食堂補助制度とい

うのも提案されていますけれども、現在既

に展開しています子ども食堂との連携・連

動を図り、地域共生の方向性も見据えた柔

軟な制度設計をお願いしたいと思います。

そして、地域で高齢者を支える制度の拡充

については、自治会とか民生委員などとは

違う市民活動団体などでの実施もできるよ

うに御努力をお願いしたいと思います。 

 また、公約には挙げられていませんが、

高齢者難聴の方への補聴器購入補助制度の

導入につきましても、対象者も多く、大変

ニーズが高く導入が急がれる制度でござい

ますので、令和７年度からの導入について

ぜひ検討をお願いしたいと思います。 

 そして、歩道のバリアフリー化などのハ

ード面の整備や、元気で長生きの健康寿命

を延ばす取組など、課題は山積していま

す。皆さんが住んでよかったと思っていた

だける摂津の構築に全力で取り組んでいた

だきますようにお願いをいたします。 

 次に、４番目、こどもを産み育てる喜び

を実感できる環境づくりについてでござい

ます。御答弁ありがとうございました。 

 御答弁では保育所待機児童の解消ができ

ていないことが述べられていますが、まさ

に本市のアキレス腱であり、早期に解決す

ることが重要です。また、公約に掲げられ

ています多子世帯の支援策は、他市のほう

が進んでいる取組がありますので、調査の

上、しっかり遅れを取らないように取り入

れていただくことをお願いしたいと思いま

す。 

 さきに議論がありました公約に掲げてお

られる小・中学校の給食費の無償化につい

てです。国や大阪府にしっかり働きかける

とともに、これは国でも検討していまし

て、我々も与党としてしっかり申入れをし

て、何とか予算化できるようにお願いして

いきます。ぎりぎりまでしっかり実現を迫

っていただきたいということで、できる限

りのことをしながら見極めていただき、ぜ

ひ実現を目指して頑張っていただきたいと

お願いしておきたいと思います。 

 次に、現在、子どもの生活実態調査に基

づいて、子供の貧困対策を章立てとした

（仮称）摂津市こども計画の策定作業が行

われています。本市では８人に一人が相対

的貧困世帯と言われており、第２回定例会

のときにはこども家庭部長から本市の概略

について答弁をいただいておりますけれど

も、生活状況や学習状況、登校実態、進路

希望など様々に課題を抱えています。子供
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の不登校問題や子供の虐待問題、ヤングケ

アラー問題、そして子供の貧困問題など、

問題は複雑に絡まっています。その発覚・

解決のお手伝いができるのは、やっぱり地

域の大人たちが関わる重層的な子供の居場

所づくりだと考えています。子ども食堂も

その一つですけれども、中高生の居場所、

不登校生の居場所、地域共生の居場所など

選択肢を増やすことでございます。さらに

多様な居場所ができるように支援をお願い

したいと思います。特に中高生の居場所が

ありません。行政でできること、民間でで

きること、様々に工夫を凝らしていただき

たいと思います。 

 また、貧困対策には、フードバンクを中

心とした食材支援など、先進事例はたくさ

んあります。子供の貧困対策の核になるフ

ードバンクの設立については、まずは調査

費用をつけて実施に向けた取組をお願いし

ます。貧困対策は待ったなしで、明年から

スタートする（仮称）摂津市こども計画の

策定と同時にできることから取りかかるべ

き課題であります。その一つは子供の居場

所づくりです。前向きな検討をお願いしま

す。 

 次に、５番目、こどもが持つ可能性を伸

ばす学びの環境づくりについてございま

す。 

 市長の進められている立志教育について

は共感したいと思います。また、本市が取

り組んできたキャリア教育をはじめ、様々

な優れた取組を生かして、摂津市ならでは

の教育を議論され、進めていかれることに

期待したいと思います。 

 一方で、先ほども述べましたが、本市で

は８人に一人が相対的貧困であり、貧困度

が増すたびに将来に対する希望を持てなく

なっている子供がいることを重く受け止

め、そうした子供たちこそ希望の光を持て

る取組を強く要望したいと思います。 

 次に、６番目、産業振興や地域活性化を

通じた誰もが活躍できる環境づくりについ

て、御答弁ありがとうございました。 

 ものづくりのまち摂津の技術力を発信す

るとともに、昨日の議論でもありました

が、創業支援の取組や空き店舗の活用、オ

ープンファクトリーによる活性化などに取

り組んでいただきたいと思います。また、

健都イノベーションパークの誘致に力を入

れ、既に始まっている健康・医療イノベー

ションは、市内事業所にも関われるように

市内全域に広げ、また、ものづくりのまち

摂津の様々な分野にイノベーションが拡散

し、摂津市ワンチームで産業振興を展開し

ていくことを目指していただきたいと思い

ます。 

 また、地域の活性化については、自治会

等の加入率の低下に歯止めがかからず、地

域コミュニティが立ち行かなくなることが

懸念される中、多様な主体による協働のま

ちづくりを推進していかれます。本市の協

働については、自治会であったりとか既存

団体を重視している、そういう協働になっ

ているのではないかと思います。市民活動

団体をもっと大事にし、そして育成してい

かなければいけないと思っています。その

ような協働でなければ長続きはしないと思

います。もっと市民活動団体を支援する制

度をつくっていただきたいと思うんです。

例えば、市民団体協働支援制度といったも

のを創設して、少額でもよいので支援がで

きる制度なども考えていただきたいと思い

ます。 

 嶋野市長におかれては、関係者の意見を

直接聴くことで本質を見抜いてしっかりと

判断される、そんな予算を築いていかれる
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ことを要望します。最後に、嶋野市長に、

明年度予算に関して、公約実現を含めて、

その意気込みについて御答弁をお願いした

いと思います。 

○水谷毅議長 市長。 

○嶋野市長 １０月１５日に初登庁したとき

に、就任式でウェルビーイングを踏まえた

まちづくりに取り組んでいくんだという方

向性を私から表明させていただきました。

現在の社会情勢は非常に先行きが不透明で

あると思っております。今日の議論の中で

も、少し私の認識についてお話しさせてい

ただきましたけれども、今後の財政状況を

考えると、やはり慎重になるところは慎重

にならざるを得ないと考えております。 

 先ほど藤浦議員から要望も含めていろん

なお考えもお聞かせをいただきました。隔

世の感があるわけです。２０年前を振り返

りますと、本当に財政が厳しくて、いかに

この状況を乗り切っていくのかということ

について、まさに皆さんがそれぞれの立場

から取り組んできたわけでございまして、

建設的で前向きな政策的議論はほとんどで

きなかったと思っております。こういった

議論ができること自体が、これまでしっか

りと財政を好転してきていただいた、まさ

に先人、先輩の皆さんの御努力の下に立っ

ているんだと改めて感じているところでご

ざいます。だからこそ、今いる私たちが後

世に向かって確かな道を歩んでいく必要が

あるんだと、今、改めて強く感じていると

ころでございます。 

 一方で、少子化も高齢化もどんどんと進

んでいきます。そういったことにどのよう

にして向き合っていくのかということを考

えると、先ほどもおっしゃっておられまし

たけれども、やはり一人一人の皆さんと真

剣に向き合っていきながら、何が必要なの

か、どこに根本的な問題があるのか、それ

を解決して、どのような持続可能な幸せを

皆さんに感じていただけるのかということ

を真剣に考えていかなくてはいけないと思

っております。そのためには、行政だけで

はなくて、議会の皆さんもそうであります

し、地域で暮らしている皆様方、あるいは

様々な団体、企業の皆さんにも御協力をい

ただいて、英知を結集してこれだという道

を見つけていきながら、そして決めた際に

は全力で向かっていくことでこの難局を何

とか突破していきたいと思っております。

令和７年度の予算編成という話でございま

したけれども、まちづくりをさらに進めて

いくわけでありますから、先を見据えてい

きながら、今の社会状況も考えて、次年

度、つまり令和７年度に何をすべきなの

か、しっかりと向かっていきたいと思って

おります。 

○水谷毅議長 藤浦議員。 

○藤浦雅彦議員 大変力強い御答弁ありがと

うございました。嶋野市長らしい弱者に優

しい、また、将来を見据えた戦略的な予算

編成をお願いして、私たちもこれからしっ

かりと協力していきたいと申し上げまして

質問を終わらせていただきます。ありがと

うございました。 

○水谷毅議長 藤浦議員の質問が終わりまし

た。 

 次に、出口議員。 

  （出口こうじ議員 登壇） 

○出口こうじ議員 まず一つ目、不登校につ

いてでございます。 

 今月１日の新聞報道でもありましたが、

小・中学校の不登校者数が過去最多の３４

万人とすごい数字になっています。本市の

小・中学校の不登校の状況を１回目にお聞

かせください。 
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 続きまして、コミュニティスクールにつ

いてでございます。 

 地域とともにある学校を目指すコミュニ

ティスクールが重要になってくると考えま

す。改めて、コミュニティスクールとは何

か、そして、本市の実施状況についてお聞

かせください。 

 続きまして、中学校の校則についてで

す。 

 男女が明確に区別された制服を着るよう

強いることは子供たちのストレスになると

思います。ＬＧＢＴＱをはじめとする多様

な性に配慮した制服の対応への状況をお聞

かせください。 

 続きまして、投票率です。 

 午前中、香川議員も質問されておりまし

たが、私からは、この前の市長選挙と、そ

して衆議院議員総選挙の期日前投票の状況

について、１回目、お聞かせください。 

 続きまして、健都イノベーションパーク

への企業誘致の取組についてでございま

す。 

 去年、健都イノベーションパークの摂津

市所有の土地の売却については、応募事業

者から、建築資材とか人件費の高騰で当初

予定していた予算を大幅に超過してしま

い、健都イノベーションパークのコンセプ

トにふさわしい施設を建設することが困難

であるという理由から辞退届が提出されま

した。そして、応募者不在でプロポーザル

が不調となったと認識しておりますが、そ

の後の市の方針と取組について、１回目、

お聞かせください。 

 以上です。 

○水谷毅議長 答弁を求めます。教育総務部

長。 

  （安田教育総務部長 登壇） 

○安田教育総務部長 小・中学校の不登校の

状況についての御質問にお答えいたしま

す。 

 本市小・中学校の令和５年度不登校児

童・生徒数は、小学生７４名、中学生１２

４名となり、令和５年度は令和４年度より

若干減少しているものの、依然として不登

校者数が多い状況でございます。 

 文部科学省による不登校に関する実態調

査では、中学３年生の段階で不登校を経験

した生徒と経験していない生徒を比べる

と、高校中退率が９．３倍、非就学・非就

業率においても２．５倍となっておりま

す。また、不登校の長期化がひきこもり状

態に移行する可能性もあり、不登校が将来

に与える影響は大きいものと考えておりま

す。 

 教育委員会といたしましては、全ての子

供たちに対し、学校でしかできない魅力を

追求し、子供たちが学校に行こうと思える

魅力ある学校づくりを進めるとともに、不

登校の兆しが見られた子供たちに対し早期

に適切な支援を行い、不登校状態に陥らな

いよう取組の充実を図ってまいります。 

 続きまして、コミュニティスクールの目

的と本市の実施状況についての御質問にお

答えいたします。 

 この変化の激しい社会の中で、学校や地

域を取り巻く課題は複雑化・多様化してき

ております。その中で、子供たちに未来を

切り開く力を育成していくためには、学校

と地域が連携・協働していくことが必要と

なってきております。そのことから、地域

とともにある学校、すなわちコミュニティ

スクールが全国的に進められてきていると

ころでございます。 

 コミュニティスクールとは、学校運営協

議会を設置した学校のことであり、その目

的は、教育委員会より委嘱された保護者や
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地域の方々が協議会委員として一定の権限

と責任を持って学校運営に参画することに

より、学校、家庭、地域社会が力を合わ

せ、よりよい教育の実現に取り組むことで

ございます。 

 本市の実施状況につきましては、令和４

年１０月より第三中学校でコミュニティス

クールとして取り組み始め、令和６年度に

新たに味生小学校、別府小学校、第二中学

校を加え、順次コミュニティスクール実施

校が増加してきております。 

 続きまして、本市中学校における制服へ

の配慮についての御質問にお答えいたしま

す。 

 ＬＧＢＴＱをはじめとする性的マイノリ

ティーの子供が自己の性自認や性表現に基

づいて自然体でいられるような環境を整

え、性の多様性を尊重する文化をつくるこ

とは重要だと考えております。 

 本市の中学校では、全ての学校において

ブレザーを制服として採用し、スカートま

たはスラックスを自由に選択できるように

しております。これは、性別にとらわれ

ず、生徒一人一人が安心して自分らしく過

ごせる学校環境を実現するための取組の一

環でございます。 

 教育委員会といたしましては、性の多様

性を尊重できるような環境づくりを今後も

推進してまいります。 

○水谷毅議長 選挙管理委員会事務局長。 

（溝口選挙管理委員会事務局長 登壇） 

○溝口選挙管理委員会事務局長 最近行われ

た選挙の期日前投票の状況についての御質

問にお答えいたします。 

 令和６年９月２２日執行の摂津市長選挙

における期日前投票の投票者数は、市役所

が４，４０４人、フォルテ３０１が１，６

４０人、ゆうゆうホール鳥飼西が１，２０

２人となっております。期日前投票の投票

率は、市役所が６．２１％、フォルテ３０

１が２．３１％、ゆうゆうホール鳥飼西が

１．７０％となっております。この三つの

投票所全体の投票率は１０．２２％でござ

います。 

 次に、１０月２７日に執行されました衆

議院議員総選挙における期日前投票の投票

者数は、市役所が６，１３０人、フォルテ

３０１が２，０６７人、ゆうゆうホール鳥

飼西が１，４２６人となっております。期

日前投票の投票率は、市役所が８．５

５％、フォルテ３０１が２．８８％、ゆう

ゆうホール鳥飼西が１．９９％となってお

ります。三つの投票所全体の投票率は１

３．４２％でございます。 

○水谷毅議長 保健福祉部長。 

  （谷内田保健福祉部長 登壇） 

○谷内田保健福祉部長 健都イノベーション

パークへの企業誘致の取組についての御質

問にお答えいたします。 

 健都イノベーションパークへの企業誘致

について、昨年度、プロポーザルが不調と

なった後も、これまでと同様に健都のコン

セプトに合致する事業者に売却するという

市の方針に変わりはございません。 

 具体的な取組といたしましては、健都イ

ノベーションパークへの進出に興味を示し

ている複数の事業者に対して、健都のコン

セプトや公募への参加条件の解釈などにつ

いて丁寧な説明を行うとともに、事業者側

が抱える公募参加に向けた課題の聞き取り

等を行っております。これらを通じまして

次回公募に向けた条件整理を行っていると

ころでございます。 

○水谷毅議長 出口議員。 

○出口こうじ議員 １回目、ありがとうござ

いました。 
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 やっぱり摂津市も不登校が多いというこ

となんですけども、不登校になる要因はど

のようなことが挙げられるのでしょうか。 

○水谷毅議長 教育総務部長。 

○安田教育総務部長 文部科学省の不登校の

要因分析に関する調査・研究の結果により

ますと、不登校の要因につきましては、い

じめ被害や友人関係のトラブルなどの子供

同士の関係性によるものや、先生と合わな

い、先生から厳しく怒られた、制服や給

食、行事など学校の決まりなどの教員や学

校風土に関するもの、授業が分からない、

気持ちの落ち込みやいらいら、体の不調な

どの学業不振や体調、メンタルヘルスなど

に関わる回答の割合が多く挙げられてお

り、多岐にわたるものと考えております。 

 こうした要因は、子供一人一人によって

異なり、かつ複合的なものもあるため、子

供一人一人を的確にアセスメントし、個別

の事情に応じた適切な対応が必要と考えて

おります。 

○水谷毅議長 出口議員。 

○出口こうじ議員 不登校者数が増えている

のを受けて、文部科学省はＣＯＣＯＬＯプ

ランを取りまとめたと聞いております。こ

のプランの中には、自分のクラスには入り

づらいが、自分に合ったペースで学習生活

が可能となる校内教育支援センターの設置

を促進するよう勧められております。学校

には行けるんですけども、自分のクラスに

なかなか入れない子供たちも一定数いると

思います。こういったセンターの設置は効

果があると思うんですけども、本市におけ

る校内教育支援センターの取組状況をお聞

かせください。 

○水谷毅議長 教育総務部長。 

○安田教育総務部長 校内教育支援センター

は、学校には行けるけれども自分のクラス

には入れないときや、少し気持ちを落ち着

かせてリラックスしたいときに利用できる

学校内の空き教室等を利用した居場所のこ

とでございます。子供たちにとって安心で

きる校内の居場所、いわゆる校内教育支援

センターを設置することは不登校者数の減

少につながるものと考えております。各学

校では校内教育支援センターを利用する子

供たちが増えてきており、中には登校して

から１日をそこで過ごしている子供たちも

おります。 

 校内教育支援センターのニーズが高まっ

ている一方で、様々な不安を感じ、過ごし

ている子供たちに寄り添い、学習の支援や

見守りを行う人材や気持ちを落ち着かせて

リラックスするための環境整備が課題とな

っております。 

○水谷毅議長 出口議員。 

○出口こうじ議員 ありがとうございます。 

 要望です。全国的だけではなく本市でも

不登校者数が増加しています。その中で校

内教育支援センターの必要性は非常に高く

なると思っております。その中で、子供た

ちに寄り添って見守る人材や環境がまず整

っていないのが気になっております。やっ

ぱり先生は忙しく、学校現場が本当に忙し

いと思います。人手が十分に足りていない

ことも理解しております。この校内教育支

援センターを教室になかなか入ることがで

きない子供たちが心を休めて過ごすことが

できる居心地のいい場所とするために、地

域の方々も含めた様々な方法での人材の確

保をお願いしたいと思います。単に空き教

室に机と椅子を並べただけでは殺風景でも

ありますし、子供たちが安心して過ごせな

いと思うので、そういった居場所づくり、

居心地環境整備をぜひお願いしたいと思い

ます。 



3 － 52 

 そして、今日の読売新聞の朝刊に早速

「不登校支援、八尾市の挑戦」という記事

がありました。これは、ネットの仮想空間

でアバターを操作して交流するとか、何か

すごいハイテクな感じですけど、よかった

ら参考にしてください。 

 続きまして、２番目のコミュニティスク

ールです。 

 実施校が増えてきている状況は理解をい

たしました。実際にコミュニティスクール

実施校ではどのようなことが行われている

のか、具体的な事例をお聞かせください。 

○水谷毅議長 教育総務部長。 

○安田教育総務部長 コミュニティスクール

実施校では、学校と学校運営協議会委員

が、学校、子供が抱える課題を共有し、ど

のような子供を育てたいのか、目指す子供

の姿を踏まえ、熟議、話合いが行われてお

ります。 

 第二中学校では、地域と学校がつながる

よさについて授業の中で子供たちが話し合

い、実施したアンケート結果を学校運営協

議会の場で話合いがなされ、地域のお祭り

の場に中学生が参画できないか、委員の方

が地域の方に働きかけを行ったところでご

ざいます。 

 また、別府小学校では、子供たちが楽し

み、思い出に残るイベントができないか

と、ＰＴＡと地域、商工会や事業所等と連

携し、学校を会場に子供たちがモノづくり

体験などができるイベントが企画されてお

ります。 

 学校運営協議会の中で話合いを重ねるこ

とで、学校と地域のつながりや当事者意識

が生まれ、学校では教育活動の中に地域の

つながりを意識する学びが、地域等では

「子供たちのために」できることが少しず

つ取り組まれるようになってきておりま

す。 

○水谷毅議長 出口議員。 

○出口こうじ議員 具体的に取組が進めら

れ、「子供たちのために」を合い言葉に、

学校と保護者と、そして地域での活動が行

われ、つながりが生まれてきていると認識

いたしました。ある一定成果が見られてい

るように思われるんですけども、コミュニ

ティスクールを進めるに当たっての課題を

お聞かせください。 

○水谷毅議長 教育総務部長。 

○安田教育総務部長 本市では、地域ととも

にある学校に向けて、今後、市内全小・中

学校でコミュニティスクール化を進めてい

きたいと考えております。しかしながら、

各学校の管理職との意見交換を行うと、未

実施校からは、コミュニティスクールでは

特別なことをしなければいけないと考えて

いたり、委員の人選が難しいと悩んでいる

ことが課題として分かってまいりました。

また、実施校でも、現状、学校運営協議会

と具体的な地域活動を担う地域学校協働本

部とのつなぎ役を学校管理職が担っている

ため、学校管理職の負担が増えていること

や、地域との連携の具体的な動きのイメー

ジが難しいという課題も聴いております。 

 教育委員会といたしましては、そのよう

な課題を整理し、市内小・中学校でコミュ

ニティスクールが円滑に進められるよう支

援してまいりたいと考えております。 

○水谷毅議長 出口議員。 

○出口こうじ議員 現状、学校と地域をつな

ぐことを学校管理職がやっているとのこと

です。先ほどの不登校でもありましたけど

も、やっぱり先生方は忙しいので、この辺

は何とかならんものかと思います。全国の

先進事例から学んだり、つなぎ役の方を育

ててサポートできる仕組みなどをお願いし
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たいと思います。 

 コミュニティスクールは、地域とともに

ある学校に向け取り組むことで、子供たち

を中心に、学校、保護者、地域、企業、そ

して事業者の方々などのつながりができ

る、今後の摂津市の地域をつくっていく重

要なものと思います。教育委員会として、

子供たち自身が人々とのつながりを意識し

て、そして、いろんな大人に愛されて支え

てもらっているんだと実感できるようにコ

ミュニティスクールを進めていってくださ

い。よろしくお願いします。 

 ３番目の校則についてでございます。 

 泉大津市とかほかの市で、校則見直しに

ついて、実際に動きがあったそうなんです

けども、校則を見直す流れというのは本市

では広がっているのか、ほかの市や全国の

状況もお聞かせください。 

○水谷毅議長 教育総務部長。 

○安田教育総務部長 校則の見直しに対する

取組は全国的に行われるようになってきて

おります。公立中学校における取組事例と

して、例えば、子供が校則の見直したい箇

所を各学級で話合いを行った上で生徒総会

で協議し、その結果を学校側へ要望として

提出したことで校則が改定されたという事

例がございます。校則の見直しにおいて

は、子供たちが主体的に参加し、自ら考え

る機会を設定するなど、子供の意見を積極

的に反映する工夫が行われております。 

○水谷毅議長 出口議員。 

○出口こうじ議員 実際校則を見直すに当た

って、まず子供たちの参画が大切だと思う

んですけども、本市において子供たちが参

画して校則を見直す取組等の状況をお聞か

せください。 

○水谷毅議長 教育総務部長。 

○安田教育総務部長 校則は、学校が教育目

的を実現していく過程において、子供たち

が遵守すべき学習上、生活上の規律として

定められており、教育的意義が大きいもの

でございます。一方で、学校を取り巻く社

会環境や子供たちの状況は変化するため、

子供たちや保護者、地域の状況や社会情勢

を踏まえ、校則の見直しは全国的に行われ

てきており、本市の学校においても、子供

たちの自主性、自律性を育むため、教育活

動の中で校則の見直しが行われてきており

ます。 

 例えば、第三中学校では、生徒会執行部

が中心となり登下校時の自転車通学が認め

られた事例がございます。生徒の中から校

区が広いため自転車通学を許可してほしい

という要望が上がりました。生徒会執行部

は、この要望に基づき、自転車通学のルー

ルや登下校時の安全確保について協議し、

職員会議でその内容のプレゼンテーション

を実施いたしました。結果、自転車通学が

許可されたことになった事例でございま

す。 

 このように、子供たちが参画した校則の

見直しの取組は、子供自身が自分の学校を

自分たちでつくることができるという意識

を高めることができ、それは社会への参画

意識を高めることにもつながっていくと考

えております。 

○水谷毅議長 出口議員。 

○出口こうじ議員 ありがとうございます。 

 制服もちゃんとＬＧＢＴＱに対応した制

服にされているということです。私も３０

年ぐらい前、第二中学校に通っていたと

き、たしか靴下は絶対白じゃなかったらあ

かんとか、靴も絶対白色じゃなかったらあ

かんとか、学ランやったのでカラーを取っ

たらあかんとか、いろいろあったような気

がします。もちろんスカートの長さは何セ
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ンチとか、女生徒が測られていたような思

い出もあります。やんちゃな子は変形ズボ

ンとか、短ランとか長ランとかも着ていま

した。 

 先ほど言った泉大津市で、コロナ禍に制

服ってなかなか洗濯しにくいから、体操服

での通学を許してくれという校則見直しを

生徒会が地域の方々と話し合ったそうなん

です。なかなか洗濯できないので体操服の

登下校を許可されたそうなんですけども、

それはコロナ禍が明けてからも引き続き採

用されているそうなんです。あんまり逸脱

したものは駄目ですけども、時代に合った

校則の見直しも本市でもしっかり前向きに

生徒と話し合って決めていってください。 

 続きまして、４番目の投票率です。 

 ゆうゆうホール鳥飼西について、安威川

以北のフォルテ３０１と比較して非常に投

票者数に差があるんですけど、どのように

認識しておりますか。 

○水谷毅議長 選挙管理委員会事務局長。 

○溝口選挙管理委員会事務局長 ゆうゆうホ

ール鳥飼西につきましては、安威川以南の

期日前投票所として開設をいたしておりま

す。利用される方は、鳥飼地域の特に第２

２投票区、投票所で申しますと第二中学校

になります。その投票区の方が中心となっ

ておりまして、夜の時間帯などは投票者数

が少ない傾向にございます。 

 一方で、フォルテ３０１につきまして

は、駅前の商業施設ということもありまし

て、通勤・通学の方や買物で来られた方な

ど多くの方に御利用いただけたものと認識

しております。 

○水谷毅議長 出口議員。 

○出口こうじ議員 駅前の商業施設だからフ

ォルテ３０１では多くの方に御利用しても

らったと答弁がありましたけども、鳥飼地

域でも別府地域でも商業施設はあります。

買物ついでに投票というのは前回の定例会

でも同じ質問をさせてもらっているんで

す。商業施設にほんまに交渉をしてくれは

ったのか。利便性が上がるので、ぜひこれ

をやってほしいんです。課題ももちろんあ

ると思います。その点をお聞かせくださ

い。 

○水谷毅議長 選挙管理委員会事務局長。 

○溝口選挙管理委員会事務局長 商業施設に

おける期日前投票所につきましては、有権

者の利便性への配慮や事業者の社会貢献活

動の一環として開設される事例が増えてお

ります。 

 課題についてでございますが、まず、多

くの有権者の来場が見込まれるため、十分

な広さのテナントスペースを期日前投票の

期間に合わせて安定的に確保できるかとい

う課題がございます。また、個人情報を取

り扱いますことから、施錠管理ができるこ

とはもちろん、外部からのプライバシー保

護のパーティション設置など安全管理のた

めの措置を講ずる必要がございます。さら

に、二重投票を防止する観点から、市役所

とオンラインでつないだ投票システムを新

たに導入する必要もございます。 

 こうした課題がある中で、商業施設にお

ける期日前投票所の開設につきましては、

地域ごとの投票率の傾向や期日前投票者数

と選挙当日の投票者数の相関性、費用対効

果など様々な角度から分析を行い、他市で

の状況も踏まえながら投票環境全体の改善

に向けた取組について研究をしてまいりま

す。 

○水谷毅議長 出口議員。 

○出口こうじ議員 嶋野市長が、当選証書授

与式のときだったか、読売新聞の記者に取

材されていて、今回の選挙はどうでしたと



3 － 55 

いう会話をされていた中で、嶋野市長は投

票率がちょっと低かったという話をされて

いたような記憶があります。摂津市の首長

を決める選挙で投票率約３６％は本当に低

いと思いました。 

 前回の定例会でも質問させてもらった商

業施設は、鳥飼地域とか別府地域でもあり

ます。香川議員の質問の中で吹田市と１０

ポイントも差があるという中で、やっぱり

これは実際動いていただきたいと思いま

す。それで解消しなかったら仕方がないか

もしれないですけど、何もしないよりした

ほうが絶対ましやと思いますので、ぜひよ

ろしくお願いします。 

 ５番目です。健康・医療のまちづくり、

健都についてです。 

 売却に向けて動くという方針が変わって

いないのは一定理解しました。事業者と情

報交換を行っているとのことなんですけ

ど、今後のスケジュールをお聞かせくださ

い。 

○水谷毅議長 保健福祉部長。 

○谷内田保健福祉部長 今後のスケジュール

についてですが、現状、公募開始日などを

定めているわけではございません。昨年

度、プロポーザルが不調となった原因を考

察いたしまして、参加要件等の要項の一部

見直しなどを検討した上で、一定の需要が

確認された場合、速やかに売却に向けて動

きたいと考えております。 

○水谷毅議長 出口議員。 

○出口こうじ議員 スケジュールは理解しま

した。今の情報や物価の状況とか社会情

勢、いろんな諸条件を見極めて、長期間空

き地のまま置いておくのではなく、市民に

有益になるように売却をお願いします。 

 ところで、今年の第２回定例会でも、敷

地西側の吹田市所有分に中学校給食の提供

機能を含めた第２アライアンス棟の建設が

計画されているという話がありました。６

月以降の吹田市の事業の進捗は把握してお

りますか。 

○水谷毅議長 保健福祉部長。 

○谷内田保健福祉部長 吹田市の６月以降の

動きとして、中学校給食提供機能を含めた

第２アライアンス棟を健都イノベーション

パークに整備することが記載されている中

学校の全員給食に向けた基本計画案に対す

るパブリックコメントを７月１日から７月

３１日の間で実施されており、２３８件の

意見を受け付けられたことを把握いたして

おります。また、７月３１日に、本市も参

加しております健都の医療クラスター形成

に寄与する団体が集まる健都クラスター推

進協議会において、第２アライアンス棟整

備方針（案）について説明がございまし

た。その後、パブリックコメントの内容等

を反映させた第２アライアンス棟整備方針

について吹田市庁内で合意がされたと伺っ

ております。 

○水谷毅議長 出口議員。 

○出口こうじ議員 市長にお聞きしたいと思

います。この吹田市の中学校の全員給食に

向けた基本計画案に対するパブリックコメ

ントの意見の中には、中学校給食提供機能

を含めた第２アライアンス棟の建設は健都

のコンセプトに合わないのではないかとい

う意見もあったようなんですけども、摂津

市域に吹田市の給食提供機能を有する給食

センターが建設されることについて、どの

ような考えでおるか、お聞かせください。 

○水谷毅議長 市長。 

○嶋野市長 まず、健都のまちづくりという

コンセプトについても議員はよくよく御承

知の上で質問されているんだと思いますけ

れども、かつてこの土地は吹田操車場があ
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ったんです。私は、稼働しているときのこ

とは正直覚えてはおりませんけれども、私

が２３年前に議会の中で議論に加わらせて

いただいたときから、この吹田操車場の跡

地をどう活用していくのかということは財

政再建と並んで大きな課題だったと認識し

ています。その中で、吹田市と摂津市が一

緒になって、また、関係機関とも協力をし

ていきながら北大阪に残された一団のこれ

だけの土地はなかなかないということで、

何とかまちづくりを進めていこうと、様々

な可能性が検討されたと認識をしていま

す。 

 その中で、どのようなまちをつくるにし

ても解決していかなくてはいけない問題が

あったわけです。それは、お分かりだと思

いますけれども、クリーンセンターの話と

正雀下水処理場の話です。この話を解決し

なくてはならないということで、当然、当

時の行政も本当に働きかけていただきまし

たけれども、そのとき私は議会にいました

から、我々議会も本当に心を一つにして取

り組んできたと思っています。私が副議長

を拝命しているときに、当時の議長と一緒

に吹田市に赴いて、吹田市の議長に、何と

かこの正雀下水処理場とクリーンセンター

の問題は吹田市も一緒になって解決に向け

て力を貸してくれとお願いいたしました。

そういったこともあって、その後、国立循

環器病研究センターが北千里方面から移転

をする必要があったときに、候補地として

箕面市と今の健都である吹田操車場跡地の

二つが浮上してきたわけです。そのとき

に、多くの皆さんの御協力をいただいて、

国循の移転と合わせて国立健康・栄養研究

所の移転も実現することができたわけで

す。そして今の健都のまちづくりが前に進

んでいるわけでありまして、私も、今、こ

のような議論ができることについては本当

にうれしく思っておりますし、もっと以前

の方の御努力が実ったことを本当にうれし

く思っています。まずそういう状況を受け

た中で、これから健都イノベーションパー

クについてもどうあるべきなのかについて

一つ一つ見ていく必要があるわけです。 

 吹田市だって同じ思いを持っているはず

なんです。この健都イノベーションパー

ク、つまり健都のまちづくりまで至った中

においては、吹田市の皆さんも恐らく相当

な努力を重ねていただいたわけです。その

努力を重ねていただいた上に今回出てきて

いる中学校給食の提供機能を含めた第２ア

ライアンス棟という計画が出てきていると

するならば、私は、今、目の前に見えてい

る計画だけで、これはどうなのか、本当に

健都のまちにふさわしいのかということは

なかなか判断できない。もっといろんな議

論があって、いろんな先人の方の思いにも

しっかりと応えていくという思いがあった

上で出てきているんだろうと私は理解して

います。だから、このことについては、今

後、いろいろなものをしっかりと見ていか

なくてはいけないと思っております。 

 先ほどお話があったように、この第２ア

ライアンス棟は、摂津市域にありながら吹

田市の所有であるということで、非常に難

しい問題もこれからあるだろうと思ってい

ます。しかし、健都は、摂津市、吹田市だ

けの問題ではなくて、もちろん国とも関係

していますし、研究機関とも企業とも、い

ろんな皆さんと関係している。また、この

健都のまちづくりについては、いろいろと

市民の皆さんの御参加もいただきながら進

めているわけでございまして、そういった

皆さんの理解も得て初めてこれは前に進ん

でいくものだろうと思っています。そうい
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ったことをしっかりと見据えていきなが

ら、恐らく吹田市も同じ思いを持っている

と思っていますので、今後、どういったま

ちづくりが展開されていくのか、これはし

っかりと見ていきたいと思っています。 

○水谷毅議長 出口議員。 

○出口こうじ議員 ありがとうございます。 

 中学校給食センター、こういった施設が

できるということになれば、車の交通量が

増えたりするなど、千里丘新町とか、近隣

住民の生活に何かしら影響が出ることは避

けられないと考えますので、吹田市の事業

というのは理解しておりますが、摂津市は

関係ないということでなく、近隣住民に寄

り添ったまちづくりをしてくださるよう要

望します。 

 最後になりますけど、嶋野市長、御就任

おめでとうございます。すばらしい摂津市

をつくっていってください。 

○水谷毅議長 出口議員の質問が終わり、以

上で一般質問が終わりました。 

 日程２、議案第５８号など８件を議題と

します。 

 委員長の報告を求めます。総務建設常任

委員長。 

（三好義治総務建設常任委員長 登壇） 

○三好義治総務建設常任委員長 ただいまか

ら、総務建設常任委員会の審査報告を行い

ます。 

 １０月２５日の本会議において、本委員

会に付託されました議案第５８号、令和６

年度摂津市一般会計補正予算（第６号）所

管分及び議案第６４号、摂津市行政手続に

おける特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律に基づく個人番号の利

用及び特定個人情報の提供に関する条例の

一部を改正する条例制定の件、以上２件に

ついて、１０月２９日、委員全員出席の下

に委員会を開催し、審査しました結果、全

員賛成をもって可決すべきものと決定しま

した。 

 以上、報告とします。 

○水谷毅議長 文教上下水道常任委員長。 

（村上英明文教上下水道常任委員長 登壇） 

○村上英明文教上下水道常任委員長 ただい

まから、文教上下水道常任委員会の審査報

告を行います。 

 １０月２５日の本会議において、本委員

会に付託されました議案第５９号、令和６

年度摂津市水道事業会計補正予算（第１

号）、議案第６６号、摂津市水道事業及び

下水道事業の設置等に関する条例の一部を

改正する条例制定の件及び議案第６８号、

大阪広域水道企業団の共同処理する事務の

変更及びこれに伴う大阪広域水道企業団規

約の変更に関する協議の件、以上３件につ

いて、１０月２８日、委員全員出席の下に

委員会を開催し、審査しました結果、いず

れも全員賛成をもって可決すべきものと決

定しました。 

 以上、報告とします。 

○水谷毅議長 民生常任委員長。 

 （増永和起民生常任委員長 登壇） 

○増永和起民生常任委員長 ただいまから、

民生常任委員会の審査報告を行います。 

 １０月２５日の本会議において、本委員

会に付託されました議案第５８号、令和６

年度摂津市一般会計補正予算（第６号）所

管分、議案第６０号、令和６年度摂津市介

護保険特別会計補正予算（第１号）、議案

第６５号、摂津市国民健康保険条例の一部

を改正する条例制定の件及び議案第６７

号、大阪府後期高齢者医療広域連合規約の

変更に関する協議の件、以上４件につい

て、１０月２８日、委員全員出席の下に委

員会を開催し、審査しました結果、いずれ
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も全員賛成をもって可決すべきものと決定

しました。 

 以上、報告とします。 

○水谷毅議長 委員長の報告が終わり、質疑

に入ります。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○水谷毅議長 質疑なしと認め、質疑を終わ

ります。 

 討論に入ります。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○水谷毅議長 討論なしと認め、討論を終わ

ります。 

 議案第５８号、議案第５９号、議案第６

０号、議案第６４号、議案第６５号、議案

第６６号、議案第６７号及び議案第６８号

を一括採決します。 

 本８件について、可決することに異議あ

りませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○水谷毅議長 異議なしと認め、本８件は可

決されました。 

 日程３、議会議案第１５号、議会議案第

１６号及び議会議案第１７号を議題としま

す。 

 提案理由の説明を求めます。村上議員。 

  （村上英明議員 登壇） 

○村上英明議員 ただいま上程となりました

議会議案第１５号、摂津市議会会議規則の

一部を改正する規則制定の件について、提

出者を代表いたしまして提案理由の説明を

申し上げます。 

 昨年の地方自治法の改正により、議会手

続などのオンライン化が可能となったこと

から、各議会でオンライン化に対応できる

よう、全国市議会議長会から標準市議会会

議規則の改正案が示されました。このこと

から、本市議会においても、オンライン化

に対応するため、本規則の改正を行うほ

か、文言の整理を行うものでございます。 

 それでは、オンライン化に関わる主な改

正内容について説明させていただきます。 

 第９章補則、第１６０条の２は、会議規

則上の文書などについて、オンラインを使

用する方法により通知などができることを

規定するものです。 

 第１６０条の３は、会議規則上の文書な

どについて、電磁的記録により作成または

保存できることを規定するものです。 

 なお、附則といたしまして、この規則は

公布の日から施行することとしておりま

す。 

 以上、議会議案第１５号の提案理由の説

明とさせていただきます。 

 続きまして、議会議案第１６号、摂津市

議会委員会条例の一部を改正する条例制定

の件について、提出者を代表いたしまして

提案理由の説明を申し上げます。 

 本件につきましても、会議規則と同様

に、オンライン化に対応するため、本条例

の改正を行うほか、文言の整理を行うもの

でございます。 

 それでは、オンライン化に関わる主な改

正内容について説明させていただきます。 

 第２３条は、公聴会での文書の申出につ

いて、オンラインを使用する方法により行

うことができることを規定するものです。 

 第２９条第３項は、委員会記録につい

て、電磁的記録により作成または保存する

ことを規定するものです。 

 なお、附則といたしまして、この条例は

公布の日から施行することとしておりま

す。 

 以上、議会議案第１６号の提案理由の説

明とさせていただきます。 

 続きまして、議会議案第１７号、摂津市

議会政務活動費の交付に関する条例の一部
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を改正する条例制定の件について、提出者

を代表いたしまして提案理由の説明を申し

上げます。 

 本件につきましても、さきの２件と同様

に、オンライン化に対応するため、本条例

の改正を行うほか、文言の整理を行うもの

でございます。 

 それでは、改正内容について説明させて

いただきます。 

 第８条は、収支報告書などの提出につい

て規定しておりますが、第１項中の「現金

出納簿」を「政務活動費出納簿」に改める

ものです。 

 第８条の２は、収支報告書などについ

て、オンラインを使用する方法により提出

できることを規定するものです。 

 なお、附則といたしまして、第１項は、

本条例は令和７年４月１日から施行するこ

ととしております。ただし、第８条の２は

公布の日から施行することとしておりま

す。 

 第２項は、現金出納簿に関する経過措置

を規定するものです。 

 以上、議会議案第１７号の提案理由の説

明とさせていただきます。 

○水谷毅議長 説明が終わり、質疑に入りま

す。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○水谷毅議長 質疑なしと認め、質疑を終わ

ります。 

 お諮りします。 

 本３件については、委員会付託を省略す

ることに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○水谷毅議長 異議なしと認め、そのように

決定しました。 

 討論に入ります。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○水谷毅議長 討論なしと認め、討論を終わ

ります。 

 議会議案第１５号、議会議案第１６号及

び議会議案第１７号を一括採決します。 

 本３件について、可決することに異議あ

りませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○水谷毅議長 異議なしと認め、本３件は可

決されました。 

 日程４、議会議案第１８号など６件を議

題とします。 

 お諮りします。 

 本６件については、提案理由の説明を省

略することに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○水谷毅議長 異議なしと認め、そのように

決定しました。 

 質疑に入ります。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○水谷毅議長 質疑なしと認め、質疑を終わ

ります。 

 お諮りします。 

 本６件については、委員会付託を省略す

ることに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○水谷毅議長 異議なしと認め、そのように

決定しました。 

 討論に入ります。 

 通告がありますので、許可します。塚本

議員。 

  （塚本崇議員 登壇） 

○塚本崇議員 それでは、議会議案第１９号

及び議会議案第２１号に関しまして、大阪

維新の会を代表して反対討論を行わせてい

ただきます。 

 まず、議会議案第１９号に関して、先に

申し上げますと、これは決して高齢者のみ

の問題ではないということでございます。



3 － 60 

現役世代の現金給与総額は３３か月連続で

上昇している一方、実質賃金と消費支出は

減少しています。つまり、現役世代も生活

が苦しいと実感していることが数字から読

み取れるわけです。 

 議会議案第１９号は、老齢基礎年金等、

いわゆる国民年金と呼ばれるものの支給額

を増加すべきというものです。これは、そ

の原資としては国庫負担金、すなわち税か

ら２分の１が拠出されていますが、その他

の原資として現役世代の保険料が充当され

ます。その負担が大きく、被保険者の平均

保険料額は全国平均で月額７，０８２円、

令和４年度、令和５年度の６，５７５円か

ら５０７円、約７．７％の増加となり、既

に負担が増えている状態です。未納率は約

２６．１％にも上り、その主な理由が、保

険料が高く、経済的に支払うのが困難とい

うものになっています。 

 我々の立場としては、まずは現役世代の

収入を増やし、原資を安定させる議論を先

にすべきであり、国民年金の支給額の増加

ありきで議論することは現役世代のさらな

る負担増を招きかねないと考えています。 

 以上のことから、議会議案第１９号には

反対の立場とさせていただきます。 

 続きまして、議会議案第２１号に関して

です。 

 来年開催される大阪・関西万博において

は、３月にメタンガスによる爆発事故等が

あり、安心して引率できるものか不安視さ

れる声が上がっていることは承知しており

ます。ですが、先日１１月５日の大阪府議

会において、教師グループによる会場設備

の情報を周知して各学校の希望に応じた下

見ができるようにすることや、教員が答え

ることのできない保護者からの問合せにつ

いては、その窓口を大阪府に設けることな

どを求めた請願が採択されました。この請

願は、大阪府がどのような対応を行ったか

議会に報告する義務があり、一定の筋道が

立ったと考えています。 

 思い返せば、１９８５年、国際科学技術

博覧会、通称つくば万博が開催されまし

た。当時の万博のテーマは「人間・居住・

環境と科学技術」でした。私が一番印象的

だったのは、当時の電電公社、すなわち現

在のＮＴＴが展示していた通信技術でし

た。皆さんの周りを見ていただきたいと思

います。現代社会で通信技術の恩恵を受け

ずに過ごせている方がどのぐらいおられま

すでしょうか。このように、万博を契機と

して花開いた技術は数多く存在します。 

 来年開催の大阪・関西万博は、「いのち

輝く未来社会のデザイン」をテーマとし、

１６０以上の国と地域が参加する過去最大

規模の万博となっております。なぜ、この

万博を見学し、将来世代が知見を広める場

の提供に関して否定的なのでしょうか。 

 この招待事業の参加、不参加は、既に各

学校、各家庭・児童の判断に委ねられてい

ます。我々は、子供たちが行きたいと望

み、安全が担保されるのであれば、ぜひ行

っていただきたいと考えます。新しいイノ

ベーションの恩恵を将来世代が享受できる

ようアシストするのも大人の役割でありま

す。皆様の賢明な御判断と我々への賛同を

期待いたしまして反対討論とさせていただ

きます。 

○水谷毅議長 ほかにありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○水谷毅議長 以上で討論を終わります。 

 議会議案第１８号、議会議案第２０号、

議会議案第２２号及び議会議案第２３号を

一括採決します。 

 本４件について、可決することに異議あ
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りませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○水谷毅議長 異議なしと認め、本４件は可

決されました。 

 議会議案第１９号及び議会議案第２１号

を採決します。 

 本２件について、可決することに賛成の

方の起立を求めます。 

  （起立する者あり） 

○水谷毅議長 起立者多数です。 

 よって、本２件は可決されました。 

 以上で本日の日程は終了しました。 

 本日はこれで散会します。 

（午後３時８分 散会） 
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（午後２時５９分 開議） 

○水谷毅議長 ただいまから本日の会議を開

きます。 

 本日の会議録署名議員は、弘議員及び増

永議員を指名します。 

 この場で暫時休憩します。 

（午後３時  休憩） 

                 

（午後３時１分再開） 

○松本暁彦副議長 休憩前に引き続き再開し

ます。 

 ただいま、水谷議長から議長辞職願が提

出されました。 

 お諮りします。 

 この際、議長辞職許可の件を日程に追加

し、直ちに議題とし、日程を繰り下げるこ

とに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○松本暁彦副議長 異議なしと認め、そのよ

うに決定しました。 

 日程１、議長辞職許可の件を議題としま

す。 

 お諮りします。 

 水谷議長の議長辞職を許可することに異

議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○松本暁彦副議長 異議なしと認め、そのよ

うに決定しました。 

 議長辞職の挨拶を受けます。水谷議員。 

  （水谷毅議員 登壇） 

○水谷毅議員 退任に当たりまして、御挨拶

を申し上げます。 

 議員の皆様、そして職員の皆様には、こ

の１年余りの間、大変にお世話になりまし

た。皆様の御協力とお支えによりまして議

長の大任を果たすことができました。本当

にありがとうございます。 

 この１年間は、２０年間、摂津市の発展

のために尽くしてこられた森山前市長、そ

して、新しい摂津市をつくりゆかれる嶋野

新市長の下、議長として務めさせていただ

きましたこと、本当に光栄に思いますし、

自分自身にとっても一生の財産であったと

思っております。 

 摂津市内及び日本の国内外ともにたくさ

んの課題はありますけども、今後も一議員

として、摂津市の発展のため、そして市民

の皆さんのお役に立てますように全力で頑

張ってまいりますので、今後ともよろしく

お願いします。本日は誠にありがとうござ

いました。（拍手） 

 サンキュー・フォー・ユア・エブリシン

グ。ありがとうございます。 

○松本暁彦副議長 挨拶が終わりました。 

 お諮りします。 

 この際、議長選挙の件を日程に追加し、

直ちに議題とし、日程を繰り下げることに

異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○松本暁彦副議長 異議なしと認め、そのよ

うに決定しました。 

 日程２、議選第１号、議長の選挙を行い

ます。 

 お諮りします。 

 選挙の方法は、指名推選で行うことに異

議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○松本暁彦副議長 異議なしと認め、そのよ

うに決定しました。 

 お諮りします。 

 指名の方法は、議長が指名することに異

議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○松本暁彦副議長 異議なしと認め、そのよ

うに決定しました。 

 三好議員を指名します。 
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 お諮りします。 

 ただいま指名しました三好議員を当選人

と定めることに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○松本暁彦副議長 異議なしと認め、三好議

員が議長に当選されました。 

 三好議員が議場におられますので、当選

の告知をします。 

 議長就任の挨拶を受けます。三好議員。 

  （三好義治議員 登壇） 

○三好義治議員 議長就任に当たり、一言御

挨拶を申し上げたいと思います。 

 このたびは、第５８代摂津市議会議長に

それぞれの議員の御推挙をいただきまして

就任することができました。 

 思い起こせば、私は、第３９代、第４０

代の議長就任後、１８年後に久々に議長に

就任することになりました。今回、嶋野新

市長が誕生し、そして、今、国内、国外に

おきまして激動の年でありますが、摂津市

発展のため、そして市議会発展のために全

力を傾注して取り組む所存でございます。

どうか理事者の皆さん、議員の皆さん方に

おかれましても、議会がスムーズに運営で

きますよう、皆さん方の御協力をお願い申

し上げまして議長就任に当たりましての御

挨拶といたします。どうかこれからよろし

くお願い申し上げます。（拍手） 

○松本暁彦副議長 挨拶が終わりました。 

 この場で暫時休憩します。 

（午後３時５分 休憩） 

                 

（午後３時６分 再開） 

○三好義治議長 休憩前に引き続き再開しま

す。 

 ただいま、松本副議長から副議長辞職願

が提出されました。 

 お諮りします。 

 この際、副議長辞職許可の件を日程に追

加し、直ちに議題とし、日程を繰り下げる

ことに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 日程３、副議長辞職許可の件を議題とし

ます。 

 お諮りします。 

 松本副議長の副議長辞職を許可すること

に異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 副議長辞職の挨拶を受けます。松本議

員。 

  （松本暁彦議員 登壇） 

○松本暁彦議員 副議長辞職に当たりまして

の御挨拶を一言述べさせていただきます。 

 この１年余り、水谷議長とともに議会の

整斉円滑な運営に取り組んでまいりまし

た。皆様の大変貴重な、また、心遣いある

御協力のおかげをもちまして無事に議会運

営を滞りなく終えることができました。改

めて感謝申し上げます。 

 また、理事者の皆様につきましても、

我々議長、そして副議長共々、レクや様々

な形で支えていただき、心から御礼申し上

げます。 

 また、嶋野新市長におきましても、僅か

な期間ではありましたけども、共に正副議

長として仕事ができたことを心よりうれし

く思います。 

 今後につきましては、一議員として、摂

津市の発展、そして摂津市議会の円滑な議

会運営の協力をしていければと考えており

ます。引き続きどうぞよろしくお願いいた

します。 
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 簡単ではございますが、副議長辞職に当

たっての御挨拶とさせていただきます。誠

にありがとうございました。（拍手） 

○三好義治議長 挨拶が終わりました。 

 日程４、議選第２号、副議長の選挙を行

います。 

 お諮りします。 

 選挙の方法は、指名推選で行うことに異

議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 お諮りします。 

 指名の方法は、議長が指名することに異

議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 香川議員を指名します。 

 お諮りします。 

 ただいま指名しました香川議員を当選人

と定めることに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 異議なしと認め、香川議員

が副議長に当選されました。 

 香川議員が議場におられますので、当選

の告知をします。 

 副議長就任の挨拶を受けます。香川議

員。 

  （香川良平議員 登壇） 

○香川良平議員 副議長就任に当たり、一言

御挨拶を申し上げます。 

 皆様方の温かい御推挙を賜り、このたび

摂津市議会副議長に就任をいたします香川

でございます。副議長という重責に身の引

き締まる思いでございます。 

 今後におきましては、三好義治議長をし

っかりとお支えし、摂津市議会の円滑な運

営に尽力してまいりたいと思っておりま

す。どうか職員の皆様、議員の皆様の御指

導、御鞭撻、そして御協力を賜りますこと

をお願い申し上げ、簡単ではございます

が、副議長就任に当たり御挨拶とさせてい

ただきます。１年間どうぞよろしくお願い

いたします。（拍手） 

○三好義治議長 挨拶が終わりました。 

 お諮りします。 

 この際、議案第７０号を日程に追加し、

直ちに議題とし、日程を繰り下げることに

異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 日程５、議案第７０号を議題とします。 

 本件の除斥に該当する弘議員の退席を求

めます。 

  （弘豊議員退席） 

○三好義治議長 提案理由の説明を求めま

す。市長。 

  （嶋野市長 登壇） 

○嶋野市長 議案第７０号、監査委員の選任

について同意を求める件につきまして、提

案理由の説明を申し上げます。 

 本件につきましては、野口博氏の辞職に

伴いまして、弘豊氏を摂津市監査委員に選

出いたしたく、地方自治法第１９６条第１

項の規定により議会の同意を求めるもので

ございます。 

 簡単ではございますが、提案理由の説明

とさせていただきます。 

○三好義治議長 説明が終わり、質疑に入り

ます。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 質疑なしと認め、質疑を終

わります。 

 お諮りします。 
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 本件については、委員会付託を省略する

ことに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 討論に入ります。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 討論なしと認め、討論を終

わります。 

 議案第７０号を採決します。 

 本件について、同意することに異議あり

ませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 異議なしと認め、本件は同

意されました。 

  （弘豊議員着席） 

○三好義治議長 お諮りします。 

 本日はこれで延会することに異議ありま

せんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 本日はこれで延会します。 

（午後３時１２分 延会） 
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令和６年１１月１４日（木曜日）   
午後３時　　　　開　議 

摂　津　市　議　会　議　場 

１ 地方自治法第１２１条による出席者

１ 出席した議会事務局職員
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１ 議　事　日　程

1， 常任委員会委員及び議会運営委員会委員選任の件

2， 特別委員会委員選任の件

3， 議 選 第　　３号 淀川右岸水防事務組合議員補欠選挙の件

4， 議会運営委員会の所管事項に関する調査の件

１ 本日の会議に付した事件

　　日程１から日程４まで
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（午後３時 開議） 

○三好義治議長 ただいまから本日の会議を

開きます。 

 本日の会議録署名議員は、西谷議員及び

塚本議員を指名します。 

 日程１、常任委員会委員及び議会運営委

員会委員選任の件を議題とします。 

 本件は配付の名簿のとおり指名します。 

 この際、特別委員会委員の辞任の報告を

します。本日、弘議員、南野議員、三好議

員及び光好議員から駅前等再開発特別委員

会委員を辞任したい旨の願い出があり、こ

れを許可したことを報告します。 

 お諮りします。 

 この際、特別委員会委員選任の件を日程

に追加し、直ちに議題とすることに異議あ

りませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 日程２、特別委員会委員選任の件を議題

とします。 

 駅前等再開発特別委員会委員は、配付の

名簿のとおり指名します。 

 お諮りします。 

 この際、淀川右岸水防事務組合議会議員

の補欠選挙の件を日程に追加し、直ちに議

題とすることに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 日程３、議選第３号、淀川右岸水防事務

組合議会議員の補欠選挙を行います。 

 お諮りします。 

 選挙の方法は、指名推選で行うことに異

議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 お諮りします。 

 指名の方法は、議長が指名することに異

議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 藤浦議員を指名します。 

 お諮りします。 

 ただいま指名しました藤浦議員を当選人

と定めることに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 異議なしと認め、藤浦議員

が淀川右岸水防事務組合議会議員に当選さ

れました。 

 藤浦議員が議場におられますので、当選

の告知をします。 

 お諮りします。 

 この際、議会運営委員会の所管事項に関

する調査の件を日程に追加し、直ちに議題

とすることに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 日程４、議会運営委員会の所管事項に関

する調査の件を議題とします。 

 お諮りします。 

 本件については、閉会中に調査すること

に異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 以上で本日の日程は終了し、これで令和

６年第３回摂津市議会定例会を閉会しま

す。 

（午後３時３分 閉会） 
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地方自治法第１２３条第２項の規定により署

名する。 

 

 

 摂津市議会議長     三 好 義 治 

 

 

 摂津市議会議員     西 谷 知 美 

 

 

 摂津市議会議員     塚 本   崇 

 



☆ 添 付 資 料 







質問順位

　１番　塚本崇議員   　　２番　光好博幸議員  　 　 ３番　西谷知美議員

　４番　村上英明議員　　 ５番  増永和起議員 　 　　６番　南野直司議員

　７番　福住礼子議員　   ８番　安藤薫議員　　　　　９番　香川良平議員

　10番　三好義治議員　　 11番　弘豊議員　　　　　　12番　藤浦雅彦議員

　13番　出口こうじ議員　 　　　

１番　塚本崇議員

１　立志教育について

２　空き地問題について

３　駐輪場問題について

４　財政について

２番　光好博幸議員

１　健康寿命延伸への取組について

２　行政経営戦略について

３　産業振興施策について

４　交通利便性の向上について

５　災害対策の充実・強化について

６　鳥飼地域のまちづくりについて

３番　西谷知美議員

１　摂津市内における公園の利用について

２　摂津市における公共交通について

３　摂津市における子どもの権利条例について

４　中間支援組織の進捗と方向性について

令和６年　第３回定例会　一般質問要旨

【注】今回は全議員が、一問一答方式(1回目は一括質問一括答弁方式で2回目から一問一答
方式)で質問をします。
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４番　村上英明議員

１　鳥飼東小学校の統合に関する「スクールバス・通学路など」について

２　鳥飼まちづくりグランドデザインの動向について

３　災害時の避難場所について

５番　増永和起議員

１　ＰＦＯＡ汚染について

２　マイナ保険証一本化でなく現行の保険証を残すことについて

３　性暴力救援センター・大阪ＳＡＣＨＩＣＯの存続について

６番　南野直司議員

１　学童保育の充実について

２　摂津市が供給する水道水の安全について

７番　福住礼子議員

１　マイナ保険証の普及と利用促進等について

２　自治体の窓口ＤＸについて

３　摂津市の防災訓練について

８番　安藤薫議員

１　新市長の市政運営の方針について

　（１）「ウェルビーイング」を踏まえたまちづくりについて

　（２）市民参加の在り方について

　（３）市職員体制等について

２　公共交通の充実について

　（１）地域公共交通協議会の進捗状況と市民参加について

　（２）路線バスの減便、値上げなどの現状と市の認識について

　（３）バス利用者の利便性向上への取組について
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９番　香川良平議員

１　学校給食の無償化について

２　帯状疱疹ワクチン接種への補助制度の創設について

３　投票率向上に向けての取組について

10番　三好義治議員

１　自転車の安全利用の促進について

２　給食センター建設及び関連整備の進捗状況について

３　環境センター跡地利用計画の進捗状況について

４　結婚、子育て支援施策について

５　行財政運営について

11番　弘豊議員

１　物価高騰のもとで公共料金等の負担軽減を行うことについて

２　学校給食の無償化について

３　学童保育事業について

４　生活保護制度利用者の現状について

12番　藤浦雅彦議員

１　財政見通しと市長の認識について

２　市長が職員に期待するものと現状の課題について

３　高齢者にやさしい環境づくりについて

４　こどもを産み育てる喜びを実感できる環境づくりについて

５　こどもが持つ可能性を伸ばす学びの環境づくりについて

６　産業振興や地域活性化を通じた誰もが活躍できる環境づくりについて

13番　出口こうじ議員

１　不登校について

２　コミュニティスクールについて

３　中学校の校則について

４　投票率について

５　健都について
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令和６年第３回定例会 

 

 

常任委員会委員及び議会運営委員会委員選任の件 

 

《常任委員会》 

委 員 会 名 委員長 副委員長 委    員 

総務建設 

常任委員会 
野口  博 南野 直司 

藤浦 雅彦  安藤  薫  三好 義治 

塚本  崇 

文教上下水道 

常任委員会 
出口こうじ 西谷 知美 村上 英明  弘   豊  松本 暁彦 

民生常任委員会 福住 礼子 光好 博幸 水谷  毅  増永 和起  香川 良平 

       

 

《議会運営委員会》 

委 員 会 名 委員長 副委員長 委    員 

議会運営委員会 西谷 知美 塚本  崇 村上 英明  増永 和起  光好 博幸 

 

 

 

 

 

特別委員会委員選任の件 

 

委 員 会 名 委員長 副委員長 委    員 

駅前等再開発 

特別委員会 
松本 暁彦 水谷  毅 野口  博  西谷 知美  塚本  崇 
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議会運営委員会の所管事項に関する調査表 

 

（令和６年第３回定例会） 

 

 

調  査  事  件 調  査  期  限 

1. 議会の運営に関する事項について 令和７年９月２９日まで 
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